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Ⅰ 高等専門学校の現況及び特徴 

 

１ 現況 

（１）高等専門学校名 

富山工業高等専門学校 

（２）所在地 

富山県富山市本郷町13番地 

（３）学科等の構成 

学 科：機械工学科，電気工学科，物質工学科，

環境材料工学科 

専攻科：機械・電気システム工学専攻，機能材料

工学専攻 

（４）学生数及び教員数 

（平成19年5月1日現在） 

学生数：学 科806人 

    専攻科39人 

専任教員数：63人 

助手数：2人 

２ 特徴 

（１） 沿革 

 富山工業高等専門学校（以下｢本校｣という。）は，昭

和39年に３学科（機械工学科，電気工学科，工業化学

科）で創設され，昭和44年に金属工学科が増設された。

その後，平成元年に工業化学科を生物工学教育の導入を

新たに図った物質工学科に（物質コース及び生物コース

の２コース制を導入），平成７年には金属工学科をエコ

マテリアルの視点に立った環境材料工学科に改組した。

また平成５年には準学士課程の上に高度で複合・融合的

な工学専門領域の教育を目指して２年間の専攻科（機械

・電気システム工学専攻及び機能材料工学専攻）を設置

し今日に至っている。 

 発足当初は校舎・実習工場・体育館・図書館などの基

本的な施設が整備され，その後昭和62年に地元企業との

連携や研究・教育活動の活性化を図るため工業材料教育

研究センター（現総合技術センター），平成４年に生物

工学実験棟，平成７年に専攻科棟，平成16年には多目的

共用施設であるオープンラボなどが整備されている。 

 学生は富山県出身者が中心であるが，岐阜県など他府

県の出身者もいる。また昭和58年度からは高校からの編

入学制度を導入，平成３年度からは外国人留学生を積極

的に受け入れ，国際交流の一端を担っている。さらに平

成17年に技術振興会を立ち上げ，地元企業との連携によ

って研究・教育活動の活性化を図っている。 

（２）理念そして目的の背景 

本校における教育は，実体験及び問題発見・解決型を

重視し，実践的かつ専門的な知識及び技術を有する人材

を教育できる特徴を持っている。その結果，本校から多

くの卒業生が社会に出て，産業界では企業の経営者，大

企業や地元企業の役員，部長などとして，研究・教育界

では大学・高専の教授などとして広く各界で活躍してい

る。現在も準学士課程，専攻科課程とも就職率，進学率

はほぼ100%である。 

本校の教育の根底に流れている理念は「深雪に曲がっ

ても決して折れない若竹のような活力とねばり強さを持

つ学生」を育成することである。この精神を表す “わか

たけ”色は本校のスクールカラーとして用いられている。

本校の教育理念は，1) 自主自立の精神，2) 真理の探究，

3) 科学倫理の尊重，である。そして教育目的は，1) 工

学全般の基礎知識を有し，技術力に優れたグローバルエ

ンジニア，2) 広い視野を有し，将来，研究・開発をリー

ドする能力を備えた人材，3) 人・地球との共生の精神を

有した人材，の育成である。本校では，これらの理念及

び目的に基づいて，高校・大学の課程では実施困難な，

低学年からの専門分野の実験・実習などの体験型教育を

実施している。その結果，多様な進路に対応できる技術

者として本校を巣立ち，社会からは「よく手が動く」や

「積極的である」との評価を得ている。また専攻科にお

いては「複眼的視野と，生態系・環境との関わりに充分

配慮できる能力を持ちながら， も自信のある専門工学

領域の基礎的素養を持つ創造力ある技術者」の養成を目

指して教育・研究活動を行っている。これは国立高専機

構法第３条に掲げる目的の達成に合致するものである。 

 本校の教育研究の大きな特徴に環境を重視した工学教

育が挙げられる。これは富山県における過去の悲惨な歴

史（「イタイイタイ病」の教訓）に端を発している。こ

のことは，学生・教職員あるいは本地域に「エコテクノ

ロジー」という言葉が根付いていることにも伺われる。 

 平成16年度には「エコデザイン工学」プログラムが工

学（融合複合・新領域）関連分野で日本技術者教育認定

機構（JABEE）から認定を受け，準学士課程（4,5年）と

専攻科課程を合わせた教育プログラムが国際通用性を有

する学士教育課程水準にあるものと認められた。 
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Ⅱ 目的 

１ 富山工業高等専門学校の使命及び基本方針 

１．１ 本校の目的 

本校の目的は，学則第１条において定められているとおり，学校教育法第70条の２を踏まえて規定された「深

く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成すること」である。また専攻科課程については学則第28条に

「専攻科は，高等専門学校の基礎の上に，精深な程度において工学の高度な専門的知識と技術を教授し，その研

究を指導することを目的とする。」と規定されている。 

１．２ 教育方針 

本校の教育方針は，教育理念にもあるとおり第一に学生が自分自身の将来を考え自分の意思で勉強すること

（自主自立の精神），第二に教科書やこれまで他人が行った研究を参考に自分で考えて「なぜ」に答えていくこ

と（真理の探究），第三に「社会のために科学技術をどう使うべきか」という基本的な考え方（科学倫理の尊

重），を身につけさせることである。 

本校の教育目標は次のとおり定めている。 

(1) 工学全般の基礎知識を有し，技術力に優れたグローバルエンジニアの育成 

(2) 広い視野を有し，将来，研究・開発をリードする能力を備えた人材の育成 

(3) 人・地球との共生の精神を有した人材の育成 

 

２ 達成しようとしている基本的な成果   

準学士課程 

豊かな教養と，専門の工業技術の知識を身に付けた実践的技術者 

専攻科課程 

幅広い豊かな教養と，工学の高度な専門的知識を有する創造的技術者 

 

３ 学科及び専攻科ごとの目的 

３．１ 準学士課程 

※専門４学科の目的 

(1) 機械工学科 

 機械工学は，工業技術のあらゆる部門の発展を支える基礎的な学問であり，技術革新が進む中でますます重

要となっている。機械工学科は，機械工学の専門について深くその理論を教授するとともに，設計製図・機械工

学実験・機械工作実習を通して，実践的機械技術者として将来工業の各分野でその要望に応えることができるよ

う自主開発能力を高めた人材の育成を目標としている。 

 

(2) 電気工学科 

電気工学は電力，電子，情報通信，計測制御，材料などの幅広い分野を通して産業を根幹から支えている。こ

れらの分野は相互に密接に結びついており，いずれかの分野の専門技術者として業務に従事し活躍するには各分

野の基本をしっかりと身につけておく必要がある。電気工学科では講義・演習，実験・実習を通して電気工学各

分野の基本を総合的かつ実践的に学ぶ。さらに選択科目や卒業研究により専門知識と応用技術を身につけ，自己

の適性に合った分野の職業や大学に進む能力を養成する。電気工学の各分野において将来にわたって技術を支え

発展させることのできる人材の育成を目標としている。 
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(3) 物質工学科 

物質工学科は化学の力やバイオテクノロジーで新しい物質を作り出すうえでの基礎的な知識や技術について学

ぶ学科である。1,800 万種類という膨大な数の物質が知られ，また用いられている現代社会においては，物質の性

質や構造および機能を学び研究することは非常に重要である。物質工学科では実験を重視した教育を行っており，

実験技術に優れ，先端機器による分析やコンピューターによるデータ処理等を活用して，新しい機能を持つ物質

を開発できる人材の育成を目標としている。 

 

(4) 環境材料工学科 

環境材料工学科は，環境と調和した材料工学について，その基礎的知識や技術を学ぶ学科である。これからの

工学では人・地球との共生を抜きにした技術開発は不可能である。特に近年の材料工学では，この観点から環境

負荷の小さい材料，すなわち製造プロセスにおける省エネルギー化，有害物質による汚染の危険性がない材料，

ならびにリサイクルの容易な材料が求められており，環境材料工学科ではこの点を特に重視した材料工学，すな

わちエコマテリアル的な材料工学に携わる創造的な人材の育成を目標としている。 

 

※専門４学科共通の授業科目で編成される一般科目の目的 

一般科目は，国語・歴史・体育等の科目を通して豊かな教養と健康な体を持った健全な人間形成をすること，

英語・ドイツ語を通して外国やその文化を理解するとともに，将来国際社会で活躍できる素養を養うこと，数学

・物理学・化学等を通して工学を学ぶための基礎知識を教授することを目的としている。また特別活動では，学

級担任とのコミュニケーション，親睦と健康のためのスポーツ，教養を高めるための講演会等を通して他の授業

で得られない面を補い，個性の伸張を図ることを目的としている。 

 

３．２ 専攻科課程 

準学士課程で修得した基礎学力をベースとして，それぞれのより高度な専門科目を学習するとともに，演習，

実験，研究を通じてこれらを修得し，自主的に新技術が開発できる技術者を育成する。また学科を越えた専門お

よび一般科科目を学習・修得し，それらを融合した複眼的な広い視野を有し，学際的分野における問題点の抽出

能力と問題解決能力を備えた技術者を育成する。さらに，技術が社会や自然に及ぼす影響を考慮し，人や地球と

の共生の精神を有し，技術者倫理を尊重できる創造的技術者を育成する。 

 

(1) 機械・電気システム工学専攻 

機械工学科・電気工学科で修得した基礎学力をベースとして，それらを高度化するのみならず，解析力を高め

るための応用解析学やシミュレーション工学，機械・電気エネルギーシステム設計に必要な計測・制御，エネル

ギー変換工学，学際領域であるロボット工学等を修得する。また機械・電気システム，メカトロニクス等の分野

を含む教育研究体系を整え，開発能力を有した創造的技術者を育成する。 

 

(2) 機能材料工学専攻 

物質工学科・環境材料工学科で修得した基礎学力をベースとして，それらを複合化するのみならず，基礎的解

析力を高めるための物質構造論，新素材及び機能性材料の開発に必要な材料プロセス工学，材料機能学等を修得

する。また，学際領域である材料反応工学，機能性高分子材料等の分野を含む教育研究体系を整え，開発能力を

有した創造的技術者を育成する。 
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Ⅲ 基準ごとの自己評価 

 

基準１ 高等専門学校の目的 

（１）観点ごとの分析 

観点１－１－①： 目的として，高等専門学校の使命，教育研究活動を実施する上での基本方針，

及び，養成しようとする人材像を含めた，達成しようとしている基本的な成果等

が，明確に定められているか。 

（観点に係る状況） 

昭和３９年の富山工業高等専門学校創設以来，本校の教育の根底に流れている理念は，「降り積も

る雪を跳ね返す若竹のように，重圧を跳ね返す強靱な精神と明朗な学生を育成すること（富山高専十

年史より引用）」と書かれている。この理念は現在も受け継がれており，明朗と強靱を象徴する“わ

かたけ”色は本校のスクールカラーとして用いられている（資料１－１－①－１）。 

資料１－１－①－１ 根本理念 

（出典 学校要覧）

 

本校の目的は，学則（資料１－１－①－２）において定められているとおり，学校教育法第７０条

の２を踏まえて規定されている。これは学校創設時に定められたものであり，社会の変化はあるもの

の本校の基本的な使命は不変であると考えている。 

 

資料１－１－①－２ 富山工業高等専門学校学則（抜粋） 

 

第１章 目的  

（目的） 

第１条 富山工業高等専門学校（以下本校という。）は，教育基本法の精神にのっとり，及び学

校教育法に基づき深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成することを目的とする。  

（出典 学生便覧） 
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上記の目的を実現するため，平成１４年に施設・環境点検評価委員会が，従来の教育理念及び教育

目標を見直し，本校の新しい教育方針を定めた（資料１－１－①－３）。ここで定められた教育理念

・教育目標が，平成１４年１２月１１日開催の平成14年度第９回運営委員会で了承され，現在まで本

校の教育方針となっている。 

 

資料１－１－①－３ 教育方針 

 

教育理念 

◆ 自主自立の精神 

◆ 真理の探究 

◆ 科学倫理の尊重 

 教育目標 

 （１）工学全般の基礎知識を有し，技術力に優れたグローバルエンジニアの育成 

（２）広い視野を有し，将来，研究・開発をリードする能力を備えた人材の育成 

（３）人・地球との共生の精神を有した人材の育成 

 

（出典 平成14年11月８日 施設点検・評価報告書）  

 

本校の養成すべき人材像は学内ではこれまで校長訓話を始めとして繰り返し述べられ，また教育

目標等からも明らかなとおり，準学士課程については「豊かな教養と，専門の工業技術の知識を身に

付けた実践的技術者」，また専攻科課程においては「幅広い豊かな教養と，工学の高度な専門的知識

を有する創造的技術者」であり，このことは再確認されている（資料１－１－①－４）。 

 

資料１－１－①－４ 戦略企画会議議事要旨（抄） 

 

第５回戦略企画会議議事要旨 

日 時 平成19年6月13日（水）13：30～ 

場 所 大会議室 

               （略） 

３ 本科及び専攻科の養成すべき人材像について（資料２） 

副校長から，これまでに公表してきた標記について，資料に基づき確認依頼があり，  

準学士課程においては「豊かな教養と，専門の工業技術の知識を身に付けた実践的技術

者」，専攻科課程においては「幅広い豊かな教養と，工学の高度な専門的知識を有する創

造的技術者」であることが確認された。 

なお，今後，これまで以上に周知に努めることとする旨併せて確認された。 

（略） 

 

（出典 平成19年6月13日開催戦略企画会議議事要旨）
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この教育方針の下に本校の使命を達成するため，グローバル化に対応したコミュニケーション能力

と，自然科学及び工学の基礎知識を基にした専門分野の技術力を身につけ，問題解決・情報発信でき

る技術者，国際感覚を有し，開発・研究でリーダーシップを発揮でき，富山の地域産業に貢献できる

技術者，そして社会倫理を踏まえて心豊かな人間性を身につけ，実体験を通して地球にやさしいテク

ノロジーを身につけた技術者を養成するための教育を行っている。以上のことを整理した具体的学習

目標・到達目標を，準学士課程においては10項目（資料１－１－①－５）、専攻科課程においては18

項目（資料１－１－①－６）のサブ目標として定めている。 

また準学士課程の各専門学科及び一般科目（数学及び英語）においては，この教育目標を受けた

個別の教育目標及び達成目標等を学生便覧に掲載するとともに学生に掲示して，周知している（資料

１－１－①－７）。さらに専攻科課程においても各専攻個別の教育目標を予め学生に示している（資

料１－１－①－８）。 

 

資料１－１－①－５ 準学士課程サブ目標 

 

準学士課程の学習・教育目標 

Ａ 工学全般の基礎知識を有し、技術力に優れたグローバルエンジニアの育成 

1. 数学、自然科学及び情報処理に関する基礎知識を学習し、それを用いて工学の基礎を理解で

きること。 

2. 核となる専門分野の既存技術について説明し、実験の結果を正確に解析できること。 

3. 日本語によって論理的に記述し、プレゼンテーションする能力を身につけること。 

4. 外部試験等を活用して英語力の向上を図ること。 

Ｂ 広い視野を有し、将来、研究・開発をリードする能力を備えた人材の育成 

1. 日本語による技術論文を読解できること。 

2. 卒業研究を通して自主的に学習する姿勢を身につけること。 

3. 工場見学・インターンシップを通して地域産業を考えること。 

Ｃ 人・地球との共生の精神を有した人材の育成 

1．生命や心身の健康について理解を深め、周囲の人々や社会を思いやる大切さを自覚できるこ

と。 

2．人の生き方や社会について関心を深め、主体性を持った判断力を養うこと。 

3．工業技術に携わる者として、社会や環境に果たすべき責任をわきまえること。 

 

（出典 学生便覧）
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資料１－１－①－６ 専攻科課程サブ目標 

富山工業高等専門学校専攻科の学習・教育目標 

Ａ. 工学全般の基礎知識を有し、技術力に優れたグローバルエンジニアの育成 

1. 英語による 200 語程度の短い技術文が書け、英語で技術に関する簡単なコミュニケー

ションができること。 

2. 設計・システム、情報・論理、材料・バイオ、力学、社会技術に関する基礎知識を理

解できること。 

3. 実験を計画・実施し、データの正確な解析に基づいて工学的に考察し、かつ論理的に

説明できること。研究においては与えられた制約の下で必要な援助を得て計画的に研究

を進め、期限内にまとめることができること。 

4. 自分自身が伝えたい情報・意見を日本語で論理的に記述することができ、またプレゼ

ンテーションにおいて発表・討議できること。 

5. 工学的諸問題に対処する際に必要な数学、自然科学及び情報の基礎的知識を理解でき

ること。 

6. 核となる専門分野の既存技術を説明でき、社会から要求されている問題や実務上の問

題を見出し設定できること。 

Ｂ. 広い視野を有し、将来、研究・開発をリードする能力を備えた人材の育成 

1. 特別研究を通して、研究・学習状況の把握や記録を習慣づけ、自主的・継続的に学習で

きること。  

2. 自分とは異なった文化圏から来ている人々と交流し、他者・他国の立場から物事を考え

ることができること。 

3. 日本語及び英語による技術論文を著者の意図に沿って読解し、その内容を説明できる 

こと。 

4. 必ずしも正解のない問題に対してグループで検討・考察し、問題点を抽出、実現可能な

解を積極的に提案・評価できること。 

5. 工場見学を通じて地域産業を説明できること。 

6. 自分自身の生きている現代社会について、歴史を踏まえて経済・法律・習慣などの面か

ら説明できること。 

Ｃ. 人・地球との共生の精神を有した人材の育成 

1. 幸福・福祉や豊かさなどの多元的な概念を認識し、自己の確立ができること。 

2. 技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を認識し、技術者が社会に対して負っている責

任について説明できること。 

3. 知識と技術とが結びついた生産活動を体験し、それを学生生活に反映できること。 

4. 技術者として自立していくために、環境対策や新技術のコンセプトを説明できること。 

5. 既存の環境保全技術を説明できること。 

6. 自然や社会との共生を志向したエコテクノロジーを理解できること。 

 

（出典 平成19年1月25日開催運営委員会資料） 
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資料１－１－①－７（１） 準学士課程各学科の教育目標・達成目標（機械工学科） 

 

（出典 掲示物）
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資料１－１－①－７（２） 準学士課程各学科の教育目標・達成目標（電気工学科） 

 

 

（出典 掲示物）
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資料１－１－①－７（３） 準学士課程各学科の教育目標・達成目標（物質工学科） 

 

（出典 掲示物）
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資料１－１－①－７（４） 準学士課程各学科の教育目標・達成目標（環境材料工学科） 

 

（出典 掲示物）
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資料１－１－①－７（５） 準学士課程各学科の教育目標・達成目標（一般科目数学科） 

（出典 掲示物）
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資料１－１－①－７（６） 準学士課程各学科の教育目標・達成目標（一般科目英語科） 

 

（出典 掲示物）
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資料１－１－①－８ 専攻科課程各専攻の教育目標 

 

 専攻科課程 

本科で修得した基礎学力をベースとして、それぞれのより高度な専門科目を学習するとともに、演習、

実験、研究を通じてこれらを修得し、自主的に新技術が開発できる技術者を育成する。また学科を越えた

専門および一般科科目を学習・修得し、それらを融合、複眼的な広い視野を有し、学際的分野における問

題点の摘出と問題解決能力を備えた技術者を育成する。さらに、技術が社会や自然に影響することを考慮

し、人や地球との共生の精神を有し、技術者倫理を尊重できる技創造的術者を育成する。 

 

機械・電気システム工学専攻 

機械工学科・電気工学科で修得した基礎学力をベースとして、それらを高度化するのみならず、解析力を

高めるための応用解析学やシミュレーション工学、機械・電気エネルギーシステム設計に必要な計測・制

御、エネルギー変換工学、学際領域であるロボット工学等の講義を行います。また機械・電気システム、メ

カトロニクス等の分野を含む教育研究体系を整え、開発能力を有した創造的技術者を育成する。 

 

機能材料工学専攻 

物質工学科・環境材料工学科で修得した基礎学力をベースとして、それらを複合化するのみならず、基礎

的解析力を高めるための物質構造論、新素材及び機能性材料の開発に必要な材料プロセス工学、材料機能学

等を修得する。また、学際領域である材料反応工学、機能性高分子材料等の分野を含む教育研究体系を整

え、開発能力を有した創造的技術者を育成する。 

 

（出典 学生便覧）

 

（分析結果とその根拠理由）  

昭和39年の創設以来，教育の基本方針は一貫して変わっていない。平成14年に現在の教育方針及び

教育目標を掲げることで目指すべき教育の狙いを定め，準学士課程卒業時と専攻科課程修了時の養成

しようとする技術者像及び学習目標を明確に示している。 

 以上のことから，本校は，高等専門学校として目的を明確に定めている。 

 

観点１－１－②： 目的が，学校教育法第７０条の２に規定された，高等専門学校一般に求められ

る目的から，はずれるものでないか。 

（観点に係る状況）  

本校の目的（学則第１章 目的 第１条；資料１－１－①－２）は，高等専門学校創設の趣旨であ

る「実践的技術者を養成する高等教育機関」としての責務及び学校教育法上の高等専門学校の目的を

踏まえて制定されたものである。 

学校教育法第７０条の２には「深く専門の学芸を教授」し，「職業に必要な能力を育成」するとい

う二つの具体的な目的が規定されているが，本校の教育目標との関係は次のとおりである（資料１－

１－②－１）。 
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資料１－１－②－１ 学校教育法の目的と本校学習目標の関係 

 

 「深く専門の学芸を教授し」に対

応 

「職業に必要な能力を育成」に対応 

学習目標 A 

 

学習目標 B 

 

工学全般の基礎知識を有し、 

 

将来、研究・開発をリードする能

力 

技術力に優れたグローバルエンジニア

 

 

学習目標 C 

 

 人・地球との共生の精神を有した人材

 

（出典 エコデザイン工学委員会作成資料）

 

 観点１－１－①で述べたとおり準学士課程及び専攻科課程に対応したサブ目標が定められている

（資料１－１－①－５及び資料１－１－①－６）。それら学習目標や到達目標の中の特に重要な部分

について，学校教育法の目的との関係を表にして示す（資料１－１－②－２）。また準学士課程及び

専攻科課程の個々の学科・専攻についてもそれぞれ目標が定められており（資料１－１－①－７及び

資料１－１－①－８）、いずれもが本校の目的に沿ったものとなっている（資料１－１－②－３）。 
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資料１－１－②－２ 学校教育法の目的と本校サブ目標の関係 

 

 「深く専門の学芸を教授し」に対応 「職業に必要な能力を育成」に対応 

準学士課程 

サブ目標 

(A-1) 数学、自然科学及び情報処理

に関する基礎知識を学習し、それを

用いて工学の基礎を理解できるこ

と。 

(A-2) 核となる専門分野の既存技術

について説明し、 

(A-2) 実験の結果を正確に解析できるこ

と。 

(A-3) 日本語によって論理的に記述し、

プレゼンテーションする能力を身につけ

ること。 

(A-4)外部試験等を活用して英語力の向

上を図ること。 

専攻科課程

サブ目標 

(A-2) 設計・システム、情報・論

理、材料・バイオ、力学、社会技術

に関する基礎知識を理解できるこ

と。 

(A-5) 工学的諸問題に対処する際に

必要な数学、自然科学及び情報の基

礎的知識を理解できること。 

(A-6) 核となる専門分野の既存技術

を説明でき、社会から要求されてい

る問題や実務上の問題を見出し設定

できること。 

(A-3) 実験を計画・実施し、データの正

確な解析に基づいて工学的に考察し、か

つ論理的に説明できること。研究におい

ては与えられた制約の下で必要な援助を

得て計画的に研究を進め、期限内にまと

めることができること。 

(A-4) 自分自身が伝えたい情報・意見を

日本語で論理的に記述することができ、

またプレゼンテーションにおいて発表・

討議できること。 

(A-1) 英語による 200 語程度の短い技術

文が書け、英語で技術に関する簡単なコ

ミュニケーションができること。 

 

（出典 エコデザイン工学委員会作成資料）
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資料１－１－②－３ 準学士課程学科及び専攻科課程専攻の教育目標 

 

機械工学科 ---機械工学の専門について深くその理論を教授するとともに、

設計製図・機械工学実験・機械工作実習を通して、--- 

電気工学科 ---講義・演習、実験・実習を通して電気工学各分野の基本を総

合的に実践的に学ぶ。さらに選択科目や卒業研究により専門知

識と応用技術を身につけ--- 

物質工学科 ---化学の力やバイオテクノロジーで新しい物質を作り出すうえ

での基礎的な知識や技術--- 

---実験を重視した教育を行っており、実験技術に優れ、先端機

器による分析--- 

準学士課程 

環境材料工

学科 

---環境と調和した材料工学について，その基礎的知識や技術を

学ぶ--- 

---環境負荷の小さい材料，すなわち製造プロセスにおける省エ

ネルギー化，有害物質による汚染の危険性がない材料，ならび

にリサイクルの容易な材料--- 

両専攻共通 ---より高度な専門科目を学習するとともに、演習、実験、研究

を通じてこれらを修得し、自主的に新技術が開発できる技術者-

-- 

---複眼的な広い視野を有し、学際的分野における問題点の摘出

と問題解決能力を備えた技術者--- 

機械・電気

システム工

学専攻 

---解析力を高めるための応用解析学やシミュレーション工学、

機械・電気エネルギーシステム設計に必要な計測・制御、エネ

ルギー変換工学、学際領域であるナノテクノロジー等を修得---

専攻科課程 

機能材料工

学専攻 

---基礎的解析力を高めるための物質構造論、新素材及び機能性

材料の開発に必要な材料プロセス工学、材料機能学等を修得---

 

（出典 エコデザイン工学委員会作成資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校の教育目的は，高等専門学校創設の趣旨及び学校教育法上の目的を踏まえて制定されている。

また，本校教育目標や到達目標は，学校教育法上の高等専門学校の目的との対応を明確にした上で制

定されている。 

以上のことから，本校の目的が学校教育法の定めに外れるものではない。 

 

観点１－２－①： 目的が，学校の構成員（教職員及び学生）に周知されているか。 

（観点に係る状況）  

本校の目的，教育理念，教育目標，養成しようとする技術者像及び身につけるべき学力や資質，各
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学科・専攻の目的等は，本校が作成する多くのパンフレット類等に明示されている。代表的なものと

しては観点１－１－①で挙げた学校要覧及び学生便覧がある。また，特に学生向けに電子媒体（Web

サイト）を用いて本校の目的等を，言葉を変えて分かり易くしたものを掲載している（資料１－２－

①－１，２）。 

 

 

 

 

資料１－２－①－１ 本校の概要 

 

                               （出典 本校 Web サイト） 

                                     http://www.toyama-nct.ac.jp/tnct/gaiyo/gaiyo.html 
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資料１－２－①－２ 学科案内 
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（出典 本校 Web サイト）

http://www.toyama-nct.ac.jp/tnct/gakka/gakka.html

 

これらの目的は，教職員（非常勤を含む）に対しては配付するパンフレット類やWebサイトにより

周知している。なお，新任教職員を対象とした研修会（資料１－２－①－３）も開催され，そこで重

点的に説明が行われている。 

 

資料１－２－①－３ 新任教職員研修 

 

（出典 総務課資料）

 

学生に対しては，担任や学科長が中心となり周知に努めている。新入学生に対しては，入学時の新

入生ガイダンスにおいて，準学士課程は教務主事等（資料１－２－①－４），専攻科は専攻科長（資

料１－２－①－５）が周知を図っている。また，在学生に対しては，毎年度，始業式に行うホームル

ームにおいて，担任が周知を図っている(資料１－２－①－６)。 
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資料１－２－①－４ 新入生ガイダンス（準学士課程） 

 

 

（出典 平成 18 年４月３日教務委員会資料）
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資料１－２－①－５ 新入生ガイダンス（専攻科課程） 

 

平成 18 年度専攻科新入生ガイダンスについて 

 

目 的  専攻科の教育方針及び学生生活の在り方等について説明し， 

      学生生活を円滑に図ることを目的とする。 

      特に，学位授与機構および JABEE エコデザイン工学教育プログラム 

      について理解してもらう。 

 

期日等  平成１８年４月 ６日（木）〔専攻科棟１階講義室Ⅲ〕 

平成１８年４月２５日（火）〔図書館２階情報処理センター〕 

 

----------------------------------------------------------------------- 

日 程  ４月６日（木）入学式終了後 

場 所  専攻科棟１階 第Ⅲ講義室 

説明者  専攻科長，副専攻科長 

対 象  専攻科１年生 

内 容  「専攻科新入生ガイダンス」 

    1．専攻科の概要説明 

        学生便覧 6 章，教育課程表，専攻科教育目標 

    2．専攻科の授業科目履修等に関する規則 

    3．エコデザイン工学教育プログラム，履修の手引き 

    4．主副指導教員希望調査のための H17 年度特別研究要旨集配布 

       （本校以外からの入学者に対してその後個別に追加説明） 

※ 配付資料  学生便覧 

     エコデザイン工学教育プログラム履修の手引き 

     情報セキュリティ個人マニュアル 

              情報処理センター利用の手引き 

学生相談案内 

              図書館利用のしおり 

 

日 程  ４月２５日（火）１限目 

場 所   図書館２階 情報処理センター 

説明者  専攻科長，副専攻科長，前専攻科長，専攻科委員会委員 

対 象  専攻科１年生および指導教員 

内 容  「学生別修了要件確認に関する説明会」 

       1．エコデザイン学生別修了要件の確認について  

       2．エクセル入力作業の説明ほか 

（出典 学生第一課資料）
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資料１－２－①－６ 始業式次第 

 

 

（出典 学生第一課資料）

 

 

さらに，日頃から学習・教育目標や学科等目標に触れる機会を持つため，学生玄関の電子掲示板及

び全ての教室に教育目標等を書いたパネル（資料１－２－①－７）や印刷物（資料１－１－①－６）

を掲示している。さらに教職員は，裏に学習・教育目標が印刷されている顔写真入りの名札（資料１

－２－①－８）を付けており，広く周知を図っている。 

 本校の教育目標について，教員（非常勤講師を含む），職員及び学生に分けてアンケートによりそ

の周知度を調査した結果を資料１－２－①－９に示す。調査結果から教員についてはほぼ全員が知っ

ていることが分かったが，職員については教育に直接携わらない職員もいて，あまり知らないと答え

た者も見られた。また学生については学年の進行に伴い周知度が上昇して行き，半数程度の学生は知

っていることが分かったが，全く知らないと答えた学生も見られ，今後さらなる周知徹底に取り組ん

でいく予定である。 
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資料１－２－①－９ 教育目標の周知度（アンケート結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１－２－①－７  

学習・教育目標パネル 

 

（出典 掲示物） 

資料１－２－①－８ 

  顔写真入りの名札 

 

（表）          （裏） 

 

（出典 総務課）

 教育目標の周知度（教員）

36%

57%

6% 1%

　よく知っている

　だいたい知っている

　あまり知らない

　全く知らない

 教育目標の周知度（職員）

6%

47%
38%

9%

　よく知っている

　だいたい知っている

　あまり知らない

　全く知らない

 教育目標の周知度（準学士課程１年）

4%

45%
41%

10%

　よく知っている

　だいたい知っている

　あまり知らない

　全く知らない

 教育目標の周知度（準学士課程２，３年）

6%

38%

36%

20%

　よく知っている

　だいたい知っている

　あまり知らない

　全く知らない
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（出典 学生第一課資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校の目的等を掲載した学生便覧等を教職員及び学生に配布することにより目的の周知を図ってい

るほか，教員に対しては各種会議等において，また学生に対しては担任から説明することにより周知

を図っている。また，目的の周知状況を把握するためのアンケート調査において，教員（非常勤講師

を含む）については９割以上が、職員については半分以上が本校の目的を「知っている」と回答して

おり，準学士課程及び専攻科課程の学生についても概ね半分の学生が「知っている」と回答している。 

以上のことから，本校では，目的が学校の構成員に概ね周知されているが、今後も周知を図ってい

く予定である。 

 

 

観点１－２－②： 目的が，社会に広く公表されているか。 

（観点に係る状況）  

本校の教育目的等は，Web サイト（資料１－２－②－１）に掲載することによって，社会に公表し

ている。また，本校が作成するパンフレット類では，観点１－１－①で挙げた学校要覧を始めとして，

中学生を主たる対象とした学校案内（資料１－２－②－２），編入学生（資料１－２－②－３）及び

専攻科学生（資料１－２－②－４）の各募集要項中にも本校の目的が記載されている。パンフレット

類は，中学生，高校生，本校学生，本校卒業生及び修了生の就職先である企業等にも充分に配布して

おり，これらの印刷部数及び配布部数の一覧表（資料１－２－②－５）に示すとおりである。 

 

 

 教育目標の周知度（準学士課程４年）

43%

17%

37%

3%

　よく知っている

　だいたい知っている

　あまり知らない

　全く知らない

 教育目標の周知度（準学士課程５年）

8%

56%

25%

11%
　よく知っている

　だいたい知っている

　あまり知らない

　全く知らない

 教育目標の周知度（専攻科課程１年）

16%

58%

26%

0%

　よく知っている

　だいたい知っている

　あまり知らない

　全く知らない

 教育目標の周知度（専攻科課程２年）

7%

53%

33%

7%

　よく知っている

　だいたい知っている

　あまり知らない

　全く知らない
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資料１－２－②－１  本校の教育理念・目標 
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                              （出典 本校Webサイト）

http://www.toyama-nct.ac.jp/tnct/gaiyo/rinen.html
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資料１－２－②－２ 学校案内（抜粋） 

 
（出典 学校案内）
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資料１－２－②－３ 編入学生募集要項（抜粋） 

 

 
 

（出典 学生募集要項）
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資料１－２－②－４ 専攻科学生募集要項（抜粋） 

 
（出典 学生募集要項）

 

資料１－２－②－５ パンフレット類の印刷部数及び配布数 

 

パンフレット 印刷部数 配布部数 

学校要覧 １，３００ １，３００ 

学校案内 ７，０００ ５，０００ 

準学士課程募集要項 ２，０００ １，８００ 

編入学募集要項 ３００ ２７０ 

専攻科募集要項 ２５０ ２１０ 

 

（出典 総務課及び学生第一課作成資料）

 

また，体験入学やオープンキャンパス（資料１－２－②－６）、中学校説明会（資料１－２－②－

７）、公開講座等（資料１－２－②－８）の際に、学外者に対してこれらのパンフレット類を配布し，

本校の目的等を充分に説明している。さらに平成18年度より近隣の中学校長を本校に招いて，教育目

的等を説明（資料１－２－②－９）し，また直接教育現場を見ていただいて理解をしていただいてい

る。 

 一方，本校の教育目的や活動状況を描いたビデオを作製（資料１－２－②－１０）し種々の場面で

広報に努めている。
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資料１－２－②－６ 平成１８年度体験入学・オープンキャンパス日程 

行　　事　　内　　容 実　　施　　日

＜参考：平成１７年度実施テーマ＞

機 械 工 学 科 ：『体験！！３次元ＣＡＤ（キャド）』

　７月２７日（木）～２８日（金） 　　～コンピュータでものづくり～

両日とも午前中 電 気 工 学 科 ：『ゲルマニウムラジオの作成とそれを用いた放送電波受信実験』

物 質 工 学 科 ：『コウボ菌のカプセルをつくろう』

環境材料工学科 ：『沈まないどろ舟を作ろう』

　　（かちかち山のタヌキは溺れずにすむか？）

一 般 科 目 ：『酸性？アルカリ性？身の回りの水溶液を測っちゃおう！』

オープンキャンパスⅠ 　９月３０日（土）午前中

オープンキャンパスⅡ １１月　３日（金・祝）午前中

模擬授業（一般科目、専門科目）体験及びクラブ活動見学を行う。

高専祭（１１月３日・４日）が開催される初日（３日）に、学校概要等説明
及び高専祭の見学を行う。

平成１８年度富山工業高等専門学校行事日程（中学生向けイベント）

体 験 入 学

概　　　　　　要

機械工学科、電気工学科、物質工学科、環境材料工学科及び一般科
目がテーマを設定し、そのテーマに基づいた実験を体験する。

（出典 学生第一課資料）
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資料１－２－②－７ 平成１８年度中学校説明会 

 

（出典 学生第一課資料）
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資料１－２－②－８ 平成１８年度公開講座 

  

（出典 総務課資料）
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資料１－２－②－９ 中学校長への説明 

「富山市中学校長と富山高専の懇談会」進行表 
 

 日 時 平成１８年 ７月１３日（木）１１：００ ～１３：００ 
 場 所 本校小会議室，オープンラボ２Ｆ 
 出席者 中学校長 １５校長 
     本  校 校長，副校長，校長補佐３，専攻科長，学科等長５，図書館長， 

事務部長，庶務課長，会計課長，学生課課長補佐（１６名） 
 
 日 程 
   １０：４５ 校長，副校長，庶務課長は，小会議室で待機 

      駐車場誘導，受付・案内担当は所定の位置へ 
        【中学校長来校時，庶務課前にて受付し，名札・クリアーファイルを

渡し，小会議室へ案内する】 
【早期来場の方にお茶を出す】 

１０：５５ 授業・施設見学引率担当教員は，校長応接室に集合 
   １１：００ 開会（司会：庶務課長）（校長，副校長のみ出席） 
         校長挨拶 
   １１：０８ 日程説明 
   １１：１０ 授業・施設見学 

   （Ａコース引率：亀田，寺西，角） 
         （Ｂコース引率：松井，小川，安田） 
   １１：５０ 出席者は，オープンラボ２Ｆに集合 
   １１：５０ 授業・施設見学終了 

【中学校長を指定座席に案内】 
   １１：５０ 懇談会開始 

（資料説明） 
（質問等） 

１２：００ 昼食 
１２：３０ ビデオ鑑賞 
１２：４５ （意見交換） 
１２：５５ 校長挨拶 

   １３：００ 解散（事務玄関にて見送り） 
 

 （出典 総務課）
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資料１－２－②－１０ 本校紹介ビデオ 

 

 

 

 

  （出典 学生第一課）
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  本校の運営に関する重要事項について広く学外有識者の意見を聴くための組織として評議員会が

設けられている。そこにおいて本校の目的等が充分に審議されてきている（資料１－２－②－１１，

１２）。 

 

資料１－２－②－１１ 平成１７年度富山高専評議員会議事要旨（抜粋） 

 

 
 

（出典 平成 17 年度評議員会議事要旨（平成 18 年１月 24 日））
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資料１－２－②－１２ 平成１７年度富山高専評議員会資料（抜粋） 

 

（出典 平成 17 年度評議員会資料（平成 18 年１月 24 日）） 
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（分析結果とその根拠理由）  

Web サイトに本校の目的等を掲載しているほか，学校要覧，入学案内，募集要項等にも記載してお

り，オープンキャンパスや中学校訪問時にそれらを配付して説明している。また，中学校長を本校に

招いて実際に現場を見ていただいている。さらに学校要覧等を就職先企業などにも配布している。 

以上のことから，本校の目的は社会に対して広く公表されている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

 近隣の中学校長を本校に招いて，教育目的等を説明し，また直接教育現場を見ていただいて理解を

していただいた。 

 本校の教育目的や活動状況を描いたビデオを作製し種々の場面で広報に努めている。 

（改善を要する点）  

  該当なし 

 

（３）基準１の自己評価の概要 

 本校では，創設時から学則において学校の目的を定め，それを現在まで貫いてきている。ま

たその目的に沿った３つの教育理念を定めるとともに，準学士課程及び専攻科課程の卒業（修

了）時の養成すべき人材像を定め，さらに身につけるべき学力や資質・能力を学習・教育目標

として具体的に定めることにより，学生が本校において学習する際の具体的な指針を示してい

る。さらにそれらを受けて各学科・各専攻において養成する人材像を含む目的を明確に定めて

いる。 

 本校の目的は，高等専門学校創設の趣旨及び学校教育法上の高等専門学校の目的を踏まえて

定められたものであり，準学士課程及び専攻科課程の卒業（修了）時に身につけるべき学力や

資質・能力が，学校教育法上の高等専門学校の目的と明確に関連づけて制定されていることか

ら，学校教育法に規定された目的から外れるものではない。また，それらを受けて定められた

各学科・各専攻に養成する人材像を含む教育目標は，本校の目的から外れるものではない。 

 教職員に対しては，本校の目的と準学士課程及び専攻科課程の卒業（修了）時に身につける

べき学力や資質・能力並びに各学科・各専攻で定められた養成する人材像を含む目的について，

印刷物等や諸会議を活用して周知徹底を図っており，また学生に対しては掲示物やガイダンス

等を通して教員から周知を図っており，周知状況を示すアンケート結果からも，学校として，

目的が学校の構成員に周知されていることを把握している。 

 また，本校の目的は，Webサイトやパンフレット類への掲載により広く公開されているばかりで

なく，オープンキャンパスや県内を中心とする学校訪問時の説明及び県内外の企業等へパンフレット

類を配布するなど，社会に対して広く公表されている。
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基準２ 教育組織（実施体制） 

（１）観点ごとの分析 

観点２－１－①： 学科の構成が，教育の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況）  

本校は昭和３９年に、工業立県を目指した当時の富山県の置かれている状況（新産業都市として

指定された地域）から、機械工学科、電気工学科及び工業化学科の３学科をもって設置された。その

後、富山県内の金属工業界からの要望などにより、昭和４４年に金属工学科を増設、その後、時代の

変化に伴い学科の改組（平成元年工業化学科→物質工学科、平成７年金属工学科→環境材料工学科）

を経て現在の構成に至っている（資料２－１－①－１，２）。 

 

資料２－１－①－１ 学科の構成（学則からの抜粋） 

 

 （学科，学級数及び入学定員） 

第７条 学科，学級数及び入学定員は，次のとおりとする。 

学    科 学 級 数 入学定員 

機 械 工 学 科 

電 気 工 学 科 

物 質 工 学 科 

環 境 材 料 工 学 科 

１ 

１ 

１ 

１ 

４０人 

４０人 

４０人 

４０人 

２ 前項の規定にかかわらず，教育上有益と認めるときは，異なる学科の学生をもって学級を編 

成することができる。 

 

（出典 本校規則集）
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資料２－１－①－２ 学科概要                   
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（出典 学校要覧）

 

本校の教育目標及び養成すべき人材像を基に学科ごとに教育目標（資料２－１－①－３）を定めて

いる。 
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資料２－１－①－３ 各学科の教育目標 

 

機械工学科 
ものを創り出す機械技術者の育成 

 
【教育目標】機械工学は、工業技術のあらゆる部門に共通して必要な学問であり、技術革新が進む中でますます重

要となっています。本学科は、機械工学の専門について深くその理論を教授するとともに、設計製図・機械工学実

験・機械工作実習を通して、実践的機械技術者として将来工業の各分野でその要望にこたえることができるよう、

自主開発能力を高め、さらに、公害問題や、環境問題を意識した機械について考えることのできる人材の育成を目

標としている。 

 

電気工学科 
 

電力、電子、情報通信、計測制御などの基本を身につけた電気技術者の育成 
 

【教育目標】電気工学は電力、電子、情報通信、計測制御、材料などの幅広い分野を通して産業を根幹から支えて

いる。これらの分野は相互に密接に結びついており、いずれかの分野の専門技術者として業務に従事し活躍するに

は各分野の基本をしっかりと身につけておく必要がある。本学科では講義・演習、実験・実習を通して電気工学各

分野の基本を総合的に実践的に学ぶ。さらに選択科目や卒業研究により専門知識と応用技術を身につけ、自己の適

性に合った分野の職業や大学に進む能力を養成する。人・地球との共生の精神を涵養し、将来にわたって技術を支

え発展させることのできる人材の育成を目指す。 

 

物質工学科 
化学や生物化学の力を利用してものを創り出す技術者の育成 

 

【教育目標】物質工学科は化学の力やバイオテクノロジーで新しい物質を作り出すうえでの基礎的な知識や技術に

ついて学ぶ学科である。1,800 万種類という膨大な数の物質が知られ、また用いられている現代社会においては、

物質の性質や構造および機能を学び研究することは非常に重要である。本学科では実験を重視した教育を行ってお

り、実験技術に優れ、先端機器による分析やコンピュータによるデータ処理等を活用して、新しい機能を持ち、か

つ地球環境に配慮した物質を開発できる技術者を養成することを目標としている。 

 

環境材料工学科 
環境に優しい材料工学に携わる技術者の育成 

 

【教育目標】環境材料工学科は，環境と調和した材料工学について，その基礎的知識や技術を学ぶ学科である．これからの

工学では人・地球との共生を抜きにした技術開発は不可能である．特に近年の材料工学では，この観点から環境負荷の小さ

い材料，すなわち製造プロセスにおける省エネルギー化，有害物質による汚染の危険性がない材料，ならびにリサイクルの容

易な材料が求められており，本学科ではこの点を特に重視した材料工学，すなわちエコマテリアル的な材料工学に携わる創

造的な技術者の育成を目指している． 

 

（出典 学生便覧）
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（分析結果とその根拠理由）  

機械工学科，電気工学科，物質工学科及び環境材料工学科では，教育理念及び「将来，リーダーと

なる能力を備え，共生の精神を有したグローバルエンジニア」という本校の教育目標に向かってそれ

ぞれ専門教育を展開している。従って，学科の構成は教育の目的を達成する上で適切なものとなって

いる。 

 

 

観点２－１－②： 専攻科を設置している場合には，専攻科の構成が，教育の目的を達成する上で

適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況）  

平成５年に、本校の５年一貫教育プログラムを修了した学生を主たる対象とした修業年限２年の専

攻科を設置した。専攻科は２専攻からなり、機械工学科及び電気工学科で修得した基礎学力の上に高

度な専門教育を施す機械・電気システム工学専攻、同様に物質工学科及び環境材料工学科の上に機能

材料工学専攻がある（資料２－１－②－１，２）。 

 

資料２－１－②－１ 専攻科の構成（本校学則からの抜粋） 

 

 （設置） 

第27条 本校に，専攻科を置く。 

 （目的） 

第28条 専攻科は，高等専門学校の基礎の上に，精深な程度において工学の高度な専門的知識と技

術を教授し，その研究を指導することを目的とする。 

 （専攻及び入学定員） 

第29条 専攻及び入学定員は，次のとおりとする。 

  機械・電気システム工学専攻  ８人 

  機能材料工学専攻       ８人 

 

                                 （出典 学生便覧）
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資料２－１－②－２ 専攻科の概要 

 

（出典 学校要覧）
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専攻科の目的は，資料２－１－②－３に示したとおりであり，その学習・教育目標は本校の教育目

標及び養成すべき人材像を基に定められた資料２－１－②－４のとおりである。各専攻の教育目的は，

資料２－１－②－２のとおりであり，専攻科の構成は教育目的を達成するために適切なものとなって

いる。 

 

資料２－１－②－３ 専攻科の目的 

 

（出典 専攻科概要）

 

資料２－１－②－４ 専攻科の学習・教育目標 

 

富山工業高等専門学校専攻科の学習・教育目標 

 

Ａ. 工学全般の基礎知識を有し、技術力に優れたグローバルエンジニアの育成 

1. 英語による 200 語程度の短い技術文が書け、英語で技術に関する簡単なコミュニケーションができる

こと。 

2. 設計・システム、情報・論理、材料・バイオ、力学、社会技術に関する基礎知識を理解できること。 

3. 実験を計画・実施し、データの正確な解析に基づいて工学的に考察し、かつ論理的に説明できるこ

と。研究においては与えられた制約の下で必要な援助を得て計画的に研究を進め、期限内にまとめるこ

とができること。 

4. 自分自身が伝えたい情報・意見を日本語で論理的に記述することができ、またプレゼンテーションに

おいて発表・討議できること。 

5. 工学的諸問題に対処する際に必要な数学、自然科学及び情報の基礎的知識を理解できること。 

6. 核となる専門分野の既存技術を説明でき、社会から要求されている問題や実務上の問題を見出し設定

できること。 

Ｂ. 広い視野を有し、将来、研究・開発をリードする能力を備えた人材の育成 

1. 特別研究を通して、研究・学習状況の把握や記録を習慣づけ、自主的・継続的に学習できること。  

2. 自分とは異なった文化圏から来ている人々と交流し、他者・他国の立場から物事を考えることができ

ること。 

3. 日本語及び英語による技術論文を著者の意図に沿って読解し、その内容を説明できること。 

4. 必ずしも正解のない問題に対してグループで検討・考察し、問題点を抽出、実現可能な解を積極的に

提案・評価できること。 

5. 工場見学を通じて地域産業を説明できること。 

6. 自分自身の生きている現代社会について、歴史を踏まえて経済・法律・習慣などの面から説明できる

こと。 
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Ｃ. 人・地球との共生の精神を有した人材の育成 

1. 幸福・福祉や豊かさなどの多元的な概念を認識し、自己の確立ができること。 

2. 技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を認識し、技術者が社会に対して負っている責任について説明

できること。 

3. 知識と技術とが結びついた生産活動を体験し、それを学生生活に反映できること。 

4. 技術者として自立していくために、環境対策や新技術のコンセプトを説明できること。 

5. 既存の環境保全技術を説明できること。 

6. 自然や社会との共生を志向したエコテクノロジーを理解できること。 

 

（出典 平成19年1月25日運営委員会資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  

専攻科課程には，機械・電気システム工学専攻と機能材料工学専攻の２専攻が設置され，準学士課

程の学科構成に対応している。専攻科課程では学校及び各専攻の目標に沿って教育を実施しており，

その構成は，教育の目的を達成する上で適切なものとなっている。専攻科では，準学士課程より高度

で体系的な専門教育とともに，専門外分野の共通科目などを多数取り入れることで，広い視野で問題

を捉えることができる技術者の育成を行っている。これらのことから，専攻科の構成は，本校の教育

の目的を達成する上で適切なものとなっている。 

 

 

 

観点２－１－③： 全学的なセンター等を設置している場合には，それらが教育の目的を達成する

上で適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況）  

本校には全学的なセンター等としては、(1) 情報処理センター、 (2) 実習工場、(3)総合技術セン

ターが設置されている。なお、ここで学生の教育支援を行う職員は、全員技術部に配属されており、

これらセンターと技術職員が一体となって準学士課程では「実践的技術者」及び専攻科課程では「創

造的技術者」という本校の養成すべき人材を育成していく上で大きな力を発揮している（資料２－１

－③－１）。 
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資料２－１－③－１ 本校組織図 

 

（出典 学校要覧）

 

(1)  情報処理センター  

 全学生にユーザーIDを割り当て，情報処理教育のために学生が自由に利用できるネットワーク端末

を提供するなど，本校教育の基幹をなす情報処理技術の教育環境を整備している（資料２－１－③－

２）。また，学内ＬＡＮの充実や情報セキュリティを確保し，全学的に利用しやすい情報管理システ

ムの構築も行っており，情報処理教育環境の整備にも力を注いでいる（資料２－１－③－３）。 
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資料２－１－③－２ 情報処理センター規則 

 

富山工業高等専門学校情報処理センター規則 

                                             制定：平 16.4.1  

   

  （趣旨）  

第１条 この規則は、富山工業高等専門学校（以下「本校」という。）校内組織規則第１２条の規定に基づき、情報処理センタ

ー（以下「センター」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定める。  

  （目的）  

第２条 センターは、情報処理教育及び情報処理関連の研究を支援するとともに、本校の情報ネットワーク構築及び運営を

行うことを目的とする。  

  （業務）  

第３条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。  

 (1) 情報処理教育の支援に関すること。  

 (2) 学術研究のための情報処理の支援に関すること。  

 (3) 電子計算機を利用した教材開発及び応用研究の支援に関すること。  

 (4) センターの所有する電子計算機の管理及び運用に関すること。  

 (5) 情報処理に関する調査、研究、企画立案及び啓発に関すること。  

 (6) 校内の情報ネットワークの構築、管理及び運用に関すること。  

 (7) 校外の情報ネットワークとの連絡及び調整に関すること。  

 (8) その他、センターの運営に関し必要なこと。  

  （担当教員）  

第４条 センターにセンター担当教員（以下「担当教員」という。）を置く。  

２ 担当教員は、センターの業務を処理する。  

３ 担当教員は、教員の中から校長が命ずる。  

４ 担当教員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

  （利用者）  

第５条 センターを利用することができる者は、原則として本校の職員及び学生とする。  

２ 前項に定めるもののほか、情報処理センター長が許可した者は利用することができる。  

  （その他）  

第６条 この規則に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、別に定める。  

   

   附 則  

 １ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。  

 ２ 富山工業高等専門学校情報処理センター規則（昭和４８年４月１日制定）は、廃止する。  

 

                            （出典 本校規則集）
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資料２－１－③－３ 情報処理センターの利用状況（平成１８年度前期授業） 

 

（出典 本校Webサイト）

http://www.toyama-nct.ac.jp/joho/jugyoH18zenki.html
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 (2) 実習工場 

  工作実習や工学実験、及び卒業研究や特別研究に欠かせない実験装置の製作などの実践教育を支援

しており，そのことを通して学生の技術レベルの向上や自主性を育てることに寄与している（資料２

－１－③－４）。「ものづくり」を行うために種々の工作機械・機器を自ら操作して，その扱いに慣

れるとともに，その技能を習得することを目的としている（資料２－１－③－５）。 

 

資料２－１－③－４ 実習工場規則 

 

富山工業高等専門学校実習工場規則 

                                                    制定：平 16.4.1 

 （趣旨）  

第１条 この規則は、富山工業高等専門学校（以下「本校」という。）校内組織規則第１２条の規定に基づき、実習工場（以下

「工場」という。）の組織及び運営等に関し必要 な事項を定める。 

 （目的）  

第２条 工場は、本校の学生実習等を円滑に行うことを目的とする。  

 （業務）  

第３条 工場は、次の各号に掲げる業務を行う。  

 (1) 工場の実習用機器及び諸材料の運用並びに保守等に関すること。  

 (2) 工場における学生実習に関すること。  

 (3) その他、工場の運営に関し必要なこと。  

 （担当教員）  

第４条 工場に工場担当教員（以下「担当教員」という。）を置く。  

２ 担当教員は、工場の業務を処理する。  

３ 担当教員は、教員の中から校長が命ずる。  

４ 担当教員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

 （利用者）  

第５条 実習工場を利用することができる者は、原則として本校の職員及び学生とする。 

２ 前項に定めるもののほか、実習工場長が許可した者は利用することができる。 

 （その他）  

第６条 この規則に定めるもののほか、実習工場の利用に関し必要な事項は、別に定める。  

   附 則  

 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

（出典 本校規則集）
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資料２－１－③－５ 実習工場の利用状況 

H18 前期     

  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

Ⅰ時限           

            

Ⅱ時限 2M 工作実習Ⅰ 3M 工作実習Ⅰ 4M 工作実習Ⅰ     

      5K 卒研     

Ⅲ時限 2K 環境実験Ⅰ         

  5M 卒研   5M・5K 卒研 5K 卒研   

Ⅳ時限           

        5K 卒研 5M 卒研 

H18 後期     

  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

Ⅰ時限           

        5M 卒研   

Ⅱ時限 2M 工作実習Ⅰ  3M 工作実習Ⅰ   4M 工作実習Ⅰ

      5M・5K 卒研 5M 卒研 5M・5K 卒研 

Ⅲ時限  2K 環境実験Ⅰ       

   5M 卒研 5M・5K 卒研 5M・5K 卒研 5K 卒研 

Ⅳ時限           

      5K 卒研 5K 卒研   

卒研の時間は特に機械工学科（M),環境材料工学科（K)が実験装置や実験用試料の製作に利用され

ている。 

（出典 技術部資料） 
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(3)  総合技術センター  

工業材料に関する共同研究の支援を主な目的とする施設であった「工業材料教育研究センター」

（昭和62年設置）を母体に，公開講座委員会，技術相談室，発明委員会などの機能も取り込み，共同

研究や公開講座などを通した産学連携や地域貢献を中心に活動する組織として，平成15年4月に発足

した（資料２－１－③－６，７）。また富山高専技術振興会（資料２－１－③－８）とも協働し、講

習会や共同研究などの推進を図っている。学生は、卒業研究や特別研究を通じて技術振興会会員の地

域企業との共同研究等に参画しており，本センターは産学連携を推進する地域共同テクノセンターと

しての役割を担っている（資料２－１－③－９）。 

 

資料２－１－③－６ 総合技術センター規則 

 

富山工業高等専門学校総合技術センター規則 

                                           制定：平 16.4.1  

 （趣旨）  

第１条 この規則は、富山工業高等専門学校(以下「本校」という。)校内組織規則第１２条の規定に基づき、総合技術センタ

ー（以下「センター」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定める。  

 （目的）  

第２条 センターは、本校で開発した技術や研究成果を基に、共同研究等の実施を通じ、地域企業等との交流を支援すると

ともに、本校の教育研究活動の発展に資することを目的とする。 

 （業務）  

第３条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。  

 (1) 産学連携に関すること。  

 (2) 知的財産に関すること。  

 (3) 共同研究及び受託研究等に関すること。  

 (4) 科学技術相談に関すること。  

 (5) センターにおける研究の企画及び実施に関すること。  

 (6) センターを利用する教育研究に対する支援に関すること。  

 (7) その他、センターの運営に関し必要なこと。  

 （担当教員）  

第４条 センターにセンター担当教員（以下「担当教員」という。）を置く。  

２ 担当教員は、センターの業務を処理する。  

３ 担当教員は、教員の中から校長が命ずる。  

４ 担当教員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

 （利用者）  

第５条 センターを利用することができる者は、原則として本校の職員及び学生とする。  

２ 前項に定めるもののほか、総合技術センター長が許可した者は利用することができる。  

 （その他）  

第６条 この規則に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、別に定める。  
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   附 則  

 １ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。  

 ２ 富山工業高等専門学校総合技術センター規則（平成１５年４月１日制定）は、廃止する。 

 

（出典 本校規則集）

 

資料２－１－③－７ 総合技術センターの利用状況  

 

平成１８年度 

 使用者(教員) 

所属・氏名 研究テーマ 

学生の利用

延べ 

人数・時間

第１研究室 

物質工学科・米谷 正 

物質工学科・川淵浩之 

物質工学科・後藤道理 

物質工学科・森田康文 

物質工学科・畔田博文 

・7－フラバノンの不斉合成 

・臭素化芳香族化合物の脱ブロモ化反応 

・抗炎症性 D-アラニン誘導体の開発 

・ケロウジ培養菌糸体成分に関する研究 

・FRP 分解有機成分の再樹脂化 

350 人 

450 時間

第２研究室 機械工学科・佐瀬直樹 ねじ締結体のゆるみ防止法の開発 

2,200 人

6,200 時

間 

第３研究室 環境材料工学科・袋布昌幹 
・産業廃棄物のリサイクルに関する研究 

・フッ素除去材料製造に関する研究 

39 人 

209 時間

第４研究室 使用無し   

機械工学科・増山圭一 ・CNT と金属粉末との MA による合金化 

機械工学科・太田孝雄 ・引張負荷を受けた先端複合材料の破面観察 

電気工学科・櫻井 豊 ・スパッタリングによる TiW 合金薄膜の作成と評

価 

環境材料工学科・高橋勝彦 ・ホットプレス法によるナノ複合材料の焼結特性 

・農産物有機系廃棄物のバイオマス資源 

環境材料工学科・井上 誠 ・純 Mg および Mg 合金の押出材の特性 

環境材料工学科・岡根正樹 ・純 Mg および Mg 合金押出材の疲労き裂進展性 

第 5 研究室 

環境材料工学科・坂本佳紀 ・スズめっきの熱処理条件と拡散層の変化 

・放電加工により生じる異常層の調査 

168 人 

294 時間

第 6 研究室 

環境材料工学科・岩井正雄 

環境材料工学科・井上 誠 

環境材料工学科・喜多正雄 

・Ni-Ti2複合めっき膜の作成 

・マグネシウム合金のリサイクル 

・酸化亜鉛を用いた紫外透明導電体の開発 

42 人 

84 時間 

 

（出典 地域連携委員会作成資料）
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資料２－１－③－８ 富山高専技術振興会会則（抄） 

 

   富山工業高等専門学校技術振興会会則  

制定：平成 17.10.24 

 （名 称） 

第１条  本会は，富山工業高等専門学校技術振興会と称する。 

 （目 的） 

第２条  本会は，富山工業高等専門学校を拠点とした研究交流を通じて，産学官協働による知的資源の創造と地域

経済の活性化に資するとともに，富山工業高等専門学校の教育に関して必要な助成を行うことを目的とする。 

 （事 業） 

第３条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。 

 (1)  産学官間の共同研究，研究協力の推進 

 (2)  産学官の人的，情報交流の推進 

 (3)  産業界の技術向上に関する支援 

 (4)  インターンシップの実施に関する支援 

 (5)  その他本会の目的を達成するために必要な事項 

 （会 員） 

第４条 本会は，本会の事業に賛同する法人又は個人をもって組織する。 

（以下省略） 

（出典 技術振興会作成資料）

 

資料２－１－③－９ 共同研究における学生の参画状況（平成１８年度） 

 

【共同研究】  

番

号 

研究題目 研究代表者 

（所属・氏名） 

参画学生 

（学年・氏名） 

1 燐酸セッコウ中フッ素の固定に関する実

用化研究 

環境材料工学科 

丁子哲治 

環境材料工学科５年 

 

2 環境中無機物質に関する調査研究 環境材料工学科 

丁子哲治 

専攻科２年 

 

3 雪氷層による超音波・電波の反射・透過

特性評価 

電気工学科 

高田英治 

専攻科 1 年 

 

4 Pt 合金の凝固プロセスの解明と組織改

善 

環境材料工学科 

坂本佳紀 

環境材料工学科 5 年 

 

5 マルチピッチねじの開発 機械工学科 

佐瀬直樹 

専攻科 2 年 

 

6 ネットワーク型スペクトラルイメージロ

ギングシステムの改良と画像処理による

電気工学科 

高田英治 

電気工学科 5 年 
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農業環境モニタリングへの応用に関する

研究 

7 路面積雪状況による災害被害軽減システ

ムの開発 

電気工学科 

高田英治 

専攻科１年 

 

8 構造物の表面性状に関する画像解析シス

テムの開発 

電気工学科 

椎名 徹 

電気工学科 5 年 

 

9 雪氷層の遮断音に関する測定システムの

開発 

電気工学科 

貴堂靖昭 

電気工学科 5 年 

 

10 世界規模の炭素循環のための天然ゴムを

原料とする有機材料の創製 

物質工学科 

畔田博文 

専攻科 2 年 

 

11 環境調和型セッコウリサイクル技術の開

発 

環境材料工学科 

丁子哲治 

環境材料工学科５年 

 

12 錫メッキ品の熱処理条件と拡散層の変化

及び機械的強度の評価 

環境材料工学科 

坂本佳紀 

環境材料工学科 5 年 

 

13 新規フッ素固定材料を用いたフッ素汚染

土壌の新規処理技術の開発 

環境材料工学科 

丁子哲治 

環境材料工学科５年 

 

14 常温ガラスコート応用技術に関する研究 機会工学科 

 白川英観 

機械工学科 5 年 

  

15 防錆，防蝕，光遮断（保温）塗料開発 環境材料工学科 

高廣政彦 

環境材料工学科 5 年 

 

 

【受託研究】 

番

号 

研究題目 研究代表者 

（所属・氏名） 

参画学生 

（学年・氏名） 

1 白層の調査と組成分析 環境材料工学科 

坂本佳紀 

専攻科 1 年 

  

環境材料工学科 5 年 

 

2 超音波均一化装置を用いた新規 FRP 分

解リサイクル技術の確立 

環境材料工学科 

高廣政彦 

専攻科 2 年 

  

専攻科 1 年 

  

3 CFRP の高効率分解反応の探索並びに

CFRP から回収したエポキシ樹脂分解物

の再合成の検討 

環境材料工学科 

高廣政彦 

環境材料工学科 5 年 

 

環境材料工学科 4 年 

 

 

（出典 総合技術センター資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

情報処理センターは，情報処理教育のために学生が自由に利用できるネットワーク端末の提供を通

してコミュニケーション能力の育成に，実習工場は，ものづくり技能の習得を通して技術者としての

自主性・自立性の育成に，総合技術センターは，地域との関わりを通して技術開発力の育成に寄与し

ている。このように教育の目的を達成するために各センター等が適切に配置されている。 

 

 

観点２－２－①： 教育課程全体を企画調整するための検討・運営体制及び教育課程を有効に展開

するための検討・運営体制が整備され，教育活動等に係る重要事項を審議するな

どの必要な活動を行っているか。 

（観点に係る状況）  

委員会等組織図（資料２－２－①－１）に見られるとおり，本校における教育課程全体を企画・調

整する組織は「運営委員会」（資料２－２－①－２，３）が担っている。ここでは審議事項，校長連

絡事項及び報告事項等があり，校長を委員長として開かれる。運営委員会で審議される事項は，事前

に校長・副校長・校長補佐・事務部長を構成員とする戦略企画会議（資料２－２－①－４，５）にお

いて充分に審議され，諮ったものがかけられることになっている。（資料２－２－①－６）。また，

各種委員会で検討・審議された事項は，運営委員会での審議や報告を経て，校長が 終的な意思決定

を行っている。 
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資料２－２－①－１ 委員会等組織図 

 

【教育改善・点検評価関係】 【安全・管理関係】 【広報・地域・国際関係】

【学生関係】 【施設等関係】

環

境

工 材

学 料

科

一

般

教 科

員 目

教育グループ（教員組織）を編成

学

専攻科

（学科４・５年 ＋ 専攻科１・２年）

機 電 物

機能材料

工 工

インターンシップ推進委員会

学生相談室連絡会議

専攻科委員会

学生第一課

管理課

総務課
学

科

教

員

富山工業高等専門学校委員会等組織関係図

戦略企画会議

運営委員会

校長補佐

(寮務担当)

（富山地区事務部）

事務部長

校長補佐 校長補佐

(総務・教務担当)

地域連携委員会

国際交流委員会防火管理委員会

校　長

安全衛生委員会 広報委員会

(学生生活担当) (研究・地域連携担当)

防災対策委員会

学科会議

械

工

学

科

学

科

教

員

〔14グループ〕

寮務委員会

自己点検・評価委員会

学

科

入学試験委員会

教務委員会

学生委員会

進路指導委員会

情報セキュリティ委員会

施設・環境点検評価委員会

ＦＤ委員会

教育点検・改善委員会

教育改善評価委員会

機械・電気

財務委員会

エコデザイン工学委員会

図書館委員会

情報処理センター委員会

実習工場委員会

気 質

「エコデザイン工学」プログラム

学生会

システム工学専攻

技術部連絡会議

学

科

教

員

副 校 長 校長補佐

評議員会

(図書・情報・広報担当)

科

教

員

教員会議

工学専攻

学

科

（出典 本校 Web サイト）

http://www.toyama-nct.ac.jp/tnct/gaiyo/sosiki.html
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資料２－２－①－２ 運営委員会規則 

  

富山工業高等専門学校運営委員会規則 
 

制定 平１６． ４． １
                                改正 平１９． ４． １
 （趣旨） 
第１条 この規則は，富山工業高等専門学校校内組織規則第２６条第２項の規定に基づき，運営委
員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。 

 
 （審議事項） 
第２条 委員会は，校長の諮問に応じ，次に掲げる事項について審議する。 
（１）学則，重要な規則等の制定及び改廃に関すること。 
（２）将来構想（中期目標・計画）に関すること。 
（３）外部評価に関すること。 
（４）組織の設置及び廃止に関すること。 
（５）学生の定員に関すること。 
（６）教育課程の編成に関すること。 
（７）人事及び予算の基本方針に関すること。 
（８）名誉教授の称号に関すること。 
（９）情報公開に関すること。 
（10）その他校長が必要と認める事項に関すること。 

 
 （組織） 
第３条 委員会は，次に掲げる者をもって組織する。 
（１）校長 
（２）副校長 
（３）校長補佐 
（４）学科長 
（５）一般科目長 
（６）専攻科長 
（７）施設長等のうち，校長が指名する者２名以内（教授に限る。） 
（８）事務部長 
（９）調整役 
（10）その他校長が特に必要と認めた者 

 
 （会議） 
第４条 委員会に，委員長を置き，校長をもって充てる。 
２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
３ 委員長に事故あるときは，副校長がその職務を代行する。 
 
 （委員以外の出席） 
第５条 委員長は，必要に応じて委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができる。 
 
 （専門委員会） 
第６条 委員会に，専門的事項を調査検討するため，専門委員会を置くことができる。 
２ 専門委員会に関し必要な事項は，委員会が別に定める。 
 
 （事務） 
第７条 委員会に関する事務は，総務課において処理する。 
 
 （その他） 
第８条 この規則に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会において定める。
 
   附 則 
 この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 
 
   附 則 
 この規則は，平成１９年４月１日から施行する。  

                                  （出典 本校規則集）
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資料２－２－①－３ 運営委員会議題（例） 

 

                            平成１８度第８回運営委員会次第 

 

                                          平成１８年１２月１３日(水）１５時００分～ 

                                          小会議室 

 

 ◎前回（平成１８年１１月１５日）議事要旨の確認について（校長）     (資料 １) 

 ◎議題 

  １．「富山工業高等専門学校教員選考規則」，「富山工業高等専門学校教員選考基準」， 

「教員選考に関する取扱い」及び「専攻科の授業科目を担当する教員に係る資格審査 

の取扱いについて」の一部改正（案）について             (資料 ２) 

  ２．任用候補者選考委員会の設置について 

  ３．助教選考委員会の設置について 

 ◎校長連絡事項 

  １．富山地区高専統合再編検討委員会について 

  ２．平成１９年度校務分担（主事等）について              (資料 ３) 

  ３．平成１９年度教員の変形労働時間制（１年単位）について 

  ４．ボイラー室煙突アスベスト対策について               (資料 ４) 

  ５．平成１８年度教育研究設備費等について               (資料 ５) 

  ６．行事の終了について 

  ７．運営委員会の日程について 

 ◎報告事項等 

    １．委員会等報告 

    （１）教務委員会（教務主事） 

      ①平成１８年度国立高等専門学校学習到達度試験について       (資料 ６) 

      ②非常勤講師との懇談会について 

      ③単位追認試験について 

      ④非常勤講師の交替について 

      ⑤平成１９年度授業時間割編成について 

      ⑥平成１９年度非常勤講師の任用について 

      ⑦高専機構実施「卒業生アンケート」について            (資料 ７) 

    （２）学生委員会（学生主事） 

 

（出典 運営委員会資料） 
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資料２－２－①－４ 戦略企画会議規則 

 

   富山工業高等専門学校戦略企画会議規則 

制定：平成 18.10.18 

 （趣旨） 

第１条  この規則は，富山工業高等専門学校校内組織規則第２６条第２項の規定に基づき，戦略企画会議（以下

「会議」という。）の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。 

 （目的） 

第２条 会議は，富山工業高等専門学校の教育研究及び地域連携を推進するための戦略を企画立案することを目的

とする。 

 （組織） 

第３条 会議は，次に掲げる者をもって組織する。 

 (1)校長 

 (2)副校長 

 (3)校長補佐 

 (4)事務部長 

 （会議） 

第４条 会議の議長は，校長をもって充てる。 

２ 議長は，会議を招集する。 

３ 議長は，議題の調整及び会議の運営に当たる。 

４ 議長に事故があるときは，あらかじめ議長が指名した者がその職務を代行する。 

 （構成員以外の出席） 

第５条 議長は，必要に応じて第３条に定めるもの以外の者を出席させ，意見を聴取することができる。 

 （庶務） 

第６条 会議に関する事務は，庶務課企画室において処理する。 

 （その他） 

第７条 この規則に定めるもののほか，会議に関し必要な事項は，会議において定める。 

   附 則 

 この規則は、平成１８年１０月１８日から施行する。 

（出典 本校規則集）
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資料２－２－①－５ 富山高専役職別掌理事項 

  

                     （出典平成 19 年 1 月 25 日運営委員会資料）
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資料２－２－①－６ 戦略企画会議議事要旨（例：抜粋） 

 

平成１８年度第１回戦略企画会議議事要旨 

 

      日 時  平成１９年 １月１０日(水）１３時３０分～１６時１０分 

   場 所  校長応接室 

      出席者  米田校長，米谷副校長，松井，立野，丁子の各校長補佐，事務部長 

庶務課長，会計課長，学生課課長補佐 

◎議題 

   １ 戦略企画会議について（資料１） 

    校長から，昨年１２月まで開催していた校長補佐会議を廃止し，その機能を取り込み，本会議を開催する

旨報告があった。 

    また，会議は，原則として毎月第２水曜日１３時３０分から校長応接室にて開催することを定例とし，

会議においては，本会議規則第５条の規定により庶務課長，会計課長及び学生課長（欠員の間は学生課課

長補佐）を出席させること並びに議事要旨を作成する旨併せて報告があった。 

  ２ 教育基本法の施行について（資料２） 

    校長から，文部科学事務次官から通知のあった標記について，教職員に周知する必要がある旨報告があ

り，検討の結果，資料の内，通知文，談話文及び教育基本法の新旧対照表を運営委員会で配付すると共

に，全文をサイボウズに掲載し，その旨教職員あてメールにて通知することとした。 

  ３ 学校の安全確保等に関する対策について（資料３） 

    校長から，機構理事長から通知のあった標記の取扱いについて検討依頼があり，検討の結果，その内容を

学生相談室・クラス担任及び寮務委員会で検討し，意見を提出してもらうこととした。 

また，丁子校長補佐から，新高専の設置に向け，安全・安心に関する人材（常勤の養護教員，カウン

セラー等）を設ける必要性があるのではないかとの意見が出された。 

  ４ 平成１９年度校務分担（学科長等）について（資料４） 

    校長から，標記について資料のとおりとする予定である旨報告があった。 

    また，主事補及び学級担任を含め，運営委員会で公表する旨併せて報告があった。 

  ５ 高専間教員交流制度への対応について 

    校長から，学科等に依頼していた標記の５カ年計画について，平成２０年度は複数の派遣者が見込める

こと，平成２１年度以降は新高専で再度検討すること等の報告があった。 

    また，平成２０年度については，学校統合を見据えて，富山商船との人事相互交流によって一般教育を

中心に更に追加の派遣を目指したい旨発言があり，協力方要請があった。 

  ６ 富山地区高専統合再編委員会について 

    校長から，標記の検討状況について，新高専を６学科（商船，国際流通，工学系４学科）とすることを

基本に学科編成を検討している旨報告があった。 

    また，統合の時期について，機構本部からの要請により平成２０年１０月とすることを検討している旨

併せて報告があった。 

 

（出典 平成 19 年１月 10 日戦略企画会議議事要旨）

 

教育課程を有効に展開するための体制として，準学士課程を担当する「教務委員会」（資料２－２

－①－７，８）及び専攻科課程を担当する「専攻科委員会」（資料２－２－①－９，１０）がある。

また学生の入学，進級及び卒業（修了）の判定と学生の表彰及び懲戒に関するなどの重要事項を審議

する「教員会議」（資料２－２－①－１１），さらに各学科等の意見を集約し，運営委員会の審議・

報告事項を各学科へフィードバックする「学科会議」（資料２－２－①－１２）がある。 
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資料２－２－①－７ 教務委員会規則 

 

富山工業高等専門学校教務委員会規則 

制定 昭40.9.1 

（目的） 

第１条 富山工業高等専門学校の教育計画等教務に関する重要事項を審議するため，教務委員会（以下「委員会」

という。）を置く。 

（審議事項） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

（１）教育課程，授業時間割の編成その他授業の実施に関すること。 

（２）学校行事に関すること。 

（３）学業成績に関すること。 

（４）学籍簿及び身上調書等記録の整備，保管に関すること。 

（５）教科書及び教材に関すること。 

（６）その他教務に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

（１）副校長 

（２）副専攻科長 

（３）教務主事補（５名） 

（４）学生課長 

（会議） 

第４条 委員会に委員長を置き，副校長をもって充てる。 

２ 委員長は，必要に応じて委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは，委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。 

４ 委員長は，委員会における審議事項を総括調整し，校長に報告する。 

第５条 委員会は，必要に応じて委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 委員会に関する事務は，学生課において処理する。 

（出典 本校規則集） 
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資料２－２－①－８ 教務委員会議事要旨（例） 

 

（出典 平成 18 年 12 月 13 日教務委員会議事要旨）

 

資料２－２－①－９ 専攻科委員会規則 

 

富山工業高等専門学校専攻科委員会規則 

制定 平15.10.15 

（趣旨） 

第１条 この規則は，富山工業高等専門学校校内組織規則第２６条第２項に基づき，富山工業高等専門学校専攻科

委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定める。 

（審議事項） 

第２条 委員会は，次に掲げる事項を審議する。 

（１）志願者対策に関すること。 

（２）教育課程の編成及び実施に関すること。 

（３）教育・研究計画に関すること。 

（４）試験及び学業成績に関すること。 

（５）その他専攻科の運営に関すること。 
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（組織） 

第３条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

（１）専攻科長 

（２）副専攻科長 

（３）教務主事 

（４）各学科（専攻科長及び副専攻科長の所属学科を除く。）及び一般科目の専攻科を担当する教員から各１名 

（５）総合技術センター長 

（６）エコデザイン工学委員会委員長 

（７）学生課長 

（８）その他校長が必要と認めた者 

２ 前項第４号の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任委員の任期は，前任者の残

任期間とする。 

（委員会） 

第４条 委員会に委員長を置き，校長が指名した専攻科長をもって充てる。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは，副専攻科長がその職務を代行する。 

４ 委員長が必要と認めたときは，委員以外の者を会議に出席させることができる。 

（庶務） 

第７条 委員会に関する事務は，学生課において処理する。 

（雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会の定めるところによる。 

 

（出典 本校規則集）
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資料２－２－①－１０ 専攻科委員会議事要旨（例）   

 

（出典 平成 18 年 9 月 28 日専攻科委員会議事要旨）

 

 

資料２－２－①－１１ 教員会議規則 

 

富山工業高等専門学校教員会議規則 

制定 平16.4.1 

（趣旨） 

第１条 この規則は，富山工業高等専門学校校内組織規則第２６条第２項の規定に基づき， 教員会議（以下「会

議」という。）の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。 

（審議事項） 

第２条 会議は，校長の諮問に応じ，次の各号に掲げる事項について審議する。 

（１）学生の入学の判定に関すること。 

（２）学生の進級及び卒業の判定に関すること。 

（３）学生の身分異動に関すること。 

（４）学生の表彰及び懲戒に関すること。 

（５）その他，校長が必要と認める事項に関すること。 
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（組織） 

第３条 会議は，教授，助教授，講師及び助手をもって組織する。 

２ 校長は，会議に出席する。 

（会議の議長と招集） 

第４条 会議の議長は，副校長をもって充てる。 

２ 議長は，会議を招集する。 

３ 議長は，議題の調整及び会議の運営に当たる。 

４ 議長に事故あるときは，あらかじめ校長が指名した者がその職務を代行する。 

（構成員以外の出席） 

第５条 議長は，必要に応じて第３条に定める者以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 会議に関する庶務は，庶務課において処理する。 

（その他） 

第７条 この規則に定めるもののほか，会議の運営に関し必要な事項は，会議において定める。 

 

（出典 本校規則集）

 

資料２－２－①－１２ 学科会議に関する規則 

 

富山工業高等専門学校校内組織規則（抄） 

制定 平16.4.1 

（学科会議） 

第２７条 学科会議は，各学科及び一般科目に所属する教員によりそれぞれ組織され，学科及び一般科目の運営及

び連絡調整を行う。 

２ 学科長等は，会議を招集し，その議長となる。 

３ 学科長等に事故あるときは，学科長等があらかじめ指名した者がその職務を代行する。 

４ 会議に関する事務は，学科長等が処理する。 

 

（出典 本校規則集）

 

それぞれの委員会等の主な役割，委員構成，平成 18 年度の開催回数を資料２－２－①－１３に示

す。また審議の内容は全て議事要旨として関係教職員に配信するとともに保管しており，ここへの掲

載は省略するが，訪問調査時には閲覧可能である。 
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資料２－２－①－１３ 各委員会の役割，委員構成，開催回数 

 

委員会名 役    割 委員構成 
開催回数 

(平成 18 年度)

運営委員会 校長の諮問に応じ，

本校の運営上の重要

事項について審議す

る。 

校長，副校長，校長補佐，

学科長，一般科目長，専攻

科長，施設長等，事務部長 

１１回 

戦略企画会議 本校の教育研究及び

地域連携を推進する

ための戦略を企画立

案する。 

校長，副校長，校長補佐，

事務部長 

３回 

(平成 18 年 10

月設置) 

教務委員会 本校の教育計画等教

務に関する重要事項

を審議する。 

副校長，副専攻科長，教務

主事補，学生課長 

１９回 

専攻科委員会 専攻科の教育課程の

編成・実施に関する

こと，試験・学業成

績に関すること等を

審議する。 

専攻科長，副専攻科長，教

務主事，各学科等の専攻科

担当教員各１名，総合技術

センター長，エコデザイン

工学委員会委員長，学生課

長 

１１回 

教員会議 校長の諮問に応じ，

学生の入学判定，進

級・卒業判定，表彰

・懲戒等に関するこ

とを審議する。 

教授，准教授，講師，助

教，助手 

７回 

学科会議 各学科及び一般科目

の運営及び連絡調整

を行う。 

各学科及び一般科目に所属

する教員 

概ね毎月１回 

 

（出典 総務課及び学生第一課作成資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  

学校運営について戦略性をもってマネジメントしていく戦略企画会議及び教育課程全体を企画・調

整するための検討・運営体制としての運営委員会が設置され，また教育課程を有効に展開するための

検討・運営体制として教務委員会，専攻科委員会，教員会議及び学科会議が設置されており，教育活

動全体を企画調整し，有効に展開するための検討・運営体制が整備されている。 

以上のように，各種委員会などが適切に整備され，機能している。 
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観点２－２－②： 一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携が，機能的に行われているか。 

（観点に係る状況）  

専門４学科と一般科目の間における連携について、数学科と専門学科（資料 ２－２－②－１）、

英語科と専門学科（資料 ２－２－②－２）、物理科と専門学科（資料 ２－２－②－３）、そして情

報処理担当教員の間の連携（資料 ２－２－②－４）を図るため、FD委員会の指示の下、それぞれ対

応する教員間連絡ネットワークを組織して活動している。そこで討議して得られた合意事項に基づい

て種々の教育活動の改善が図られてきている（資料 ２－２－②－５、６）。 

 

資料２－２－②－１ 一般科目数学科と専門学科の連携（例） 

 

 

（出典 関係教員作成）

 



富山工業高等専門学校 基準２ 

 - 71 -

資料２－２－②－２ 一般科目英語科と専門学科の連携（例） 

 

 
（出典 関係教員作成）
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資料２－２－②－３ 一般科目物理科と専門学科の連携（例）   

 

 

（出典 関係教員作成）
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資料２－２－②－４ 情報処理担当教員間の連携（例） 

 

富山工業高等専門学校「情報に関する教員間連絡ネットワーク組織」平成１８年７月６日会合議事録（案） 

                                                    

１．開催日時：平成１８年７月６日（木曜）１７：１０～１７：５０ 

２．会場：電気棟２Ｆゼミ室 

３．出席者：（欠席なし）白川先生（機械工学科）、高田先生（電気工学科）、中島先生（物質工学科）、高橋先

生（環境材料工学科）、小田先生（一般科目）、角(組織責任者)、櫻井先生（オブザーバー） 

４．配付資料： 

    ①基礎知識・基礎技能項目の調査集計表 

    ②富山工業高等専門学校における情報関連教育（平成１６年度カリキュラムより） 

５．議事： 

（１）本校の学生がＬＡＮやインターネット環境を含む計算機環境を利用して学習・研究を行うために 低限必要

な基礎知識・技能（コンピュータリテラシ）が何かを把握する目的で、あらかじめ示してあった項目に関する

各学科の調査結果の報告がなされた。その集計を行い添付資料（基礎知識・基礎技能の教育状況の調査集計）

のような結果を得た。 

（２）調査の集計結果について議論を行い、以下のような指摘があった。 

①一般科目の英語教育の中で行われている情報処理に係わる内容が本校での基礎知識・技能を身につける上で大

きい割合を占めているにもかかわらず、専門学科の側ではそこでの情報に係わる教育内容を詳しく知っていない

事が明らかになった。 

②２回以上にわたって同様な内容の基礎教育がなされている場合があるが、意識的に繰り返す場合と、意識せず

にムダに繰り返している場合とがあるのではないか。 

③学校全体として行っている新入生ガイダンス（情報処理センターのガイダンスも含まれている）で、どの項目

をどこまで教育するのかが明瞭になっていない。 

④ 高学年の５年生の就職活動を見ていると、携帯電話のメールには習熟していても、学校に登録してあるメー

ルアドレスを使っての電子メールの使い方を知らない学生が少なくない。 

（３）調査の集計結果に基づいて、本会議への出席者としては、教育時期形態は別として以下の項目が各科共通の

「基礎知識・基礎技能」にあたるという点で合意した。 

①キーボードとマウスの操作・日本語入力の習熟 

②ウインドウズとアプリケーションの一般操作 

③電子メールの使い方 

④Web ページの閲覧と利用方法 

⑤ネットワーク・コンピュータの安全な使い方の基礎知識 

⑥ネットワーク・コンピュータ載りように関する基本的モラル 

⑦ワープロソフトの操作と活用法 

⑧表計算ソフトの操作と活用法 

⑨プレゼンテーションツールの操作と活用法 

                                         以上（議事録案作成者 角俊雄） 

（出典 関係教員作成）
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資料２－２－②－５ 一般科目と専門学科の連携による教育活動の改善例 

 

実用機械英語シラバス 

 

（出典 本校Webサイト（シラバス））

http://www.toyama-nct.ac.jp/gakusei/syllabus/18/m/5/5m.htm
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資料２－２－②－６ 一般科目物理科と専門学科との協議による「物理」のカリキュラムの変遷 

 

平成１６年度まで 

機械、電気、物質、環境材料４学科とも ２年２単位、３年３単位（４・２）（計５単位） 

内容： 教科書 物理I（数研）に従い、２年生：電磁気、波 

３年生：力学、熱 

４学科とも同内容。 

 

平成１６年度に、 

各学科の教員と物理の内容について協議し、下記にように、物理の授業開始学年を１年生にし、各学科の

意向に合わせた教授内容にした。 

 

平成１７年度 

機械、電気工学科 １年２単位、２年２単位、３年１単位 

物質、環境材料  １年１単位、２年２単位、３年２単位 

に変更。ただし１７、１８年は移行期間。 

 

内容： 

機械：１年 電磁気、波、２年 力学、３年力学、熱 、 

教科書：物理I（数研） 

 

電気：１年 力学、２年 熱 波、３年 電磁気 

教科書：高専の物理（森北） 

 

物質、環境材料：１年 電磁気、２年 波、３年 力学、熱 

教科書：物理I（数研） 

 

平成１８年度 

機械工学科の内容を機械：１年 力学、２年 電磁気、波、３年力学、熱 

に変更。 

 

（出典 教務委員会作成資料）

 

 

なお，専門４学科及び一般科目の各学科等内部における科目間の連携については日常的に行われて

いるが、より具体的には月に一度行われるそれぞれの学科会議の中で「シラバス検討会」あるいは

「カリキュラムの検討」等の時間を設け、各科目間の教育内容の相互理解や情報交換を行っている

（資料 ２－２－②－７）。 
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資料２－２－②－７ 学科会議議事録（例） 

 

 平成１７年度第１３回物質工学科学科会議議事録 

  

日時：平成１８年１月２６日（木）１６：１０～１９：１１ 

 場所：学科事務室 

 議題： 

 １．担任報告 

（中略） 

 ３．第３回シラバス検討会：物理化学（河合先生） 

  河合先生より，シラバス（物理化学Ⅰ＆Ⅱ＆Ⅲ，机上配布）にもとづき，学習内容の説明が 

あり，意見交換を行った。 

 

（出典 平成18年1月26日物質工学科学科会議議事録）

 

（分析結果とその根拠理由）  

数学科，英語科及び物理科と専門学科、情報処理担当教員間の連携を図るため、それぞれ対応する

教員間連絡ネットワークを組織して活動し，そこで討議して得られた合意事項に基づいて種々の教育

活動の改善が図られてきている。また，専門４学科及び一般科目の学科等内部における科目間の連

携については日常的に行われている。 

以上のことから一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携が機能的に行われている。 

  

 

観点２－２－③： 教育活動を円滑に実施するための支援体制が機能しているか。 

（観点に係る状況）  

本校では、準学士課程では学級担任制を採用し、ホームルーム指導、個人面談、保護者懇談会など

により教育活動を円滑に進めている。その支援体制として、学生第一課及び教務委員会では、クラス

経営のポイントをまとめた「学級担任の手引き」を学年の始めに各担任に配付している（資料２－２

－③－１）。また，担任連絡会が各学年における学級担任で構成され，合同ＨＲの実施打ち合わせや

クラスの状況についての意見交換などを行っている（資料２－２－③－２）。さらに，学科会議にお

いては学級担任からの報告を受け，審議や意見交換を行い学級担任の教育活動を支援している（資料

２－２－③－３）。専攻科学生については、専攻科委員及び特別研究担当教員が協力して指導担任と

しての役割を果たしている（資料２－２－③－４）。 
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資料２－２－③－１ 学級担任の手引き  

   

 

（出典 学級担任の手引き（詳細は訪問調査時閲覧資料）） 
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資料２－２－③－２（１） 担任連絡会（１年間のまとめ）   

 

第２学年 担任打ち合わせ会 

１．４月３日（月） 

  新学年になっての注意事項、４月の学校行事、２学年合宿研修について話し合いを行った。 

２．４月１９日（水） 

  ＨＲの時間を利用し、合宿研修委員を組織し、その組織に対する担任の関わり方を話し合っ

た。 

 以降、毎週水曜日（定期試験期間中は除く）、学生による合宿研修委員会の指導・助言を２学

年担任で行った。 

３．５月１７日（水） 

  Ｑ− Ｕテスト実施について連絡した。 

４．６月１４日（水） 

  合宿研修までの約１ヶ月間の予定を担任で話し合い、決定した。 

５．７月１３日（木） 

  合宿研修に参加される学生主事補も含め、 終打ち合わせを行った。 

６．１２月１３日（水） 

  Ｑ− Ｕテストを行い、各学級の状況を確認し合った。 

（出典 関係教員作成）

 

資料２－２－③－２（２） 担任連絡会 

第１回 ２学年学級担任 連絡調整会議 

２００６年４月３日（月）１４：００〜 

於 一般科目事務室 

 

１．学生指導の方針（案） 

１） 学習面：一年次の基礎に加え、専門科目も増えてくることを意識させ、日頃から予習復習を怠ら

ない習慣を身につけさせる。特に、専門科目については、提出物（レポート等）が評価対象とな

る科目もあるので、提出期限を守らせるのはもとより、他人のレポートを写したりせず、自分の

考えを自分の言葉で記述できるようにする。１年次に単位を落とした学生については、追認試験

があるので、必ず挽回するように指導する（注；申し込みをして無断欠席をした場合は、次回の

追認試験を受けることができない等）。 

２） 生活面：遅刻・欠席をしないように健康に留意し、規則正しい生活を送れるように指導する。学

校行事や部活動に積極的に参加することによって、人間関係の形成を行う。上級生に向け、自分

で考え行動できる学生にしていく。 

３） 合宿研修：日程・研修場所は、決定しているので、それ以外の項目について、時間がかかっても

学生に内容を考えさせ、話し合いを経て決めていく。 
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２．当面の日程 

４月７日（金）始業式 

８：５０〜 出欠調査（教室） 

９：１０〜 始業式（出欠調査後、第一体育館に移動８×５で整列） 

      対面式 

１０：１０〜 特別教育活動 

・ 担任から新学年に対する心構えについて 

  自己の健康管理と学校中心の生活 

  学習への取り組み 

  追認試験への準備 

  積極的、自主的な生活姿勢 

  アルバイト、免許取得に対する注意 

  身だしなみについて 等 

・ クラス役員選出 

・ 当面の日程説明 

・ 時間割の発表 

・ 日直・清掃当番の確認（仕事も含めて） 

・ 座席は新たに出講させる先生もおられるので、４月中は学籍番号で 

・ その他連絡事項 

   ４月１０日（月）前期授業開始 

・ １〜３限短縮、４限休講 

     １３：００〜 定期健康診断（第一体育館） 

   ４月１２日（水）学生総会 

・ １〜３限短縮 

     １３：１０〜１４：２０ 学生総会、 １４：３０〜１５：４０ ４限授業 

３．その他 

 

（出典 関係教員作成） 
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資料２－２－③－３ 学科会議議事録（例） 

 

（出典 平成 18 年 1 月 26 日物質工学科 学科会議議事録）
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資料２－２－③－４ 専攻科委員会議事録（例） 

 
 

（出典 専平成 18 年 11 月 27 日攻科委員会議事要旨）

 

学生の課外活動については，全教員が顧問を務めており，学生主事が分担を決めている（資料２－

２－③－５）。その際のコーチ招聘費用及び顧問教員の引率旅費（資料２－２－③－６）に対する財

政支援は、主に教育後援会によって行われている。 

学寮における寮生の教育指導については、寮務主事の指導の下、寮務委員会が中心となり行ってお

り、業務の執行については、学生寮に常駐している学生第一課学生生活係の職員が行っている（資料

２－２－③－７）。 

学生の進路指導については、進路指導委員会（資料２－２－③－８）が学生第一課と連携して取り

纏めを行っており、求人情報及び専攻科や大学編入学についての入試情報の収集並びに事務手続きを

行っている。 
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資料２－２－③－５ クラブ活動の顧問 

（体育系）

クラブ名

陸上競技部 ○ 本江哲行， 増山圭一，　 鳥山　成一

サッカー部 ○ 峰本康正， 川淵　浩之， 高越　義一， 岡根正樹， （角　俊雄）， （小川淑方）

野球部 ○ 井上　誠， 白川英観， 池田英俊，

森田康文， 高橋勝彦， 池田愼治， 金子　慎一郎

柔道部 ○ 河原　治， 畔田博文， 間中　淳， 〔高熊哲也〕， （松井紳一郎）

弓道部 ○ 冨田　尚， 後藤道理， 河合孝恵

剣道部 ○ (立野　彰)， 青山晶子， 長　弘基

バレーボール部 ○ 亀田悦正， 太田孝雄

バスケットボール部 ○ 宮崎真矢， 中島栄次， 喜多　正雄

ラグビーフットボール部 ○ 日比端洋， 〔大野　崇〕

バドミントン部 ○ （安田賢生）， 高田英治， （米谷　正）

テニス部 ○ 磯邉邦夫 佐瀬直樹， 桑原道夫

ハンドボール部 ○ 椎名　徹， （秋元　誠） 冨永　雅

水泳部 ○ 小田文仁， （高廣政彦）

卓球部 ○ 瀬戸　薫， 津森　展子

ソフトテニス同好会 ○ 大野　崇　

（文化系）

クラブ名

ブラスバンド部 ○ 坂本佳紀， 〔藤堂最音〕

軽音楽部 ○ 藤堂最音， 〔坂本佳紀〕

美術部 ○ 八木俊樹

メカテック部 ○ 佐藤圭祐， 〔池田英俊〕， 〔井澤正樹〕， 〔長　弘基〕 〔金子　慎一郎〕

茶道部 ○ 《貴堂靖昭》

グローバルアクト部 ○ （丁子哲治）

囲碁・将棋部 ○ 高熊哲也， 岩井正雄

コンピュータ部 ○ 藤崎明広

写真部 ○ 西田　均

鉄道部 ○ 〔佐藤　圭祐〕

ピアノ同好会 ○ 〔山腰　等〕

（巡回学生指導班）

○ 松井　紳一郎 水野正孝， 松田重生， 山腰　等， 堀本　博， （寺西　恒宣）

井澤正樹， 櫻井　豊， 西　敏行， 田畑勝弘， 袋布昌幹

１．クラブ顧問及び巡回学生指導班は，３年毎に希望を調査して見直す。

２．定年退職１年前の教員はクラブ顧問から除くことができる。《　》内は、了解顧問

３．○印の教員は連絡責任者とする。（そのクラブ内で決めてもらう。）

４．（　　）内は，四主事、学科長及び専攻科長の教員

５．〔　　〕内は，重複顧問の教員

平成1８年度クラブ顧問等名簿

平成18年7月1日

顧　問　教　員

顧　問　教　員

 

（出典 学生第一課資料）
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資料２－２－③－６ クラブ活動引率状況（例） 

 

 平成 18 年度クラブ活動指導状況    

実施年月日 氏名 クラブ名 活動内容 場所 開始 終了

平成 18 年 4 月 1 日 土 津森展子 卓球 練習会引率 本校 8:00 17:00

平成 18 年 4 月 1 日 土 角俊雄 サッカー 練習監督 本校 9:00 13:00

平成 18 年 4 月 2 日 日 峰本康正 サッカー 試合監督 岩瀬スポーツ公園 9:00 15:00

平成 18 年 4 月 2 日 日 日比端洋 ラグビー 練習指導 富山西高校 8:30 13:30

平成 18 年 4 月 5 日 水 畔田博文 柔道 練習引率 富山第一高校 12:00 16:00

平成 18 年 4 月 5 日 水 後藤道理 弓道 記録会引率 県営富山弓道場 7:45 17:30

平成 18 年 4 月 8 日 土 峰本康正 サッカー 練習監督 本校 9:00 13:00

平成 18 年 4 月 8 日 土 宮崎真矢 バスケットボール 練習試合指導 本校 8:30 13:00

平成 18 年 4 月 8 日 土 井上誠 野球 練習指導 本校 8:00 14:00

平成 18 年 4 月 8 日 土 増山圭一 陸上 記録会引率 
高岡市営城光寺運

動公園陸上競技場 
7:30 17:30

平成 18 年 4 月 9 日 日 日比端洋 ラグビー 練習指導 富山西高校 8:30 13:30

平成 18 年 4 月 13 日 木 秋元誠 ハンドボール 会議出席 高岡商業高校 14:30 18:00

平成 18 年 4 月 15 日 土 瀬戸薫 卓球 大会引率 
富山県総合体育セ

ンター 
8:00 15:00

平成 18 年 4 月 15 日 土 峰本康正 サッカー 練習監督 本校 9:00 14:00

平成 18 年 4 月 15 日 土 森田康文 野球 練習試合引率 雄山高校 8:00 14:00

平成 18 年 4 月 15 日 土 池田愼治 野球 練習試合指導 雄山高校 8:00 14:00

平成 18 年 4 月 15 日 土 井上誠 野球 練習試合指導 雄山高校 8:00 14:00

平成 18 年 4 月 15 日 土 畔田博文 柔道 練習引率 富山第一高校 9:00 13:00

平成 18 年 4 月 15 日 土 日比端洋 ラグビー 練習指導 富山西高校 13:30 17:30

平成 18 年 4 月 16 日 日 川淵浩之 サッカー 試合監督 五福グランド 8:00 13:00

平成 18 年 4 月 17 日 月 井上誠 野球 総会出席 富山県市町村会館 14:00 17:00

平成 18 年 4 月 18 日 火 冨田尚 弓道 総会出席 高志会館 15:00 18:00

平成 18 年 4 月 18 日 火 畔田博文 柔道 会議出席 富山第一高校 13:00 16:00

平成 18 年 4 月 19 日 水 長弘基 剣道 
代表者会議出

席 
富山東高校 15:00 18:00

平成 18 年 4 月 22 日 土 宮崎真矢 バスケットボール 大会引率 南砺市福野体育館 8:30 17:00

平成 18 年 4 月 22 日 土 喜多正雄 バスケットボール 大会引率 南砺市福野体育館 9:00 17:00

（以下省略） 

（出典 学生第一課資料）
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資料２－２－③－７ 学寮支援の業務内容   

 

 ４ 学生生活係においては，次の事務をつかさどる。 

（１）学生の課外教育活動に関すること。 

（２）学生及び学生団体の指導に関すること。 

（３）奨学金，授業料の免除及び徴収猶予等の経済援助に関すること。 

（４）学生の保健管理及び保健管理施設の管理運営に関すること。 

（５）学生の就職に関すること。 

（６）学生生活に係る相談に関すること。 

（７）学生の表彰及び懲戒に関すること。 

（８）学生旅客運賃割引証に関すること。 

（９）学生の厚生施設の管理運営及び厚生事業に関すること。 

（10）日本スポーツ振興センターに係る事務に関すること。 

（11) 学生寮の管理運営に関すること。 

（12）入寮及び退寮に関すること。 

 (13) 入寮者の生活指導に関すること。 

  (14) 入寮者の福利厚生に関すること。 

  (15) 学生寮における当直に関すること。 

  (16) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。 

  (17) その他厚生補導及び寮務に関すること。 

 

（出典 富山地区事務部事務分掌細則）

 

資料２－２－③－８ 進路指導委員会規則 

 

富山工業高等専門学校進路指導委員会規則 

 

制定 昭４３． ２． １ 

全部改正 昭５４． ２． １ 

 

（目的） 

第１条 富山工業高等専門学校に学生及び卒業生の進路指導を円滑に実施するため，進路 

指導委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（審議事項） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

（１）進路調査及び進路先の開拓に関すること。 

（２）就職指導及び就職斡旋に関すること。 

（３）進学指導に関すること。 

（４）その他進路に関すること。 
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（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

（１）学科長 

（２）一般科目長 

（３）専攻科長 

（４）第５学年の学級担任 

（５）学生課長 

（会議） 

第４条 委員会に，委員長を置き，委員長は学科長のうちから校長が任命する。 

２ 委員長は，必要に応じて委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは，委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。 

４ 委員長は，委員会における審議事項を総括調整し，校長に報告する。 

第５条 委員会は，必要に応じて委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 委員会に関する事務は，学生課において処理する。 

附 則 

この規程は，昭和５４年２月２２日から施行する。 

 

（出典 本校規則集）

 

学生の精神衛生や学生生活上の問題に対する相談を行う組織として学生相談室（資料２－２－③

－９）を設置している。室長他４名の学生相談員（本校の教員）が、月曜日から金曜日までの毎日２

時間学生の相談に乗っている。学生相談員が対応に苦慮する学生の相談については、精神科医が月１

回，及びカウンセラーが週１回来校して支援している（資料２－２－③－１０）。 

その他の財政的支援には，教育後援会が大きく貢献している。クラブ活動費，大会参加のための

旅費，高専祭（志峰祭）への補助、専攻科学生の学会発表支援などが教育後援会から助成されている

（資料２－２－③－１１）。 

 

資料２－２－③－９ 学生相談室規則  

富山工業高等専門学校学生相談室規則 

制定 平 14．2．13 

(設置） 

第１条 富山工業高等専門学校に学生相談室(以下「相談室」という。）を置く。 

 (業務） 

第２条 相談室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

（１） 学生生活において起因した諸問題の相談及び助言に関すること。 

（２） 精神衛生上の相談及び助言に関すること。 

（３） その他、学生相談に関すること。 
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 (室長等） 

第３条 相談室に室長及び相談員を置き、教員のうちから校長が任命する。ただし、相談員を任命するに当 

たって、校長は室長に意見を聞くものとする。 

２ 室長は、相談室の業務を掌理する。 

３ 相談員は、室長の職務を補佐し、相談室の業務に従事する。 

４ 室長及び相談員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

 (会議) 

第４条 相談室の運営及び業務を円滑に行うため、室長及び相談員から組織する相談室連絡会議(以下「会議」 

という。）を置く。 

２ 会議は、室長は召集し、その議長となる。 

 (校長への報告） 

第５条 室長は、相談室の運営状況について、必要に応じて校長に報告しなければならない。 

 (関係職員との連携） 

第６条 相談室は、必要に応じて、学生主任、学級担任及び関係職員と緊密な連携の下に業務を行うものとする。

 (秘密の保持) 

第７条 室長及び相談員は、業務を処理する上で知り得た個人の秘密を厳守しなければならない。 

 (事務) 

第８条 相談室の事務は、学生課において処理する。 

 (その他） 

第９条 この規則に定めるほか、相談室に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（出典 本校規則集） 

 

資料２－２－③－１０ 学生相談室案内 

平成１８年４月 

学生のみなさんへ 

 

『学 生 相 談 室』って何？ 

 

学生相談室は、みなさんが学校生活の中で出会う色々な問題について、私たち相談員がみなさんのお話をじっ

くり聴きながら、みなさんが自分にとって良いと思える答えを見つけられるよう、考えるお手伝いをする場所で

す。 

ちょっと気にかかること、不安や心配、一人で抱え込むには重すぎると感じることなど、なんでも結構です。

みなさんから受けた相談内容については固く秘密を守ります。私たち相談員を信じてください。できるかぎりみな

さんの力になりたいと思っています。 

学生相談室長 物質工学科  川淵 浩之

相談の方法 

（１） 下表の時間帯に相談員が相談室にいます。 

（２） 相談員の部屋を訪ねてください。 
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（３） 相談員の部屋に電話してください。 

（４） 相談員の部屋に E-mail を送ってください（主に相談の予約に使ってください）。 

 

スケジュール（H18 前期） 

 学生相談室 開室：授業期間中の放課後毎日 

        閉室：定期試験中、夏冬春の長期休み中 

                   （長期休み中は、密田先生、細川先生もお休みです） 

月 水 金

13:00 専門医 カウンセラー

ホソカワ  クニヒト
＊
教員室(３階) ミツダ  ヒロコ

細川 邦仁 先生 で開室します↓ 密田 博子 先生

15:00 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員

カワハラ  オサム イワイ  マサオ ニシ   トシユキ ミヤザキ  シンヤ カワフチ  ヒロユキ

河原　治 先生 岩井 正雄 先生 西　敏行 先生 宮崎 真矢 先生 川淵 浩之 先生

機械工学科 環境材料工学科 月１回 電気工学科 一般科目 毎週木曜日 物質工学科

t el t el 第２火曜日 t el t el に来校され t el

mail mail に来校され mail mail ます mail
17:00 ます

↓ ↓

火 木

細川先生、密田先生への相談は、保健室の家城看護師に予約してください。 

学生相談室の場所はここです 

 

（出典 学生第一課資料・掲示物）

 

資料２－２－③－１１ 教育後援会会則（抄） 

富山工業高等専門学校教育後援会会則 

（名称及び事務所） 

第１条  本会は，富山工業高等専門学校教育後援会と称する。 

第２条 本会の事務所は，富山市本郷町13番地富山工業高等専門学校内に置く。 

（目的及び事業） 

第３条 本会は，富山工業高等専門学校(学科及び専攻科をいう｡以下同じ｡）の教育の充実振興に寄与し， 

学生玄関 学 生
相談室

 教 務
管理室

学生課

電気工学科へ　 　

保健室

WC

WC
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併せて会員と学校の協調をはかることを目的とする。 

第４条  本会は，前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

(1）学生の福利厚生に関する助成 

（2）学生の学習及び課外活動の援助及び助成 

（3）学生の生活環境の整備及び学校と保護者との連絡の奨励 

（4）研究会，講演会の開催及び研究の助成 

（5）その他必要な事業 

(会   員） 

第５条  本会は，次の会員をもって組織する。 

(1)正 会 員    富山工業高等専門学校に在学する学生の保護者又はこれに代わる者 

(2)賛助会員    本会の趣旨に賛同して入会した者 

 (役   員） 

第６条  本会に重要案件を処理するため理事をおき，理事の中から次の役員をおく。 

（1）会    長  １名   会長は，本会を代表し会務を統轄する。 

(2）副 会 長  ３名    副会長は，会長を補佐し会長に事故あるときは，その職務を代行する。 

（3）監    査  ２名    監査は，会計を監査する。 

（4）幹    事  ４名   幹事は，事業の企画運営にあたる。 

 

（出典 富山高専教育後援会資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  

教育活動を円滑に実施するための支援体制として，学級担任に対しては「学級担任の手引き」のマ

ニュアルが配付されているとともに学科会議等において学生指導の支援を行っている。また，クラブ

などの課外活動を含む生活面については学生委員会及び学生第一課が中心となって支援している。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

専門４学科，数学科及び英語科が，それぞれ本校の教育目標及び養成すべき人材像に基づいた具体

的な教育目標を定めている。 

本校の戦略・企画を審議するため，校長・副校長・校長補佐・事務部長を構成員とする戦略企画会

議が組織されている。 

FD委員会の指示の下，教員間連絡ネットワークを組織し、教育活動の改善が図られてきている。 

学級担任の手引きの配付や学科会議等において、学級担任の教育活動を支援している。 

（改善を要する点）  

 該当なし 
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（３）基準２の自己評価の概要 

準学士課程は，機械工学科，電気工学科，物質工学科及び環境材料工学科の４学科で構成されてお

り，専攻科課程は準学士課程の機械工学科及び電気工学科で修得した基礎学力の上に高度な専門教育

を施す機械・電気システム工学専攻、準学士課程の物質工学科及び環境材料工学科で修得した基礎学

力の上に高度な専門教育を施す機能材料工学専攻の２専攻で構成されている。準学士課程では、学科

ごとに教育目標を定め、専攻科課程では、専攻科の学習・教育目標、専攻科の目的及び各専攻の目的

を定めている。学科・専攻科の構成は教育目的を達成するために適切なものとなっている。 

本校には，これらの教育を支援する全学的な施設として、情報処理センター，実習工場及び総合技

術センターが設置されており，ここで学生の教育支援を行う技術職員は、全員技術部に配属されてい

る。本校の教育の目的を達成するためこれらセンターと技術職員が一体となって大きな力を発揮して

いる。 

本校における教育課程全体を企画・調整する役割は、校長を委員長とする運営委員会が担っており、

運営の方向づけと 終の意志決定がなされている。運営委員会で審議される事項は、事前に戦略企画

会議において調整をしている。教育課程を有効に展開するための体制として，準学士課程を担当する

教務委員会及び専攻科課程を担当する専攻科委員会がある。また学科会議及び教員会議を通して、全

教員の意見を集約し、企画及び方針を全教員に周知し，全校的に教育課程を有効に展開している。 

一般科目数学科・英語科・物理科のそれぞれの教科と専門科目を担当する教員間の連携、及び情報

処理担当教員間の連携を図るため、FD委員会の指示の下、教員間連絡ネットワークを組織して活動し、

教育活動の改善が図られてきている。 

準学士課程では学級担任制を採用し、専攻科課程では、専攻科委員及び特別研究担当教員が担任と

しての役割を果たし、教務委員会，専攻科委員会，学生委員会，進路指導委員会，学生相談室，担任

連絡会，学科会議及び学生第一課が教育活動を支援する体制として有効に機能し、教育活動を円滑に

進めている。 
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基準３ 教員及び教育支援者 

（１）観点ごとの分析 

観点３－１－①： 教育の目的を達成するために必要な一般科目担当教員が適切に配置されている

か。 

（観点に係る状況）  

本校では，専任教員66名（校長を含む。）及び非常勤講師35名により準学士課程800名（定員）及

び専攻科課程32名（定員）の学生の教育が行われている（資料３－１－①－１）。 

そのうち一般科目では，観点１－１－①で述べた具体的な教育目標を達成するため，専任教員18名

及び非常勤講師24名の合計42名を配置している（資料３－１－①－２）。 

なお，高等専門学校設置基準第６条第２項には，「高等専門学校には，一般科目を担当する専任教

員（助手を除く。）の数は，入学定員を４学級に編成する場合，18人を下回ってはならない」との規

定があり，本校においてはその基準を満たしている。 

資料３－１－①－１ 教員現員数（平成１９年４月１日現在） 

 

校 長 教 授 准教授 講 師 助 教 助 手 計 

１ ２５ ２８ ５ ５ ２ ６６ 

非常勤講師 ３５ 

 

（出典 総務課資料）
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担当科目ごとの専任教員の人員配置は，資料３－１－①－２に示すとおりバランスよく配置してい

る。本校設置当初と比較して数学及び英語の担当をそれぞれ１名多く配置しているが，これは教育目

標に対応してそれらの教育を重視している現れである。そのために物理・化学及び社会担当を１名ず

つ減らしており，前者は専門科目教員が，後者は非常勤講師が担当している。また資料３－１－①

－３に示すとおり，教員はそれぞれ専門分野等を考慮した授業科目を担当している。 

 

資料３－１－①－２ 一般科目担当教員数（平成１９年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 学生第一課資料） 

 数学 英語

独語

国語 物理

化学

社会 体育 音楽 

美術 

合計 

教授 １ ２ １ ０ １ １ ０ ６ 

准教授 ４ ３ １ ２ １ １ ０ １２ 

講師 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

助教 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

助手 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

計 ５ ５ ２ ２ ２ ２ ０ １８ 

非常勤講師 ２ ４ ３ ２ ５ ５ ２ ２３ 

合計 ７ ９ ５ ４ ７ ７ ２ ４１ 
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資料３－１－①－３（１） 一般科目教員配置（平成１９年４月１日現在） 

専任教員 

 

（出典 総務課資料）
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資料３－１－①－３（２） 一般科目教員配置（平成１９年４月１日現在） 

専任教員（つづき） 

 

（出典 総務課資料）
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資料３－１－①－３（３） 一般科目教員配置（平成１９年４月１日現在） 

非常勤講師 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 総務課資料）

番号 氏名 担当科目名 本務（資格等） 

１ 犬島  肇 総合国語Ⅰ 富山県参与 

２ 金龍 教英 歴史 富山県立公文書館 

３ 稲場 幸雄 地理 富山県高等学校国際教育 

研究会副会長 

４ 荒木 万紀子 歴史 

政治経済 

富山第一高等学校 

（非常勤講師） 

５ 浅井 修平  経済学 ㈱北陸経済研究所 

６ 谷口 貴都 法学Ⅰ，Ⅱ 高岡法科大学（教授） 

７ 田中 大祐 生物科学概論 富山大学理学部（助手） 

８ 橘川 謙三 体育・武道 富山県柔道連盟副会長 

９ 高松 智子 体育 富山大学附属中学校 

（非常勤講師） 

１０ 泉  敏郎 保健，体育 富山健康科学専門学校 

（専任講師） 

１１ 原  孝典 体育・武道 富山県柔道連盟高岡支部長 

１２ 村雲 荘一 武道 サンプレイスむらくも・ 

凌雲館村雲道場 

１３ 富岡 徹久 生活科学 富山短期大学（教授） 

１４ 望月 健一 総合英語 富山国際大学（講師） 

１５ 宮本 友紀 総合英語 理学修士・教育学修士 

１６ 牧野 美知子 総合英語，英語演習Ⅰ 富山大学附属中学校（非常

勤講師）・修士（教育学） 

１７ 

 

石田 善彦 統計，数学演習 中央予備校（非常勤講師）

・理学修士 

１８ 山下  淳 統計，総合数学 富山大学研究支援者・ 

博士（理学） 

１９ 酒井 博恵 基礎ドイツ語Ⅰ・Ⅱ 文学修士 

２０ 鈴木 志保子 日本文学講読 砺波高校・福野高校 

（非常勤講師） 

２１ 田上 栄子 日本語 トヤマヤポニカ 

２２ 上山  輝 美術 富山大学（准教授） 

２３ 

 

篁  秀樹 音楽 富山県学校吹奏楽連盟 

理事長 
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（分析結果とその根拠理由）  

一般科目担当教員の構成は，設置基準を満たしつつ，授業科目構成と比してバランスよく配置して

いる。また数学，英語に専任教員を比較的多く配置するなど，本校の教育目標に沿った教員配置を行

っている。 

 

観点３－１－②： 教育の目的を達成するために必要な各学科の専門科目担当教員が適切に配置

されているか。 

（観点に係る状況）  

本校の各学科では，観点１－１－①で述べている具体的な教育目標等を達成するために，資料３－

１－②－１に示す専門科目担当教員を配置しており，その数は専任教員45名（他に助手２名），非常

勤講師８名の合計55名である。資料３－１－②－２～５に示すとおり各学科の専門科目担当教員は，

それぞれ専門分野等を考慮した授業科目を担当している。 

なお，高等専門学校設置基準第６条第３項に規定する基準は，「教員（助手を除く。）のうち，工

学に関する学科において第16条に規定する専門科目を担当する専任者の数は，当該学校に４の学科を

置くときは，29人を下回ってはならない」ことになり，本校においては，その基準を満たしている。

また，同基準第８条には，「専門科目を担当する専任の教授及び准教授の数は，一般科目を担当する

専任教員数と専門科目を担当する専任教員数との合計数の２分の１を下回ってならない」と規定され

ており，本校では専門科目を担当する専任の教授及び准教授は35名であり，その基準を十分に満たし

ている。 

 

資料３－１－②－１ 専門科目担当教員現員数（平成１９年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 総務課資料）

 機械工学科 電気工学科 物質工学科 環境材料工学科 合計 

教授 ５ ５ ４ ５ １９ 

准教授 ２ ４ ５ ５ １６ 

講師 ４ ０ １ ０  ５ 

助教 １ １ １ ２  ５ 

助手 １ １ ０ ０  ２ 

計 １３ １１ １１ １２ ４７ 

非常勤講師 １ ３ ３ １ ８ 

合計 １４ １４ １４ １３ ５５ 
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資料３－１－②－２ 機械工学科の教員配置 

 

 

 

（出典 総務課資料）
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資料３－１－②－３ 電気工学科の教員配置 

 

 

 

（出典 総務課資料）
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資料３－１－②－４ 物質工学科の教員配置 

 

 

（出典 総務課資料）
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資料３－１－②－５ 環境材料工学科の教員配置 

 

 

（出典 総務課資料）
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「深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成する。」との目的に対して，殆どの教員（47

名中42名）が，それに相応しい博士の学位を取得している。また，応用実践力の育成のため，企業勤

務経験のある教員16名（約３割）を各学科に配置している（資料３－１－②－６）。 

 

資料３－１－②－６ 学位取得教員数等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 総務課資料）

学位  専任 

教員数 
博士 修士 

他大学等

経験者 

企業 

経験者 

機械工学科 １３ １０ ３ ３ ５ 

電気工学科 １１ １０ １ ２ ４ 

物質工学科 １１ １０ １ １ ４ 

環境材料工学科 １２ １２ ０ ３ ３ 

計 ４７ ４２ ５ ９ １６ 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 専門科目担当教員の構成は，設置基準を満たしつつ，各学科の教育目標を実現するため各教員の専

門分野を考慮し配置している。また，深い専門を身に付けた実践的技術者を育成するために，学位

（博士）取得者や企業経験者を多数配置するなど，専門科目担当教員を適切に配置している。 

  

 

観点３－１－③： 専攻科を設置している場合には，教育の目的を達成するために必要な専攻科の

授業科目担当教員が適切に配置されているか。 

（観点に係る状況）  

専攻科では，機械・電気システム工学専攻及び機能材料工学専攻の２専攻を設置している。専攻科

課程の教育は，一般科目教員と専門学科教員によって実施されており，非常勤教員は５人配置されて

いる。 

専攻科の一般科目では，専攻科の修了時に身に付けるべき学力や資質・能力を明示した学習・教育

目標のサブ目標「A-1 英語コミュニケーション」，「B-6 現代社会」，「C-1 自己の確立」等を達成

するために，資料３－１－③－１に示した教員を配置している。 
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資料３－１－③－１ 専攻科一般科目担当教員    

 

（出典 総務課資料）

担当科目名 担当教員 学位 専門分野 研究テーマ 

日本文学 秋元 誠 文学士 日本近代文学・

国語教育 

昭和１０年代の文学動向 

国語教材の開発と教育方法の研究 

日本近代経

済史 

瀬戸 薫 文学修士 日本中・近世史 中・近世公武交渉史の研究 

足利義輝の伝記的研究 

初期前田氏の研究 

思想文化史 宮崎真矢 文学修士 哲学，宗教学 宗教現象学についての方法論的研究 

近現代の宗教哲学における自然的宗教思

想の研究 

現代日本における死生観・宗教観の実証

的研究 

環境社会学 丁子哲治 工学博士 環境化学 大陸起源エアロゾルの長距離輸送とその環

境影響 

エコマテリアルによる環境浄化技術の開発 

英語 I 水野正孝 文学修士 アメリカ文学 「アメリカ・ルネッサンス」 

「アメリカ・ルネッサンスの作家」エマ

ソン，ホ− ソーン，メルヴィルなど 

英語 II 立野 彰 文学修士 コンピュータを

利用した英語教

育 

英語教育に於けるコンピュータの利用研

究 

語学学習用オーサリングシステム
（コンピュータ教材作成システ
ム）の研究 
マルチメディアの利用研究 

英語コミュ

ニケーショ

ンⅠ，Ⅱ 

渡 部 友 子

（ 非 常 勤

講師） 

Ｐｈ．Ｄ 

（ケンブリ

ッジ大学） 

日英対照文法論 

英語カリキュラ

ム開発 

富山県立大学短期大学部准教授 

 

 

また，専攻科の専門科目においても教員の専門分野と担当授業科目とを対応させて適切に配置し，

学習・教育目標のサブ目標「A-2 工学全般の基礎知識の修得」，「A-6 専門分野の知識の修得」，

「C-2 技術者倫理の修得」等を達成するために，博士又は修士の学位を取得している教員を中心に適

切に配置している。特に各専攻の共通科目のうち「工学倫理」を必修科目とし，技術士の資格を有し

ている非常勤講師を配置している（資料３－１－③－２）。 
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資料３－１－③－２ 専攻科専門科目担当教員 

 

共通科目  

担当科目名 担当教員 学位 専門分野 研究テーマ 

応用解析学 小川淑方 博 士 

(工学） 

数値熱流体工

学 

平行軸まわりに回転する長方形管内の流れと熱

伝達 

回転曲り正方形管内の流れと熱伝達 

量子論 角 俊雄 工 学 博

士 

応用物理学 分割導体膜の薄型電波吸収体への応用研究 

分割薄膜系の電磁場解析及び物性の研究 

エネルギー論 

工業数学 

亀田悦正 博 士 

(工学） 

電子工学 ＭＯＳデバイス内の発光現象に関する研究 

有限要素法による３次元磁界解析 

計測・制御 高田英治 博 士 

(工学） 

計測工学 光導波路構造による放射線イメージングシステ

ム開発 

超音波による冬季路面状況測定システムの開発 

光反射特性による農作物生育診断に関する研究 

物質構造論 鳥山成一 博 士 

(工学） 

環境化学 酸性雨等による金属材料の腐食・溶出に関する

研究 

工場発生源及び周辺環境測定方法の開発 

人工植物曝露装置(人工気象装置)を用いた植物

影響 

環境工学 丁子哲治 工 学 博

士 

環境化学 大陸起源エアロゾルの長距離輸送とその環境影響 

エコマテリアルによる環境浄化技術の開発 

プログラミン

グ演習 

河合孝恵 博 士 

(工学） 

界面物理化学 液相における分子ふるい作用 

固体表面の親－疎水性 

ミクロ細孔構造解析 

ゼオライト・メソポーラスシリカ合成 

生物工学 米谷 正 薬 学 博

士 

応用生物化学 生体触媒を用いた光学活性化合物の合成 

 

移動現象論 峰本康正 博 士 

(農学） 

食品化学工学 混合脂質の酸化過程の解明 

脂肪酸グリセリドの安定性に関する研究 

PMMA への溶媒の浸透過程の研究 

材料物性工学

I 

坂本佳紀 博 士 

(工学） 

金属材料組織 表面改質した Al 合金の微細構造 

有色合金の色彩に及ぼす添加元素の影響 

工学倫理 田中弘義 

(非常勤講師) 

小坂郁雄 

(非常勤講師) 

栗本正貴 

(非常勤講師) 

工 学 博

士 

 

工学士 

 

法学士 

 技術士（田中技術士事務所） 

 

（社）発明協会所属 

 

弁護士（栗本・酒井法律事務所） 

基礎工学力学 岡根正樹 博 士 

(工学） 

材料破壊力学 表面処理技術の応用によるフレッティング疲

労強度特性の改善に関する研究 

WC-Co 溶射材の疲労き裂進展特性に関する研究 
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資料３－１－③－２ 専攻科専門科目担当教員（つづき） 

機械・電気システム工学専攻 

 

 

担当科目名 担当教員 学位 専門分野 研究テーマ 

振動エネル

ギー工学 

薄膜工学 

櫻井 豊 博 士 

（工学） 

磁気工学 薄膜磁気ヘッドなどマイクロ磁気デバイスの数値解析

マイクロ磁気現象の発生メカニズムの研究 

応用精密加

工学 

佐瀬直樹 博 士 

（工学） 

機械要素 ねじ締結体のゆるみ機構の解析とゆるみ試験法の開発

極端にゆるみにくいねじ締結体の開発 

メカトロニ

クス 

ロボット工

学演習 

佐藤圭祐 博 士 

（工学） 

ロ ボ ッ ト 工

学 

未知環境中ロボットのセンサを用いた動作計画の研究

複数ロボットを用いた環境マッピングの研究 

原子炉メンテナンスロボットのシミュレータの開発 

シミュレー

ション工学

演習 

白川英観 博 士 

（工学） 

熱流体工学 VOF 法による相変化を伴う熱流動の数値解析 

電場における気泡成長の数値解析 

エネルギー

機械演習 

西田 均 

 

博 士 

（工学） 

計測制御 ER 流体を用いた回転形デバイスのトルクの過渡特性 

ER 流体を用いた回転形デバイスにおける電流密度の

過渡特性 

流体工学特

論 

小川淑方 博 士 

（工学） 

数 値 熱 流 体

工学 

平行軸まわりに回転する長方形管内の流れと熱伝達 

回転曲り正方形管内の流れと熱伝達 

熱工学特論 寺西恒宣 博 士 

（工学） 

熱工学 水平管群における二成分不溶性混合冷媒の凝縮熱伝達

液膜の波状化による凝縮伝熱の促進 

磯邉邦夫 

 

博 士 

（工学） 

塑性加工 板面内異方性を考慮した任意凸形状筒の深絞り用ブラ

ンクの設計 

任意凸形状容器の多段再絞り金型の設計 

弾塑性力学 

増山圭一 修 士 

（工学） 

材料工学 フラーレンを添加した金属材料の創製とその特性 

振動工学特

論 

本江哲行 博 士 

（工学） 

ス ポ ー ツ 工

学 

球と平面からなる衝突系のモデル化と解析 

ゴルフボールの衝突特性 

パワーエレ

クトロニク

ス 

池田愼治 博 士 

（工学） 

高 周 波 磁 気

工学 

ＧHz 帯高周波デバイスへの磁性体材料適用の研究 

電気・磁気部品小型化 適設計のための基礎的研究 

電磁波工学 椎名 徹 博 士 

（工学） 

光波工学 画像処理手法による降雪定量自動測定解析法の開発 

降雪による電波減衰特性の解析 

ビーム伝搬法による導波媒質内の光伝搬に関する研究
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資料３－１－③－２ 専攻科専門科目担当教員（つづき） 

 

機能材料工学専攻 

 

（出典 総務課資料）

担当科目名 担当教員 学位 専門分野 研究テーマ 

反応化学 安田賢生 博 士 

（工学） 

触媒化学 有機ハロゲン化合物の反応性と有効利用に関する

研究 

固体塩基触媒の触媒作用機構に関する研究 

機能材料物理

化学 

岩井正雄 工学博士 金属化学 無電解 Ni めっき老化液のリサイクルシステム開発に関

する研究 

無電解 Ni めっき老化液中のリン酸イオン及び硫酸イ

オンの回収システムの研究 

材料機能学 袋布昌幹 博 士 

（工学） 

環境化学 

 

生物内の物質循環にヒントを得た環境中有害物質除

去プロセスの開発 

建設廃棄物の持続可能なリサイクル技術の構築 

機器分析特論 

無機材料特論 

田畑勝弘 博 士 

（工学） 

無機化学 固気反応を用いる有害大気汚染物質の除去 

地球規模でのエアロゾル中鉄成分分析と大気及び海

洋表面挙動解析 

物理化学特論 河合孝恵 博 士 

（工学） 

界面物理化

学 

液相における分子ふるい作用 

固体表面の親－疎水性 

ミクロ細孔構造解析 

ゼオライト・メソポーラスシリカ合成 

機能性高分子

材料 

畔田博文 博 士 

（工学） 

高分子化学 アセチレン化合物を用いる有機合成 

アセチレン化合物を用いる高分子合成 

ポリマーリサイクルに関する研究 

精密有機合成

化学 

川淵浩之 博 士 

（工学） 

有機電解合

成 

低原子価金属錯体による官能基変換に関する研究 

酵素モデル金属錯体を用いる生体反応を模範とす

る電解反応プロセスの開発  

生物質機能概

論 

後藤道理 博 士 

（薬学） 

生物有機化

学 

COX 阻害に基づく抗炎症剤の開発 

抗ヒスタミン活性物質の開発 

TXs や LTs 遊離阻害剤の開発 

天然物化学 森田康文 修 士 

（農学） 

天然物化学 担子菌類の化学分類に関する研究 

外生菌根菌 ectomycorrhizas の菌根形成メカニズ

ムの解明 

金属加工学 井上 誠 博 士 

（工学） 

金属材料加

工 

真空蒸留法によるマグネシウムの精製およびリサイクル

マグネシウムの耐食性 

材料プロセス

工学 

高橋勝彦 博 士 

（工学） 

材料プロセ

ス工学 

ナノ複合材料の新しい製造方法の開発 

鉄鋼製錬における CH4 還元 

材料物性工学

II 

前 健彦 

(非常勤講師) 

博 士 

（工学） 

金属材料額

学 

金属材料の表面改質，金属材料の接合 

（本校名誉教授） 

複合材料工学 高廣政彦 博 士 

（工学） 

高分子材料

物性 

超音波均一化装置を用いた FRP の樹脂分解とリサイク

ル 

CFRP のリサイクル技術に関する研究 

 

なお，専攻科担当教員については，「専攻科の授業科目を担当する教員に関わる資格審査の取り扱

いについて」を定め（資料３－１－③－３），学内で資格審査を行っている。また，大学評価・学位
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授与機構では，５年ごとに一回，専攻科授業担当教員の審査・認定を行っており，本校では直近の平

成15年度に審査を受け，認定されている（資料３－１－③－４）。 

 

資料３－１－③－３ 専攻科担当教員の資格審査 

 

             専攻科の授業科目を担当する教員に係る資格審査の取扱いについて 

 

                                                           平成 9 年 10 月 31 日制定     

                                                           平成 17 年 4 月 13 日改正     

                                 平成 18 年 12 月 13 日改正 

                                   校 長 決 裁   

 

 富山工業高等専門学校専攻科の授業科目を担当する資格審査については，独立行政法人大学評価・学位授与機構

（以下「学位授与機構」という。）の審査に準じて行うものとし，下記のとおり取り扱うものとする。 

                                        記 

１ 専攻科長は，教員に専攻科の授業を担当させようとする場合には，次の書類を校長に提出して資格審査を申請

するものとする。なお，新規に教員（講師及び助手を除く。）を採用しようとする場合は，任用候補者選考委員会

委員長が専攻科長に代わり資格審査を申請するものとする。この場合において，第１号及び第２号に定める書類に

ついては，富山工業高等専門学校教員選考規則第４条第１項第１号から第３号までに定める書類に代えることがで

きるものとする。 

 （1）専攻科の授業科目を担当する教員の履歴書 

 （2）教育研究業績書 

 （3）職務調書 

 （4）新たに専攻科を担当する教員及びその担当授業科目 

 （5）講義要目 

２ 校長は，教務主事及び専攻科長の意見を徴し，専攻科の授業科目を担当する教員に係る資格審査を行うものと

する。 

３ 専攻科の授業科目を担当する教員として選考された者は，選考された日の属する学期の次の学期から専攻科の

授業科目を担当することができる。 

４ 平成５年４月１日の専攻科設置時に学位授与機構の認定を受けた教員及びその後富山工業高等専門学校におい

て資格審査を受けた教員は，次に掲げる年度に実施される学位授与機構の審査を受け，認定するものとする。 

 

  専攻科設置年月日 学位授与機構の審査実施年度 

 

 平成５年４月１日 

 

平成１０年度  （５月１日現在で実施） 

平成１５年度    （５月１日現在で実施） 

平成２０年度    （５月１日現在で実施） 

 

（出典 総務課資料）
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資料３－１－③－４ 大学評価・学位授与機構による専攻科授業担当教員の審査結果 

 

 

（出典 総務課資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校の専攻科課程では，それぞれ学生の修了時に身につけるべき学力や資質・能力についての目標

を達成するために，充分な研究実績を持つ博士の学位取得者を中心に，本校独自の審査を経て専門研

究分野に応じた授業科目を担当している。 
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観点３－１－④： 学校の目的に応じて，教員組織の活動をより活発化するための適切な措置（例

えば，均衡ある年齢構成への配慮，教育経歴や実務経験への配慮等が考えられ

る。）が講じられているか。 

（観点に係る状況）  

本校では，教員組織の活動をより活発化するために本校独自の教員表彰制度を毎年実施している。

これは「学生による授業評価アンケート」及び「教員による授業参観アンケート」（いずれも観点３

－２－②で詳述）の結果，評価の高い教員を各学科長等が推薦し，戦略企画会議において 優秀教員

及び優秀教員を選ぶものである（資料３－１－④－１）。選ばれた教員は，FD講習会で自分の授業方

法等について発表する（資料３－１－④－２）とともに校長裁量経費により研究費の特別配分を受け

る。本制度は教員間で定着しており教員の活性化に貢献している。 

 

資料３－１－④－１ 教員表彰制度 

平成 17 年度 教員表彰実施要領 

教育点検・改善委員会

平成 18 年 2 月 16 日

各学科長及び一般科目長が「学生による授業アンケート」及び「教員による公開授業アンケート」から優秀教

員１名を校長補佐会議に推薦する。 

 なお，平成１６年度及び平成１５年度の最優秀教員及び優秀教員受賞者は推薦しないこととする。 

 校長補佐会議は，学科長等の推薦を受け，次の三つの評価を参考に最優良教員及び優良教員を決定する。 

 なお教員表彰から副校長，校長補佐，学科長等及び助手は除く。 

 受賞者には，表彰状と副賞を授与する。 

１） 学生による評価 

評価できる先生を３名まで連記する。 

３～５学年学生については，当該年度の高専機構教員顕彰の集計結果を用いる。 

学生に対しては「授業への取り組み，部活動，生活指導などを総合的に判断し，本校で尊敬できる先生を３

名まで記入してください。」と伝える。 

２） 教員による評価 

本校における教育活動状況が評価できる人を３名まで連記する。 

３） 次の項目について得点を積算する。 

高専機構教員顕彰実施要項に基づき，当該年度に実施した「自己評価」の評価結果 

 

（出典 教育点検・改善委員会資料）  
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資料３－１－④－２ 平成１８年度第４回ＦＤ研修会 

 

平成１８年度第４回ＦＤ研修会次第 

 

日 時 平成１８年９月１９日（火）１４：３０～ 

場 所 オープンラボ２Ｆ 

議 題 

   （１）「私の教育方法」（平成１８年度教員表彰受賞者） 

        物質工学科 助教授 畔田博文 

        一般科目  助教授 宮崎真矢 

        電気工学科 助教授 佐藤圭祐 

   （２）「外国における授業アンケートの現状」（副校長） 

 

（出典 総務課資料） 

 

校長裁量経費（基準10で詳述）については，教員等が種々の研究・教育プロジェクトを応募，学

校長の審査・裁量により実施経費を配分している（資料３－１－④－３，４）。これは学外研究発

表等の活動の活性化に大きな効果を発揮している。 

 

資料３－１－④－３ 校長裁量経費の応募要領  

                  平成１８年 ４月２５日  

                            

教 職 員 各 位                     

                            

                 富山工業高等専門学校長   

                   米  田   政  明 

                            

      校長裁量経費（研究プロジェクト等）の募集について      

                            

標記について，要求書等を下記要領により作成の上，平成１８年５月１８日(木)までに会計課財

務係へ提出願います。 

なお，必要に応じてヒアリングを実施します。 

            記                

１．趣  旨                       

 (1) 校内における特色ある取組みに対し，これらの予算獲得に際し競争的な環境の創出を図る。 

 (2) 全校的な視点から，教育研究及び学校運営の一層の充実及び発展を図る。      

 (3) 提案された諸事業について，校長のリ－ダ－シップにより予算措置する。      

２．配分方針                       

 (1) 当該経費は，物品購入・旅費・謝金等様々な使途に使用可能なものとする。  
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 (2) 募集区分                      

  ① 学科単位あるいは教育グル－プ単位等における，教育方法改善プロジェクトに対する経費 

  ② 学科単位，個人あるいはグループ単位等による研究プロジェクトに対する経費    

  ③ 特色ある学校づくりを見据えた，全校的あるいは学科単位の行事に対する経費    

  ④ 学生の実験・実習の基盤をなす設備の整備に要する経費          

  ⑤ その他学校の運営や環境改善等に関して必要な事項に対する経費       

 (3) 要求額                        

  ① ５００万円程度                     

  ② ３００万円程度                     

  ③ ５０～１００万円程度                   

 (4) 要求書は別紙１のとおりとする。             

 (5) その他                        

  ① 募集時期                  

   

   

 今回の募集を本募集とするが，研究プロジェクト等に必要な大型機器の修理など緊急を要する経

費については，その都度要求できるものとする。 

  ② 予算の早期執行                     

   

   

   

   

 当該経費の決算については平成１９年３月末までに完了する必要があるため，配分予算の早期

執行を図るものとする。 

 なお，年度途中（例えば１０月末頃）で，執行率が極端に悪い場合等については，校長が当該予

算を回収し，別の使途にあてることもあり得る。 

３．実施報告書の提出                  

    上記募集区分のうち①～④については，その成果等を別紙２の実施報告書により   

    平成１９年３月末までに会計課財務係へ提出すること。  

 

（出典 管理課資料）

 

 

資料３－１－④－４ 校長裁量経費の配分（一部） 

     校長裁量経費採択一覧    
Ｈ18.9.20

現在

採択 

番号 
題  名 氏    名 学科名 

配分額

（千円）

1 
環境触媒に関する研究 大気汚染物質高効

率除去触媒の開発をめざして 
津森 展子 一  般 500

2 
高専祭における機械工学科の体験企画（風

で動くものを作ろう！） 
小川  淑方 機 械 300

3 

Ｑ－Ｕアンケートおよび教育カウンセリン

グの手法を活用した低学年における学級経

営改善プロジェクト 

川淵 浩之 （学生相談室） 700
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4 
関数教育を中心に学習内容の定着を図る数

学教育の実践 
冨永 雅 一  般 500

5 
真空凍結現象を利用したマイクロアイス製

造技術の開発 
河原 治 機 械 500

6 
単一繊維強化プラスチックの界面強度特性

評価 
太田 孝雄 機 械 300

7 
マイクロレインレーダを用いた積雪深計の

開発 
椎名 徹 電 気 800

8 有限群論の工科系教育への応用 堀本 博 一  般 600

9 未規制化学物質プロジェクト 鳥山 成一 物 質 1,000

10 

コンピュータ・シミュレーションによるプ

ラスチック素材への有機溶媒の浸透現象の

予測 

峰本 康正 物 質 300

11 
超音波均一化装置によるＦＲＰ中の強化繊

維回収と再利用 
高廣 政彦 環 境 800

12 学級の現状把握と運営 日比 端洋 一  般 300

13 
人間共存型ロボットと車いすによる協調段

差移動に関する研究 
池田 英俊 機 械 600

14 
公開講座におけるロボットを用いた遠隔授

業システム活用プロジェクト 
佐藤 圭祐 電 気 500

15 

実働荷重を模擬した高温疲労試験装置の試

作と耐熱・耐環境コーティング材の強度特

性の検討 

岡根 正樹 環 境 700

16 
ＶＬＳＩチップ設計用ＣＡＤの初期導入作

業 
池田 慎治 電 気 600

17 天然ゴムにより高分子電解質調整の試み 畔田 博文 物 質 600

18 
腱駆動型脚式二足歩行移動フラットホーム

の開発およびその歩行制御方法の研究 
金子 慎一郎 電 気 600

19 
第１３回エコテクノロジーに関するアジア

国際シンポジウム 
米田 政明 校 長 1,250

20 近隣中学校との理科教育連携事業 安田 賢生 物 質 1,000

（出典 管理課資料）
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本校の教員年齢構成は資料３－１－④－５に示すとおり，全体として40歳代が多いが，ほぼ均等に

配置されている。なお一般科目担当教員では30歳代が少ないことが目につくが，この理由は教育経験

等を重視し，高校在職暦歴のあるベテラン教員の採用が多いため（総務課調べ）である。このように

比較的均衡がとれているのは，教員採用時に年齢構成を充分に配慮した上，採用してきた結果である

（資料３－１－④－６，７）。   

 

資料３－１－④－５ 教員年齢構成 
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（出典 総務課資料）

 

資料３－１－④－６ 教員公募（例） 

富高専人第 ７の２０ 号 

平成１７年１２月２１日 

関係機関の長 殿 

富山工業高等専門学校長 

宮 下   尚 

 （公印省略） 

教員公募について(依頼) 

 

拝啓 時下ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて，このたび本校では，下記により電気工学科の教員を公募することになりました。 

   つきましては，貴機関関係者へ御周知くださいますとともに，適任者の推薦につきましても，御高配ください
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ますようよろしくお願い申し上げます。               敬 具 

                  記 

１．募集人員 

２．所属学科 

３．専門分野 

 

４．教育担当分野 

 

５．応募資格 

 

 

６．着任時期 

７．提出書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．応募締切 

９．選考方法 

 

10．応募書類提出先 

 

 

 

 

11．問い合わせ先 

助教授  １名 

電気工学科 

パワーエレクトロニクス，ロボット工学，計測・制御工学 または下記教育担

当分野にふさわしい研究分野 

電気機械，パワーエレクトロニクス，電磁気計測，自動制御，電気・電子回路

など（実習・実験，卒研生や専攻科生の指導を含む） 

(1)博士の学位を有する方 

(2)着任時の年齢３０才以上４０才くらいまでの方 

(3)工業高専の教育・研究，学級担任やクラブ指導に熱意のある方 

平成１８年４月１日以降のできるだけ早い時期 

(1)履歴書（市販の用紙の書式に準じて作成し，写真を貼付する。 

職歴・教育歴・学会や社会活動等も記述すること。) 

(2)著書・論文等の一覧表（査読の有無に分け，現在から過去の順に，著書・

論文・特許・口頭発表等について発表年月，題名，著者名と順位，掲載誌の巻

・頁，発表機関名などを明記すること） 

(3)主要研究業績の別刷りまたはコピー（５件以内），及びそれらについての

日本語の概要（全体でA4用紙2枚以内） 

(4)着任後の教育・研究に対する抱負（A4用紙1枚以内） 

(5)推薦書（または所見を伺える方の連絡先等を記載した書類） 

平成１８年２月２８日（火）必着 

書類審査による１次選考の通過者に対し，面接による２次選考を行う（旅費・

宿泊費等は応募者の自己負担になります） 

〒939-8630  富山市本郷町13番地 

富山工業高等専門学校 庶務課人事係 

電話 076-493-5491   ＦＡＸ．076-492-3859 

※封筒に「電気工学科教員応募書類在中」と朱書きし，簡易書留郵便とするこ

と。なお，応募書類は返却いたしません。 

選考委員会委員長 電気工学科教授 角 俊雄 

電話  076-493-5416（直通）    E-Mail  tsuno@toyama-nct.ac.jp 

 

（出典 総務課資料） 
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資料３－１－④－７ 教員採用状況（平成１７年度，１８年度，１９年４月まで）   

  平成１７年度 

学科等 職 氏 名 年齢 性別 学位 前職 

物質工学科 助手 間中  淳 ２７ 男 博士 （大学院学生） 

環境材料工

学科 

助手 

 

喜多 正雄 

 

２７

 

男 

 

博士 

 

（大学院学生） 

 

電気工学科 助手 田邉  造 ３０ 男 博士 （大学院学生） 

 

平成１８年度 

学科等 職 氏 名 年齢 性別 学位 前職 

物質工学科 教授 鳥山 成一 ５９ 男 博士 富山県環境科学センター

大気課長 

電気工学科 助教授 池田 愼治 ３３ 男 博士 信州大学助手 

環境材料工

学科 

助手 

 

長  弘基 ２７ 男 博士 （大学院学生） 

電気工学科 助手 金子慎一郎 ３０ 男 博士 高等学校非常勤講師 

 

平成１９年度 

学科等 職 氏 名 年齢 性別 学位 前職 

機械工学科 助教 石黒  農 ２７ 男 博士 （大学院学生） 

 

（出典 総務課資料） 

 

女性教員は，現在２名が在職しているが，全教員に占める割合は低いと言わざるを得ない。これま

でも女性教員の確保には努めてきているが，結婚退職等により定着率が悪く現在に至っている。後述

（基準３－３－①）のとおり，本校には女性の技術職員が多く，中でも本校の女性卒業生が技術職員

として３名在職しており，教育活動における男女の均衡が保たれている面もある。 

観点３－１－①～③で述べてきたとおり，企業勤務経験者及び高校・大学等経験者を多く採用して

おり，また博士の学位取得者は専門学科専任教員の90%を占めている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

教員組織の活発化を図るために博士の学位を有する者，中学校や高等学校の教職経験者，企業での

実務経験など様々な経歴を持つ教員を採用している。また，均衡ある年齢構成となるように教員の採

用条件を提示するなどの配慮をしている。さらに，教員の研究経費は，教員表彰制度による教員評価

及びプロジェクト公募などを取り入れた競争的傾斜配分で行っている。 

 

 

観点３－２－①： 教員の採用や昇格等に関する規定などが明確かつ適切に定められ，適切に運用

がなされているか。 
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（観点に係る状況）  

専任教員の採用及び昇格に関する規定として，「富山工業高等専門学校教員選考規則」（資料３－

２－①－１）及び「富山工業高等専門学校教員選考基準」（資料３－２－①－２）が定められ，学科

長からの申請に基づいて校長が設置した教員選考委員会が選考に当たっている。教員選考委員会では

「教員選考に関する取扱い」に基づいて，１）教育（模擬授業を含む。）・管理運営・地域貢献，及

び２）研究の両面から，公募及び内部選考に分けて，それらを点数化する。その後，一定基準を超え

る者の中から選考委員会が「教員の任用」案を作成し，校長及び主事により 終的に決定している。

なお「教員選考に関する取扱い」及び運用の実態については，訪問調査時閲覧資料とする。 

 

資料３－２－①－１ 教員選考規則 

 

富山工業高等専門学校教員選考規則 

 

 （趣旨） 

第１条 富山工業高等専門学校における教授，准教授，講師，助教及び助手（以下「教員」という。）の採

用，昇任，転任及び配置換等（以下「任用」という。）の選考は，高等専門学校設置基準（昭和 36 年文部省

令第 23 号）第１１条から１４条に規定するもののほか，この規則の定めるところによる。 

  （任用の申出） 

第２条 一般科目及び各学科（以下「学科等」という。）において，教員の任用を必要と認めたときは，任用

を必要とする学科等（以下「当該学科等」という。）の長から，任用候補者選考委員会（以下「選考委員

会」という。）の設置について別紙様式１により校長に申し出るものとする。 

 （選考委員会） 

第３条  校長は，管理運営上必要があると認めたとき又は，当該学科等の長から前条の申し出がありこれを必

要と認めたときは，運営委員会の議を経て，選考委員会を設置するものとする。 

２ 選考委員会は，当該学科等の教授３名及び当該学科等以外の学科等の教授２名で組織するものとし，各委

員は校長が委嘱するものとする。 

３ 選考委員会に委員長を置き，選考委員会の委員の中から，校長が指名するものとする。 

 （候補者の選考） 

第４条  選考委員会は，公募等により任用候補者を募り，次に掲げる書類を徴して審査し，任用候補者を選考

するものとする。 

（１）教員選考個人調書 

（２）教育業績調書 

（３）研究業績調書 

（４）自己推薦書 

 ２ 前項各号の調書等の書式は，別に定める。 

 ３ 選考委員会委員長は，第１項により選考した任用候補者を任用候補者選考委員会報告書（以下「選考報告

書」という。別紙様式２）により，順位を付して校長に報告するものとする。 

（候補者の決定） 

 第５条 校長は，前条第３項の選考報告書に基づき，選考内容について，教務主事，学生主事，寮務主事及び校
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長が必要と認めた者の意見を徴し，これを参考にして，候補者を決定するものとする。 

  （事務） 

 第６条 任用に関する事務は，総務課において処理する。 

（雑則） 

第７条  この規則に定めるもののほか，教員の任用のための選考に関し，必要な事項は校長が別に定める。 

附 則 

この規則は，平成１３年１２月１２日から施行する。 

（出典 本校規則集）

 

資料３－２－①－２ 教員選考基準  

 

富山工業高等専門学校教員選考基準  

 

（趣旨）  

第１条  この基準は，富山工業高等専門学校教員選考規則第７条の規定に基づき，富山工業高  

等専門学校 （以下「本 校」という 。）の教授 ，准教授， 講師，助教 及び助手（ 以下「教員」

という。）の選考基準に関し必要な事項を定めるものとする。  

（教授の資格）  

第２条  教 授となるこ とのできる 者は，次の 各号のいず れかに該当 し，かつ， 本校におけ る教

育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。  

(1 )  博士の学位 (外国において授与されたこれに相当する学位を含む。 )を有する者   

(2 )  学 位 規 則 （昭 和 ２ ８ 年文 部 省 令 第９ 号 ） 第 ５条 の ２ に 規定 す る 専 門職 学 位 （ 外国 に お い

て授与され たこれに相 当する学位 を含む。） を有し，当 該専門職学 位の専攻分 野に関する

業務についての実績を有する者   

(3 )  大 学 (短 期 大 学 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 )又 は 高 等 専 門 学 校 に お い て 教 授 ， 准 教 授 又 は 専 任 の

講師の経歴（外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。）のある者  

(4 )  学 校 ， 研 究所 ， 試 験 所， 調 査 所 等に 在 職 し ，教 育 若 し くは 研 究 に 関す る 実 績 を有 す る 者

又は工場その他の事業所に在職し，技術に関する業務についての実績を有する者  

(5 )  特定の分野について，特に優れた知識及び経験を有すると認められる者  

(6 )  前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると校長が認めた者  

（准教授の資格）  

第３条  准 教授となる ことのでき る者は，次 の各号のい ずれかに該 当し，かつ ，本校にお ける

教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。  

(1 )  前条各号のいずれかに該当する者  

(2 )  大 学 又 は 高等 専 門 学 校に お い て 助教 又 は こ れに 準 ず る 職員 と し て の経 歴 （ 外 国に お け る

これらに相当する職員としての経歴を含む。）のある者  

(3 )  修 士 の 学 位又 は 学 位 規則 第 ５ 条 の２ に 規 定 する 専 門 職 学位 （ 外 国 にお い て 授 与さ れ た こ

れらに相当する学位を含む。）を有する者  

(4 )  特定の分野について，優れた知識及び経験を有すると認められる者  
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(5 )  前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると校長が認めた者  

（講師の資格）  

第４条  講師となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。  

(1 )  第２条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者  

(2 )  高 等 学 校 （中 等 教 育 学校 の 後 期 課程 を 含 む 。） に お い て教 諭 の 経 歴の あ る 者 で， か つ ，

高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者

(3 )  前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると校長が認めた者  

（助教の資格）  

第４条の２  助教とな ることので きる者は， 次の各号の いずれかに 該当し，か つ，高等専 門学

校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。  

(1 )  第２条各号又は第３条各号のいずれかに該当する者  

(2 )  修士の学位（医学 を履修する 課程，歯学 を履修する 課程，薬学 を履修する 課程のうち臨

床 に 係 る 実 践 的 な 能 力 を 培 う こ と を 主 た る 目 的 と す る も の 又 は 獣 医 学 を 履 修 す る 課 程 を

修 了 し た 者 に つ い て は ， 学 士 の 学 位 ） 又 は 学 位 規 則 第 ５ 条 の ２ に 規 定 す る 専 門 職 学 位

（外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。）を有する者  

(3 )  特定の分野について，優れた知識及び経験を有すると認められる者  

(4 )  前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると校長が認めた者  

（助手の資格）  

第５条  助手となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。  

(1 )  学士若しくは短期大学士の学位（外国において授与されたこれらに相当  

す る学 位 を 含 む。 ） 又 は 準学 士 の 称 号（ 外 国 に おけ る こ れ に相 当 す る 称号 を 含 む 。） を 有

する者  

(2 )  前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると校長が認めた者  

（雑則）  

第６条  こ の基準に定 めるものの ほか，学科 等の教員の 選考基準に 関し必要な 事項は，別 に定

める。  

附  則  

この基準は，平成１８年４月１日から施行する。  

附  則  

１  この基準は，平成１９年４月１日から施行する。  

２  この基準の施行前における助教授としての経歴は，准教授としての経歴とみなす。 

 
（出典 本校規則集） 

 

非常勤教員の採用については，教務委員会の下に「非常勤講師任用に関する検討部会」を設け，学

科長から推薦された非常勤教員候補者が，本校の教育に相応しい教員であるか判断し（資料３－２－

①－３），校長が 終的に非常勤教員の任用を決定している。 
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資料３－２－①－３ 非常勤講師任用基準 

 

富山工業高等専門学校非常勤講師任用基準 

 

平成１６年４月１日制定 

（趣旨） 

１ 富山工業高等専門学校（以下「本校」という。）における非常勤講師の任用については，独立行政法人国立高

等専門学校機構非常勤職員就業規則等に定めるもののほか，この基準によるものとする。 

（非常勤講師の資格） 

２ 非常勤講師は，高等専門学校設置基準(昭和３６年文部省令第２３号)に定める講師以上の資格並びに本校教員

選考基準の講師採用基準を満たし，本校の教育方針に沿った教育指導ができる者で，原則として次の各号に該当

するものとする。 

(1) 任用予定年度の４月１日現在で，年齢が満６５歳未満の者 

(2) 心身とも健康で，勤務に支障がない者 

（任用計画） 

３ 学科長，一般科目長及び専攻科長（以下「学科等の長」という。）は，学科等の教育計画上，非常勤講師の任

用が必要な場合は，授業計画について教務委員会及び専攻科委員会の審議を経て，次の各号に掲げる書類を任用

予定年度の前年度の１２月末日までに，副校長に提出するものとする。ただし，非常勤講師の担当時数は，原則

として一人当たり週８時間以内とする。 

(1) 非常勤講師任用計画書（別紙様式１） 

(2) 教員個人調書（別紙様式２） 

(3) 講師と同等である理由書（別紙様式３） 

（任用計画の報告） 

４ 副校長は，校長に教務委員会及び専攻科委員会の審議結果を報告するとともに，任用計画を提出するものとす

る。 

（任用計画の調整） 

５ 校長は，非常勤講師の資格，予算その他の理由により，前項により提出された任用計画に調整が必要であると

認めた場合は，副校長及び当該学科等の長の意見を聴取し，その調整を行うものとする。 

（任用計画の決定及び報告） 

６ 校長は，非常勤講師の任用計画を決定し，運営委員会に報告するものとする。 

附 記 

１ この基準は，平成１６年４月１日から実施する。 

（経過措置） 

２ 平成１６年４月１日において満６５歳以上の者にあっては，第２項第１号の規定にかかわらず，平成１６年度

に限り任用することができる。 

 

（出典 総務課資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

専任教員及び非常勤講師の採用等に関する規定が明確に定められており，適切に運用されている。

それらの規定は設置基準に適合しており，採用等に当たっては教育面に関する考慮や評価も行ってお

り，教育上の能力も判定されている。 

以上のことから，教員の採用や昇格等に関する規定などが明確かつ適切に定められ運用されている。 

 

 

観点３－２－②： 教員の教育活動に関する定期的な評価を適切に実施するための体制が整備され，

実際に評価が行われているか。また，その結果把握された事項に対して適切な取

組がなされているか。 

（観点に係る状況）  

教員の教育活動に関する定期的な評価は，教育点検・改善委員会が行っている（資料３－２－②－

１，２）。そこでは， 

１）学生による授業評価アンケート（資料３－２－②－３） 

２）学生による授業点検アンケート及び授業点検書（資料３－２－②－４） 

３）教員による授業参観アンケート（資料３－２－②－５） 

が行われている。 

１）は，授業の方法に関し，各学期当たり1教員につき１教科を実施（資料３－２－②－３）し，

この結果は，学科長を通じて当該教員に渡されるとともに平均点等を学内Webサイトで公表している。 

２）は，授業のレベル，スピード，達成度に関し，各学期末に全教員が全科目について実施，今後

の授業計画等を授業点検書（資料３－２－②－４）として教育点検・改善委員会に提出している。 

３）は，期間を設けて教員が他教員の授業を参観し，アンケートに答えるものである（資料３－２

－②－５）。この結果は，学科長及び当該教員に知らせている。 

観点３－１－④でも述べたように，１）及び３）の結果に基づいて優秀教員を選出（資料３－１－

④－１）し，校長が表彰するとともに研究費を特別配分している。また，優秀教員の教育方法をＦＤ

研修会で発表（資料３－１－④－２）し，全教員の教育方法の改善に努めている。また，評価の低い

教員については，校長が学科長等を召集し，種々議論の後，当該教員に他教員の授業を参観するなど

して授業の改善を促す指導をするよう学科長等に指示している（資料３－２－②－６）。 
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資料３－２－②－１ 教育点検・改善委員会   

 

富山工業高等専門学校教育点検・改善委員会規則 
 
 

（設置） 
第１条 本校に，富山工業高等専門学校教育点検・改善委員会（以下「委員会」という。）を置

く。 
 
（審議事項） 
第２条 委員会は，次に掲げる事項について審議する。 
（１）教育目標及び教育内容に関すること。 
（２）学習・教育目標の達成度の評価，分析等に関すること。 
（３）教育方法の改善及び教育技術の向上に関すること。 
（４）教育点検・改善報告書の作成に関すること。 
（５）その他教育改善の推進に関すること。 
 
（組織） 
第３条 委員会は，次に掲げる者をもって組織する。 
（１）各学科長 
（２）一般科目長 
（３）各学科及び一般科目から選出された教員 各１名 
（４）その他委員長が必要と認めた者 
２ 前項第３号及び４号委員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後

任委員の任期は，前任者の残任期間とする。 
 
（会議） 
第４条 委員会に委員長を置き，委員の互選により定める。 
２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
３ 委員長は，委員会における審議事項を総括調整し，教務主事及び必要に応じ校長に報告する。
 
（委員以外の出席） 
第５条 委員長は，必要に応じ委員会に委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができ

る。 
 
（専門部会） 
第６条 委員会に専門的事項を調査・検討するため，必要に応じて専門部会を置くことができる。
２ 専門部会に関し必要な事項は，委員会が別に定める。 
 
（事務） 
第７条 委員会に関する事務は，学生第一課において処理する。  
 
（雑則） 
第８条 この規則に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会の定めるところ

による。 
 
  附 則 
この規則は，平成１５年７月２４日から施行する。 
 
  附 則 
この規則は，平成１９年４月１日から施行する。 

 

（出典 本校規則集）
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資料３－２－②－２ 教育点検・改善委員会議事要旨（例） 

 

平成１８年度第２回教育点検・改善委員会議事要旨 

 

日 時  平成１８年１０月１０日（火）１７：００～１７：４０ 

場 所  職員談話室 

出席者  高廣，小川，角，安田，秋元，磯邉，西，高橋，森田，青山の各委員 

欠席者  坂本委員 

 

◎前回委員会（平成１８年５月２６日）議事要旨（資料１）が，確認された。 

 

議 事 

１．平成１８年度授業参観について 

  委員長から，被参観者は１年に１回のローテーションは負担が大きいと思われるので，２年に１回とするこ

と。また，第１回目を１０月下旬から１１月中旬の間の開催とし，原則として一般科目４名，各学科から３名ず

つのリストを今週中に委員長へ提出することが了承された。 

２．教育目標に関するアンケートの実施について（資料２） 

  委員長から，資料に基づき説明があり，種々審議の結果，一部訂正の上承認された。 

  なお，校正は秋元委員に依頼することになり，実施日は１０月１８日とし，担任への 

 指導マニュアルを作成することが併せて了承された。 

３．教員表彰について（参考資料） 

  委員長から，資料に基づき説明があり，機構本部からの教員顕彰の通知に合わせて「学 

 生による授業アンケート」を１０月１８日に実施することが了承された。 

 

（出典 平成18年10月10日教育点検・改善委員会議事要旨）
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資料３－２－②－３ 学生による授業評価アンケート  

 

【 設問用紙 】 

学生による授業評価アンケート（全体アンケート） 

 以下の項目について，別紙（回答用紙）に，全て５段階で評価をしてください。 

該当する欄に レ を記入してください。 

１） 先生は授業内容を分かり易く説明されましたか。 

２） 先生は学生に興味を抱かせるように話しをされましたか。 

３） 先生の黒板等の使い方，話し方は適切でしたか。 

４） この授業の進む速さは適切でしたか。 

５） 先生は授業中，学生に話しかけたり理解の度合いを確かめたり等して，授業への参加を促しましたか。 

６） 先生は質問に対して分かり易く答えてくれましたか。 

７） 定期試験，小テスト，レポートなどの内容は，授業内容に沿った適当なものでしたか。 

８） 全体としてあなたはこの授業の進め方に満足しましたか。 

（出典 教育点検・改善委員会資料）
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（出典 教育点検・改善委員会資料）
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資料３－２－②－４（１） 学生による授業点検アンケート  

  

 

（出典 教育点検・改善委員会資料）
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資料３－２－②－４（２） 授業点検書（例） 

平成 18 年度 授業点検書 

この授業点検書は先生ご自身により授業を点検していただくものです。科目別、学期ごと、 
授業終了後にご提出ください。 

教育点検・改善委員会 
       

平成  １８ 年度   後  学期 ； 提出日 平成 19 年 3 月 20 日 
 
学年・学科（専攻）名     2C 科目名   分析化学  担当教員名          
 
【授業点検アンケート結果】 
１）この授業のレベルはどのように思いましたか。 
5 ５ 4 ８ 3 ２６ 2 ０ 1 ０ ｱﾝｹｰﾄ数 ３９ 

 
２）この授業のスピードはいかがでしたか。 
5 ５ 4 ４ 3 ３０ 2 ０ 1  ｱﾝｹｰﾄ数 ３９ 

 
３）この授業の目標をどの程度達成したと思いますか。 
4 ７ 3 ２４ 2 ５ 1 ３ ｱﾝｹｰﾄ数 ３９ 

 
 
【教員欄】 
１）上記の結果を受けての授業報告 
 
   学生はレベル、スピードについては現状でよいと判断しているようである。 

達成度については、ほとんどの学生が「十分に達成した」，「ほぼ達成した」であり、 
これまでよりは満足できる結果であった。しかし，計算問題が主たるものであるため、 
完全に理解できなかった学生が数名いるものと思われる。 

   学生のコメントからも大半が現状でよいとの意見であった。 
 
 
２）今後の授業計画 
 
  上記のとおり、当分は現状のとおり実施する。 
 
  

（出典 教育点検・改善委員会資料）
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資料３－２－②－５ 教員による授業参観アンケート 

 

 

（出典 教育点検・改善委員会資料）
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資料３－２－②－６ 学生による授業評価アンケート結果に関する特別会議 

 

 

「学生による授業評価アンケート」結果に関する特別会議 

議事要旨 

 

日 時：平成 19 年４月 27 日（金）16：00～16：45 

場 所：校長応接室 

出席者：米田学校長，米谷副校長，高廣教育点検・改善委員会委員長（環境材料工学科長），磯邉機械 

工学科長，櫻井電気工学科長，安田物質工学科長，松田一般科目長，萩原学生第一課長（記録） 

 

記 

 

高廣教育点検・改善委員会委員長より平成 18 年度前期及び後期終了後に実施した「学生による授業評価 

アンケート」の結果一覧表が配布された。また学生の回答用紙及び評価８項目に対するレーダーチャートが 

それぞれ当該学科長に配布され，学科長から各教員に返却するよう指示があった。 

この評価結果について種々議論を行った。 

米田学校長から，各学科長に対して一定の評価が得られなかった教員について，上の回答用紙等を返却す 

る際にそれを用いて適切な指導による注意喚起を行い，以後の教育活動の改善を促すように指示があった。 

 

以上 

 

（出典 学生第一課資料） 

 

また別に，独立行政法人国立高等専門学校機構が実施する教員顕彰制度の一環として，４）教員の

自己評価，５）教員による相互評価，６）学生による教員の評価，も実施している（資料３－２－②

－７）。 

 

資料３－２－②－７ 国立高専機構の教員顕彰制度 

 

平成１８年度国立高等専門学校教員顕彰実施要項 

平成１８年９月１５日

独立行政法人国立高等専門学校機構理事長裁定

１．顕彰要項 

（１）趣旨 

高等専門学校教員は主として教育者の面を持つが，一方で研究者の面を持つとともに高等専門学校の管理

運営にも果たすべき役割がある。高等専門学校教員個々に対する業績評価は，これらを総合して行われるべ

きものであるが，現状においては，ともすれば専門の研究業績のみが重視され，学生教育や管理運営に係る

業績が適正に評価されていない恐れがある。このような観点から，管理運営やＦＤ活動を含み，学生教育を
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中心とする分野において顕著な業績を上げている教員を顕彰するとともに，顕彰を通じて高専における教育

の充実・向上を目指すものである。 

（２）顕彰基準 

国立高等専門学校における教育活動，学生生活指導，地域社会への貢献等において顕著な功績があったと

認められる者とする。 

（３）賞の名称 

国立高等専門学校教育業績賞とし，以下の賞を設ける。 

文部科学大臣賞                                 １名 

独立行政法人国立高等専門学校機構理事長賞            若干名 

独立行政法人国立高等専門学校機構理事長奨励賞          若干名 

独立行政法人国立高等専門学校機構教員顕彰選考委員会委員特別賞  若干名 

（４）候補者の推薦 

下記２の候補者推薦要領により，各国立高等専門学校校長が行う。 

（５）顕彰対象者の決定 

上記によって推薦された候補者の中から，下記３の顕彰対象者選考要領に基づいて選考委員会が顕彰教員

を選考・決定し，文部科学省へ表彰の依頼をする。 

（６）顕彰の時期 

平成１９年３月開催予定の校長会議の席上で行う。 

２．候補者推薦要領 

（１）推薦基準 

①別に定める教員による自己評価（第１部），教員による相互評価（第２部），学生による教員の評価

（第３部）の総合評価に基づき候補者の選考を行う。 

②教員による自己評価（第１部）の点数集計を行う際に，一般教科担当教員で卒業研究，留学生を担当し

ない場合は，「Ａ．５卒業論文指導の状況等」及び「Ａ．６留学生の指導等」を自己採点しないので合

計点（満点）が変わることとなり，不利になるため，この場合の取扱いを次のようにする。 

※  専門学科教員のＡ．５（満点 11 点），Ａ．６（満点６点），合計（満点 17 点）の自己採点結果の平

均点（例えば，Ａ．５（７点），Ａ．６（２点），合計（９点））を一般教科担当教員全員の共通の点

数とする。なお，合計点（満点 170 点）は，変更しないこととする。 

③教員による自己評価，教員による相互評価及び学生による教員評価の結果がともに良好で，かつ，文部

科学大臣等の表彰をするにふさわしい教員を選考する。(必ずしも 高点の者でなくてもよい。) 

（２）推薦人員 

各国立高等専門学校から１名とする。ただし，昨年度の受賞者は除く。 

（３）提出書類 

①教員顕彰申請書（様式１） 

当該教員の自己評価集計表を添付 

※ 顕彰題目及び顕彰内容は受賞後に公表されることを前提に記入すること。 

②自己申請書（Ａ４版３枚，様式２） 

※ この申請書以外の資料の添付は禁止。なお，記載内容は受賞後に公表されることを前提に記入する 

こと。 
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③校長の所見（Ａ４版１枚，任意書式） 

④教員の教育業績等評価実績資料（様式３） 

３．顕彰対象者選考要領 

（１）選考委員会の構成 

①独立行政法人国立高等専門学校機構教育・ＦＤ委員会委員３名及び長岡及び豊橋技術科学大学の教員等２

名の計５名で構成する。 

（注：委員となった校長は当該学校の教員の審査には加わらない。） 

②委員会に委員長を置き，教育・ＦＤ委員会委員の中から互選する。 

（２）選考方法 

審査項目及び配点は下記のとおりとし，選考委員が採点を行う。 

採点結果を踏まえ，提出書類を総合的に審査し，選考する。 

①教員の自己申請書の内容       ５０点 

②当該教員の教育業績自己採点     １０点 

③教員の相互評価結果         ２０点 

④学生の評価結果           ２０点 

                  合計 １００点 

４．日程 

  ９月下旬 候補者募集 

 １１月中旬 候補者締め切り 

１月中旬 選考委員会開催，顕彰教員を決定 

２月下旬 文部科学省へ顕彰教員への表彰を依頼 

３月下旬 校長会議において表彰 

 

（出典 総務課資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

教員の教育活動に関する定期的な評価は，教育点検・改善委員会が行う授業評価アンケート，授業

点検アンケート及び授業参観アンケートにより実施され，また独立行政法人国立高等専門学校機構が

実施する教員顕彰制度の一環として，自己評価，相互評価及び学生による教員の評価が実施されてい

る。これらの結果については表彰あるいは指導を行うなどの適切な取組みが行われている。 

以上のように，教員の教育活動に関する定期的な評価を適切に実施するための体制が整備され，実

際に評価が行われ，さらに結果に対して適切な取組みが行われている。 

 

観点３－３－①： 学校において編成された教育課程を展開するに必要な事務職員，技術職員等の

教育支援者が適切に配置されているか。 

（観点に係る状況）  

 事務職員，技術職員等の教育支援者の配置状況については資料３－３－①－１に示した。この中で

も重要な組織は技術部である（資料３－３－①－２，３）。その活動は，毎年技術部報告に示され

ている（資料３－３－①－４）。 

なお本校技術部職員は，教育支援のために自ら研鑽を積むことを目的に科学研究費補助金を取得
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（資料３－３－①－５）し，その成果を積極的に教育への技術支援に反映している。 

 

 

資料３－３－①－１ 事務組織等 

 

    

国立高等専門学校機構富山地区事務部組織図（本郷キャンパス）
(平成１９年４月１日現在)

企画室長
（課長補佐併任）

入学試験係長

（課長補佐併任）

一般職員（２）

営繕手

看護師

図書係長
（司書）

図書系
職員

学生生活係長

主任 一般職員

主任

主任

主任 一般職員

施設係長 主任

一般職員

出納係長 主任

事務部長

総務課長

管理課長 課長補佐

学生第一
課長

課長補佐

人事労務係長

課長補佐

財務第一
係長

調達第一
係長

教務係長

主任

主任

主任

企画係長

研究連携
第一係長

総務第一
係長

 

（出典 総務課資料） 
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資料３－３－①－２ 技術部の組織 

 

             《ものづくりシステム系担当》      

                            
                       
             

先任技術職員
      

                      
技術職員 

 
                   
             

副技術長
       

技術職員 
 

                      
                    

技術職員 
 

                           
                          
             《制御・情報システム系担当》      
                           
                          
           
 

技術
部長   

技術長 
     

副技術長 主任技術職員
   

技術職員 
 

                          
                           
                         
             《機能マテリアル系担当》       
                           
                      
             

主任技術職員
   

             
副技術長

  
 

 
               

主任技術職員
       

                           
                         

 

（出典 総務課資料） 
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資料３－３－①－３ 技術部組織等規則 

 

富山工業高等専門学校技術部組織等規則 

制定 平１６． ４． １ 

（趣旨） 

第１条 富山工業高等専門学校（以下「本校」という。）校内組織規則第１２条の規定に基づき，技術部の組織及

び運営等に関し，必要な事項を定める。 

（目的） 

第２条 技術部においては，本校の教育研究支援体制の充実に資するため，本校の技術に関する専門的業務を円滑

かつ効率的に処理し，技術職員の能力及び資質向上を図ることを目的とする。 

（組織） 

第３条 技術部は，技術部長，技術長，副技術長，主任技術職員及び技術職員（以下「技術部長等」という。）を

もって組織する。 

２ 前項に定める技術部長等のほか，先任技術職員を置くことができる。 

３ 技術部に，次の担当を置く。 

（１）ものづくりシステム系担当 

（２）制御・情報システム系担当 

（３）機能マテリアル系担当 

４ 技術部において，次の業務を行う。 

（１）教育及び研究に対する技術支援の年間業務計画の策定に関すること。 

（２）学生の実験・実習及び卒業研究・特別研究等の技術的指導に関すること。 

（３）教育教材作成の技術支援に関すること。 

（４）教員の教育研究活動への技術支援に関すること。 

（５）学生の課外活動の技術支援に関すること。 

（６）学内共同利用施設及び学外との共同研究への技術支援に関すること。 

（７）地域貢献における技術支援に関すること。 

（８）公開講座，体験入学等の学校行事への技術支援に関すること。 

（９）技術の継承及び保存，技術向上並びに技術教育支援のための技術研修に関すること。 

（10）実験室等の共通機器等の保守・管理並びに災害事故防止に関すること。 

（11）その他技術部の目的達成のため必要な事項に関すること。 

（技術長） 

第４条 技術長は，上司の命を受け，技術部長を補佐し，技術部の業務の統括及び業務に関する企画調整を行う。 

２ 技術長は，技術部の職員の職務遂行に必要な知識及び技術等を習得させ，職員の能力及び資質等を向上させる

内容の研修に務めなければならない。 

３ 技術長は，技術専門員及び技術専門職員のうちから校長が命ずる。 

（副技術長） 

第５条 副技術長は，上司の命を受け，技術長を補佐し，当該担当の業務に関して必要な連絡調整，調査研究を行

う。 

２ 副技術長は，当該担当に所属する主任技術職員及び技術職員の能力及び資質の向上に務める。 
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３ 副技術長は，技術専門職員のうちから校長が命ずる。 

（主任技術職員） 

第６条 主任技術職員は，上司の命を受け，当該担当に係る業務を処理し，調査研究を行う。 

２ 主任技術職員は，当該担当に所属する技術職員の能力及び資質の向上に務める。 

３ 主任技術職員は，技術専門職員及び技術職員のうちから校長が命ずる。 

（技術職員） 

第７条 技術職員は，上司の命を受け，当該担当に係る業務を処理し，調査研究を行う。 

２ 技術職員は，技術職員をもって充て，校長が命ずる。 

（先任技術職員） 

第８条 先任技術職員は，いずれかの担当に属しながら，特定の分野について，極めて高度の専門的業務又は経験

を必要とする業務を直接処理し，必要に応じて同一業務に従事する副技術長，主任技術職員及び技術職員に対し

て，技術的な指導及び育成等を行う。 

２ 先任技術職員は，極めて高度な技術及び能力を有していると認められた技術専門職員のうちから校長が命ず

る。 

（会議） 

第９条 技術部の運営及び業務を円滑に行うため，技術部長，技術長及び副技術長で組織する技術部連絡会議（以

下「会議」という。）を置く。 

２ 会議は，技術部長が招集し，その議長となる。 

３ 会議は，必要に応じて委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。 

４ 会議に関する事務は，技術部において処理する。 

（その他） 

第10条 この規則に定めるもののほか，技術部に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

（出典 本校規則集） 
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資料３－３－①－４ 技術部報告第３号（抜粋）            
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（出典 技術部報告第３号）
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資料３－３－①－５ 技術部職員による科学研究費補助金の取得 

 

（出典 技術部報告第３号） 
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また，専攻科生によるＴＡ制度を設け，低学年における教育の支援者として活動している（資料３

－３－①－６）。 

 

資料３－３－①－６ ＴＡ（ティーチング・アシスタント）任用状況 

 

 

（出典 専攻科委員会資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  

教育活動に対する直接の支援を行っている事務職員及び技術職員が，学生第一課及び技術部に適切

に配置され，特に技術部は実験・実習科目や卒業（特別）研究に対して重要な技術支援のための組織

となっている。また，専攻科生によるＴＡ制度も行われている。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

専門科目担当専任教員の 90%が，それに相応しい博士の学位を有している。 

専攻科授業及び特別研究を担当する教員について本校独自の資格審査を行っている。 

教員選考に関する取扱い及び非常勤講師任用基準を設けて適切に運用している。 

「学生による授業評価アンケート」及び「教員による授業参観アンケート」を実施し，教員表彰や

授業改善に取り組んでいる。また「学生による授業点検アンケート」を実施後，授業点検書を提出す

るなど授業改善に取り組んでいる。 

技術職員のスキルが高く教育の支援に大きく貢献している。 

（改善を要する点）  

該当なし 
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（３）基準３の自己評価の概要 

本校の教育目標を達成するために，一般科目及び各専門学科において，授業担当専任教員の専門分

野を考慮して，バランスよく適切に教員が配置されている。 

一般科目担当専任教員は18名であり，高等専門学校設置基準に規定する数を満たしている。数学，

英語に専任教員を比較的多く配置するなど，本校の教育目標に沿った教員配置を行っているほか，教

育経験を重視し，高校から多くの教員を採用している。 

専門科目担当専任教員は45名（助手を除く）であり高等専門学校設置基準に規定する数を満たして

いる。本校の目的である深い専門を身につけた実践的技術者を育成するために，学位（博士）取得者，

企業経験者を多数配置している。 

専攻科では，専攻科担当教員は本校独自の資格審査を経るとともに大学評価・学位授与機構の審査

・認定を受けている。学生の修了時に身につけるべき学力や資質・能力の目標を達成するために，充

分な研究実績を持つ博士の学位取得者を中心に，各分野に教員が適切に配置されている。 

教員の採用や昇格等に関しては，採用や昇格等に関する規則・基準が明確かつ適切に定められ，適

切な運用がなされている。非常勤教員採用に関しても，非常勤講師任用基準が定められ，適切な運用

がなされている。 

教員の教育活動に関する定期的な評価は，教育点検・改善委員会が行う「学生による授業評価アン

ケート」，「学生による授業点検アンケート」及び「教員による授業参観アンケート」により実施さ

れ，これらの結果を基に，表彰，改善指導を行うなど適切な取り組みが行われている。 

事務職員，技術職員等の教育支援者が，事務部，技術部，図書館，情報処理センター等に適切に配

置さている。また，専攻科生によるＴＡ制度も行われており，低学年の実験教育等での教育支援の一

助となっている。 
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基準４ 学生の受入 

（１）観点ごとの分析 

観点４－１－①： 教育の目的に沿って，求める学生像や入学者選抜（例えば，準学士課程入学者

選抜，編入学生選抜，留学生選抜，専攻科入学者選抜等が考えられる。）の基本

方針などが記載された入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定

められ，学校の教職員に周知されているか。また，将来の学生を含め社会に公表

されているか。 

（観点に係る状況）  

 準学士課程入学者選抜，編入学生選抜及び専攻科入学者選抜における受入方針をそれぞれ明確に定

め，募集要項に掲載している（資料４－１－①－１，２，３）。またそれを中学生向けの学校案内に

も掲載している（資料４－１－①－４）。 

 本校教職員への周知については，学生募集要項（資料４－１－①－５）の発表時に，教職員にそれ

らの募集要項を配布することにより周知してきている。また，本校教員対象の中学校訪問説明会にお

いても説明している（資料４－１－①－６）。 

 中学生への周知は，前述の学校案内を「体験入学」（資料４－１－①－７）及び「オープンキャン

パス」（資料４－１－①－８，９）において配布・説明する他，夏休みに実施する学校説明会（資料

４－１－①－１０），各中学校で個別に実施する学校説明会（資料４－１－①－１１）で行っている。

また、中学校長に対しては懇談会（資料４－１－①－１２）において、また中学校の進路指導担当者

には募集要項説明会で説明している（資料４－１－①－１３）。さらに，校長及び１学年担任等によ

る前期中学校訪問（資料４－１－①－１４，１５）及び全教員による後期中学校訪問（資料４－１－

①－１６）においても中学校に対して説明している。 

本校に編入学を希望する高校生に対しては，高校へ募集要項を配布するほか教員による高校訪問

（資料４－１－①－１７）において説明している。 

専攻科については，募集要項発表時に担任を通じて５年生に説明している。 

なお本校のアドミッション・ポリシー（学生受入の基本方針）については，本校Webサイトの入学

試験案内の項に掲載することにより社会に公表している（資料４－１－①－１８）。 

本校教職員についてアドミッション・ポリシーの周知度をアンケート調査（平成 18 年 10 月）した

結果を資料４－１－①－１９に示す。教員（非常勤講師を含む）についてはほぼ周知されているが，

職員については知らないと答えた人も見られた。職員については，業務が教育と離れた人も多く，日

常的に学校教育とは無関心であることからこのような結果が見られたと考えられたので，その後全職

員に対して学校に勤務するという観点からアドミッション・ポリシーの周知を図っている。 

なお平成18年度新入生について，「本校が数学・理科・英語が得意な学生を求めていることを知っ

ているか」をアンケート調査した結果，大多数の入学生が知っていると答えた（資料４－１－①－２

０）。これは，本校が社会に対して周知の努力をしている結果であると考えられる。 
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資料４－１－①－１ 準学士課程入学選抜のアドミッション・ポリシー 

 

（出典 学生募集要項）

 

資料４－１－①－２ 編入学生選抜のアドミッション・ポリシー 

 

（出典 学生募集要項）

 

 



富山工業高等専門学校 基準４ 

 - 142 -

 

資料４－１－①－３ 専攻科課程入学選抜のアドミッション・ポリシー 

 

（出典 学生募集要項） 

 

資料４－１－①－４ 学校案内（抜粋） 

 

（出典 学校案内）
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資料４－１－①－５ 入学試験委員会議事要旨（抜粋） 

 

平成１８年度第４回入学試験委員会議事要旨 

 

日 時 平成１８年７月２５日（火）１０時００分～１２時０２分 

場 所 小会議室 

出席者 校長，米谷，寺西，磯部（小川委員の代理），角，安田，高廣，秋元の各委員 

欠席者 小川，事務部長 の各委員 

 

議 事 

８．平成１９年度学生募集要項(案)について 

   副校長から，資料に基づき，前年度との相違点及び来年度に行われる本校の認証評価に対応するため，学生

募集要項記載のアドミッションポリシーに一文を追加したい旨の説明があり，審議の結果，次のとおり承認さ

れた。 

・アドミッションポリシーについては，本来，９月下旬開催の運営委員会に諮り承認後，学生募集要項に記載

する処理手順になるが，学生募集要項発表日が９月上旬であり間に合わないことから，本委員会での承認を

もって先行し，学生募集要項に記載する。なお，文面については国語科教員に添削を依頼する。 

・アドミッションポリシーに記載したものと選考基準との対応付けが必要になるので，今後，面接内容，評価

方法等について検討する。 

・学生募集要項の「推薦による入学者の選抜 ４ 出願手続きの(1)出願書類等の（注）」及び「学力検査に

よる入学者の選抜 ３ 出願手続きの(1)出願書類等の（注）」に，「推薦書」及び「調査書」の用紙は，

本校Webサイトからダウンロードできる旨追加記載する。 

 

（出典 平成18年度第４回入学試験委員会議事要旨）
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資料４－１－①－６ 中学校訪問説明会開催案内 
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（出典 学生第一課資料）
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資料４－１－①－７ 体験入学2006の実施資料 

 

（出典 体験入学2006案内）
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資料４－１－①－８ オープンキャンパスⅠの実施資料 

 

 

（出典 学生第一課資料）
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資料４－１－①－９ オープンキャンパスⅡの実施資料 

 

 

（出典 学生第一課資料）
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資料４－１－①－１０ 学校説明会（地区別） 

 

（出典 学生第一課資料）
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資料４－１－①－１１ 学校説明会（個別例） 

 

（出典 学生第一課資料）
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資料４－１－①－１２ 中学校長との懇談会 

 

「富山市内中学校長と富山高専との懇談会」実施要項 

 

日 時 平成１８年７月１３日（木）１１：００～１３：００ 

場 所 本校大会議室 

来校者 富山市内の中学校長（２６名）（別紙中学校名簿のとおり） 

出席者 校長，副校長，校長補佐，学科長等，事務部長，学生課長補佐 

日 程 １１：００ 集合・懇談 

     １１：３０ 授業・施設見学 

     １２：００ 昼食 

           質疑応答 

           コーヒー 

     １３：００ 解散 

 準 備 昼食，コーヒー，盛り花 

     配布物（要覧，学校案内，パンフレット等） 

（出典 総務課資料）

 

資料４－１－①－１３ 募集要項説明会 

 

（出典 学生第一課資料）
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資料４－１－①－１４ 校長による前期中学校訪問 

  

訪問月日 訪問時間 訪問中学校 電話 校長、教頭名 

松田 誠（校長） 
１３：１５ 山室中学校 076-421-5372 

斉藤 保志（教頭） 

酒井 辰男（校長） 
１４：００過ぎ 藤ノ木中学校 076-493-1570 

川西 啓子（教頭） 

田中 勉（校長） 

５月２５日

（木） 

１５：００過ぎ 興南中学校 076-429-0174 
  

     

訪問月日 訪問時間 訪問中学校 電話 校長、教頭名 

山下 善路（校長） 
１３：１５ 堀川中学校 076-424-3646 

広野 泰子（教頭） 

藤岳 見昭（校長） 
１４：００過ぎ 奥田中学校 076-441-3628 

松岡 秀顕（教頭） 

坂野 收（校長） 

６月１日（木） 

１５：３０頃 八尾中学校 076-455-2220 
吉野 宏昭（教頭） 

     

訪問月日 訪問時間 訪問中学校 電話 校長、教頭名 

飛山 澄男（校長） 
１３：１５ 月岡中学校 076-429-0208 

石川 義雄（教頭） 

西田 良正（校長） 
１４：００過ぎ 新庄中学校 076-421-5775 

米原 哲夫（教頭） 

森本 清隆（校長） 

６月６日（火） 

１５：３０頃 上滝中学校 076-483-1521 
山崎 淑子（教頭） 

     

訪問月日 訪問時間 訪問中学校 電話 校長、教頭名 

麻畠 裕之（校長） 
１３：１５ 大沢野中学校 076-468-2600 

  

幅 昭雄（校長） 
１４：２０過ぎ 雄山中学校 076-463-1261 

荒木 訓（教頭） 

宮﨑 重導（校長） 

６月１５日

（木） 

１５：３０過ぎ 芝園中学校 076-441-4638 
  

     

訪問月日 訪問時間 訪問中学校 電話 校長、教頭名 

  
６月２７日

（火） 

１３：１５頃 大門中学校 0766-52-0116 
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１４：１５頃 

 

 

速星中学校 

 

 

076-466-2125 
  

  
１５：１５頃 

富山南部中学

校 
076-424-3617 

  

     

訪問月日 訪問時間 訪問中学校 電話 校長、教頭名 

  
１３：１５頃 

魚津西部中学

校 
0765-22-0059 

  

  
１４：１５頃 

魚津東部中学

校 
0765-22-0207 

  

  

７月４日（火） 

１５：１５頃 滑川中学校 076-475-0151 
  

     

訪問月日 訪問時間 訪問中学校 電話 校長、教頭名 

  
１３：１５頃 神岡中学校   

  

  

７月２４日

（月） 
１４：３０頃 古川中学校   

  

 

（出典 学生第一課資料）
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資料４－１－①－１５ 前期中学校訪問計画 

 

 

（出典 学生第一課資料）
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資料４－１－①－１６ 後期中学校訪問計画 

 

 

（出典 学生第一課資料）
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資料４－１－①－１７ 高校訪問計画 

 

 

（出典 学生第一課資料）
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資料４－１－①－１８ 入学試験案内（ホームページ） 
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（出典 本校Webサイト）

http://www.toyama-nct.ac.jp/gakusei/entrance1.html

 

 

資料４－１－①－１９ アドミッションポリシーについてのアンケート結果（教職員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 学生第一課資料）

 

 アドミッションポリシーの周知度（教員）

38%

18%

29%

15%

　よく知っている

　だいたい知っている

　あまり知らない

　全く知らない

 アドミッションポリシーの周知度（職員）
3%

21%

49%

27% 　よく知っている

　だいたい知っている

　あまり知らない

　全く知らない
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資料４－１－①－２０ アドミッションポリシーについてのアンケート結果（学生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 学生第一課資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 準学士課程入学者選抜，編入学生選抜及び専攻科入学者選抜における受入方針をそれぞれ明確に定

め，募集要項及び学校案内等に掲載しており，募集要項発表時に教職員に周知している。また対象と

なる受験生に対しては，様々な機会を通じてそれらを周知するように努めるとともに Web サイトで広

く社会に公表している。また，アンケートの結果，入学した学生の大多数がアドミッション・ポリシ

ーを知っていた。以上のことからアドミッション・ポリシーは十分に公表・周知されている。 

 

 

観点４－２－①： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿って適切な学生の受入方法

が採用されており，実際の入学者選抜が適切に実施されているか。 

（観点に係る状況）  

中学校卒業者対象の準学士課程入学者選抜は、推薦による選抜と学力検査による選抜の２種類を実

施している（資料４－２－①－１）。前者は面接及び調査書評価点，後者は学力及び調査書評価点の

合計の高い学生から選抜している。このうち調査書評価点については，アドミッション・ポリシーに

沿って中学校からの調査書の中の数学・英語・理科の評価を重視した傾斜配点を行っている。推薦入

試における面接では、アドミッション・ポリシーに沿って定められた面接要領に則り評価している。

一方、学力入試における学力点については、国立高専機構の作成する共通の問題により主要５科目の

学力検査を行い学力点としている。 

高等学校卒業者対象の編入学生選抜（資料４－２－①－２）は，調査書による評価，本校作成問題

による学力検査（数学、英語、専門科目）の評価及びアドミッション・ポリシーに沿った面接を実施

し），それらを総合して合否を判定している。 

専攻科入学者選抜は，準学士課程卒業者対象の推薦による選抜及び一般選抜，並びに社会人特別選

抜を実施している（資料４－２－①－３）。推薦選抜では、調査書による評価と，アドミッション・

ポリシーに沿った面接を実施し，それらの評価を総合して合否を判定している。また一般選抜では、

 
数学・理科・英語の得意な学生を求めていることを

知っているか。

35%

50%

11%
4%

　よく知っている

　だいたい知っている

　あまり知らない

　全く知らない



富山工業高等専門学校 基準４ 

 - 160 -

調査書と学力検査の評価，アドミッション・ポリシーに沿った面接を実施し，それらを総合して合否

を判定している。一方、社会人特別選抜では、調査書による評価と学力検査の評価，アドミッション

・ポリシーに沿った面接を実施し，それらを総合して合否を判定している。 

（全ての入学者選抜要領・選抜基準は訪問調査時閲覧資料とする。） 

本校における入学者の決定は，入学試験委員会の議を経て教員会議で 終決定されている（資料４

－２－①－４，５）。なお入学選抜の実施状況として，平成 19 年度入学者選抜における成績一覧表

等資料及び過去３年間の入試問題を訪問調査時に示す。これにより入学者選抜方法で定められた評価

による成績から入学者が決められていることが分かる。 

 

 

資料４－２－①－１ 準学士課程募集要項（抜粋） 
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（出典 学生募集要項）
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資料４－２－①－２ 編入学生募集要項（抜粋） 

 

 

 

（出典 学生募集要項）
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資料４－２－①－３ 専攻科課程募集要領（抜粋） 
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（出典 学生募集要項）
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資料４－２－①－４ 入学試験委員会資料 

 

 

（出典：平成１９年１月２２日入学試験委員会資料）

 



富山工業高等専門学校 基準４ 

 - 167 -

資料４－２－①－５ 教員会議資料 

 

 

（出典 平成１９年１月２２日教員会議資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

準学士課程入学者選抜，編入学生選抜及び専攻科入学者選抜は，アドミッション・ポリシーに沿っ

て，予め入学試験委員会で定められた選抜方法に従い適切に実施されている。その詳細は，訪問調査

時に示す入学者選抜における成績一覧表より明らかである。 

 

 

観点４－２－②： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿った学生の受入が実際に行

われているかどうかを検証しており，その結果を入学者選抜の改善に役立ててい

るか。 

（観点に係る状況）  

本校の受入方針の骨格である「信頼される技術者となる目標を持つ人を受け入れる」という点の

準学士課程入学生の理解は，本校入学の動機に関する調査結果から，ほぼ全員が理解しているもの

と考えられる（資料４－２－②－１）。本校への志望動機は，①就職率，②教育内容，③早期専門

教育，④５年一貫教育という結果であり，これらは技術者を目指していることを示している。この

ことは，入学時における新入生の意見からも明らかである（資料４－２－②－２）。 

準学士課程入学時に新入生学力テストを実施してきている（資料４－２－②－３，訪問調査時閲

覧資料）。入学生は，特に数学については比較的高い成績を示しており，本校の求める学生が入学

していると考えている。 

 入学試験委員会では，入学試験結果と第４学年終了時の成績の相関調査を行い検討している（資

料４－２－②－４）。しかし，その結果，いずれの項目においても相関は殆ど認められず，このこ

とは入学後の学生の勉強に対する姿勢が学生の学力に大きく関わっていることを示しているものと

考えている。 

 本校で平成15年度から３年間の準学士課程における留年・退学者数は５％以下である（学生第一

課資料より）。この内，文系へ進路変更する学生も数名おり，本校の教育目標を中学校に対しより

充分に説明を行わなければならないと考えている。 

 編入学生及び専攻科生については，受入数が少ないことから受入に際しては教員によるきめ細か

な対応をとっている。すなわち，編入学生については面接により，学生の資質を見極めて受け入れ

ており，また専攻科生については準学士課程在学時の状況をよく把握して受け入れている。 

 このように，現在の選抜方法で十分にアドミッション・ポリシーに沿った学生受入がなされてお

り，現行の方法を変更する必要性を今のところ認めていない。 
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資料４－２－②－１ 平成18年度入学生に対する入学動機に関するアンケート 

（アンケート様式） 

                    入学動機に関するアンケート 

 ┌───────────────────────────────────┐    

 │  入試広報関連事業の効果の分析、改善の検討の基礎資料としますので、 │    

 │ 次のアンケートについて回答してください。                            │    

 └───────────────────────────────────┘    

 

 ○学科名       学科 

 

 １  本校への入学を志望した動機に○を付けてください。（３つまで回答可） 

   １ 技術者教育を中心とする教育内容に関心がある 

   ２ 理工系の５年間一貫教育に関心がある 

   ３ 早い時期から専門教育を受けることができる 

   ４ 就職率がよい 

   ５ 工学系の大学３年に編入学ができる 

   ６ 専攻科に進学し、学士の学位を取得することができる 

   ７ 日本技術者教育認定機構（ＪＡＢＥＥ）の認定教育プログラムである 

   ８ 創造力のある優れた教員が多い 

   ９ 寮がある 

   10 立地、通学環境がよい 

   11 「ロボコン」に興味がある 

   12 運動クラブなどの課外活動に興味がある 

   13 その他（          ） 

 

 ２  本校の受験を検討し始めた時期に○を付けてください。（１つのみ） 

   １ 中学１年生の頃 

   ２ 中学２年生の第１学期頃 

   ３ 中学２年生の第２学期頃 

   ４ 中学２年生の第３学期頃 

   ５ 中学３年生の第１学期頃 

   ６ 中学３年生の第２学期頃 

   ７ 中学３年生の第３学期頃 

   ８ その他（          ） 

 

 ３  本校の受験を 終的に決定した時期に○を付けてください。（１つのみ） 

   １ 中学１年生の頃 

   ２ 中学２年生の第１学期頃 
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   ３ 中学２年生の第２学期頃 

   ４ 中学２年生の第３学期頃 

   ５ 中学３年生の第１学期頃 

   ６ 中学３年生の第２学期頃 

   ７ 中学３年生の第３学期頃 

   ８ その他（          ） 

 

 ４  本校への関心を持った経緯に○を付けてください。（３つまで回答可） 

   １ 入学説明会（本校主催） 

   ２ 体験入学 

   ３ オープンキャンパス 

   ４ 高専祭 

   ５ 公開講座 

   ６ 出前授業・訪問実験 

   ７ 学校のパンフレット 

   ８ 学校のホームページ 

   ９ 中学校における説明会 

   10 中学校の教師からの情報 

   11 塾からの情報 

   12 友人からの情報 

   13 先輩からの情報 

   14 親からの情報 

   15 兄・姉からの情報 

   16 その他（          ） 

 

 ５  本校を一番 初に知った時期に○を付けてください。（１つのみ） 

   １ 小学生低学年頃 

   ２ 小学生高学年頃 

   ３ 中学１年生頃 

   ４ 中学２年生頃 

   ５ 中学３年生頃 

   ６ その他（          ） 

 

 ６  中学生当時の進路決定に際し、本校のどのような情報を必要としていたか、具体的に記入してくださ

い。 
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（出典 学生第一課資料）
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資料４－２－②－２ 新入生の意見（例） 

 

         

（出典 平成１８年度版進路のしおり（富山県中学校長会））
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資料４－２－②－３ 新入生学力テスト（実施計画） 

 

（出典 学生第一課資料） 
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資料４－２－②－４ 入学試験委員会議事要旨（抜粋） 

 

平成１８年度第６回入学試験委員会議事要旨 
 
日 時  平成１８年１１月２９日（水）１３時３０分～１４時分５２分 
場 所  小会議室 
出席者   校長、米谷、寺西、小川、角 、安田、高廣、秋元 の各委員 

欠席者  事務部長 
 
 
議 事 
１．平成１９年度入学者選抜に関する選考基準（案）について    （資料２、参考資料） 

副校長から、推薦による入学者の選抜基準で、面接実施要領の面接内容及び評価方法につ

いては、アドミッションポリシーと整合性を図りたい旨の説明があり、審議の結果、原案の

面接内容に設問の例示を追加することが了承された。 

  さらに、副校長から、学力検査による入学者の選抜基準で、学力試験成績に傾斜配点を導

入するかについて、参考資料に基づき説明があり、審議の結果、入試成績と学習成績には相

関は殆ど見られないので、傾斜配点は導入しないことが了承された。 

次いで、校長から、推薦選抜及び学力選抜の調査書審査基準については、アドミッション

ポリシーに沿っているので原案どおりとしたい旨の説明があり、審議の結果、了承された。 

引き続き、校長から、推薦選抜合格者の水増しについて説明の後、各学科等から検討結果

の報告があり、審議の結果、推薦の募集人員を超えてなお成績優秀者がいた場合、各学科の

判断により、１～２名水増しすることができることが了承された。 

  なお、委員から、中学校訪問時等において、中学校から調査書審査基準、面接内容、学力

試験配点及び特別加算点について問われることがあり、教員によっては説明内容にバラツキ

があり統一されていないので、全教員に統一した説明内容を周知願いたい旨の意見が出さ

れ、審議の結果、今年度については、各学科長及び一般科目長から各学科等教員に周知願う

こととし、次年度については、中学校訪問前に全教員へ周知することが了承された。 

 

（出典 平成１８年１１月２９日入学試験委員会議事要旨）

 

（分析結果とその根拠理由）  

入学直後の学力試験や入学動機調査，留年・退学者の状況などより，本校のアドミッション・ポリ

シーに沿った学生を受け入れているか検証している。現在，改善すべき問題点はないと考えている。 

 

 

観点４－３－①： 実入学者数が，入学定員を大幅に超える，又は大幅に下回る状況になっていな

いか。また，その場合には，これを改善するための取組が行われるなど，入学定

員と実入学者数との関係の適正化が図られているか。 
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（観点に係る状況）  

 準学士課程の過去３年間の入学定員・志願者数・入学生数の状況を資料４－３－①－１に示す。こ

のように準学士課程の入学者数は，入学定員どおりか若干上回る数となっている。 

また，高等学校卒業者対象の編入学生は，資料４－３－①－２に示すとおり入学定員若干名に対し

て毎年５名程度を入学させている。 

次に，準学士課程卒業者対象の専攻科生は，資料４－３－①－３に示すとおり入学定員16名に対し

て，20名程度の入学者がいる。専攻科入学定員に対して若干オーバーしているが，専攻科を指導でき

る教員や施設に余裕があるため，この程度の入学者数は適正の範囲と判断している。 

 このように本校では開校以来入学者数は入学定員を大幅に超える，又は大幅に下回る状況にはなっ

ていない。 

 

資料４－３－①－１ 準学士課程の定員，志願者数，入学者数 

 

○ 入学定員（学則からの抜粋） 

 

 （学科，学級数及び入学定員） 

第７条 学科，学級数及び入学定員は，次のとおりとする。 

学    科 学 級 数 入学定員 

機 械 工 学 科 

電 気 工 学 科 

物 質 工 学 科 

環 境 材 料 工 学 科 

１ 

１ 

１ 

１ 

４０人 

４０人 

４０人 

４０人 

２ 前項の規定にかかわらず，教育上有益と認めるときは，異なる学科の学生をもって学級を編成することが 

できる。 

（出典 学生便覧） 

 

 

（出典 学校要覧） 
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資料４－３－①－２ 編入学の志願者数，入学者数 

 

（出典 学校要覧） 

 

資料４－３－①－３ 専攻科課程の定員，志願者数，入学者数 

 

○ 入学定員（学則からの抜粋） 

（専攻及び入学定員） 

第29条 専攻及び入学定員は，次のとおりとする。 

   機械・電気システム工学専攻  ８人 

   機能材料工学専攻       ８人 

                                  （出典 学生便覧） 

（出典 学校要覧）

 

（分析結果とその根拠理由）  

過去３年間の実入学者数の推移から，準学士課程入学選抜では定員の入学者数を確保しており，

編入学選抜では定員を考慮して若干名を入学させている。専攻科課程は定員を若干オーバーしている

が，教員数や施設面を考慮すると適正な入学者数であると考えられる。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

 準学士課程の新入生に対して「新入生基礎学力テスト」を実施して，アドミッション・ポリシーに

沿った学生の受入れが行われていることを検証している。 

（改善を要する点）  

 該当なし 

 

（３）基準４の自己評価の概要 

 アドミッション・ポリシーは，募集要項等に分かりやすい表現で記されており，中学校訪問や体験

入学，学校説明会などの活動やWebサイトにより，教職員だけでなく入学生や社会に広く周知されて

いる。入学者選抜は，アドミッション・ポリシーに沿うような傾斜配点や推薦要件などが決められ，

その評価法に従って適切に実施されている。また，入学生に対してアンケートや新入生学力テストを

行い，アドミッション・ポリシーに沿った学生であるかを検証しているが，現在のところ現行の方法

を変更する必要性を認めていない。なお実入学者数は，入学定員と比較して適正である。 
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基準５ 教育内容及び方法 

（１）観点ごとの分析 

＜準学士課程＞ 

観点５－１－①： 教育の目的に照らして，授業科目が学年ごとに適切に配置（例えば，一般科目

及び専門科目のバランス，必修科目，選択科目等の配当等が考えられる。）され，

教育課程が体系的に編成されているか。また，授業の内容が，全体として教育課

程の編成の趣旨に沿って，教育の目的を達成するために適切なものになっている

か。 

（観点に係る状況）  

本校の教育理念，教育方針及び育成すべき人材像を念頭に置き，学習目標を制定し，この目標を

達成するよう一般科目と専門科目の体系で教育課程が編成されている。一般科目は低学年時に多く

配置され，学年が進むにつれて専門科目の比重が高まる「くさび型」の配置となっている（資料５

－１－①－１）。各学科に共通の一般科目と各学科専門科目の教育課程表を資料５－１－①－２に

示す。 

教育課程について，１，２年次に配置される科目は高専教育の導入科目であり，一般科目では高

校レベルの数学・英語を中心に国語・理科などの工業高専教育の基礎となる科目を配置し，専門科

目では実験・実習などの実技を含んだ専門の動機付けと専門基礎の科目を配置している。高学年次

になり一般科目では大学教養レベルの科目を，専門科目では実験科目を含んだ専門科目，専門展開

科目及び卒業研究を配置し，本校の準学士課程の教育目標に照らして体系的に編成している（資料

５－１－①－３）。 

教育目標のうち，C－１，２に沿って，人文系・社会系科目と特別活動を配置し，豊かな人間性

の育成に資している。 

また，教育目標の A－４に沿って，低学年次には一般科目の中で実用英語検定及び ACE を，高学

年には TOEIC 受験を目標に授業を展開するとともに，専門科目の中でも工業英検を目標に授業を展

開して総合的な英語力の向上を目指している。 

さらに，教育目標 A－１及び A－２に沿って数学・物理・情報などの理系科目，専門講義科目及

び実験・実習科目を配置している。 

各授業科目は，学科ごとに定めた教育目標（資料５－１－①－４）を 終的な到達点として，そ

れぞれ準学士課程の卒業時に身に付けるべき学力や資質・能力の各項目のいずれかに沿うものとな

っている。 

 本校の教育課程の体系性を詳細に示すために授業科目系統図を資料５－１－①－５に示す。一

般科目は多くを必修科目としており，また専門科目では低学年次の基礎的な内容の科目は必修科

目とし，高学年に配置した応用的な内容の科目は学生の多様な資質を伸ばせるよう選択科目が多

くなっている。また専門科目では，実験・実習科目が卒業研究を含めて30単位程度あり，実践的

技術者の育成を使命とする高専の体験型教育の大きな特徴である。 

授業の内容については，例えばA－４の英語力の向上については「総合英語（３年次，必修，２

単位）」の履修上の注意（資料５－１－①－６）にあるとおり外部試験（ACE）を目標に上げてい

る。 
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資料５－１－①－１ 学校案内（平成１９年度抜粋） 

 

                                   （出典 学校案内） 
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資料５－１－①－２（１） 平成１９年度入学生教育課程表（一般科目） 

（平成１９年度入学生以降）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年

総 合 国 語 Ⅰ 3 3

総 合 国 語 Ⅱ 2 2

日 本 文 学 講 読 Ⅰ 2 2

日 本 文 学 講 読 Ⅱ 2 2

歴 史 4 2 2

地 理 2 2

倫 理 ・ 社 会 2 2

政 治 ・ 経 済 2 2

基 礎 数 学 Ａ 4 4

基 礎 数 学 Ｂ 2 2

微 分 積 分 学 4 4

線 形 代 数 学 2 2

解 析 学 4 4

統 計 学 Ⅰ 1 1

総 合 数 学 1 1

物 理 学 5(5)[5] 2(1)[1] 2(2)[2] 1(2)[2]

化 学 4(4)[4] 2(4)[2] 2   [2]

生 物 学 (1) (1)

保 健 1 1

体 育 7 3 2 2

スポ－ツ科学・実習Ⅰ *1 1

スポ－ツ科学・実習Ⅱ *1 1

音 楽 1

美 術 1

総 合 英 語 10 4 4 2

英 語 表 現 6 2 2 2

英 語 講 読 Ⅰ *1 1

英 語 講 読 Ⅱ *1 1

75(76)[75] 28(30)[27] 24(22)[24] 17(18)[18] 5(5)[5] 1(1)[1]

2 2

2 2

*1 1

*1 1

*1 1

*1 1

*1 1

*1 1

*1 1

*1 1

*1 1

*1 1

*1 1

*1 1

※１ 表中の「物理学」,「化学」,「生物学」及び「計」欄について、(  )は物質工学科、[　]は環境材料工学科の単位数を示す。

※２ 単位数欄に「＊」を記してある科目は学修単位を示し、記してない科目は履修単位を示す。

履修単位：1単位の授業科目を30単位時間（1単位時間は、標準50分）の履修とする単位

学修単位：当該授業及び授業時間外の学修を含め、1単位の授業科目を45時間の学修とするもの。

区分

人
文
・
社
会

必
 
 
修
 
 
科
 
 
目

外
国
語

基 礎 ド イ ツ 語 Ⅱ

法 学 Ⅱ

選
 
択
 
科
 
目

一般科目　教育課程表

単位数
学　年　別　配　当

哲 学 Ⅱ

英 語 演 習 Ⅱ

備　考

文 化 史 Ⅰ

文 化 史 Ⅱ

基 礎 ド イ ツ 語 Ⅰ B

授　業　科　目

経 済 学

生 物 科 学 概 論

　　同時開講

　　同時開講

　　同時開講

　　同時開講

　　同時開講

　　同時開講

哲 学 Ⅰ

生 活 科 学

　　同時開講

法 学 Ⅰ

　　同時開講

自
　
然

保
・
体

芸
術

1

英 語 演 習 Ⅰ

計

基 礎 ド イ ツ 語 Ⅰ A

 

（出典 学生便覧）
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資料５－１－①－２（２） 平成１９年度入学生教育課程表（機械工学科） 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
応 用 数 学 Ⅰ * 1 1
工 業 力 学 Ⅰ 2 2
工 業 力 学 Ⅱ 1 1
機 構 学 2 2
材 料 学 Ⅰ 1 1
材 料 学 Ⅱ 1 1
材 料 力 学 Ⅰ 2 2
材 料 力 学 Ⅱ * 2 2
流 体 工 学 Ⅰ * 2 2
流 体 工 学 Ⅱ * 1 1
熱 工 学 Ⅰ * 1 1
熱 工 学 Ⅱ * 2 2
計 測 工 学 * 1 1
情 報 処 理 基 礎 1 1
情 報 処 理 概 論 * 1 1
機 械 工 作 法 Ⅰ 1 1
機 械 工 作 法 Ⅱ 1 1
機 械 工 作 実 習 Ⅰ 2 2
機 械 工 作 実 習 Ⅱ 2 2
機 械 工 作 実 習 Ⅲ 2 2
機 械 工 作 実 習 Ⅳ * 2 2
機 械 製 図 基 礎 Ⅰ 1 1
機 械 製 図 基 礎 Ⅱ 3 3
機 械 設 計 法 Ⅰ 2 2
機 械 設 計 法 Ⅱ * 1 1
機 械 設 計 製 図 * 2 2
Ｃ Ａ Ｄ ・ Ｃ Ａ Ｍ 工 学 1 1
機 械 工 学 実 験 Ⅰ 2 2
機 械 工 学 実 験 Ⅱ * 2 2
メ カ ワ ー ル ド 1 1
機 械 工 学 演 習 1 1
実 用 機 械 数 学 1 1  
基 礎 研 究 1 1
卒 業 研 究 10 10

1

1

プ ロ グ ラ ム 概 論 1 1
電 気 情 報 基 礎 工 学 1 1
電 気 情 報 工 学 Ⅰ 1 1
電 気 情 報 工 学 Ⅱ *1 1
電 気 情 報 工 学 Ⅲ *1 1
電 気 情 報 工 学 Ⅳ *1 1
プ ロ グ ラ ム 概 論 1 1
化 学 生 物 基 礎 工 学 1 1
化 学 生 物 工 学 Ⅰ 1 1
化 学 生 物 工 学 Ⅱ *1 1
化 学 生 物 工 学 Ⅲ *1 1
化 学 生 物 工 学 Ⅳ *1 1
プ ロ グ ラ ム 概 論 1 1
機 能 材 料 基 礎 工 学 1 1
機 能 材 料 工 学 Ⅰ 1 1
機 能 材 料 工 学 Ⅱ *1 1
機 能 材 料 工 学 Ⅲ *1 1
機 能 材 料 工 学 Ⅳ *1 1

66 6 10 17 21 12

1

生産システム及びエネル
ギーシステム高度化プロ
グラムから、１つを選択
し、１単位を修得する。

電気情報工学、化学生物
工学及び機能材料工学教
育プログラムコースから、
１つを選択し、６単位を修
得する。

6

生産システム英語

エネルギーシステム英語

*1

*1

必
　
修
　
科
　
目

計

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー

ス

電気情報工学

化学生物工学

機能材料工学

高
度
化
プ
ロ
グ
ラ
ム

生産システム

エネルギー
システム

共
　
通

（平成１９年度入学生以降）

備　考
学　年　別　配　当

専門科目[機械工学科]教育課程表

単位数区分 授　業　科　目
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 （前ページのつづき） 

 

実 用 機 械 英 語  1 1
統 計 学 Ⅱ 1 1
数 学 演 習 * 1 1
応 用 数 学 Ⅱ * 1 1
応 用 物 理 Ⅰ * 1 1
応 用 物 理 Ⅱ * 1 1
電 気 工 学 Ⅰ * 1 1
電 気 工 学 Ⅱ * 1 1
材 料 力 学 Ⅲ * 1 1
総 合 機 械 設 計 製 作 * 2 2
情 報 処 理 Ⅰ * 1 1
情 報 処 理 Ⅱ * 1 1
自 動 制 御 Ⅰ * 2 2
自 動 制 御 Ⅱ * 1 1
機 械 力 学 Ⅰ * 2 2
機 械 力 学 Ⅱ * 1 1
振 動 工 学 * 2 2
ロ ボ ッ ト 工 学 基 礎 * 1 1
工 作 機 械 * 1 1
機 械 工 学 特 論 1 1 集中講義
イ ン タ ー ン シ ッ プ 1又は2 学　　外
生 産 工 学 * 1 1
弾 塑 性 力 学 基 礎 * 1 1
材 料 学 Ⅲ * 1 1
流 体 工 学 Ⅲ * 2 2
熱 工 学 Ⅲ * 1 1
エ ネ ル ギ ー 変 換 * 2 2

※　単位数欄に「＊」を記してある科目は学修単位を示し、記してない科目は履修単位を示す。
履修単位：1単位の授業科目を30単位時間（1単位時間は、標準50分）の履修とする単位。
学修単位：当該授業及び授業時間外の学修を含め、1単位の授業科目を45時間の学修とするもの。

選
　
択
　
科
　
目

共
　
通

1又は2
高
度
化
プ
ロ
グ
ラ
ム

生産システム

エネルギー
システム

 

（出典 学生便覧）
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資料５－１－①－２（３） 平成１９年度入学生教育課程表（電気工学科） 

1 2 3 4 5
応 用 数 学 Ⅰ 1 1
応 用 数 学 Ⅱ 1 1
応 用 物 理 I 1 1
情 報 処 理 Ⅰ 2 2
情 報 処 理 Ⅱ 2 2
電 気 数 学 1 1
基 礎 電 気 工 学 2 2
基 礎 電 磁 気 学 2 2
電 気 磁 気 学 Ⅰ 2 2
電 気 磁 気 学 Ⅱ * 2 2
電 気 磁 気 学 Ⅲ * 2 2
電 気 回 路 Ⅰ 1 1
電 気 回 路 Ⅱ 2 2
電 気 回 路 Ⅲ 2 2
電 気 回 路 Ⅳ * 2 2
電 気 回 路 Ⅴ * 2 2
電 磁 気 計 測 Ⅰ 1 1
電 磁 気 計 測 Ⅱ 1 1
電 気 機 械 Ⅰ 2 2
電 気 機 械 Ⅱ * 1 1
電 気 機 械 Ⅲ * 1 1
電 子 回 路 Ⅰ 2 2
電 子 工 学 Ⅰ * 2 2
電 子 工 学 Ⅱ * 2 2
電 気 製 図 2 2
通 信 工 学 Ⅰ * 1 1
通 信 工 学 Ⅱ * 1 1
自 動 制 御 Ⅰ * 2 2
自 動 制 御 Ⅱ * 2 2
電 気 工 学 実 験 Ⅰ 3 3
電 気 工 学 実 験 Ⅱ 2 2
電 気 工 学 実 験 Ⅲ 2 2
電 気 工 学 実 験 Ⅳ * 2 2
電 気 工 学 実 験 Ⅴ * 2 2
電 気 工 学 実 験 Ⅵ * 2 2
電 気 工 学 実 験 Ⅶ * 2 2
基 礎 研 究 1 1
卒 業 研 究 10 10
プ ロ グ ラ ム 概 論 1 1

メ カ テ ッ ク 基 礎 工 学 1 1

メ カ テ ッ ク 工 学 Ⅰ 1 1

メ カ テ ッ ク 工 学 Ⅱ *1 1

メ カ テ ッ ク 工 学 Ⅲ *1 1

メ カ テ ッ ク 工 学 Ⅳ *1 1

プ ロ グ ラ ム 概 論 1 1

化 学 生 物 基 礎 工 学 1 1

化 学 生 物 工 学 Ⅰ 1 1

化 学 生 物 工 学 Ⅱ *1 1

化 学 生 物 工 学 Ⅲ *1 1

化 学 生 物 工 学 Ⅳ *1 1

プ ロ グ ラ ム 概 論 1 1

機 能 材 料 基 礎 工 学 1 1

機 能 材 料 工 学 Ⅰ 1 1

機 能 材 料 工 学 Ⅱ *1 1

機 能 材 料 工 学 Ⅲ *1 1

機 能 材 料 工 学 Ⅳ *1 1

79 6 11 18 21 23

備　考

計

メカテック、化学生物工学及
び機能材料工学教育プログ
ラムコースから、１つを選択
し、６単位を修得する。

メカテック

化学生物工学

機能材料工学

専門科目[電気工学科]教育課程表
（平成１９年度入学生以降）

授業科目区分
学年別配当

単位数

6

必
　
修
　
科
　
目

共
　
通

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー

ス
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統 計 学 Ⅱ 1 1
数 学 演 習 * 1 1
応 用 物 理 Ⅱ * 1 1
応 用 物 理 Ⅲ * 1 1
応 用 物 理 Ⅳ * 1 1
電 気 材 料 Ⅰ * 1 　 1
電 気 材 料 Ⅱ * 1 1
工 業 英 語 Ⅰ * 1 1
工 業 英 語 Ⅱ * 1 1
工 業 英 語 Ⅲ * 1 1
電 子 回 路 Ⅱ * 1 1
熱 力 学 * 1 1
情 報 工 学 Ⅰ * 1 1
情 報 工 学 Ⅱ * 1 1
高 電 圧 工 学 * 1 1
電 気 工 学 特 論 1 1 集中講義
イ ン タ ー ン シ ッ プ 1又は2 学　　外
通 信 伝 送 Ⅰ * 1 1
通 信 伝 送 Ⅱ * 1 1
情 報 工 学 Ⅲ * 1 1
情 報 工 学 Ⅳ * 1 1
情 報 工 学 Ⅴ * 1 1
発 電 工 学 Ⅰ * 1 1
発 電 工 学 Ⅱ * 1 1
変 電 ・ 送 配 電 工 学 Ⅰ * 1 1
変 電 ・ 送 配 電 工 学 Ⅱ * 1 1
電 気 法 規 * 1 1

※　単位数欄に「＊」を記してある科目は学修単位を示し、記してない科目は履修単位を示す。
履修単位：1単位の授業科目を30単位時間（1単位時間は、標準50分）の履修とする単位。
学修単位：当該授業及び授業時間外の学修を含め、1単位の授業科目を45時間の学修とするもの。

選
　
択
　
科
　
目

共
　
通

高
度
化
プ
ロ
グ
ラ
ム

情報通信

電気
システム

1又は2

 
（出典 学生便覧）
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資料５－１－①－２（４） 平成１９年度入学生教育課程表（物質工学科） 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
応 用 数 学 Ⅰ * 1 1
応 用 数 学 Ⅱ * 1 1
応 用 物 理 Ⅰ 1 1
情 報 処 理 Ⅰ 1 1
情 報 処 理 Ⅱ 1 1
製 図 2 2
化 学 総 論 1 1
分 析 化 学 2 2
分 析 化 学 実 験 3 3
無 機 化 学 Ⅰ 2 2
無 機 化 学 Ⅱ 1 1
無 機 化 学 Ⅲ * 1 1
無 機 化 学 実 験 2 2
有 機 化 学 Ⅰ 2 2
有 機 化 学 Ⅱ 1 1
有 機 化 学 Ⅲ * 1 1
有 機 化 学 実 験 2 2
物 理 化 学 Ⅰ 2 2
物 理 化 学 Ⅱ * 1 1
物 理 化 学 実 験 2 2
基 礎 化 学 工 学 1 1
化 学 工 学 Ⅰ * 1 1
化 学 工 学 Ⅱ * 1 1
化 学 工 学 実 験 * 2 2
微 生 物 学 2 2
基 礎 生 物 化 学 1 1
特 別 実 験 1 1
生 物 化 学 実 験 * 2 2
物 質 総 論 * 2 2
機 器 分 析 Ⅰ * 2 2
基 礎 研 究 1 1
先 端 化 学 Ⅰ * 2 2
先 端 化 学 Ⅱ * 2 2
卒 業 研 究 10 10
無 機 材 料 工 学 Ⅰ *1 1
無 機 材 料 工 学 Ⅱ *1 1
無 機 工 業 化 学 Ⅰ *1 1
無 機 工 業 化 学 Ⅱ *1 1
有 機 工 業 化 学 Ⅰ *1 1
有 機 工 業 化 学 Ⅱ *1 1
物 質 工 学 実 験 *2 2
生 体 触 媒 工 学 Ⅰ *1 1
生 体 触 媒 工 学 Ⅱ *1 1
培 養 工 学 Ⅰ *1 1
培 養 工 学 Ⅱ *1 1
遺 伝 子 工 学 Ⅰ *1 1
遺 伝 子 工 学 Ⅱ *1 1
生 物 工 学 実 験 *2 2
プ ロ グ ラ ム 概 論 1 1
メ カ テ ッ ク 基 礎 工 学 1 1
メ カ テ ッ ク 工 学 Ⅰ 1 1
メ カ テ ッ ク 工 学 Ⅱ *1 1
メ カ テ ッ ク 工 学 Ⅲ *1 1
メ カ テ ッ ク 工 学 Ⅳ *1 1

プ ロ グ ラ ム 概 論 1 1

電 気 情 報 基 礎 工 学 1 1

電 気 情 報 工 学 Ⅰ 1 1

電 気 情 報 工 学 Ⅱ *1 1

電 気 情 報 工 学 Ⅲ *1 1

電 気 情 報 工 学 Ⅳ *1 1
プ ロ グ ラ ム 概 論 1 1
機 能 材 料 基 礎 工 学 1 1
機 能 材 料 工 学 Ⅰ 1 1
機 能 材 料 工 学 Ⅱ *1 1
機 能 材 料 工 学 Ⅲ *1 1
機 能 材 料 工 学 Ⅳ *1 1

74 3 13 17 20 21

専門科目[物質工学科]教育課程表
（平成１８年度入学生以降）

区分 備　考

物質及び生物高度化プログ
ラムから、１つを選択し、
８単位を修得する。

必
　
修
　
科
　
目

メカテック、電気情報工学及
び機能材料工学教育プログ
ラムコースから、１つを選択
し、６単位を修得する。

生物

高
度
化
プ
ロ
グ
ラ
ム

物
質
コ
ー

ス
・
生
物
コ
ー

ス
共
通

物質

授　業　科　目

8

計

電気情報工学

機能材料工学

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー

ス

メカテック

6

単位数
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機 器 分 析 Ⅱ * 1 　 1
有 機 化 学 Ⅳ * 1 1
無 機 化 学 Ⅳ * 1 1
物 理 化 学 Ⅲ * 1 1
生 物 化 学 Ⅰ * 1 1
生 物 化 学 Ⅱ * 1 1
情 報 処 理 Ⅲ * 1 1
統 計 学 Ⅱ * 1 1
数 学 演 習 * 1 1
化 学 工 学 Ⅲ * 1 1
応 用 物 理 Ⅱ * 1 1
応 用 物 理 Ⅲ * 1 1
応 用 物 理 Ⅳ * 1 1
品 質 管 理 1 1
環 境 科 学 1 1
安 全 工 学 1 1
薬 理 学 * 1 1
高 分 子 化 学 Ⅰ * 1 1
高 分 子 化 学 Ⅱ * 1 1
化 学 数 学 * 1 1
機 器 分 析 特 論 * 1 1
物 質 工 学 特 論 * 1 1 集中講義

イ ン タ ー ン シ ッ プ 1又は2 学　　外

反 応 工 学 Ⅰ * 1 1

反 応 工 学 Ⅱ * 1 1

生 物 化 学 工 学 Ⅰ * 1 1

生 物 化 学 工 学 Ⅱ * 1 1

※　単位数欄に「＊」を記してある科目は学修単位を示し、記してない科目は履修単位を示す。

履修単位：1単位の授業科目を30単位時間（1単位時間は、標準50分）の履修とする単位。
学修単位：当該授業及び授業時間外の学修を含め、1単位の授業科目を45時間の学修とするもの。

1又は2

選
　
択
　
科
　
目

物
質
コ
ー

ス
・
生
物
コ
ー

ス
共
通

高度化プ

ログラム

物質

生物

 

（出典 学生便覧）
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資料５－１－①－２（５） 平成１９年度入学生教育課程表（環境材料工学科） 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年

応 用 数 学 Ⅰ * 1 1

応 用 数 学 Ⅱ * 1 1

応 用 物 理 Ⅰ 1 1

基 礎 工 業 英 語 1 1

情 報 処 理 Ⅰ 2 2

図 学 1 1

基 礎 製 図 2 2

材 料 無 機 化 学 Ⅰ 1 1

材 料 無 機 化 学 Ⅱ 1 1

材 料 有 機 化 学 1 1

材 料 物 理 化 学 Ⅰ 2 2

材 料 物 理 化 学 Ⅱ * 1 1

分 析 化 学 ・ 実 験 2 2

環 境 材 料 工 学 概 論 1 1

基 礎 エ ネ ル ギ ー 工 学 1 1

基 礎 環 境 工 学 1 1

基 礎 材 料 工 学 Ⅰ 1 1

基 礎 材 料 工 学 Ⅱ 2 2

金 属 材 料 Ⅰ 1 1

材 料 プ ロ セ ス 基 礎 論 1 1

環 境 材 料 工 学 Ⅰ * 2 2

環 境 材 料 工 学 Ⅱ * 2 2

材 料 工 学 Ⅰ * 2 2

材 料 工 学 Ⅱ * 2 2

材 料 強 度 学 * 1 1

材 料 物 性 Ⅰ * 2 2

材 料 物 性 Ⅱ * 2 2

材 料 加 工 学 Ⅰ * 2 2

材 料 加 工 学 Ⅱ * 2 2

環 境 材 料 工 学 基 礎 実 験 Ⅰ 2 2

環 境 材 料 工 学 基 礎 実 験 Ⅱ 3 3

環 境 材 料 工 学 実 験 Ⅰ * 2 2

環 境 材 料 工 学 実 験 Ⅱ * 2 2 　

環 境 材 料 工 学 実 験 Ⅲ * 2 2

創 造 製 作 実 験 1 1

基 礎 研 究 1 1

卒 業 研 究 10 10

材 料 科 学 Ⅰ *1 1

材 料 科 学 Ⅱ *1 1

材 料 科 学 実 験 *2 2

材 料 設 計 工 学 Ⅰ *1 1

材 料 設 計 工 学 Ⅱ *1 1

材 料 設 計 工 学 実 験 *2 2

プ ロ グ ラ ム 概 論 1 1

メ カ テ ッ ク 基 礎 工 学 1 1

メ カ テ ッ ク 工 学 Ⅰ 1 1

メ カ テ ッ ク 工 学 Ⅱ *1 1

メ カ テ ッ ク 工 学 Ⅲ *1 1

メ カ テ ッ ク 工 学 Ⅳ *1 1

プ ロ グ ラ ム 概 論 1 1

電 気 情 報 基 礎 工 学 1 1

電 気 情 報 工 学 Ⅰ 1 1

電 気 情 報 工 学 Ⅱ *1 1

電 気 情 報 工 学 Ⅲ *1 1

電 気 情 報 工 学 Ⅳ *1 1

プ ロ グ ラ ム 概 論 1 1

化 学 生 物 基 礎 工 学 1 1

化 学 生 物 工 学 Ⅰ 1 1

化 学 生 物 工 学 Ⅱ *1 1

化 学 生 物 工 学 Ⅲ *1 1

化 学 生 物 工 学 Ⅳ *1 1

75 6 10 15 21 23

（平成１９年度入学生以降）

専門科目[環境材料工学科]教育課程表

必
　
修
　
科
　
目

共
　
通

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー

ス

メカテック

計

メカテック、電気情報工学及び化
学生物工学教育プログラムコー
スから、１つを選択し、６単位を修
得する。

電気情報工学

化学生物工学

6

材料科学及び材料設計工学高
度化プログラムから、１つを
選択し、４単位を修得する。

4

単位数区分 授　業　科　目

高
度

化
プ

ロ
グ

ラ
ム

材料科学

材料設計工学

備　考
学　年　別　配　当
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統 計 学 Ⅱ 1 1

数 学 演 習 1 1

応 用 物 理 Ⅱ * 1 1

応 用 物 理 Ⅲ * 1 1 　

応 用 物 理 Ⅳ * 1 1

情 報 処 理 Ⅱ * 1 1

材 料 力 学 Ⅰ * 1 1

材 料 力 学 Ⅱ * 1 1

輸 送 現 象 * 1 1

工 業 基 礎 数 学 * 1 1

設 計 法 ・ 製 図 Ⅰ * 1 1

設 計 法 ・ 製 図 Ⅱ * 1 1

工 業 英 語 Ⅰ * 1 1

工 業 英 語 Ⅱ * 1 1

工 業 英 語 Ⅲ * 1 1

材 料 電 気 化 学 * 1 1

金 属 材 料 * 1 1

無 機 材 料 * 1 1

材 料 有 機 化 学 Ⅱ 1 1

高 分 子 材 料 * 1 1

環 境 材 料 工 学 特 論 1 1 集中講義

イ ン タ ー ン シ ッ プ 1又は2 学　　外

※単位数欄に「＊」を記してある科目は学修単位を示し、記してない科目は履修単位を示す。

履修単位：1単位の授業科目を30単位時間（1単位時間は、標準50分）の履修とする単位。

学修単位：当該授業及び授業時間外の学修を含め、1単位の授業科目を45時間の学修とするもの。

選
　
択
　
科
　
目

共
　
通

1又は2

 

（出典 学生便覧）
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資料５－１－①－３ 教育目標と授業科目の関係 

【黒枠：一般科目，赤枠：専門科目，緑枠：特別活動】 

（出典 教務委員会資料）
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資料５－１－①－４（１） 準学士課程各学科の教育目標・達成目標（機械工学科） 

 

 

（出典 掲示物）
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資料５－１－①－４（２） 準学士課程各学科の教育目標・達成目標（電気工学科） 

 

 

（出典 掲示物）
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資料５－１－①－４（３） 準学士課程各学科の教育目標・達成目標（物質工学科） 

 

（出典 掲示物）
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資料５－１－①－４（４） 準学士課程各学科の教育目標・達成目標（環境材料工学科） 

 

 

（出典 掲示物）
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資料５－１－①－４（５） 準学士課程各学科の教育目標・達成目標（一般科目数学科） 

 

（出典 掲示物）
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資料５－１－①－４（６） 準学士課程各学科の教育目標・達成目標（一般科目英語科） 

 

 

（出典 掲示物）
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資料５－１－①－５（１） 授業科目系統図（一般科目） 

 

 

（出典 教務委員会作成資料）
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資料５－１－①－５（２） 授業科目系統図（機械工学科） 

 

 

（出典 教務委員会作成資料）
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資料５－１－①－５（３） 授業科目系統図（電気工学科） 

 

 

（出典 教務委員会作成資料）
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資料５－１－①－５（４） 授業科目系統図（物質工学科） 

 

 

（出典 教務委員会作成資料）
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資料５－１－①－５（５） 授業科目系統図（環境材料工学科） 

 

 

（出典 教務委員会作成資料）
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資料５－１－①－６ 総合英語シラバス 

  
（出典 シラバス）
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（分析結果とその根拠理由）  

準学士課程の教育目的を達成するために各学科等で教育目標を定め，それに沿った体系的なカリキ

ュラムを適切に構成している。  

 

 

観点５－１－②： 学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応した教育課程

の編成（例えば，他学科の授業科目の履修，他高等教育機関との単位互換，イン

ターンシップによる単位認定，補充教育の実施，専攻科教育との連携等が考えら

れる。）に配慮しているか。 

（観点に係る状況）  

工学の幅広い知識を持つ人材に対する社会的要請に対応して観点５－１－①で示したとおり６単位

の教育プログラムコースを教育課程に入れている。これは，自分の属さない専門学科から提供される

科目群の中から一つを選び修得するものである。 

学則で，他の教育機関での取得単位を本校の単位と認めている（資料５－１－②－１）。また「外

国留学」についても学則において認めており（資料５－１－②－２）が， も近いところでは７年前

にドイツへ留学した学生が１名いる。 

各学科の４年次に「インターンシップ（選択科目）」を設け，１～２単位を認めている。これはイ

ンターンシップ推進委員会（資料５－１－②－３）が中心となり，夏休み中に学生の希望に応じて実

施するものである。この際の単位の認定について申し合わせを詳細に定め（資料５－１－②－４），

実施している（資料５－１－②－５）。インターンシップを実施するにあたりインターシップ学生心

得（資料５－１－②－６）を用いて説明会を開催し（資料５－１－②－７），インターンシップに取

り組む姿勢やマナー講習を実施している。なお多くの学生は富山県インターンシップ推進協議会から

インターンシップ実施企業を紹介されている。  

外国語技能審査の合格による単位認定については，申し合わせ（資料５－１－②－８）により，実

用英語技能検定・工業英語能力検定等の合格者に対して単位を認定している。これによる単位の認定

者は資料５－１－②－９に示すとおり極めて多く， 近毎年のように日本英語検定協会より奨励賞を

受けている（資料５－１－②－１０）。これは本校の教育目的に合致するものであり，外国語修得に

対する学生の熱意の現れである。また同時に放送大学で取得した単位についても本校の単位として認

めることになっていいるが，準学士課程ではこれまで例はない。 
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資料５－１－②－１ 単位認定に関する学則 

 

富山工業高等専門学校学則（抄） 

                 制定 昭３９．４．１ 

 

 （他の高等専門学校における授業科目の履修） 

第１３条の２ 校長は，教育上有益と認めるときは，学生が他の高等専門学校において履修した

授業科目について修得した単位を，３０単位を超えない範囲で本校における授業料目の履修に

より修得したものとみなすことができる。 

 

 （高等専門学校以外の教育施設等における学修等） 

第１３条の３ 校長は，教育上有益と認めるときは，学生が行う大学における学修その他文部科

学大臣が別に定める学修を，本校における授業料目の履修とみなし，単位の修得を認定するこ

とができる。 

２ 前項により認定することができる単位数は，前条により本校において修得したものとみなす

単位数と合わせて３０単位を超えないものとする。 

（出典 富山工業高等専門学校学則） 

 

資料５－１－②－２ 留学に関する学則 

 

富山工業高等専門学校学則（抄） 

                 制定 昭３９．４．１ 

 

 （留学） 

第２５条の２ 校長は，教育上有益と認めるときは，学生が外国の高等学校又は大学に留学する

ことを許可することができる。 

２ 校長は，前項の規定により留学することを許可された学生について，外国の高等学校又は大

学における履修を本校における履修とみなし，３０単位を超えない範囲で単位の修得を認定す

ることができる。 

３ 校長は，前項の規定により単位の修得を認定された学生について，学年の途中においても，

各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。 

４ 前３項に関し，必要な事項は別に定める。 

 

（出典 富山工業高等専門学校学則）
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資料５－１－②－３ インターンシップ推進委員会規則  

富山工業高等専門学校インターンシップ推進委員会規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は，富山工業高等専門学校校内組織規則第２６条第２項に基づき，富山工業高

等専門学校インターンシップ推進委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営に関し必

要な事項を定める。 

 （審議事項） 

第２条  委員会は，インターンシップに関する次に掲げる事項を審議する。 

(1) 計画策定に関すること。 

(2) 学生に対しての推進に関すること。 

(3) 受入れ企業の開拓に関すること。 

(4) 関連会議等との連絡・調整に関すること。 

(5) その他運営に関すること。 

 （組織） 

第３条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 校長が指名する教授 １名 

 (2) 教務委員会から選出された教務主事補 １名 

 (3) 地域連携委員会から選出された地域連携主事補 １名 

 (4) 専攻科委員会から選出された同委員 １名 

 (5) 第４学年の学級担任 

 (6) 学生課長 

２ 前項第１号の委員の任期は２年、前項第２号，第３号及び第４号の委員の任期は１年とし，

再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任の任期は，前任者の残任期間とする。 

 （会議） 

第４条 委員会に委員長を置き，前条第１項第１号の委員をもって充てる。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは，委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。 

 （委員以外の出席） 

第５条 委員会は，必要に応じて委員以外の者の出席を求めて，その意見を聴くことができる。 

 （報告） 

第６条 委員長は，委員会における審議事項を整理し，必要に応じて教務主事に報告する 

ものとする。 

 （庶務） 

第７条 委員会に関する庶務は，学生課において処理する。 

   附 則 

 この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は，平成１８年４月１日から施行する。 

（出典 本校規則集）
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資料５－１－②－４ インターンシップの単位認定についての申し合わせ 

 

インターンシップの単位認定についての申し合わせ 

 

制定 平成 ４年１２月１６日

 

（趣旨） 

１．富山工業高等専門学校学業成績の評価、進級及び卒業の認定に関する規則第７条第３項のイ

ンターンシップの単位修得の認定については、この定めるところによる。 

 

（インターンシップの目的） 

２．インターンシップは、本校学生が企業等（国又は地方公共団体及び大学等を含む。以下「イ

ンターンシップ機関」という。）において、専門的知識や技術を習得するとともに、将来のキ

ャリアに関連した就業体験（研究等に関する研修等を含む。）を行うことを目的とする。 

 

（履修の時期） 

３．インターンシップの履修は、原則として夏季休業期間中に行うものとする。 

なお、教務主事は、夏季休業期間外のインターンシップについて、学科長及び学級担任が認

めた場合に限り、公欠扱いとして許可することができる。 

 

（履修の手続き） 

４．インターンシップの履修を希望する学生は、学科長及び学級担任に願い出て、インターンシ

ップ履修願を校長に提出しなければならない。 

  ただし、次のいずれかに該当する場合は許可しない。 

（１）著しく危険を伴う業務内容のもの 

（２）アルバイトと紛らわしい業務内容のもの 

（３）インターンシップ推進委員会が業務内容等について不適当と認めたもの 

 

（インターンシップ機関との協議） 

５．学科長、学級担任及びインターンシップ推進委員会は、協議が必要な場合、インターンシッ

プ機関と次の事項について協議を行う。 

（１）テーマ及び内容 

（２）期間（時間を含む） 

（３）指導者の依頼 

（４）インターンシップ日誌の作成と評価の依頼 

（５）交通費、宿舎等 
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（指導） 

６．インターンシップ推進委員会は前項に掲げた事項の他、インターンシップについて次のこと

を行う。 

（１）インターンシップ機関との連絡 

（２）インターンシップ状況の確認 

（３）インターンシップ中の事故に対する対応 

（４）その他インターンシップに関すること 

 

（依頼） 

７．インターンシップ機関への依頼は校長が行う。 

 

（インターンシップ心得） 

８．学生は別に定めるインターンシップ学生心得を守らなければならない。 

９．学生は毎日インターンシップ日誌を書き、指導者の確認を毎日受けるものとする。 

10．学生はインターンシップ終了後、インターンシップ実施報告書に指導者の確認を受け、同報

告 

書及びインターンシップ日誌を学級担任に提出するとともに、インターンシップ内容を学科長

に 

報告するものとする。 

 

（成績評価） 

11．単位の認定は、１単位又は２単位とし、１週間の基準作業時間に対して１単位、２週間の基

準 

作業時間に対して２単位を認定し、その評価は合格又は不合格とする。 

  その際、指導者の評価を参考とし、インターンシップ実施報告書、インターンシップ日誌及

び 

インターンシップ内容の報告に基づき学科長が認定評価する。 

 

12．インターンシップ期間が１週間（５日間）に満たないときは単位の認定を行わない。 

 

附 則 

この申し合わせは、平成１７年９月２１日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 

 

（出典 インターンシップ推進委員会） 
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資料５－１－②－５ 平成１８年度インターンシップ実施状況 

 

（出典 インターンシップ推進委員会）
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資料５－１－②－６ インターンシップ学生心得 

 

イ ン タ ー ン シ ッ プ 学 生 心 得 

 

  インターンシップは、企業等において専門的知識や技術を習得するとともに、将来のキャ

リアに関連した就業体験を行うためのものであり、その結果により、専門課程の一環として

１単位（実習期間５日間以上）または２単位（実習期間１０日間以上）の修得が認定される

ものであるから、実習に従事する学生は、この心得を守らなければならない。 

 

  学生は、実習先の指導者の指導を受けるとともに、次に掲げる事項を守り、実習の目的を

十分に達成するよう心掛けること。 

 

１． 規律 

(1) 出退勤時間、休憩時間を守ること。無断の欠席、遅刻、早退等は厳禁である。 

(2) 社内規律、作業内規等を規則に従うこと。 

 (3) 学生としての良識ある行動をとり、礼節を守ること。 

  (4) その他、社内秩序を乱すことのないように留意すること。 

２．社内機密保持 

(1) 無断で設備、製品、図面等社内の写真撮影をしないこと。 

(2) 無断で指定以外の場所に立ち入らないこと。 

(3) 許可なく、製品、研究、文献、ソフトウエア、図面、談話等を社外に漏らしたり、持

ち出したりしないこと。 

３．安全保持 

(1) 操業上の注意事項並びに実習指導者の指示に従い、無断で作業しないこと。 

(2) 作業心得、安全心得をよく守り、細心の注意を払い、事故を起こさないように心掛け

ること。 

  (3) 実習中、危険を感じた場合、早急に実習指導者に連絡すること。 

  (4) 万一事故又は異常事態が発生したときは、直ちに実習指導者に報告するとともに、速

やかに学校（学生課教務係）に連絡すること。 

４．作業態度 

(1) 実習指導者の指示に従い、独自の行動はとらないこと。 

(2) 他の作業員に対しては、努めて謙虚な態度で接すること。 

(3) 必要以外の設備等に手を触れたりしないこと。 

(4) 作業の終了報告を必ず実習指導者にすること。 

５．用具の使用 

(1) 無断で社内の用具を使用しないこと。また、使用後は必ず元の場所に返納すること。 

  (2) 許可なく物品の搬出入をしないこと。 

（出典 インターンシップ推進委員会）
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資料５－１－②－７ インターンシップ説明会案内 

 

（出典 インターンシップ推進委員会）
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資料５－１－②－８ 単位認定の申し合わせ 

 

放送大学における学修並びに外国語技能審査の合格による 

単位取得の認定に関する申し合わせ 

 

制定 平成４年１２月 ９日 

 

 （趣旨） 

１． 富山工業高等専門学校学則第１３条の３に基づき、放送大学における学修並びに 

 外国語技能審査の合格による単位修得の認定については、この定めるところによる。 

 （対象） 

２． この申し合わせの対象となる学修は次のとおりとする。 

 （１）放送大学における学修は、学生があらかじめ申請し、教務主事が本校の専門 

科目又は一般科目に相当すると認めた放送大学の開講科目とする。 

（２）外国語技能審査は「技能審査の認定に関する規則」（文部省告示）に基づき認 

   定された外国語に関する技能審査（平成４年１０月１日現在、実用英語技能検 

   定、工業英語能力検定、実用フランス語技能検定、スペイン語技能検定）とす 

る。 

 （認定する単位） 

３． 修得単位数は次のとおりとする。 

 （１）放送大学において履修した科目の単位数は、そのまま本校の単位数として読 

み替えるものとする。 

 （２）実用英語技能検定については、準２級の合格者に対して２単位、２級の合格 

者に対して４単位、準１級の合格者に対して６単位、１級の合格者に対して８ 

単位の修得を認定する。 

 （３）工業英語能力検定については、４級の合格者に対して１単位、３級の合格者 

に対して２単位、２級の合格者に対して４単位、１級の合格者に対して６単位 

の修得を認定する。 

 （４）実用フランス語技能検定並びにスペイン語技能検定については、４級の合格 

者に対しては２単位、３級の合格者に対しては４単位、２級及び１級の合格者 

に対して６単位の修得を認定するものとする。 

（５）技能審査による単位修得を認定された学生がさらに上級の技能審査に合格し 

た場合は、すでに認定された修得単位数と当該級の差を修得単位として認定す 

るものとする。 

（評価） 

４．３．によって修得を認定される単位の評価は、８０点とする。ただし、３．の（１） 

 により修得を認定される単位については、放送大学の評価を本校の評価とする。 
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 （申請） 

５．放送大学の学修又は外国語技能審査の合格によって単位修得の認定を希望する学 

生は、「放送大学単位修得申請書」又は「外国語技能審査単位修得申請書」に「合格 

を証する書類」を添えて校長に提出しなければならない。 

（審査） 

６．教務委員会は第５項によって申請された書類に基づき審査し、単位修得を認定す 

るものとする。 

（２）修得を認定された単位は合格した日付に学生が在籍する学年の単位とする。 

（３）放送大学における学修で修得を認定された単位は各専門学科又は一般教科の 

選択科目の修得単位とする。 

（４）外国語技能検定においては修得を認定された単位は一般科目の選択単位とし 

て取り扱う。ただし、「工業英語能力検定」は専門科目の選択単位として取り扱 

う。 

（５）修得を認定された単位の科目名は放送大学における学修の場合は、単位修得 

科目名を科目名とし、外国語技能検定の場合は、それぞれ「実用英語技能検定 

※級」、「工業英語能力検定※級」、「実用フランス語技能検定※級」、「スペイン 

語技能検定※級」とする。 

（６）教務委員会で認定された学修の成績（科目名、単位数、評価）は当該学生の 

成績表に記載する。 

 

 （その他） 

７．学生が放送大学以外の大学での学修により単位の認定を希望する場合は、あらか 

じめ教務主事の許可を得なければならない。この場合の単位修得に関する取り扱い 

は放送大学における単位修得に準じて行う。 

 

（雑則） 

８．この申し合わせに定めるもののほか、必要な事項は教務委員会の議に基づき別に 

定める。 

 

９．制定日以前に当該技能審査にすでに合格している学生については、当該技能審査 

に合格した日をもって単位修得を認定することができる。 
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学科長  学級担任 

 

放 送 大 学 単 位 修 得 申 請 書 

外 国 語 技 能 審 査 単 位 修 得 申 請 書 

 

                           平成  年  月  日 

 

 

 富山工業高等専門学校長 

 

 

                      工学科    学年 

                      学籍番号   ―      

                      氏 名           印 

 

 

  私は、下記のとおり放送大学開講科目の単位を修得しましたので、 

           外国語技能審査に合格しましたので、合格証を添えて 

単位修得の認定及び登録を申請いたします。 

 

記 

 

放 送 大 学 開 講 科 目 名  

一般科目・専門科目の別  

単 位 数  

評 価  

 

外 国 語 技 能 審 査 名 称  

同 上 の 合 格 日 平成  年  月  日 

合 格 し た 級  

単 位 数  

 

  （注）該当しない事項は抹消してください。 

（出典 学生第一課資料）



富山工業高等専門学校 基準５ 

 - 213 -

資料５－１－②－９ 平成１８年度外国語技能審査の合格による単位認定状況 

外国語技能審査の名称 

実用英語検定
工業英語検

定 

学籍番

号 
氏名 学科名 学年名

級 単位 級 単位 

備

考

  機械・電気システム 1 年 準 2 級 2      

  機械工学科 5 年     3 級 2  

  機械工学科 5 年     4 級 1  

  機械工学科 5 年     4 級 1  

  機械工学科 5 年 2 級 4 3 級 2  

  機械工学科 5 年     ４級 1  

  電気工学科 5 年     2 級 4  

  電気工学科 5 年     4 級 1  

  物質工学科 5 年     4 級 1  

  物質工学科 5 年 2 級 4      

  物質工学科 5 年 準 2 級 2      

  物質工学科 5 年     4 級 1  

  物質工学科 5 年     4 級 1  

  物質工学科 5 年     4 級 1  

  物質工学科 5 年     4 級 1  

  物質工学科 5 年     4 級 1  

  環境材料工学科 5 年     4 級 1  

  環境材料工学科 5 年     4 級 1  

  機械工学科 4 年     4 級 1  

  機械工学科 4 年     4 級 1  

  電気工学科 4 年     4 級 1  

  電気工学科 4 年     4 級 1  

  物質工学科 4 年     4 級 1  

  物質工学科 4 年     3 級 2  

  物質工学科 4 年     4 級 1  

  環境材料工学科 4 年     3 級 2  

  環境材料工学科 4 年     4 級 1  

  環境材料工学科 4 年     4 級 1  

  環境材料工学科 4 年 2 級 4 4 級 1  

  同上         3 級 2  

  環境材料工学科 4 年     4 級 1  

                   （以下略） 

（出典 学生第一課）



富山工業高等専門学校 基準５ 

 - 214 -

資料５－１－②－１０ 実用英語検定の奨励賞の写真 

（出典 学生第一課資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

教育プログラムコースの導入，インターンシップや外国語技能検定の単位認定など，学生の多様な

ニーズに応えた教育課程の編成を行っている。 

 

 

観点５－２－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが適

切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている

か。（例えば，教材の工夫，少人数授業，対話・討論型授業，フィールド型授業，

情報機器の活用，基礎学力不足の学生に対する配慮等が考えられる。） 

（観点に係る状況）  

各学科の科目系統図（資料５－１－①－５）の中から実験・実習科目を抽出すると資料５－２－①

－１のようになる。全ての学科において専門基礎科目には講義の他に実験・実習などを課し，全体で

実技科目30単位程度（卒業研究を含む）をバランスよく組み合わせており，「実際に体験して学ぶ」

実践教育を重視した構成になっていることがわかる。 

学習指導法の工夫については，資料５－２－①－２にいくつかの例を示す。全教員が種々の工夫を

こらしているが，中でも英語教育については，本校教員も作成に加わった観点７－１－②で述べる

COCET3300システムの利用や，マルチメディア（MM）演習室で行われている情報機器を利用した語学

教育については特筆されるものである（資料５－２－①－３）。 

 

 

資料５－２－①－１ 実験実習科目一覧 
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（つづき） 
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（つづき） 

 

（出典 学生第一課）

 

資料５－２－①－２ 学習指導法の工夫 

 

●倫理・社会（第２学年） 

プロジェクター・授業に即した書き込み用プリント・板書を機能的に組み合わせた授業展開 

「この授業は私たちの生き方にカンする諸問題について幾人かの哲学者、心理学者、社会学者

の見方を紹介し、それらとの対決を通して、みなさんがこれらの問題について自分の頭で考え、

表現することを目的とします。」 

●英語表現（第１・２学年） 

教室での講義とマルチメディア語学・情報処理演習室での演習で構成された授業展開。 

演習ではコンピュータを使った語彙、作文演習などを行う。 

 

●統計学Ⅰ（第３学年） 

クラスを２分割した少人数教育の試み。教員二人が協同・協力して、クラスの実態に応じた授

業を展開している。 

 

●日本文学講読Ⅱ（第４学年）における作文・小論文指導 

教員自作の小論文テキストを用いた文章表現指導 

・ 情報や自分の考えを適切に表現して、文章にまとめる。 

・ 主張が明確で、説得力のある小論文を書く。 

                 

●メカワールド 機械工学科１年  

機械工学の導入教育として、機械工学に対する学生の興味や将来の夢や目標を育むことを目的

とする。 初に入学したての学生に「将来技術者としてやりたいこと」を考えさせ、文章に書か

せる。次に、機械工学の概要、生産分野、熱流体分野、材料分野、制御分野について、それぞれ

の専門の先生が講義をする。それから、機械工学科の卒業生の就職や進学状況を前年の進路指導

の先生が話をする。また、専門科目のカリキュラムの説明をして、科目相互間の関連を把握させ

る。工作実習工場の見学を行い、事故を起こさないよう安全教育を行う。ものづくりの基本とし
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て、部品の寸法測定の実習を行う。まとめとして、 初に行った、「将来技術者としてやりたい

こと」について、もう一度作文をさせる。授業の成果を生かして、各自の将来の夢や目標をはっ

きりさせることができた。 

 

●機械工学演習 機械工学科１年  

メカワールドの授業の後を受けて、本科目の前半の授業では、減速装置、空気入れや、発電式

懐中電灯など各種の簡単な機械部品を実際に触らせて、機能や構造を理解させる。その設計の意

図や工夫を学び取らせる。それとともに、使用されている機械要素の名称、種類、働きなどにつ

いて、実際の部品をもとに理解させる。そして、各種の分解組み立ての各種工具に慣れ親しみ、

名称や使用方法を理解させる。後半の授業では、簡単な力学実験を数テーマ行う。物理で力学を

習っているので、それらのいくつかを実際に確認できる。また、実際に使用した部品のスケッチ

方法を習得させ、レポートの作成要領を習得させる。 

 

●CAD/CAM 工学Ⅰ 機械工学科３年  

 情報機器を利用する授業である。学生 1 人当たり 1 台のパソコンを利用する。２次元 CAD ソ

フト（JW-CAD と図脳 Rapid）および３次元 CAD ソフト（Solid Works）を利用して課題の作図を

行わせる。まず、各ソフトの利用法の説明と実習を行なわせて、ついで、フランジなどの２次

元製図の作成、レイヤーの利用法を習得させる。３次元 CAD では、自在継ぎ手の組立図の作成

を行わせる。さらに、NCVC ソフトを用いて、CAM データ（G コード）の生成実習を行わせた。 

 2 年生の製図授業において、ドラフターを利用する手書き製図実習により、製図の基礎を習得

しているので、CAD ソフトの利用する授業により、さらに製図技術の広がりを体験することがで

きる。 

 

●熱力学 電気工学科５年 

講義ノートをもとに作成した練習問題を含む小冊子を配付し、教科書の代わりに用いた。こ

れによって板書をノートすることに追われることが無くなった。熱力学の論理の授業での説明

内容について考えたり、演習問題に取り組む時間的余裕が出てきた。演習問題は採点したレポ

ートの間違えた部分を再提出させることにより理解を深めた。 

 

●化学工学実験 物質工学科４年 

実験を行う前に各テーマに関する事前学習を義務付けており、それぞれのテーマに関する口

頭試問を行い、それに合格した後に実験を行う。 

    論文集「高専教育」、第 28 号、pp.423-427(2005)参照 

 

●特別実験 物質工学科３年 

教員から与えられた実験テーマではなく、学生自らが考えたテーマで実験を行う。そして、

後に志峰祭（文化祭）当日、ポスター形式による発表会を行う。 

 

●情報処理＆物理化学 物質工学科３，４年 

情報機器を用いた教育、分子モデリングなどの計算化学に基づく教育 

 

（出典 教務委員会作成資料）
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資料５－２－①－３  マルチメディア演習室(MM演習室) 

   

（出典 現状写真）

 

（分析結果とその根拠理由）  

講義と実験・実習をバランスよく組み合わせ，様々な学習指導法の工夫を行っている。 

 

観点５－２－②： 教育課程の編成の趣旨に沿って，適切なシラバスが作成され，活用されている

か。 

（観点に係る状況）  

本校では，資料５－２－②－１に示す全校統一した形式のシラバスを全科目で作成し，教育課程編

成の趣旨に沿った授業の学習目標等を明示している。また，当該科目の単位種（履修単位と学修単位

の別），履修上の注意（昨年度までの当該授業の概要や学生の意見を考慮した上で，履修に当たって

の注意事項を記載）を示している（シラバスは訪問調査時閲覧資料）。学生に対しては，シラバスの

記載事項（資料５－２－②－２）を４月当初に担任が説明，また当該科目の授業の 初に担当教員が

当該科目のシラバスについて説明している。 

なお学生の利便を図るため，本校全シラバスを本校 Web 上（資料５－２－②－３）で公開している。 

学生はシラバスの説明を十分に受けており（資料５－２－②－４），大半の学生が，「授業の予定

を知る」及び「評価方法・基準を知る」ことに活用していることが分かった（資料５－２－②－５）。 

一方教員については，シラバスを作成する時が もシラバスを見る（考える）時であり，授業開始

後はそれに沿って授業を進め，評価を行っている。 
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資料５－２－②－１ シラバスの記載内容 

 

（出典 学生第一課資料）
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資料５－２－②－２ シラバスの記載内容（学生用） 

 

（出典 学生第一課資料）
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資料５－２－②－３ Web上でのシラバス検索（例） 

 

（出典 本校Webサイト）

http://www.toyama-nct.ac.jp/gakusei/syllabus/18/e/3/3e.htm
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資料５－２－②－４ シラバスの周知（準学士） 

 

 
１年生                   ２，３年生 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４年生                   ５年生 

授業科目のシラバス（授業計画）の説明を受けて

いますか。8%

52%

33%

7%

　よく知っている

　だいたい知っている

　あまり知らない

　全く知らない

授業科目のシラバス（授業計画）の説明を受け

ていますか。

21%

47%

28%

4%

　十分受けている

　ほぼ受けている

　あまり受けていない

　全く受けていない

授業科目のシラバス（授業計画）の説明を受けて

いますか。

10%

71%

2%
17%

　十分受けている

　ほぼ受けている

　あまり受けていない

　全く受けていない

授業科目のシラバス（授業計画）の説明を受けて

いますか。

21%

64%

11%
4%

　十分受けている

　ほぼ受けている

　あまり受けていない

　全く受けていない

 
（出典 教育点検・改善委員会）
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資料５－２－②－５ シラバスの活用状況 

 

これまでシラバスをどのように利用してきましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 教育点検・改善委員会）

 

（分析結果とその根拠理由） 

教員は十分に考慮したシラバスを作成し，学生はそれを活用している。 

２年生

8%

32%

7%
3%

26%

24% 授業の目標を知るのに利用した

授業の予定(計画)を知るのに利用した

履修上の注意、関連科目などを知るのに利用
した

授業の達成目標を知るのに利用した

評価方法・基準を知るのに利用した

これまで全く利用していない

４年生

9%

29%

11%
6%

32%

13%
授業の目標を知るのに利用した

授業の予定(計画)を知るのに利用した

履修上の注意、関連科目などを知るのに利用
した

授業の達成目標を知るのに利用した

評価方法・基準を知るのに利用した

これまで全く利用していない
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観点５－２－③： 創造性を育む教育方法（ＰＢＬなど）の工夫やインターンシップの活用が行わ

れているか。 

（観点に係る状況） 

創造性は，好奇心，問題発見能力，調査学習能力，問題解決能力，自主計画能力が備わってはじめ

て生まれるものであり，創造性を育むためには１つの授業で１年間等の短時間で養うのは不可能に等

しい。そこで各技能や能力を長期間，複数の授業に渡って涵養しており，その一部を示す（資料５－

２－③－１）。中でも特徴あるものは，「特別活動」における「燃料電池の製作」についての取り組

みであり、その活動に対して石川地区生徒化学研究発表会で表彰を受けている（資料５－２－③－

２；文末の写真参照）。 

また観点５－１－②でも述べたとおり，教育課程表に「インターンシップ（選択科目）」を設け，

１～２単位を認めている。平成18年度には69名の学生がインターンシップに参加（資料５－１－②－

５），全員が資料を作成（資料５－２－③－３）し， 終的には教務委員会において単位が認められ

ている（資料５－２－③－４）。 

 

資料５－２－③－１ 創造性を育む教育例 

 

創造性を育む教育方法 物質工学科の例 

 ・３Ｃ特別実験：教員から与えられた実験テーマではなく、学生自らが考えたテーマで実験を行

う。そして、 後に志峰祭（文化祭）当日、ポスター形式による発表会を行う。 

 ・３Ｃ情報処理Ⅱ：本科目では、Visual Basic によるプログラミング演習を行っているが、総

復習として、オリジナルなプログラムの作成を課し、発表会を開催している。 

 ・５C 先端化学：５Ｃ先端化学では、近年のトピックス、例えば 2001 年ノーベル化学賞（野依

ら：触媒的不斉合成）や 2005 年ノーベル化学賞（グラブスら：オレフィンメタセシス法）な

どを取り上げ、先端的技術を通して、化学への興味や創造心を育んでいる。 

 

創造性を育む教育方法 環境材料工学科の例 

環境材料工学科の創造製作実験について 

 

 ２K 創造製作実験：工学教育早期の段階で想像している「もの」を創造する力，「もの」を道具

を使ってつくる力を学生につけさせることを目的に行っている。詳細は，シラ

バスを参考のこと。 

I. テーマ   ：風力エネルギーの利用 

II. レギュレーション ：主に 大寸法を限定した風車の作製 

III. 指導要領 

1 少人数グループ ：責任を持たせるために4人グループ制  

2 報告書  ：確認のために毎時間ごとに報告書を作成し指導教官に提出 

3 プレゼンテーション ：授業の中間と 終で実施 

4 アンケート実施 ：認識状況の把握， 認識度アップの評価， 指導方針の参考のために 

 

特徴は，非常に大きなテーマを与え，その中から目的・背景を考え(調査)，ものの形を考え(計

画)，作製(実施)し，出来上がったものの性能を評価し，問題があれば解決(検討)する一連の流れ

を，学生たちだけで考えさせていることである。また，学生のものづくりを達成させるために指導教

員への報告と相談ならびに全体発表を必ず行わせていることである。したがって，指導教員は，学生
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が創造したものを実現させるためのアドバイザー兼サポート役に徹している。 

 

 

  
調査，検討，設計段階の一例     試作中の一例 

 

  

中間発表の一例         試作された風車の一例 

  

試験の一例             終発表の一例 

 

（出典 教務委員会）
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資料５－２－③－２ 特別活動実施例 

燃料電池製作 

特別活動の取り組み 
－燃料電池製作を通して－ 

津森展子*1, 川越みゆき*2

Special activity in Education  - Production of Fuel Cells- 
 

TSUMORI Nobuko, KAWAGOE Miyuki

Polymer electrolyte fuel cells and alkali fuel cells were constructed by the second-year class
students of department of electrical engineering. Devices operated by electricity were also
produced. 

Keyword : 特別活動、燃料電池、低学年教育、対外発表 
 
1. はじめに 

 低学年における理科教育の新しい試みとして、

特別活動の時間を利用し、学生達に燃料電池を

製作させた。製作した燃料電池は、高専祭のク

ラス企画として展示した。さらに第 21 回石川地

区中学高校生徒化学研究発表会において発表し、

クラスの学生全員に表彰状が授与された。本取

り組みについての経緯、結果などを報告する。 
 
2. 経緯 

 電気工学科 2 年はクラス内で学生間のコミュ

ニケーションが不足していた。決まった仲間以

外との交流が殆どなかったので、1 年経過後もな

お、話したことのないクラスメイトが複数人い

るという学生がかなりの割合で存在した。その

ため、どのグループにも属さない学生が孤立す

る状態が見受けられた。 
本取り組みは、こうした希薄な人間関係を打

開する策として始めた。学生を無作為に 5 班に

分け、燃料電池とその電気エネルギーで動かす

駆動物を製作させた。さらに約 10 名の班員が効

率よく動けるように、それぞれの班内で燃料電

池を製作するグループと駆動物を製作するグル

ープに分けた。 
 

3. 結果 

 製作された燃料電池と駆動物の詳細は、次頁 
 

以降の石川地区中学高校生徒化学研究発表会要

旨原稿(その 1, その 2, その 3, その 4, その 5)
を参照されたい。 
 学生達は協力して物を製作するために、必要

に応じて議論すること、約束の日時を取り決め

て集まることなどを自発的に行うようになった

また、これまでは成績のみの評価しか知らなか

ったクラスメイトの別の一面や、思わぬ特技を

知るきっかけにもなった。さらに、今学習して

いる専門の知識などを実践で生かすこともでき

た。 
 
4. 終わりに 

 本取り組みは、特別活動の時間に行ったこと

により、様々な問題が生じた。他のクラスの特

別活動よりも時間がかかり、学生達に不満がつ

のったとき、単位で縛りにくいため、なだめる

のに一苦労した。また行事が多くてつぶれやす

く、何かにとり組ませる時間としては不向きで

あった。しかし、通電したときの喜ぶ様、達成

感を味わっている姿に何度も出会えた。彼らが

本来持っている「ものを作る力」を育むために

も、低学年に、自ら考えて物を作る機会が与え

られるような制度が望まれる。 
 本取り組みに際し、電気工学科長の角教授、

佐藤助教授、高田助教授など電気工学科の先生

方と一般科目長の秋元先生に多大なるご助言ご

協力を頂いた。 

 
*1 一般科目 化学科, *2技術部 機能マテリアル系 

報告 
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       高分子電解質型燃料電池製作と実演 
富山工業高等専門学校  井波 崇・河原輝幸・澤田和也・土地弘朗・ 

中村あゆみ・長村靖寛・稗苗望都・松永康太郎 

 

はじめに 

燃料電池は、環境にやさしいエネルギーとして現在もっとも注目されている電池である。たと

えば電気エネルギーを生成するために水素と酸素を使用するので、CO２を排出しない、化学反

応で生成されたエネルギーを直接電気に変換するので高効率エネルギーであるなどの理由か

ら、これから発展していくと考えられる。しかし、今はまだそれほど身近なエネルギーではなく、

その構造、原理について知らないことが多い。そこで今回、自分達で燃料電池を作成し、イルミ

ネーションを点灯させることにした。 

 高分子電解質型燃料電池とは、一般にナフィオンと呼ばれる高分子電解質を用いているが、

今回燃料電池の試作をかねて水酸化カリウム溶液を浸したろ紙を電解質とした燃料電池も製

作した。* 

 

製作手順 

工程1．アクリル板加工;70mm四方に切断し、四隅に4mm、中心に6mmの穴を開けた。 

工程2．ゴム板加工;50mm四方に切断し、中央を25mm四方に切り抜いた。 

工程3．カーボンペーパー・金網加工;25mm四方に切断し、両方をエチルアルコールに入れ、そ

の後、希硫酸に入れて脱脂・酸処理を行った。以上を終えてから、白金メッキ液に浸してメッキ

加工を施した。 

工程4．ろ紙を30 mm四方に切断し、KOH溶液に浸した。これを3枚作った。 

工程5．ナフィオン膜を25mm四方に切断した。 

工程6．金網を30mm×50mmに切断した。 

工程7．以上のものを用いて燃料電池を二種類作った。 

 

 
A－アクリル板 Ｂ－金網（電極） Ｃ－ゴム板    Ｄ－金網（白金加工済） 
Ｅ－ろ紙 Ｆ－カーボンペーパー Ｇ－ナフィオン膜 

カーボンペーパーと 
ナフィオン膜を用いた燃料電池 

金網（白金加工済）と 
ろ紙を用いた燃料電池 

ボルト A  B  C  D  E  D  C  B  A  ナット 

ボルト A  B  C  F  G  F  C  B  A  ナット 

その 1 
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結果・工夫した点 

燃料電池（1個）から発生し

た電圧は最大で1.0[V]であっ

た。ろ紙を用いた燃料電池

では反応させる際、勢いよく

水素を送り込むと、反対側

へ突き抜け、酸素との反応

が薄くなるため、空気溜めを

用いて空気の送り込む量を

調整した。 

別途作成したプラネタリウ

ム型イルミネーションを点灯

させるためには、３．６[V]の電圧が必要だったので、複数の燃料電池を直列に繋ぐことで電圧

を増幅しようとしたが、内部電圧の増加により少ししか点灯しなかった。 

*参考文献 堀川理介, 化学と教育, 50 (12) 830-831 (2002), 化学と教育, 51 (10) 616-617 (2003) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 1. 発表風景 

 
 

 

プラネタリウム型イ

ルミネーション 

高分子電解質型

燃料電池 

（出典 富山工業高等専門学校紀要）
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資料５－２－③－３（１） インターンシップ提出資料 

   

（出典 学生第一課資料）
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資料５－２－③－３（２） インターンシップ提出資料 

   

（出典 学生第一課資料）
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資料５－２－③－４ 教務委員会議事要旨 

 

平成１８年度第１８回教務委員会議事要旨 

 

日 時  平成１９年３月２０日（火）１０：００～１１：００ 

場 所  小会議室 

出席者  米谷、高熊、椎名、森田、高橋、小川教員（白川教務主事補代理）、 

欠席者  岩井、学生課長事務代理の各委員 

 

  ◎前回委員会（平成１９年３月７日）議事要旨（資料１）が確認された。 

 

議 事 

１．学生の退学について（資料２） 

  委員長から、資料に基づき説明があった後、当該学級担任から補足説明があり、審議の結

果、原案どおり了承され、本日の教員会議に諮ることとなった。 

２．学生の復学について（資料３） 

  委員長から、資料に基づき説明があった後、当該学級担任から補足説明があり、審議の結

果、原案どおり了承され、本日の教員会議に諮ることとなった 

３．平成１８年度進級判定について（資料４） 

委員長から、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、本日の教員会議

に諮ることとなった。 

４．平成１９年度授業日程（一部修正）（案）について（資料５） 

  教務係長から、資料に基づき修正箇所について説明があり、審議の結果、原案どおり承認さ

れた。 

５・平成１９年度授業時間（試験解答・アンケート時間）特別校時（案）について （資料６） 

委員長から、資料に基づき説明があり、種々協議の結果、次のとおり了承された。 

・９月２７、２８日のアンケート期間は、３５分授業とし、前期で終了する授業を優先に

実施し、授業時間としてカウントしない。また、通年の授業の場合、後期授業開始時にア

ンケート等を実施することを容認する。 

・２月２２日の午後の授業は、入試準備のため放課とする。それにより、休講となった授

業については、教務係が調整する。 

６．その他 

（１）平成１９年度第１学年合宿研修について（資料７） 

   高熊委員から、資料に基づき説明があり、実施計画については概ね了承された。 

  なお、諸経費徴収方法については、学生課及び会計課で口座引落し等について検討すること

となった。 

 （２）平成１８年度卒業判定資料（平均点等記載）について（資料８） 

   委員長から、資料に基づき平均点等を追記した旨説明があり、教員会議に報告することと 
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なった。 

（３）認証評価に係る学習教育目標に沿った単位取得の達成度調査について 

委員長から、高等専門学校機関別認証評価受審に向け、学習教育目標に沿った単位取得の

達成度調査を実施したい旨提案があり、審議の結果、了承された。 

 （４）毎週金曜日の掃除について 

   高熊委員から、毎週金曜日の掃除の実施方法等について提案があり、協議の結果、次回の

教務委員会で検討することとなった。 

 （５）３月３１日までの退学届について 

   委員長から、３月３１日までに退学届等が提出された場合は持ち回り委員会を行ないたい

旨提案があり、審議の結果、了承された。 

 

（出典 学生第一課資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  

各学科で創造性に必要な能力を育むための授業を複数に渡って長期間行っている。また半数程度

の学生がインターンシップを経験している。 

 

 

観点５－３－①： 成績評価・単位認定規定や進級・卒業認定規定が組織として策定され，学生に

周知されているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，進級認

定，卒業認定が適切に実施されているか。 

（観点に係る状況） 

本校では成績評価（単位認定）及び進級・卒業認定について規則（資料５－３－①－１）を定め，

学生便覧に掲載している。また，各授業科目の成績評価は，観点５－２－②で述べたシラバス中に

記載されている。 

この規則の学生への周知は，学生指導の中で 重要事項の一つとして全教員が共通認識している。

クラス担任はホームルームの際に学生に充分に説明しているが，学生への周知状況をアンケート調査

した結果（資料５－３－①－２），半分以上の学生はよく知っているが，残りの学生は「あまり知っ

ていない」と答えていた。これからも十分に周知に努めていく必要があるが，成績が普通以上の学生

にとってはあまり関心がないことなのかもしれない。 

担任の学業に関する指導をより円滑に進めるため，定期試験終了１週間後に学生の成績評価を教務

係に提出，教務係は直ぐにそれをコピーしてクラス担任に配付，担任はそれを基に特に成績の悪かっ

た学生には充分に指導する体制となっている。 

定期試験中の病気等により欠席した学生に対する追試験については，前出の規則第３条（資料５－

３－①－１）に定め，適切に実施している（資料５－３－①－３）。また１学年から３学年の学生に

対し，成績の振るわなかった学生（60点未満の評価を受けた学生）については，申し合わせ（資料５

－３－①－４）を定めて，各定期試験終了後に再試験を実施している。さらに 終評価後，定められ

た期日に単位追認試験を受験する機会を与えている（資料５－３－①－５）。 
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単位認定を含む進級認定・卒業認定については，教務委員会の議を経て，学年末の教員会議におい

て決定している（資料５－３－①－６，７）。 

本校では，各定期試験後に試験答案の返却と模範解答を説明する機会を設けている（資料５－３－

①－８）。また成績評価を学生に渡した後，学生から担当教員に評価について意見申立があった場合，

担当教員の判断において評価を訂正することができるシステムにしている（資料５－３－①－９）。 
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資料５－３－①－１ 成績の評価，進級及び卒業の認定に関する規則 

 

富山工業高等専門学校学業成績の評価，進級及び卒業の認定に関する規則 

 

（目的） 

第 1 条 この規則は，富山工業高等専門学校学則第１５条の２の規定に基づき，試験，学 

 業成績の評価，進級及び卒業等について定めることを目的とする。 

（定期試験・中間試験） 

第２条 定期試験は，各学期末に実施する。 

２ 中間試験は，必要のある科目について，各学期の中間に実施する。 

３ 平素の成績で評価し得る科目（実験実習等）については，定期試験を実施しないこと 

 がある。 

（追試験） 

第３条 定期試験及び中間試験に病気（医師の診断書がある場合に限る。），忌引，その他 

 やむを得ない理由で欠席したと認められる者は，追試験を受けることができる。 

（単位追認試験） 

第３条 前学年の未修得科目をもって進級した者は，現学年の定められた期日に，単位追認 

試験を受けることができる。 

２ 第４，５学年学生は，前学期末評価で未修得となった科目について，当該年度の定めら 

れた期日に，単位追認試験を受けることができる。 

（成績の評価） 

第５条 科目の学業成績は，各教科シラバス記述を基準とし，１００点を満点として評価 

する。 

２ 科目の学年成績は，前学期末評価と後学期末評価を総合し，１００点を満点として評価 

する。 

３ 欠課時間数が授業時間数の３分の１を超える場合は，未履修とし，評価しない。 

４ 卒業研究の成績は，１００点を満点として評価する。 

５ 特別活動の履修認定は，合格及び不合格で評価する。 

６ 単位追認試験に合格した科目の成績評価は，６０点とする。 

７ 試験中不正行為を行った者は，当該試験期間における全科目の試験成績を０点とする。 

（試験の評価の時期） 

第６条 科目の学業成績の評価は，前学期中間，前学期末，後学期中間，学年末に行う。 

２ 科目の学年成績の評価は，前学期で終了する科目については前学期末に，後学期で終 

了する科目については学年末に行う。 

（単位の認定等） 

第６条 単位の認定並びに学年成績の評語及び記録は，次のとおりとする。 
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学年成績の評価及び評語 

学年成績 単位の認定 評語 

１００～８０点 修 得 優（Ａ） 

７９～７０点 修 得 良（Ｂ） 

６９～６０点 修 得 可（Ｃ） 

５９～ １点 未修得 不可（Ｄ） 

０点 未履修 ― 

２ 単位追認試験に合格した科目は，修得したものとする。 

３ 集中講義，インターンシップについての単位の認定は，別に定める。 

第８条 学年成績を指導要録に記載する場合は，単位数及び評語で記入する。 

２ 学年成績を学外に通知する場合は，修得科目の単位数及び評語で通知する。 

（編入学生の単位認定） 

第９条 編入学生については，第３学年までの科目の単位を修得したものとみなす。 

（進級） 

第 10 条 進級の認定に必要な要件は，次のとおりとする。 

（１） 必修科目をすべて履修していること。 

（２） 必修科目のうち，未修得科目の総単位数が８単位以下であること。 

（３） ４年次においては，修得単位数が１２７単位以上であること。 

（４） 特別活動に合格していること。 

（卒業） 

第 11 条 卒業の認定に必要な要件は，次のとおりとする。 

（１） 必修科目をすべて履修し，その内未修得科目の総単位数が８単位以下であること。 

（２） １６７単位以上（一般科目は，７５単位以上，専門科目は，８２単位以上）を修 

得していること。 

（３） 特別活動に合格していること。 

（再履修） 

第 12 条 進級及び卒業認定の結果，原学年にとどめられた者は当該学年における全課程 

を再履修しなければならない。ただし，選択科目にあっては履修免除願を提出した科目 

の既修得単位を認めることができる。 

（選択科目） 

第 13 条 選択科目の履修方法については，別に定める。 

 （その他） 

第１４条 この規則の実施について必要な事項は，別に定める。 

 

 

   附 則 

１ この規則は，平成１６年４月１日から施行する。ただし，平成１６年度に限り，現に 

 １学年，２学年及び３学年に在籍する学生については，第７条の規定にかかわらず，次 
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のとおりとし，単位追認試験に合格した科目の成績評価は，５０点とする。 

学年成績の評価及び評語 

学年成績 単位の認定 評語 

１００～８０点 修 得 優（Ａ） 

７９～６０点 修 得 良（Ｂ） 

５９～５０点 修 得 可（Ｃ） 

４９～ １点 未修得 不可（Ｄ） 

０点 未履修 ― 

２ 富山工業高等専門学校教務に関する内規（平成４年４月１５日制定）は，廃止する。 

   附 則 

 この規則は，平成１７年７月２０日から施行し，平成１７年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規則は，平成１８年９月２０日から施行し，平成１８年４月１日から適用する。 

（出典 学生便覧）

 

資料５－３－①－２ アンケート結果 

  

あなたは富山高専の教務規程（単位認定，進級，卒業要件等）を知っていますか。 

２年生

5%

51%

37%

7%

十分知っている

ほぼ知っている

あまり知っていない

全く知っていない

４年生

12%

38%
43%

7%

十分知っている

ほぼ知っている

あまり知っていない

全く知っていない

 

（出典 教育点検・改善委員会）
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資料５－３－①－３ 追試験の状況（例） 

（出典 学生第一課資料）
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資料５－３－①－４ １学年から３学年の学生の再試験の申合せ 

 

1～3 年生の成績評価について（教務委員会申合せ） 

 

目的 

１～３年生については全て必修科目であり、全員が基礎学力を身につける必要がある。しか

し、日頃の小テストや個別指導などのきめ細かな指導にも拘らず、学年当初より成績不良な学生

が存在する。この習熟不十分な学生に対して、補習的な指導を行うため、次の申合せを行う。 

なお、次の申合せは、原則であり個々のケースについては教員の判断にまかせる。また学生に

対し、再試験受験は本試験以上の努力を必要とすることを充分に伝える。 

 

成績評価の基本（1〜3 年生） 

通年科目：前期中間評価 （前期中間試験及びその他の評価を入れたもの） 

前期末評価   （前期中間評価と、前期末試験及びその他の評価を入れたものを総合 

評価） 

後期中間評価 （後期中間試験及びその他の評価を入れたもの） 

後期末評価   （後期中間評価と、後期末試験及びその他の評価を入れたものを総合 

評価;ただし、教務係への提出は不要） 

学年評価     （前期末評価と後期末評価の総合評価） 

 

申合せ事項 

1) 通年授業において、前期中間、前期末、後期中間の成績は従来どおり（上記評価を）教務に

提出する。ただし、成績評価提出後、60 点未満の学生に対して再試験（複数回も可）を実施

する。その結果、評価が 60 点以上であれば、当該学生の当該成績評価を 60 点に変更する。 

2) 学年末においては、後期末試験後から学年評価提出までの間に、後期末試験の範囲について

のみ再試験を実施して後期末評価を行い、前期末評価と後期末評価を総合評価して学年評価

を提出する。 

3) 成績ファイル（教員手持ち資料、再試験等の答案）は必ず保管する。 

 

    【半期の科目についても同じ主旨で実施、前期末評価が学年評価となる場合がある。】 

 

（出典 学生第一課資料）
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資料５－３－①－５ 単位追認試験の取り扱い 

 

単位追認試験の取り扱いについて〔確認事項〕 

 

 

Ⅰ．１～５年生は，従前どおり，前学年の未修得科目について，現学年の夏季及び 

冬季休業期間中の２回に亘って単位追認試験の受験が可能である。 

 

Ⅱ．４年生は，前学期末評価で未修得となった科目について，当該年度の冬季休業 

期間中，進級後（翌年度）の夏季及び冬季休業期間のうちから，２回に限り単位 

追認試験の受験が可能である。 

 

Ⅲ．５年生は，前学期末評価で未修得となった科目について，当該年度の冬季休業 

期間中の１回に限り単位追認試験の受験が可能である。 

 

Ⅳ．進級及び卒業認定の結果，原学年にとどめられた者は，再度，同一未修得科目 

について，２回に亘って単位追認試験の受験が可能である。 

 

 

 

 

【参考】 

◎学業成績の評価，進級及び卒業の認定に関する規則 

（単位追認試験） 

第４条 前学年の未修得科目をもって進級した者は，現学年の定められた期日に，単位追認試験 

を受けることができる。 

２ 第４，５学年学生は，前学期末評価で未修得となった科目について，当該年度の定められた 

期日に，単位追認試験を受けることができる。 

 

◎教務に関する申し合わせ 

（単位追認試験） 

１．単位追認試験は，原則として，夏季休業期間及び冬季休業期間中に行うものとする。 

２．単位追認試験は，当該科目について２回まで受験することができる。ただし，進級及び卒業

認定の結果，原学年にとどめられた者はこの限りでない。 

 

（出典 学生第一課資料）
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資料５－３－①－６ 進級判定会議資料 

【機械工学科】 課程修了　（進級）　判定資料　　＜学年成績編＞

秋元　誠 瀬戸　薫 宮崎真矢 小田文仁 藤堂最音 上野将貴 津森展子 日比端洋 青山晶子 立野　彰 米田政明 河原　治 増山圭一 佐瀬直樹 本江哲行 白川英観 井澤正樹 大野　崇 寺西恒宣

通年 通年 通年 通年 通年 通年 通年 通年 通年 通年 通年 通年 後期 前期 通年 前期 後期 前期 後期

② ② ② ④ ② ② ② ② ④ ② 2 ② ① ① ② ② ② ① ①

<≦8>

1529 84.9 6 52 16 68 合格 進級 85 98 88 88 94 83 73 73 85 77 91 87 73 87 91 82 88 86
1277 70.9 30 52 16 68 合格 進級 76 64 77 60 65 63 68 75 62 68 63 72 62 88 79 62 86 87
1539 85.5 5 54 16 70 合格 進級 82 98 90 77 95 88 80 70 89 82 80 88 78 81 86 84 81 99 91
1184 65.8 38 52 12 64 4 3 2 合格 進級 67 79 68 64 67 60 62 75 66 62 62 72 51 73 52 66 62 76
1320 73.3 24 50 16 66 2 2 1 合格 進級 68 77 74 75 84 65 70 70 63 58 74 70 61 85 84 75 83 84
1195 66.4 37 50 16 66 2 2 1 合格 進級 70 60 67 61 49 60 60 65 63 63 62 63 82 76 64 75 72 83
1467 81.5 10 54 16 70 合格 進級 85 96 95 82 78 67 91 70 81 70 77 78 92 81 74 80 85 85
1386 77.0 19 54 16 70 合格 進級 82 85 83 70 85 75 72 68 69 69 80 74 69 87 84 75 72 86 81
1360 75.6 21 52 16 68 合格 進級 76 92 82 79 74 60 67 70 76 68 81 65 61 80 76 73 90 90
1299 72.2 27 54 16 70 合格 進級 71 79 82 60 68 73 68 73 73 72 80 63 73 60 86 69 68 78 83
1574 87.4 4 54 16 70 合格 進級 87 99 87 90 88 87 86 75 96 86 80 93 81 82 89 81 81 96 90
1450 80.6 12 52 16 68 合格 進級 70 80 79 82 84 81 66 70 76 64 83 83 96 86 88 77 95 90
1590 88.3 1 54 16 70 合格 進級 80 100 88 86 97 94 90 83 83 78 88 82 93 88 85 84 99 92
1413 78.5 15 52 15 67 1 1 1 合格 進級 88 90 90 71 84 66 77 65 80 79 78 75 54 86 82 68 94 86
1176 65.3 39 54 15 69 1 1 1 合格 進級 61 70 71 60 71 60 67 75 60 62 80 60 61 49 84 71 60 66 68
1426 79.2 13 52 16 68 合格 進級 82 82 78 78 85 74 78 80 77 80 80 77 71 88 71 75 82 88
1413 78.5 15 52 16 68 合格 進級 75 84 87 74 80 74 65 85 79 73 86 75 77 87 79 66 85 82
1319 73.3 25 54 16 70 合格 進級 63 79 76 70 86 81 70 60 64 67 73 73 60 80 76 62 93 86
1325 73.6 22 52 16 68 合格 進級 71 77 85 60 76 64 69 80 74 69 69 64 62 86 80 60 88 91
1323 73.5 23 52 16 68 合格 進級 70 90 71 74 73 60 61 75 66 64 74 72 68 86 78 77 74 90
1575 87.5 3 54 16 70 合格 進級 85 100 92 85 95 93 82 73 89 80 91 86 84 87 84 81 95 93
1403 77.9 17 54 16 70 合格 進級 77 79 88 66 74 68 65 80 77 66 80 79 78 77 84 80 82 94 89
1589 88.3 2 52 16 68 合格 進級 83 100 91 87 93 83 91 83 92 95 85 86 75 87 80 89 97 92
1424 79.1 14 54 16 70 合格 進級 76 90 87 64 82 83 70 75 75 64 80 79 66 79 87 89 70 96 92
1395 77.5 18 54 16 70 合格 進級 75 83 82 84 84 68 69 73 72 63 80 78 78 72 87 78 74 89 86
1480 82.2 9 54 16 70 合格 進級 80 99 86 76 90 77 85 75 83 77 80 78 67 88 85 77 85 92
1493 82.9 8 52 16 68 合格 進級 81 94 89 81 89 82 73 75 82 74 82 73 84 86 87 77 94 90
1521 84.5 7 52 16 68 合格 進級 82 91 88 79 92 89 76 70 76 77 89 86 99 87 73 83 90 94
1264 70.2 33 52 16 68 合格 進級 73 76 75 64 68 62 70 73 61 64 62 64 77 85 79 73 65 73
1278 71.0 29 52 16 68 合格 進級 75 92 82 60 76 60 66 75 64 63 61 67 62 84 74 64 73 80
1216 67.6 35 48 16 64 4 4 1 合格 進級 63 77 67 33 68 74 66 68 60 60 79 71 87 64 61 76 68 74
1310 72.8 26 52 15 67 1 1 1 合格 進級 67 82 81 80 86 60 69 80 68 70 77 68 46 85 69 70 67 85
1215 67.5 36 54 11 65 5 5 3 合格 進級 68 77 81 60 66 60 64 78 76 66 80 64 77 52 80 46 47 73 80
1167 64.8 40 50 12 62 6 6 4 合格 進級 61 71 67 64 70 60 66 73 62 57 73 57 48 71 47 66 77 77
1247 69.3 34 52 14 66 2 2 1 合格 進級 82 69 86 60 72 60 67 75 67 67 75 70 62 63 55 67 76 74
1275 70.8 31 52 16 68 合格 進級 67 82 71 60 77 60 62 80 66 66 73 68 60 84 76 71 67 85
1267 70.4 32 52 16 68 合格 進級 68 72 72 63 70 72 60 75 70 65 61 62 60 86 77 62 80 92
1367 75.9 20 52 16 68 合格 進級 63 75 78 78 97 76 73 68 60 66 83 75 93 85 73 60 80 84
1453 80.7 11 52 16 68 合格 進級 82 97 90 85 87 75 74 83 72 73 85 78 66 87 74 76 87 82
1283 71.3 28 54 16 70 合格 進級 81 91 79 60 68 60 69 70 71 69 80 67 72 68 86 62 72 62 76

76.1 75.0 84.4 81.3 71.3 79.7 71.4 71.4 74.0 73.1 69.8 80.0 76.1 73.3 71.0 83.5 74.7 72.0 82.9 85.0

備考

必修科目
未修得単位数

特
別
活
動

判
　
　
定

実
用
英
検
準
２
級

総
合
英
語

化
 
 

学

当学年科目数

英
語
表
現

修得単位数

<課程修了要件>

一般 専門 計

平
均
点

席
 

次

総
合
点

平　均　点

機
械
製
図
基
礎
Ⅰ

学
籍
番
号

氏　　　名

体
育

計

機
械
工
作
実
習
Ⅰ

平成18年度 ２年
線
形
代
数
学

機
械
製
図
基
礎
Ⅱ

実
用
機
械
数
学

プ
ロ
グ
ラ
ム
概
論

工
業
力
学
Ⅰ

総
合
国
語
Ⅱ

歴
史

倫
理
・
社
会

微
分
積
分
学

機
械
工
作
法
Ⅱ

物
理
学

材
料
学
Ⅰ

 

（出典 学生第一課資料）

 

資料５－３－①－７ 卒業判定会議資料 
【機械工学科】 課程修了　（卒業）　判定資料　　＜学年成績編＞

松井紳一郎 谷口貴都 宮崎真矢 谷口貴都 宮崎真矢 立野　彰 富岡徹久 酒井博恵 三井健一郎 米田政明 磯邉邦夫 寺西恒宣 小川淑方 河原　治 西田　均 西田　均 本江哲行 西田　均 白川英観 新飯田茂 佐瀬直樹 磯邉邦夫 増山圭一 小川淑方 寺西恒宣 西田　均 米田政明 米田政明

河原　治 立野　彰

池田英俊

前期 前期 前期 後期 後期 前期 前期 前期 前期 通年 前期 後期 通年 前期 前期 後期 前期 前期 前期 後期 前期 前期 後期 前期 後期 後期 通年 通年

① 1 1 1 1 1 1 1 1 4 ② ① ⑩ 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2

<75≦> <82≦> <167≦> <≦8> ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

1389 76.5 31 81 87 168 3 合格 卒業 85 70 75 80 55 76 75 90 75 60 85 60 95 71 64 74 77 60 81 71
1618 87.4 8 84 92 176 合格 卒業 88 94 94 79 88 83 86 90 91 80 95 87 96 79 80 72 87 83 81 75 80
1413 81.8 18 85 89 174 合格 卒業 70 75 87 84 74 83 80 85 85 74 78 91 84 78 39 83 77 83 83
1450 78.2 28 86 91 177 合格 卒業 65 80 80 65 60 77 65 81 70 61 69 91 87 68 65 80 64 83 86 74 60
1565 91.0 4 83 92 175 合格 卒業 79 78 91 80 84 95 86 91 84 100 100 96 75 82 64 93 96 89 88
1659 93.0 1 83 90 173 合格 卒業 68 90 97 70 45 87 94 86 96 92 99 100 96 80 88 83 93 97 91 93
1517 86.1 11 83 88 171 2 合格 卒業 80 85 89 80 77 81 83 88 80 100 91 93 86 76 70 86 78 95 82
1639 85.4 12 84 92 176 合格 卒業 80 63 90 88 81 77 83 82 87 74 89 91 91 79 74 78 76 84 82 84 88
1322 73.8 35 83 86 169 2 合格 卒業 80 75 90 80 43 77 60 81 77 60 56 73 80 51 60 70 84 65 79 62
1291 78.5 27 83 88 171 合格 卒業 80 80 77 80 74 71 85 76 68 67 100 88 68 74 80 65 74 69
1615 89.2 5 84 90 174 合格 卒業 73 76 91 81 89 82 99 90 89 65 87 78 91 83 75 84 92 95 85 100
1416 79.2 23 84 84 168 2 合格 卒業 80 85 95 65 67 75 74 73 55 60 84 55 81 73 64 82 83 65 84 89
1450 85.2 13 85 91 176 合格 卒業 73 84 89 76 82 88 80 82 84 56 100 87 83 74 76 81 76 72 87
1132 72.1 37 82 88 170 合格 卒業 70 65 78 19 69 65 80 69 60 74 73 66 60 60 77 77 64 86
1724 91.4 2 84 93 177 合格 卒業 70 92 93 90 96 76 88 88 94 70 92 100 91 76 70 80 74 83 98 92 99
1307 79.4 22 83 89 172 合格 卒業 75 73 87 91 81 77 76 75 64 79 60 95 68 70 81 80 78 73 80
1527 80.1 20 84 91 175 合格 卒業 75 82 91 80 81 78 70 95 73 83 80 60 82 88 75 66 75 83 65 78 62
1327 73.8 36 84 87 171 2 合格 卒業 79 85 87 32 71 73 81 63 60 79 60 81 60 60 78 70 86 60 75 68
1437 77.0 30 85 88 173 2 合格 卒業 80 85 80 60 50 82 74 82 62 66 69 60 82 62 71 86 63 89 60 78 78
1386 76.4 32 84 90 174 合格 卒業 72 70 60 65 73 82 90 83 90 60 70 60 78 75 78 63 87 63 77 73
1323 78.5 26 83 88 171 合格 卒業 70 70 73 77 74 82 81 81 72 63 60 82 53 80 48 88 79 90 81
1625 88.7 6 84 92 176 合格 卒業 82 70 85 79 85 79 97 83 91 82 90 91 88 82 82 81 83 93 89 96
1374 84.1 15 83 88 171 合格 卒業 76 66 75 62 76 88 90 84 82 84 100 90 80 84 87 79 78 83
1491 82.4 17 86 89 175 合格 卒業 80 84 96 87 68 76 87 81 88 71 63 60 88 68 82 65 84 85 75 84
1185 68.5 38 84 85 169 4 合格 卒業 80 85 75 67 69 72 60 81 61 60 70 60 64 37 66 65 60 61 73 80
1331 77.9 29 82 92 174 合格 卒業 68 65 67 0 72 90 75 82 86 64 64 80 76 61 78 64 78 63 86 87
1551 91.2 3 84 90 174 合格 卒業 75 58 83 92 76 100 90 87 80 95 100 94 81 72 83 86 100 91 98
1402 78.6 24 84 91 175 合格 卒業 78 70 78 39 73 93 90 78 69 70 81 73 79 60 84 87 87 70 82 51
1275 78.6 25 84 87 171 合格 卒業 68 75 100 79 79 73 80 85 81 80 55 73 88 56 86 61 67 74
1481 87.3 9 83 90 173 合格 卒業 70 68 88 89 83 96 83 78 63 87 96 89 74 84 66 88 87 89 86
1258 80.5 19 80 88 168 合格 卒業 82 73 77 80 82 81 69 76 84 73 83 70 84 75 84 74 92
1453 85.1 14 83 89 172 合格 卒業 77 65 80 87 81 82 86 81 71 94 91 88 69 82 59 87 75 88 96
1425 88.0 7 84 92 176 合格 卒業 83 72 89 81 90 86 75 83 78 96 89 81 76 74 86 91 86 95
1667 86.8 10 84 92 176 合格 卒業 90 95 100 80 78 86 89 87 85 72 93 82 91 77 75 98 66 86 71 78 75
1228 82.9 16 83 86 169 合格 卒業 88 83 78 80 76 77 84 86 82 90 93 71 74 76 89 85
1274 74.3 34 84 88 172 2 合格 卒業 78 75 75 80 76 87 83 83 61 81 73 74 53 48 72 55 79 60 75 69 80
1414 76.0 33 83 84 167 5 合格 卒業 72 88 96 75 56 78 83 80 75 61 72 60 62 66 67 64 37 88 61 78 75
1414 79.4 21 84 86 170 4 合格 卒業 85 75 95 80 80 78 62 80 76 84 39 60 85 67 60 80 25 63 67 66 87 80
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（出典 学生第一課資料）
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資料５－３－①－８ 授業日程 

平成１８年９月６日

教員各位

教務主事

　このことについて、下記のとおり実施しますので、よろしくお願いします。

９月 学科 専攻科 その他

１ 金
前学期授業再開
あいさつ運動

前学期授業再開 　

２ 土 　

３ 日

 あいさつ運動  

Ⅰ限 夏休み課題テスト（１～３年）　　４，５年は平常授業 平常授業

Ⅱ～Ⅳ限 平常授業 平常授業

あいさつ運動 学位授与申請に係る説明会（第２回）

Ⅰ限短縮 8：50～10：00

Ⅱ限短縮 10：05～11：15

11：25～ 全国高専体育大会等報告会　〔 出欠確認要 〕 11:25～12:00 報告会

Ⅲ限平常 12：50～14：20

Ⅳ限平常 14：30～16：00

６ 水 前学期末試験日割発表 　

７ 木

８ 金

９ 土

１０ 日

１１ 月 補講 補講

１２ 火 補講 補講

１３ 水 前学期末試験 前学期末試験

１４ 木 前学期末試験 前学期末試験

１５ 金 前学期末試験 前学期末試験

１６ 土

１７ 日

１８ 月 敬老の日 敬老の日

１９ 火 前学期末試験 前学期末試験

２０ 水 前学期末試験 前学期末試験

２１ 木 前学期末試験 前学期末試験 　

２２ 金 授業（試験の解答・アンケート） 授業（試験の解答・アンケート）

２３ 土 秋分の日 秋分の日

２４ 日 第125回ＴＯＥＩＣ試験 第125回ＴＯＥＩＣ試験

２５ 月 授業（試験の解答・アンケート） 授業（試験の解答・アンケート）

２６ 火 授業（試験の解答・アンケート） 授業（試験の解答・アンケート）

Ⅰ限平常 授業（試験の解答・アンケート） 授業（試験の解答・アンケート） 8：50～10：20

Ⅱ限平常 10：30～12：00

Ⅲ限平常 　 　 12：50～14：20

14：25～ 大掃除 大掃除 14：25～14：55

Ⅳ限 特活 15:00～ 15：00～16：30 　

２８ 木 授業（試験の解答・アンケート） 授業（試験の解答・アンケート）

２９ 金 臨時休業 臨時休業

３０ 土 9：30～12：10 　  オープンキャンパス

９ 月 の 授 業 日 程 に つ い て

記

４ 月

２７ 水

５ 火

（出典 学生第一課資料）
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資料５－３－①－９ 点表訂正（例） 

 

（出典 学生第一課資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

 成績評価に関する規則を学生便覧に掲載し，必要に応じて学生に対して説明するなど周知を図って

おり，また卒業・進級認定は教員会議において適切に実施している。 

 

 

観点５－４－①： 教育課程の編成において，特別活動の実施など人間の素養の涵養がなされるよ

う配慮されているか。 

（観点に係る状況）  

本校の教育目標 C（人・地球との共生の精神を有した人材の育成）を達成するため，資料 5－1－①

－３で示した３つのサブ目標を掲げている。そこでは学則第 13 条第６項（資料５－４－①－１）に

規定した「特別活動」が大きな位置を占め，その教務規定を学生便覧に明記している（資料５－４－

①－２）。１学年から３学年まではホームルーム（水曜日午後；資料５－４－①－３）及び学校行事，

４，５学年は学校行事を明記し，履修状況による特別活動の評価に合格していることを進級・卒業条

件としている。なお学校行事には合宿研修や県内・県外工場見学があり，参加した学生の作文（資料

５－４－①－４）から将来技術者となる素養を涵養していることがわかる。 

 特別活動のシラバスの例を資料５－４－①－５に示す。 

 また中小企業庁・平成 18 年度高専等活用中小企業人材育成事業「富山県の産業活性化を担うフレ

ッシュエンジニアの独創性や実践力を育成するプログラム」の一環として，若手技術者に自社の概要

や自身の仕事内容などを本校の学生対象に講義をしてもらっている（資料５－４－①－６）。これは

学生にとってもキャリア教育として有益なものであったと評価している（詳細は選択的評価事項Ｂ；

観点Ｂ－１－①を参照）。 

 

 

資料５－４－①－１ 富山工業高等専門学校学則（抜粋） 

 

第 13 条 ６ 第１項に規定するもののほか，特別活動は，第１学年から第３学年まで各学年 30

単位時間以上実施するものとする。 

（出典 学生便覧） 
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資料５－４－①－２ 特別活動 

 

                                  （出典 学生便覧） 
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資料５－４－①－３ 授業時間割 

 

（出典 学生第一課資料）
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資料５－４－①－４ 工場見学に参加した学生の作文 
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（出典 本校広報誌ＴＮＣＴフォーラム）
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資料５－４－①－５ 特別活動（シラバス） 

 
教科目名 特別教育活動 担当教員名 この授業の単位種別・１単位の内訳 

対象学科・学年 全学科・１学年 （○） 履修単位 （  ） 学修単位 

学期・必選・単位 通年・必修・１単位 

授業の形態 講義・その他 

大野 崇 

高越 義一 

中島 栄次 

青山 晶子 

 

50 分授業 ｘ ３０回 

（  ）時間授業 ＋ 

（  ）時間家庭学習 

学習目標（授業のねらい） 
 学級・学年・学生会等の諸活動を通し、相互理解を深め、協力し合うことで、主体的で協調性のある学校生活を送ることに資する。 

授業計画 
第１回 学級での活動① 
第２回 学生総会、学級での活動② 
第３回 学級での活動③ 
第４回 学級での活動④ 
第５回 自転車交通安全講習会、学級での活動⑤ 
第６回 学年集会 
第７回 第１回環境美化活動 
第８回 学級での活動⑥ 
第９回 中間試験に向けて 
第 10 回 前学期中間試験 
第 11 回 北陸地区高専体育大会壮行会 
第 12 回 第１学年特別講演会 
第 13 回 学級での活動⑦ 
第 14 回 夏休み課題テスト 
第 15 回 期末試験に向けて 
第 16 回 前学期末試験 
第 17 回 消防訓練、学級での活動⑧ 
第 18 回 学級での活動⑨ 
第 19 回 第２回環境美化活動 
第 20 回 学級での活動⑩ 
第 21 回 学級での活動⑪ 
第 22 回 学級での活動⑫ 
第 23 回 学級での活動⑬ 
第 24 回 中間試験に向けて 
第 25 回 後学期中間試験 
第 26 回 学級での活動⑭ 
第 27 回 学級での活動⑮ 
第 28 回 学級での活動⑯ 
第 29 回 学級での活動⑰ 
第 30 回 学級での活動⑱ 
第 31 回 学級での活動⑲ 
第 32 回 期末試験に向けて 
第 33 回 後学期末試験 
第 34 回 学級での活動⑳ 

内容 
自己紹介、学級役員の紹介、日直と清掃の仕方の説明、清掃 
総会出席、学科長訓話、合宿研修の班決め、清掃 
合宿研修（スポレク）の話し合い①、志望動機アンケート、清掃 
合宿研修（スポレク）の話し合い②、生活実態調査、清掃、個人面談 
講習会出席、球技大会の班決め、清掃、個人面談 
合宿研修の 終確認、清掃 
美化活動参加 
進路（就職・編入）状況に関する説明、清掃 
受験上の注意、清掃 
 
壮行会出席、席替え、清掃 
講演会出席、清掃 
保護者懇談会の説明、夏休みの過ごし方に関する注意、清掃 
課題テスト受験、清掃 
受験上の注意、清掃 
 
訓練参加、後学期学級役員決定、清掃 
席替え、清掃、個人面談 
美化活動参加、個人面談 
志峰祭の話し合い①、清掃 
志峰祭の話し合い②、清掃 
教育後援会主催講演会に関する説明、清掃 
 
受験上の注意、清掃 
 
席替え、清掃 
学科長訓話、清掃 
冬休みの過ごし方に関する注意、清掃、個人面談 
学級文集作り①、清掃 
学級文集作り②、清掃 
進級判定に関する説明、清掃 
受験上の注意、清掃 
 
春休みの過ごし方に関する注意、私物の撤去、清掃 

【学習・教育目標】  

【関連科目】 特になし 

【教科書・教材 
および参考書】 

学生便覧、高専だより、合宿研修のしおり、その他配布資料 

【履修上の注意等】 
参加姿勢や活動内容、欠課時数により学級担任が評価する。不合格の場合は進級できない。 
特活関連行事（ホーム・ルーム、学校行事）は水曜日以外にも行われることがある。 

【科目の達成目標】 【評価方法と基準】 

学習目標をよく理解し、学校生活で実践することができる 合格または不合格 

 

（出典 学生第一課）
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資料５－４－①－６ 特別活動の実施例 

 

教授体験日程表

10月11日 11月15日 11月22日 12月20日

相馬　優 酒井秀太
斎藤製作所 ＳＴプロダクツ

加藤卓也 山澤幸雄
日本海ガス 藤堂工業

宮内大輔
斎藤製作所

谷川洋平
日本海ガス
瀬山篤志
シキノハイテック
二口　繁
北電情報シス
太田光則
斎藤製作所
木谷　哲
北電情報シス

柴田聡英
朝日印刷
高柳芳朗
シキノハイテック
田中清勝
立山科学
中山　彰
立山科学

３Ｋ（田畑）

２Ｋ（宮崎）

３Ｍ（水野）

３Ｅ（高田）

３Ｃ（松田）

２Ｃ（峰本）

１Ｍ（増山）

１Ｅ（冨田）

１Ｃ（冨永）

１Ｋ（藤堂）

２Ｍ（日比）

２Ｅ（津森）

 

（出典 学生第一課）

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

教育目標Cで人間形成について明確に定めており，特別活動や講演会等の学校行事を通じて学生の

人間性や技術者としての生き方などを涵養する体制になっている。 
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観点５－４－②： 教育の目的に照らして，生活指導面や課外活動等において，人間の素養の涵養

が図られるよう配慮されているか。 

（観点に係る状況）  

本校の学習目標 C（資料１－１－①－５）を達成するためには，自信，好奇心，計画性，自制心，

仲間意識，意思疎通能力，協調性などの人間素養の涵養が必要である。それを生活指導面及び課外活

動等を通して涵養している。 

学生の生活指導面については，学生主事・主事補からなる学生委員会（資料５－４－②－１，２）

が中心となり，学級担任と協力して行っている。例えば，始業式・終業式等で行う校長，教務主事，

学生主事等の訓話及び所管事項説明（資料５－４－②－３）は も大きな指導であるが，特別活動の

時間に行う担任及び学科長等の話も学生には直接的で有意義なものとなっている。また学生が人間形

成をしていく中での不安や悩みに対しては，学生相談室担当教員（資料５－４－②－４），学外カウ

ンセラー，精神科医（資料５－４－②－５）が対応している。一方，また平成 18 年度に実施された

種々の講演会等の一覧を資料５－４－②－６に示す。本校で開催される講演会等では，「交通問題」，

「エイズ」，「ものづくり」などに関するテーマで，学生生活や人間としての成長に関することを，

学外の講師に依頼し，講演を行っている。 

課外活動については，体育系クラブ 15，文科系クラブ 11 の全クラブ活動に顧問教員を配置（資料

５－４－②－７）し，技術指導，活動上の注意等（資料５－４－②－８），大会引率（資料５－４－

②－９）などを義務づけている。クラブ活動は活発に行われており，その成果として，体育系クラブ

は毎年多くの競技において全国高専体育大会に出場している。また文化系クラブは，ロボットコンテ

ストやプログラミングコンテストへの参加を始め，囲碁・将棋部が全国高専将棋大会を始め，高校の

部の大会においても優秀な成績を収めている（資料５－４－②－１０）。 

一方，学生会活動は学生委員会の指導の下に学生会が中心となり，高専祭（志峰祭），球技大会，

環境美化活動，献血ボランティア，リーダー研修会などの学校行事を積極的に進めている。 

本校の教育目標に「共生の精神」を挙げており，これは持続可能な社会の構築，特に省エネルギー

に配慮できる人材を育成することである。本校では本年５月に環境活動レポート（資料５－４－②－

１１）を発表し，エコアクション２１の申請を本年５月にしたところである。このエコアクション２

１を継続的に認定されていくために学生の参加も得ることとし，学生の代表である学生会会長及び寮

生会総代を環境担当者とすることにより，省エネルギーについて学生の意識を高めるように配慮して

いる。 
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資料５－４－②－１ 学生委員会規則 

 

富山工業高等専門学校学生委員会規則 

 

制定 昭４０．１１． １ 

 

（目的） 

第１条 富山工業高等専門学校における学生の厚生補導に関する重要事項を審議するた 

め，学生委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（審議事項） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

（１）学生の補導に関すること。 

（２）学生の福利厚生に関すること。 

（３）入学料及び授業料の免除に関すること。 

（４）課外活動に関すること。 

（５）健康管理及び保健衛生に関すること。 

（６）奨学生の推薦に関すること。 

（７）「富山高専だより」に関すること。 

（８）学生会に関すること。 

（９）その他厚生補導に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

（１）校長補佐（学生主事） 

（２）学生主事補（６名） 

（３）学生課長 

（会議） 

第４条 委員会に委員長を置き，校長補佐（学生主事)をもって充てる。 

２ 委員長は，必要に応じて委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは，委員長があらかじめ指名した委員が，その職務を代行する。 

４ 委員長は，委員会における審議事項を総括調整し，校長に報告する。 

５ 委員会は，専門的事項を調査検討するため，「富山高専だより」編集専門部会を置く 

ほか，必要に応じて他の専門部会を置くことができる。 

６ 専門部会に関し必要な事項は委員会が別に定める。 

第５条 委員会（専門部会を含む。）は，必要に応じて委員以外の者の出席を求めて，そ 

の意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第５条 委員会に関する事務は，学生課において処理する。 

 

                                （出典 本校規則集）
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資料５－４－②－２ 学生委員会担当指導一覧 

 

学生委員会担当指導一覧

学校行事関係
２年生合宿研修
教員クラブ活動引率回数調査
クラブ顧問希望調査
学園祭進捗打合会議
自転車安全講習会（年１回）
自動車安全講習会(年１回）
特別講演会（年２回）
全国大会出場者壮行会

クラブ活動関係
技術上達研修会
安全対策指導
クラブ長会議指導（月１回）
大会出場成績報告書作成指導
全校集会でのクラブ紹介
各部一斉清掃
文化祭模擬店出店指導（屋台・おばけ屋敷など）

学生会関係
執行部リーダー研修会（講師招へい講演会を含む）
学生総会
献血運動指導
献血ボランティア指導
学校内花いっぱい運動指導
ロボコン応援募集指導
クラブ見学ツアー指導
全校球技大会
クラブ対抗球技大会
高専祭（志峰祭）実施指導

その他
クラブ活動必要物品の援助
盗難・紛失届
昼休み時間帯の体育館・グランドの開放
学生食堂・売店のメニュー等要望調査
意見箱の設置

 

 

 

（出典 学生委員会）
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資料５－４－②－３ 始業式次第 

 

 

始 業 式 次 第 

 

日  時：４月６日（金） ９時１０分から 

 

場  所：第一体育館 

 

内  容 

  １．始業式              （司会・進行：高熊教務主事補） 

 

（１）校長訓話 

（２）校長から新任教員の紹介 

いしぐろ みのる 

石黒 農〔機械工学科 助教〕 

 

（３）主事所管事項 

教務主事 

学生主事 

    （４）学生表彰 

   第４回全国高等専門学校選抜弓道大会        こにし なほ 

    個人競技 女子の部 第１位 物質工学科２年 小西 菜穂 

始業式終了 

 

２．対面式 

新入生代表 機械工学科 大丸 祥平（ダイマル ショウヘイ） 

在学生代表 学生会長  小林 辰徳（コバヤシ タツノリ） 

 

 

（出典 学生第一課資料）
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資料５－４－②－４ 学生相談室規則 

 

富山工業高等専門学校学生相談室規則 

制定 平 14．2．13 

 (設置） 

第１条 富山工業高等専門学校に学生相談室(以下「相談室」という。）を置く。 

 (業務） 

第２条 相談室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

（１） 学生生活において起因した諸問題の相談及び助言に関すること。 

（２） 精神衛生上の相談及び助言に関すること。 

（３） その他、学生相談に関すること。 

 (室長等） 

第３条 相談室に室長及び相談員を置き、教員のうちから校長が任命する。ただし、相談員を任

命    するに当たって、校長は室長に意見を聞くものとする。 

２ 室長は、相談室の業務を掌理する。 

３ 相談員は、室長の職務を補佐し、相談室の業務に従事する。 

４ 室長及び相談員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

(会議) 

第４条 相談室の運営及び業務を円滑に行うため、室長及び相談員から組織する相談室連絡会議

(以下「会議」という。）を置く。 

２ 会議は、室長は召集し、その議長となる。 

 (校長への報告） 

第５条 室長は、相談室の運営状況について、必要に応じて校長に報告しなければならない。 

 (関係職員との連携） 

第６条 相談室は、必要に応じて、学生主任、学級担任及び関係職員と緊密な連携の下に業務を

行うものとする。 

 (秘密の保持) 

第７条 室長及び相談員は、業務を処理する上で知り得た個人の秘密を厳守しなければならな

い。 

 (事務) 

第８条 相談室の事務は、学生課において処理する。 

 (その他） 

第９条 この規則に定めるほか、相談室に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（出典 本校規則集） 
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資料５－４－②－５ 学生相談室 

 

平成１８年４月

学生のみなさんへ 
 

『学 生 相 談 室』って何？ 

 
学生相談室は、みなさんが学校生活の中で出会う色々な問題について、私たち相談員がみなさんの

お話をじっくり聴きながら、みなさんが自分にとって良いと思える答えを見つけられるよう、考える

お手伝いをする場所です。 
ちょっと気にかかること、不安や心配、一人で抱え込むには重すぎると感じることなど、なんでも

結構です。みなさんから受けた相談内容については固く秘密を守ります。私たち相談員を信じてくだ

さい。できるかぎりみなさんの力になりたいと思っています。 
学生相談室長 物質工学科  川淵 浩之

相談の方法 

（１） 下表の時間帯に相談員が相談室にいます。 

（２） 相談員の部屋を訪ねてください。 

（３） 相談員の部屋に電話してください。 

（４） 相談員の部屋に E-mail を送ってください（主に相談の予約に使ってください）。 

 

スケジュール（H18 前期） 

 学生相談室 開室：授業期間中の放課後毎日 

        閉室：定期試験中、夏冬春の長期休み中 

                   （長期休み中は、密田先生、細川先生もお休みです） 

月 水 金

13:00 専門医 カウンセラー

ホソカワ  クニヒト
＊教員室(３階) ミツダ  ヒロコ

細川 邦仁 先生 で開室します↓ 密田 博子 先生

15:00 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員

カワハラ  オサム イワイ  マサオ ニシ   トシユキ ミヤザキ  シンヤ カワフチ  ヒロユキ

河原　治 先生 岩井 正雄 先生 西　敏行 先生 宮崎 真矢 先生 川淵 浩之 先生

機械工学科 環境材料工学科 月１回 電気工学科 一般科目 毎週木曜日 物質工学科

tel t el 第２火曜日 t el tel に来校され t el
mail mail に来校され mail mail ます mail

17:00 ます

↓ ↓

火 木

  
ｎ 細川先生、密田先生への相談は、保健室の家城看護師に予約してください。 

学生相談室の場所はここです 

学生玄関 学 生
相談室

 教 務
管理室

学生課

電気工学科へ　 　

保健室

WC

WC

 
（出典 学生第一課資料）
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資料５－４－②－６ 平成１８年度講演会等一覧 

 

所管・演題等 講演者 開催日 対象 備考

長岡技術科学大学説明会 工学部機械系教授 4月13日 ５年，専攻科生

豊橋技術科学大学説明会 機械システム工学系助教授 4月20日 ５年，専攻科生

岡山大学説明会 工学部物質応用化学科教授 4月21日 ５年，専攻科生

長岡技術科学大学説明会 工学部環境・建設系教授 4月26日 ５年，専攻科生

大阪大学説明会 工学研究科電気電子情報工学専攻教授 4月27日 ５年，専攻科生

長岡技術科学大学就学支援説明会 工学部電気系教授 4月27日 専攻科生

交通安全講習会（自転車） 富山中央警察署交通第1課 5月10日 １年生

5月18日

12月11日

京都工芸繊維大学説明会 先端ファイブロ科学分野教授 5月22日 専攻科生

6月12日

6月19日

特別講演会（出会い系サイトの害と非行について） 富山中央警察署　少年警察補導員 6月28日 １年生

国民年金教室（講演会） 富山社会保険事務局　年金広報専門員 9月22日 ５年，専攻科生

特別講演会（エイズ・性感染症の予防について） 富山保健所　職員 9月27日 ２年生

富山県中小企業団体中央会主
催　　　　記念特別講演会
「世界/夢/志/挑戦」

本田技研工業（株）
取締役相談役

11月10日 機械，電気工学科（４，５年，専攻科生）

就職ガイダンス （株）毎日コミュニケーションズ京都支社 11月22日 ４年，専攻科１年

寮教養講座 富山高専カウンセラー 12月7日 寮生全員

長岡技術科学大学説明会 生物系助教授 12月11日 ４年生

青年海外協力隊特別説明会 ＪＩＣＡ国際協力員 12月19日 全学生

東京工業大学説明会 理工学研究科物理学専攻助教授 1月17日 専攻科生

同窓会主催講演会
「もの造りの面白さと楽しさ」

東洋ゴム工業（株）兵庫事業所
グループリーダー

1月17日 ４年生

特別講演会
「当社のモノ造りへのこだわり」

田中精密工業（株）
代表取締役社長

1月22日 ３年生 　

就職支援講座 ヤングジョブとやま 1月24日 ３年生

特別講演会
「電気系ものつくり入門」

ものつくり大学製造技能工芸学
科　　　　　　　　　　助教授

1月26日 電気工学科（３，４年生）

発明啓発セミナー
「身近な知的財産権」

（株）ＰＦＵマネジメントグループ
法務・知的財産権部長

1月31日 ２年生

リーダー研修会講演会
（青年海外協力隊特別説明会）

ＪＩＣＡ国際協力員 3月7日 リーダー研修会文化系サークルリーダー

リーダー研修会　講演会 富山健康科学専門学校　専任講師 3月7日 リーダー研修会体育系サークルリーダー

４，５年生及び専攻科生 自動車等使用者

平成１８年度 講演会等実施状況一覧表

特別講義「技術と環境」
田中精密工業（株）
常務取締役

専攻科生

第１，２回交通安全講習会（自動車） 富山中央警察署交通第１課

（出典 学生第一課資料）
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資料５－４－②－７ クラブ顧問等名簿 

 

（体育系）

クラブ名

陸上競技部 ○ 本江　哲行， 増山　圭一，　 鳥山　成一

サッカー部 ○ 峰本　康正， 川淵　浩之， 高越　義一， 岡根　正樹， （角　俊雄）， 《小川　淑方》

野球部 ○ 井上　誠， 白川　英観， 池田　英俊，

森田　康文， 高橋　勝彦， 池田　愼治， 金子　慎一郎

柔道部 ○ 河原　治， 畔田　博文， 間中　淳， 〔高熊　哲也〕， 松井　紳一郎

弓道部 ○ 冨田　尚， 後藤　道理， 河合　孝恵

剣道部 ○ 青山　晶子， (立野　彰)， 長　弘基

バレーボール部 ○ 《亀田　悦正》， 太田　孝雄

バスケットボール部 ○ 宮崎　真矢， 中島　栄次， 喜多　正雄

ラグビーフットボール部 ○ 〔大野　崇〕， 石黒　農， 日比　端洋

バドミントン部 ○ （安田　賢生）， 高田　英治， （米谷　正）

テニス部 ○ 佐瀬　直樹， （磯邉　邦夫）， 桑原　道夫

ハンドボール部 ○ 冨永　雅 （秋元　誠）， 椎名　徹，

水泳部 ○ 小田　文仁， （高廣　政彦）

卓球部 ○ 瀬戸　薫， 津森　展子

ソフトテニス同好会 ○ 大野　崇　

（文化系）

クラブ名

ブラスバンド部 ○ 坂本　佳紀， 〔藤堂　最音〕

軽音楽部 ○ 藤堂　最音， 〔坂本　佳紀〕

美術部 ○ 八木　俊樹

メカテック部 ○ 佐藤　圭祐， 〔池田　英俊〕， 〔井澤　正樹〕， 〔長　弘基〕

茶道部 ○ （櫻井　豊）

グローバルアクト部 ○ （丁子　哲治）

囲碁・将棋部 ○ 高熊　哲也， 《岩井　正雄》

コンピュータ部 ○ 藤崎　明広

写真部 ○ 西田　均

鉄道部 ○ 〔佐藤　圭祐〕

ピアノ部 ○ 〔山腰　等〕

（巡回学生指導班）

○ 秋元　誠 水野　正孝， （松田　重生）， 山腰　等， （寺西　恒宣）

井澤　正樹， 西　敏行， 田畑　勝弘， 袋布　昌幹

１．クラブ顧問及び巡回学生指導班は，３年毎に希望を調査して見直す。

２．定年退職１年前の教員はクラブ顧問から除くことができる。《　》内は、了解顧問

３．○印の教員は連絡責任者とする。（そのクラブ内で決めてもらう。）

４．（　　）内は，五主事、学科長及び専攻科長の教員

平成１９年度クラブ顧問等名簿

平成１９年４月１日

顧　問　教　員

顧　問　教　員

 

（出典 学生第一課資料）
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資料５－４－②－８ クラブ顧問への通知 

平成18年7月12日

クラブ顧問　各位

学　生　主　事

　　平成１７年度リーダー研修会（平成１８年３月８日実施）の際に要望のありました部活動に対する

補助について、本年度以下のとおり実施しますので、お知らせします。

　　ついては、補助の必要なクラブは下記調査票に必要事項を記入の上、７月２０日(木）までに、

学生課へ提出願います。

記

１．対象部及び同好会　　別紙のとおり

２．要求限度額　　１クラブにつき１５，０００円（消耗品に限る）

３．その他　　下記調査票にカタログを添付すること。

以上

顧問氏名 印

部名称： 代表者(学生）学年・学科・氏名

年 学科 氏名

個　　数 備　　　考

1

2

3

4

部活動必要物品（消耗品）の補助について（通知）

切り取り線

部活動必要物品調査票

合計金額

品　　名 金　　　額

 

（出典 学生第一課資料）
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資料５－４－②－９ 大会引率（平成１８年４月分抜粋） 

 

職名 氏名 クラブ名 活動内容 場所（県内）
平成18年4月2日 日 休日 助教授 峰本康正 サッカー 試合監督 岩瀬スポーツ公園
平成18年4月2日 日 休日 助教授 日比端洋 ラグビー 練習指導 富山西高校
平成18年4月5日 水 勤務日 助教授 畔田博文 柔道 練習引率 富山第一高校
平成18年4月5日 水 勤務日 助教授 後藤道理 弓道 記録会引率 県営富山弓道場
平成18年4月8日 土 休日 講師 増山圭一 陸上 記録会引率 高岡市営城光寺運動公園陸上競技場

平成18年4月9日 日 休日 助教授 日比端洋 ラグビー 練習指導 富山西高校
平成18年4月13日 木 勤務日 教授 秋元誠 ハンドボール 会議出席 高岡商業高校
平成18年4月15日 土 休日 教授 瀬戸薫 卓球 大会引率 富山県総合体育センター

平成18年4月15日 土 休日 講師 森田康文 野球 練習試合引率 雄山高校
平成18年4月15日 土 休日 助教授 池田愼治 野球 練習試合指導 雄山高校
平成18年4月15日 土 休日 助教授 井上誠 野球 練習試合指導 雄山高校
平成18年4月15日 土 休日 助教授 畔田博文 柔道 練習引率 富山第一高校
平成18年4月15日 土 休日 助教授 日比端洋 ラグビー 練習指導 富山西高校
平成18年4月16日 日 休日 教授 川淵浩之 サッカー 試合監督 五福グランド
平成18年4月17日 月 勤務日 助教授 井上誠 野球 総会出席 富山県市町村会館
平成18年4月18日 火 勤務日 助教授 冨田尚 弓道 総会出席 高志会館
平成18年4月18日 火 勤務日 助教授 畔田博文 柔道 会議出席 富山第一高校
平成18年4月19日 水 勤務日 助手 長弘基 剣道 代表者会議出席 富山東高校
平成18年4月22日 土 休日 助教授 宮崎真矢 バスケットボール 大会引率 南砺市福野体育館
平成18年4月22日 土 休日 助手 喜多正雄 バスケットボール 大会引率 南砺市福野体育館
平成18年4月22日 土 休日 助教授 後藤道理 弓道 大会引率 県営富山弓道場
平成18年4月22日 土 休日 助教授 河合孝恵 弓道 大会引率 県営富山弓道場
平成18年4月22日 土 休日 講師 河原治 柔道 大会引率 県営富山武道館
平成18年4月23日 日 休日 講師 河原治 柔道 大会引率 県営富山武道館
平成18年4月22日 土 休日 助手 間中淳 柔道 大会引率 県営富山武道館
平成18年4月22日 土 休日 助教授 畔田博文 柔道 大会引率 県営富山武道館
平成18年4月23日 日 休日 助教授 畔田博文 柔道 大会引率 県営富山武道館
平成18年4月23日 日 休日 助教授 日比端洋 ラグビー 練習指導 富山西高校
平成18年4月22日 土 休日 助教授 青山晶子 剣道 大会引率 小杉総合体育センター

平成18年4月23日 日 休日 助教授 青山晶子 剣道 大会引率 小杉総合体育センター

平成18年4月22日 土 休日 教授 秋元誠 ハンドボール 大会引率 氷見市ふれあいスポーツセンター

平成18年4月23日 日 休日 助教授 椎名誠 ハンドボール 大会引率 氷見市ふれあいスポーツセンター

平成18年4月23日 日 休日 助教授 井上誠 野球 大会引率 魚津運動公園桃山野球場

平成18年4月23日 日 休日 教授 高橋勝彦 野球 大会引率 魚津運動公園桃山野球場

平成18年4月23日 日 休日 講師 森田康文 野球 大会引率 魚津運動公園桃山野球場

平成18年4月25日 火 勤務日 助教授 小田文仁 水泳 会議出席 高岡商業高校
平成18年4月29日 土 休日 助教授 後藤道理 弓道 大会引率 県営富山弓道場
平成18年4月29日 土 休日 助教授 河合孝恵 弓道 大会引率 県営富山弓道場
平成18年4月29日 土 休日 助教授 日比端洋 ラグビー 練習指導 富山西高校
平成18年4月30日 日 休日 助教授 日比端洋 ラグビー 練習指導 富山西高校
平成18年4月30日 日 休日 教授 安田賢生 バドミントン 大会引率 高岡市竹平記念体育館

平成18年4月30日 日 休日 助教授 高田英治 バドミントン 大会引率 高岡市民体育館

実施年月日

 

（出典 学生第一課資料）
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資料５－４－②－１０ クラブ活動成績 
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（出典 本校広報誌 TNCT フォーラム）
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資料５－４－②－１１ 環境活動レポート 
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（出典 管理課資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

教育目標Cの達成のために生活指導や課外活動が行われ，人間，特に技術者としての素養が涵養さ

れるように配慮されている。 

 

 

＜専攻科課程＞ 

観点５－５－①： 準学士課程の教育との連携を考慮した教育課程となっているか。 

（観点に係る状況） 

基準１でも述べたとおり，準学士課程と専攻科課程の教育目標について，教育目標A，B，Cは両課

程とも同じであり，サブ目標は資料５－５－①－１のように対応している。また専攻科の目標（資料

５－５－①－２）にもあるとおり，専攻科は準学士課程卒業生を主たる学生とし，それを前提として

組織された教育課程であり，連携は必然のものである。準学士課程にはなく，専攻科課程にあるサブ

目標は「A-2 工学５分野の基礎知識」である。このサブ目標は，専攻科課程において，自分の専門と

する分野以外の幅広い知識を身に付けた技術者の育成を目標にしているからである。 

このように準学士課程と専攻科課程のサブ目標は７年一貫教育するために連携のとれたものになっ

ており，その目標を達成するための教育課程についても資料５－５－①－３に示すとおり連携を考慮

したものになっている。 

また，専攻科シラバスの中の関連科目欄には，準学士課程の授業科目が明記されていることから，

授業科目の内容についても，専攻科課程が準学士課程と連携していることは明らかである（資料５－

５－①－４）。 
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資料５－５－①－１ サブ目標の対応 

 

 （出典 学生第一課資料）
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資料５－５－①－２ 専攻科課程各専攻の教育目標 

  

 専攻科課程 

本科で修得した基礎学力をベースとして、それぞれのより高度な専門科目を学習するとともに、演習、

実験、研究を通じてこれらを修得し、自主的に新技術が開発できる技術者を育成する。また学科を越えた

専門および一般科科目を学習・修得し、それらを融合、複眼的な広い視野を有し、学際的分野における問

題点の摘出と問題解決能力を備えた技術者を育成する。さらに、技術が社会や自然に影響することを考慮

し、人や地球との共生の精神を有し、技術者倫理を尊重できる技術者を育成する。 

 

機械・電気システム工学専攻 

機械工学科・電気工学科で修得した基礎学力をベースとして、それらを高度化するのみならず、解析力

を高めるための応用解析学やシミュレーション工学、機械・電気エネルギーシステム設計に必要な計測・

制御、エネルギー変換工学、学際領域であるロボット工学等の講義を行います。また機械・電気システ

ム、メカトロニクス等の分野を含む教育研究体系を整え、開発能力を有した創造的技術者を育成する。 

 

機能材料工学専攻 

物質工学科・環境材料工学科で修得した基礎学力をベースとして、それらを複合化するのみならず、基

礎的解析力を高めるための物質構造論、新素材及び機能性材料の開発に必要な材料プロセス工学、材料機

能学等を修得する。また、学際領域である材料反応工学、機能性高分子材料等の分野を含む教育研究体系

を整え、開発能力を有した創造的技術者を育成する。 

 

                                  （出典 学生便覧） 
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資料５－５－①－３（１） 授業科目の流れ（機械工学科→機械・電気システム工学専攻） 
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（出典 学生第一課資料）
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資料５－５－①－３（２） 授業科目の流れ（電気工学科→機械・電気システム工学専攻） 
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（出典 学生第一課資料）
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資料５－５－①－３（３） 授業科目の流れ（物質工学科→機能材料工学専攻） 
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（出典 学生第一課資料）
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資料５－５－①－３（４） 授業科目の流れ（環境材料工学科→機能材料工学専攻） 
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（出典 学生第一課資料）
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資料５－５－①－４ 準学士課程科目と関連した専攻科科目（例） 

 

（出典 学生第一課資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

準学士課程と専攻科課程は，教育目標，授業科目体系ともに連携しており，一貫した教育が行える

教育課程になっている。 

 

 

観点５－５－②： 教育の目的に照らして，授業科目が適切に配置（例えば，必修科目，選択科目

等の配当等が考えられる。）され，教育課程の体系性が確保されているか。また，

授業の内容が，全体として教育課程の編成の趣旨に沿って，教育の目的を達成す

るために適切なものになっているか。 

（観点に係る状況）  

専攻科課程の教育目標達成のために，各サブ目標に対応した授業科目等を資料５－５－②－１に示

す。専攻によらず，語学・自然科学等の基礎科目に加え，基礎工学の知識・能力を教育するための両

コース共通の科目を必須科目として配置，専門科目については，より専門的・応用的な科目を選択科

目として配置している。各専攻の教育課程表（資料５－５－②－２）に示すとおり授業科目は適切に

配置されており，授業科目系統図（資料５－５－①－２）からも体系性は確保されている。 

それぞれの授業内容について，例えば「英語Ⅱ」（共通科目，必修科目，２単位）の授業内容（資

料５－５－②－３）は，英語コミュニケーション力をつけるものとなっている。 
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資料５－５－②－１（１）各教育目標のサブ目標に対応した授業科目 

（機械・電気システム工学専攻） 
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（出典 学生第一課資料）
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資料５－５－②－１（２）各教育目標のサブ目標に対応した授業科目 

（機能材料工学専攻） 
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（出典 学生第一課資料）
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資料５－５－②－２ 専攻科教育課程表（一般科目） 

１年前 １年後 ２年前 ２年後

日 本 文 学 2 2

日 本 近 代 経 済 史 2 2

思 想 文 化 史 2 2

○ 環 境 社 会 学 2 2

○ 英 語 Ⅰ 2 2

○ 英 語 Ⅱ 2 2

英語コミュニケーションⅠ 2 2 　

英語コミュニケーションⅡ 2 　 2

16 4 4 2 6

※ ○印　必修科目

別表第３

区分 授　業　科　目 備　　考単位数
学　年　別　配　当

教　　育　　課　　程　　表

〔一般科目〕 （平成１８年度入学生以降）

　　　　　　　　修　得　単　位　　　　　　一般科目として８単位以上修得

一
般
科
目

一
般

外
国
語

一般科目　開設単位　小計

（出典 学生便覧） 
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資料５－５－②－２ 専攻科教育課程表（機械・電気システム工学専攻） 

１年前 １年後 ２年前 ２年後

応 用 解 析 学 2 2

量 子 論 2 2

エ ネ ル ギ ー 論 2 2

計 測 ・ 制 御 2 2

物 質 構 造 論 2 2

○ 環 境 工 学 2 2

プ ロ グ ラ ミ ン グ 演 習 1 1

生 物 工 学 2 2

移 動 現 象 論 2 　 2

材 料 物 性 工 学 Ⅰ 2 2

○ 工 学 倫 理 2 2

基 礎 工 学 力 学 2  2

○ 技 術 と 環 境 2 2

工 業 数 学 2 2

○ イ ン タ ー ン シ ッ プ 2 2

○ 特 別 演 習 2 2

○ 特 別 実 験 2 2

（共 通科 目開設 単位 計） 33 11 12 6 4

振 動 エ ネ ル ギ ー 工 学 2 2

応 用 精 密 加 工 学 2 2

メ カ ト ロ ニ ク ス 2 2

シミュレーション工学演習 1 1

ロ ボ ッ ト 工 学 演 習 1 1

エ ネ ル ギ ー 機 械 演 習 1 1

流 体 工 学 特 論 2 2

熱 工 学 特 論 2 　 2

弾 塑 性 力 学 2 2

振 動 工 学 特 論 2 2

パ ワ ー エ レ ク ト ロ ニ ク ス 2 2

デ ジ タ ル 信 号 処 理 2 2

電 子 物 性 論 2 2

薄 膜 工 学 2 2

電 磁 波 工 学 2 2

機械・電気システム工学特論 2 2 集中講義

○ 機 械 ・ 電 気 シ ス テ ム 工 学 特 別 研 究 14 2 2 6 4

（専 攻科 目開設 単位 計） 43 10 8 11 14

76 21 20 17 18

92 25 24 19 24

※　○印  必修科目

一般・専門科目  修得単位  合計

区 分

６２    単    位    以    上    修    得

専
　
　
　
　
門
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

共
 

通
 

科
 

目

専
　
　
　
攻
　
　
　
科
　
　
　
目

専門科目  開設単位    小計

修    得    単    位                    専門科目として５４単位以上修得

一般・専門科目  開設単位  合計

授    業    科    目

教　　育　　課　　程　　表

  専門科目〔機械・電気システム工学専攻〕 （平成１９年度入学生以降）

備    考単位数
学      年      別      配      当

 

（出典 学生便覧）
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（機能材料工学専攻） 

１年前 １年後 ２年前 ２年後

応 用 解 析 学 2 2

量 子 論 2 2

エ ネ ル ギ ー 論 2 2

計 測 ・ 制 御 2 2

物 質 構 造 論 2 2

○ 環 境 工 学 2 2

プ ロ グ ラ ミ ン グ 演 習 1 1

生 物 工 学 2 2

移 動 現 象 論 2 　 2

材 料 物 性 工 学 Ⅰ 2 2

○ 工 学 倫 理 2 2

基 礎 工 学 力 学 2 　 2

○ 技 術 と 環 境 2 2

工 業 数 学 2 2

○ イ ン タ ー ン シ ッ プ 2 2

○ 特 別 演 習 2 2

○ 特 別 実 験 2 2

（共 通科 目開設 単位 計） 33 11 12 6 4

反 応 化 学 2 2

機 能 材 料 物 理 化 学 2 2

材 料 機 能 学 2 2

機 器 分 析 特 論 2 2

無 機 材 料 特 論 2 2

物 理 化 学 特 論 2 2

機 能 性 高 分 子 材 料 2 2

精 密 有 機 合 成 化 学 2 2

生 物 質 機 能 概 論 2 2

天 然 物 化 学 2 2

金 属 加 工 学 2 　 2

材 料 プ ロ セ ス 工 学 2 2

材 料 物 性 工 学 Ⅱ 2 2

複 合 材 料 工 学 2 　 2

機 能 材 料 工 学 特 論 2 2 集中講義

○ 機 能 材 料 工 学 特別 研 究 14 2 2 6 4

（専 攻科 目開設 単位 計） 44 10 8 12 14

77 21 20 18 18

93 25 24 20 24

※　○印  必修科目

専門科目  開設単位    小計

修    得    単    位                    専門科目として５４単位以上修得

一般・専門科目  開設単位  合計

一般・専門科目  修得単位  合計 ６２    単    位    以    上    修    得

共
 

通
 

科
 

目
専
　
　
　
　
門
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

専
　
　
　
攻
　
　
　
科
　
　
　
目

教　　育　　課　　程　　表

（平成１９年度入学生以降）

単位数授    業    科    目 備    考

  専門科目〔機能材料工学専攻〕
学      年      別      配      当

区 分

 

（出典 学生便覧）
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資料５－５－②－３ 英語Ⅱシラバス 

 

  

（出典 シラバス）
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（分析結果とその根拠理由）  

 専攻科課程の教育目標を達成するために，サブ目標に対応した授業科目を配置している。 

 

 

観点５－５－③： 学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応した教育課程

の編成（例えば，他専攻の授業科目の履修，他高等教育機関との単位互換，イン

ターンシップによる単位認定，補充教育の実施等が考えられる。）に配慮してい

るか。 

（観点に係る状況）  

学則において，他教育施設等における学修等について定め（資料５－５－③－１），そこでの単位

の取得を本校単位として認めている（資料５－５－③－２）。これまでその例として放送大学で取得

した単位を専攻科取得単位として認めている（資料５－５－③－３）。 

また，自分の専門分野に加えて他の専門分野にも知識・関心を持つとともに，現在の技術が環境・

生態系にいかに配慮しているか，過去の事故等の歴史からいかに新しい技術が産み出されてきたかを

学ぶ「技術と環境（必須）」を設けている。本講義は，本校客員教授２名を含む８名の教員によるオ

ムニバス方式で行われており，社会や学生のニーズを踏まえたものであり，学生からも高い評価を得

ている（資料５－５－③－４，５）。 

さらに観点５－６－②で述べるとおりインターンシップによる単位認定を行っている。 

なお「本校の現況及び特徴」でも述べたとおり，本校専攻科は準学士課程４，５年の教育を含めて

日本技術者教育認定機構より認定を受けている。これはまさしく学生のニーズ及び社会からの要請に

沿ったものである。 

 

 

資料５－５－③－１ 単位取得に関する学則 

 

富山工業高等専門学校学則（抄） 

                 制定 昭３９．４．１ 

 

 （高等専門学校以外の教育施設等における学修等） 

第１３条の３ 校長は，教育上有益と認めるときは，学生が行う大学における学修その他文部科

学大臣が別に定める学修を，本校における授業料目の履修とみなし，単位の修得を認定するこ

とができる。 

２ 前項により認定することができる単位数は，前条により本校において修得したものとみなす

単位数と合わせて３０単位を超えないものとする。 

 

（出典 本校規則集） 
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資料５－５－③－２ 単位認定に関する申し合わせ 

 

放送大学における学修並びに外国語技能審査の合格による 

単位取得の認定に関する申し合わせ 

 

制定 平成 ４年１２月 ９日

改正 平成 ６年１２月１４日

 

 （趣旨） 

１． 富山工業高等専門学校学則第１３条の３に基づき、放送大学における学修並びに

 外国語技能審査の合格による単位修得の認定については、この定めるところによる。

 （対象） 

２． この申し合わせの対象となる学修は次のとおりとする。 

 （１）放送大学における学修は、学生があらかじめ申請し、教務主事が本校の専門

科目又は一般科目に相当すると認めた放送大学の開講科目とする。 

（２）外国語技能審査は「技能審査の認定に関する規則」（文部省告示）に基づき認

   定された外国語に関する技能審査（平成４年１０月１日現在、実用英語技能検

   定、工業英語能力検定、実用フランス語技能検定、スペイン語技能検定）とす

る。 

 （認定する単位） 

３． 修得単位数は次のとおりとする。 

 （１）放送大学において履修した科目の単位数は、そのまま本校の単位数として読

み替えるものとする。 

 （２）実用英語技能検定については、準２級の合格者に対して２単位、２級の合格

者に対して４単位、準１級の合格者に対して６単位、１級の合格者に対して８

単位の修得を認定する。 

 （３）工業英語能力検定については、４級の合格者に対して１単位、３級の合格者

に対して２単位、２級の合格者に対して４単位、１級の合格者に対して６単位

の修得を認定する。 

 （４）実用フランス語技能検定並びにスペイン語技能検定については、４級の合格

者に対しては２単位、３級の合格者に対しては４単位、２級及び１級の合格者

に対して６単位の修得を認定するものとする。 

（５）技能審査による単位修得を認定された学生がさらに上級の技能審査に合格し

た場合は、すでに認定された修得単位数と当該級の差を修得単位として認定す

るものとする。 

（評価） 

４．３．によって修得を認定される単位の評価は、８０点とする。ただし、３．の（１）

 により修得を認定される単位については、放送大学の評価を本校の評価とする。 

 （申請） 

５．放送大学の学修又は外国語技能審査の合格によって単位修得の認定を希望する学

生は、「放送大学単位修得申請書」又は「外国語技能審査単位修得申請書」に「合格

を証する書類」を添えて校長に提出しなければならない。  
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（審査） 

６．教務委員会は第５項によって申請された書類に基づき審査し、単位修得を認定す

るものとする。 

（２）修得を認定された単位は合格した日付に学生が在籍する学年の単位とする。

（３）放送大学における学修で修得を認定された単位は各専門学科又は一般教科の

選択科目の修得単位とする。 

（４）外国語技能検定においては修得を認定された単位は一般科目の選択単位とし

て取り扱う。ただし、「工業英語能力検定」は専門科目の選択単位として取り扱

う。 

（５）修得を認定された単位の科目名は放送大学における学修の場合は、単位修得

科目名を科目名とし、外国語技能検定の場合は、それぞれ「実用英語技能検定

※級」、「工業英語能力検定※級」、「実用フランス語技能検定※級」、「スペイン

語技能検定※級」とする。 

（６）教務委員会で認定された学修の成績（科目名、単位数、評価）は当該学生の

成績表に記載する。 

 

 （その他） 

７．学生が放送大学以外の大学での学修により単位の認定を希望する場合は、あらか

じめ教務主事の許可を得なければならない。この場合の単位修得に関する取り扱い

は放送大学における単位修得に準じて行う。 

 

（雑則） 

８．この申し合わせに定めるもののほか、必要な事項は教務委員会の議に基づき別に

定める。 

 

９．制定日以前に当該技能審査にすでに合格している学生については、当該技能審査

に合格した日をもって単位修得を認定することができる。  

（出典 学生第一課資料）
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資料５－５－③－３ 放送大学における単位認定（例） 

 

 （出典 学生第一課資料）



富山工業高等専門学校 基準５ 

 - 299 -

資料５－５－③－４ 「技術と環境」のシラバス 

 

教科目名 
技術と環境 Ecotechnology 

 
担当教員名 この授業の単位種別・１単位の内訳 

対象学科・学年 
共通・２学年 （  ） 履修単

位 
（○） 学修単位 

学期・必選・単位 前期・必修・２単位 

授業の形態 講義 

 

米谷他 

 

50分授業 ｘ ３０

回 

（15）時間授業 ＋

（30）時間家庭学習

学習目標（授業のねらい） 
各分野の専門家（教員）7名が、それぞれの専門に関わる現在の技術と環境・生態系の関係を講義する。この講義により

自分の専門分野に加えて他の専門分野にも関心を持つとともに現在の技術が環境・生態系にいかに配慮しているか、過去の
事故等の歴史からいかに新しい技術が産み出されてきたかを学んでいただきたい。 
 

授業計画 

第１週 オリエンテーション（C 米谷）【4月 10日（火）】       

 

 

第２週 有機塩素化合物（PCB）（C 安田）【4月 17日（火）】     

第３週    〃                       【4月 24日（火）】         

 

第４週 人間を取り巻く化学物質と環境への適応（C 森田）      

―食品添加物の安全性―            【5月1日（火）】   

第５週   ―遺伝子操作技術と環境への適応―【5月 8日（火）】   

 

 

 

第６週 GFRP、リサイクル（K 高広）        【5月 15日（火）】    

第７週    〃                       【5月29日（火）】      

 

 

第８週 火力発電所と CO2ガス排出（Ｍ 小川）【6月 5日（火）】   

第９週    〃                    【6月 26 日（火）】      

  

第 10 週 原子力発電の環境への影響（E 佐藤）   【7月 3日（火）】      

第 11 週   〃               【7月 10日（火）】    

 

第 12 週 特別講義 （田中精密工業株式会社 河本通郎、Ｍ小川）  

     自動車の排気ガス規制とエンジン技術の進化【6月 11日（月）】

第 13週   〃                           【6月 18日（月）】 

    

第 14 週 特別講義 （立山科学グループ 内田賀久、E角）【9月】  

           物づくりの経験を通して学んだこと      

第 15 週  〃                    【9月】 

 

第 16週 本講義のまとめ、アンケート（C 米谷）                   
 

内容 

持続可能な社会をつくるための技術を総括す

る。 

 

現在の有機塩素化合物の生産状況および環境

汚染問題とその対策などについて概説する。 

 

我々を取り巻く化学物質について身近な食品

添加物（特に甘味料）を例に取り安全性につい

て概説する。また遺伝子操作技術がもたらす恩

恵と環境への適応を、病害虫耐性・除草剤耐性

作物を例に取り紹介する。 

 

従来困難とされてきたガラス繊維強化プラス

チック(GFRP)のリサイクル技術を紹介する． 

 

 

コジェネレーションシステムの導入によるCO2
ガス削減技術を紹介する。 

 

原子力発電と火力発電、水力発電について平常

運転時と事故時の環境へ与える影響を比較する。

 

自動車の排気ガス規制とその対応技術進化の

紹介とF1エンジンに使われている技術を紹介

する。 

 

電子部品、電気機器の物づくりを通し、生産術、

自動化技術、技術者の心構えについて講義す

る。 

【学習・教育目標】 A-5,C-4[JABEE 基準 (b),(c),(d),(e)] 

【関連科目】 全科目 

【教科書・教材 
および参考書】 

特になし 

【履修上の注意等】 
他の分野の新しい技術の動向に関心を持って欲しい。 

講師の都合により上記の日程に変更がある可能性があります。 

【科目の達成目標】 【評価方法と基準】 

7 名の教員が取り上げたテーマについて基礎的知識を説明で

きること。 

7名の教員が小テスト、小論文テスト、レポートにより評

価、それらの結果を総合的に評価する。(50%) 

7 名の教員が取り上げたテーマについて、その環境・生態系と

の係わりを説明できること。 

7 名の教員が小テスト、小論文テスト、レポートにより評

価、それらの結果を総合的に評価する。(50%) 

 

（出典 学生第一課資料）
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資料５－５－③－５ 「技術と環境」のアンケート結果 

 

平成 18 年度 授業点検書 

この授業点検書は先生ご自身により授業を点検していただくものです。科目別、学期ごと、授

業終了後にご提出ください。 
教育点検・改善委員会

平成  18   年度  前    学期 ； 提出日 平成 18 年 10 月 1 日 
 
学年・学科（専攻）名 2ME/2CK  科目名 技術と環境  担当教員名 米谷 他      

 
【授業点検アンケート結果】 
１）この授業は役にたちましたか。 
5  ３ 4  ６ 3  １ 2  1  ｱﾝｹｰﾄ数  １０ 

 
【教員欄】 
１）上記の結果を受けての授業報告 
 

ほとんどの学生が、自分の専門外のことで環境に関わる問題を考えることができたことに

満足しているようである。 
本年始めて田中精密工業㈱河本常務の講義があったが、評判が大変よく、また企業からの

講師を増やして欲しいとの要望が多かった。 
 
 
 
 
２）今後の授業計画 
 
   来年度は、河本先生の他に、立山科学工業㈱から講師を招くことになっており、本授業が

益々学生に満足してもらえるようになると考えている。 
 
 
  

（出典 教育点検・改善委員会）

（分析結果とその根拠理由）  

社会の要請に対応した科目設定やインターンシップの単位認定を行っている。 
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観点５－６－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが適

切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている

か。（例えば，教材の工夫，少人数授業，対話・討論型授業，フィールド型授業，

情報機器の活用等が考えられる。） 

（観点に係る状況）  

実践的教育を目的に講義の他に特別演習，応用実験，特別研究を配置しており（資料５－５－②－

２），また語学教育におけるMM室の利用，「プログラミング演習」や「シミュレーション工学演習」

での情報処理センターの利用などが行われている（資料５－６－①－１）。また講義室においては常

時パワーポイント・OHP・ビデオ等の情報機器を利用した講義が行われている（資料５－６－①－

２）。 

その他学習指導法の工夫の例としては，次の観点で述べるPBL型授業や資料５－６－①－３に示し

た対話・討論型授業などが一部の講義で採用されている。 

なお専攻科講義の学生数は４～8名であり，少人数により教育を進めている。また特別研究では，

教員一人あたり（１学年で），平均で１名， 大で2名であり，充分な指導が行われている。 
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資料５－６－①－１（１） シラバス（例１） 

 

（出典 学生第一課資料）
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資料５－６－①－１（２）シラバス（例２） 

 

 （出典 学生第一課資料）
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資料５－６－①－２ 専攻科講義室写真 

（出典 現状写真）

 

 

資料５－６－①－３ 学習指導法の工夫の例 

 

科目名 精密加工学  機械・電気システム工学専攻 １年 前期 選択 ２単位 

 

本講義では討論型の授業を採用している。幅広い分野の 新技術を紹介した資料を用意し、その

中から各学生にテーマを選択させる。その技術の背景、概要、今後の展望などについて理解させ、

さらなる調査をさせる。そしてその技術についてのプレゼンテーションを行い、受講生全員で討論

を行う。先端技術に関する知見を広げるとともにコミュニケーション能力を高めることをねらいと

している。 

 

科目名 ロボット工学  機械・電気システム工学専攻 １年 

座学による講義と実験・実習を組み合わせた授業を行った。実験・実習としてロボットの制御回

路の製作、制御回路を動かすプログラムの製作、ライントレースロボットの車体の製作と動作試験

やレース競技まで行うことにより、座学による講義内容を実践的に身につけさせる工夫を行った。 
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科目名 パワーエレクトロニクス 機械・電気システム工学専攻１年 

座学による講義内容を、実際に製作した回路の動作特性を計測器を用いて見せることにより具体

的に理解出来るように工夫した。また、パワーエレクトロニクス分野の事業を展開している企業見

学を組み、産業界におけるパワーエレクトロニクスの意義を理解できるようにした。 

（出典 専攻科委員会）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 演習や実験などが配置され，授業形態のバランスは適切である。学習指導法にも種々の工夫がなさ

れている。 

 

 

観点５－６－②： 創造性を育む教育方法（ＰＢＬなど）の工夫やインターンシップの活用が行わ

れているか。 

（観点に係る状況） 

技術者に必要な問題発見，解決能力やアイディア創出力，企画立案能力などを自己主導型学習で身

につけることを目的に，特別演習（富山高専型 PBL）を課している（資料５－６－②－１）。予め学

生に対して問題解決のためのスキルを講義し（資料５－６－②－２），３～4 人でグループを組み，

グループごとに地域の NPO 等の機関に出向く。そこで，その機関にある課題を抽出し，自分達の現在

持っている技術を発揮し，地域に貢献するものづくりを行うプロジェクトである。ここでは問題解決

能力を評価するが，具体的には，コミュニケーション能力，自学自習能力，創造力などを総合的に評

価する（資料５－６－②－３）。学生による授業点検アンケートの結果から（資料５－６－②－４）

所期の目的が達成できていると判断している。 

また「インターンシップ（必修）」（２単位）を課し，単位を認めている。全専攻科生に学外実習

体験を行わせ，学生が将来就きたい職業を考え，職場などの社会マナーを学び，コミュニケーション

能力を育むのに適していると考えられるからである。実施要領は，基準５－２－③で述べた準学士課

程４年次のそれとほぼ同様である。すなわち，本校インターンシップ推進委員会（資料５－１－②－

３）が中心となり，専攻科１年次の夏休み中にインターンシップを実施するものであり，その評価に

ついては，申し合わせにおいて詳細に定め（資料５－１－②－４），それに従い実施している（資料

５－６－②－５）。なおインターンシップを実施するに当たり学生心得（資料５－１－②－６）を用

いて説明会を開催し（資料５－６－②－６），インターンシップに取り組む姿勢やマナー講習を実施

している。なお富山県ではインターンシップ推進協議会が組織され，県内高等教育機関のインターン

シップを推進しており，本校学生のインターンシップ実施企業の多くはその協議会を通して本校に紹

介されている。  

平成18年度には19名の学生がインターンシップに参加，全員が資料を作成（資料５－６－②－７）

し，次いでインターンシップの内容を指導教員および副指導教員が評価し,専攻科長が取り纏めてい

る（資料５－６－②－８）。なおその評価は， 終的には専攻科委員会において承認されている（資

料５－６－②－９）。 
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資料５－６－②－１ 特別演習シラバス 

（出典 学生第一課資料）
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資料５－６－②－２ 特別演習資料 

 

問題解決のための 10 のスキル 

１）自信をもつ 

２）認知科学で明らかにされている、問題を効果的かつ効率的に解決するときの人の状態

（頭脳の働き、姿勢の持ち方、考え方など）について知る 

３）自分の癖を知る 

                    授業ではここから 

４）問題の明確化 

 

５）計画（Ｐ） ⇒ 実行（Ｄ） ⇒ 振り返る（Ｃ） ⇒ 改善 

⇒ Ｐ ⇒ Ｄ ⇒ Ｃ ⇒ 改善 ⇒ ・・・・・Ａ

(Action) 

 

★５）を進めていく途中で大事なことは、 

６）創造力を働かせる 

    ブレーンストーミングなどを使って・・・ 

    教員やチームメイトとよく討論をして・・・ 

７）基準を設定しアイディアを絞り込む 

８）知識を活用する 

 

 

 

 

９）教員の役割（自分でやってみる）…≫ 自己主導型学習への訓練 

 的を得た質問＝自問自答、達成したかどうかの証拠などをチェック、経過を監視する 

10）自分の問題解決の過程をきちんと振り返り、次に生かしていく 

 

（出典 担当教員作成資料）

問題をうまく解決できない人は、何かを「する」ことに時間の大半を費やしがちであ

る。 

一方、問題をうまく解決できる人は「何を」すべきなのかの決定に時間を費やす。 

問題解決が下手なのは「知識不足」のためではない。過去の知識や経験のうち有

用なものを思い出し、足りない部分を適切に補ったり、当てはめたり、つないだ

り、つまり統合できることが大切である。 
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資料５－６－②－３ 評価会 
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（出典 担当教員作成資料）
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資料５－６－②－４ 学生による授業点検アンケートの結果 

授業のレベルが高いと感じる学生がいる．この原因として，グループ作業の人間関係を作る

ことに苦手意識を持っているか，または，問題を抽出する手法に慣れていないことが考えられ

る． 
授業時間が限られているため，時間が追われ，授業スピードが速いと感じる学生が見受けら

れた． 
 

授業において，コミュニケーション力をつけることに時間を多く割り当てる．また，週ごとの

作業進行を考慮する． 

平成 18 年度 授業点検書 

この授業点検書は先生ご自身により授業を点検していただくものです。科目別、学期ごと、授

業終了後にご提出ください。 
教育点検・改善委員会

平成     年度      学期 ； 提出日 平成 18 年 10 月 6 日 
 
学年・学科（専攻）名  1MECK  科目名 特別演習  担当教員名 本江 哲行   
 
【授業点検アンケート結果】 
１）この授業のレベルはどのように思いましたか。 

5 3 4 1 3 15 2  1
 
 

ｱﾝｹｰﾄ数 19 

２）この授業のスピードはいかがでしたか。 

5 7 4 4 3 6 2 1 1
1 
 

ｱﾝｹｰﾄ数 19 

３）この授業の目標をどの程度達成したと思いますか。 

4 2 3 14 2 3 1
 
 

ｱﾝｹｰﾄ数 19 

 
【教員欄】 
１）上記の結果を受けての授業報告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２）今後の授業計画 
 
 
 
 
 
 

18 前期 

 

（出典 教育点検・改善委員会）
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資料５－６－②－５ 平成１８年度インターンシップ評価（例） 

 

（出典 学生第一課資料） 
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資料５－６－②－６ インターンシップ説明会案内 

 

 （出典 学生第一課資料） 
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資料５－６－②－７ 学生提出資料（例） 

 

  

（出典 学生第一課資料）
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資料５－６－②－８ 専攻科長の取り纏め（例） 

 

（出典 学生第一課資料）
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資料５－６－②－９（１） 専攻科委員会議事要旨 

  

                               （出典 学生第一課資料） 
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資料５－６－②－９（２） 専攻科委員会資料 

  
（出典 学生第一課資料）
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（分析結果とその根拠理由） 

 学外者である地域のNPOと協働で行うPBLや必修のインターンシップに参加することにより，幅広い

視野や社会マナーを修得することができるなど，有効に活用されている。 

 

 

観点５－６－③： 教育課程の編成の趣旨に沿って，シラバスが作成され，事前に行う準備学習，

教育方法や内容，達成目標と評価方法の明示など内容が適切に整備され，活用さ

れているか。 

（観点に係る状況）  

準学士課程と同様の統一した形式のシラバス（資料５－６－③－１）を全科目で作成している。そ

こには，授業の学習目標，評価方法と基準等を明示している。専攻科では全科目が自宅学習時間を含

む学修単位であり，そのことを明記するとともに履修上の注意（昨年度までの当該授業の概要や学生

の意見を考慮した上で，履修に当たっての注意事項を記載）を示している。 

学生には，シラバスの記載事項（資料５－６－③－２）を４月の初めに専攻科長が説明している。

なお学生の利便を図るため，全シラバスを本校 Web 上（資料５－６－③－３）で公開するとともに各

クラスに一部ずつ配付している。 

学生に対してシラバスの周知状況及び利用状況をアンケート調査した結果、資料５－６－③－４、

５に示す結果が得られ、シラバスが学生に周知され、授業の計画や評価方法・基準を知るのに大多数

の学生が利用していることが明らかになった。 

一方教員については，シラバスを作成する時が もシラバスを見る（考える）時であり，授業開始

後はそれに沿って授業を進め，評価を行っている。 
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資料５－６－③－１ シラバス記載要領 

シラバスの記載方法について 

 
教科目名 ○○工学 担当教員名 この授業の単位種別・１単位の内訳 

対象学科・学年 △△専攻・１学年 （  ） 履修単位 （○） 学修単位 

学期・必選・単位 前学期・必修・２単位 

授業の形態 講義 

○○○○ 

 

50 分授業 ｘ ３０回 

（15 ）時間授業 ＋ 

（30 ）時間家庭学習

学習目標（授業のねらい） 

 
 

 

 
 

 

 

授業計画 

第１回      

第２回  
第３回  

第４回  

第５回  
第６回  

第７回  

第８回   中間テスト 
第９回   （中間テストの解答） 

第 10 回  

第 11 回  
第 12 回  

第 13 回  

第 14 回  
第 15 回  

第 16 回 期末テスト 

第 17 回 （期末テストの解答、アンケート） 
  

  

  
  

  

  
  

 

 
  

  

  
  

  

  
 

 

内容 

 

【学習・教育目標】  

【関連科目】  

【教科書・教材 

および参考書】 

 

【履修上の注意等】 授業計画は，学生の理解度に応じて変更する場合がある。 

【科目の達成目標】 【評価方法と基準】 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

履修単位又は学修
単位に○を付ける 

学修単位 1 単位あたりの内訳（45 時間） 
学年歴等で授業回数等を確認し，
それぞれについて，おおまかな授
業の見出しを記載する。 
（半期で，期末試験を含めて 16 回

もしくは 17 回を想定） 

その回で，どのような授業内容を教
授するかを（箇条書きに）記載する。 

講義・演習・実験・実習等の別 
（学修単位の場合） 

講義：［15 時間授業＋30 時間家庭学習］ 
講義及び演習：［30 時間授業＋15 時間家庭学習］ 

何を講義（実験等）し，何を理解させるか等を記載する。 

JABEE 基準の項目を記載する。 

昨年度までの当該授業の概要や学生の意見を考慮し
た上で，履修にあたっての注意事項を記載する。 
（記載してある文面は必要かと思われる。） 

理解させる項目を４～５項目以上記
載する。 

それぞれの項目について，何で評価する
か，さらに評価の割合を記載する。 
〔○○試験で評価する。（25％）〕等 
（全体で 100％とする。） 

授業科目の中で関連，連携している科目
を記載する。 

〔専攻科授業科目は，本科の授業科目と
関連する科目を記載する。〕 

授業計画については，「回」又は「週」で
記載する。 

 

（出典 学生第一課資料）
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資料５－６－③－２ シラバスの記載要領（学生用） 

シラバスの記載内容について 
 
教科目名 ○○工学 担当教員名 この授業の単位種別・１単位の内訳 

対象学科・学年 △△専攻・１学年 （  ） 履修単位 （○） 学修単位 

学期・必選・単位 前学期・必修・２単位 

授業の形態 講義 

○○○○ 

 

50 分授業 ｘ ３０回 

（15 ）時間授業 ＋ 

（30 ）時間家庭学習

学習目標（授業のねらい） 
 

 

 
 

授業計画 

第１回      
第２回  

第３回  

第４回  
第５回  

第６回  

第７回  
第８回   中間テスト 

第９回   （中間テストの解答） 

第 10 回  
第 11 回  

第 12 回  

第 13 回  
第 14 回  

第 15 回  

第 16 回 期末テスト 
第 17 回 （期末テストの解答、アンケート） 

  

  
  

  

  
  

  

 
 

  

  
  

  

  
  

 

 

内容 

 

【学習・教育目標】  

【関連科目】  

【教科書・教材 

および参考書】 

 

【履修上の注意等】 授業計画は，学生の理解度に応じて変更する場合がある。 

【科目の達成目標】 【評価方法と基準】 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

この授業は○がついてい
る方の単位です。 

学修単位 1 単位あたりの内訳（45 時間）

それぞれの回（週）の，おおまか
な授業の見出しが記載してあり
ます。 

その回（週）で，どのような授業
内容を教授するかが（箇条書きに）
記載してあります。 

講義・演習・実験・実習等の別

何を講義（実験等）し，何を理解させるか等が記載してあります。

JABEE 基準の項目が記載し
てあります。 

昨年度までの当該授業の概要や学生の意見を考慮
した上で，履修にあたっての注意事項が記載してあ
ります。 

理解して欲しい項目を４～５項目
以上記載してあります。 

それぞれの項目について，何で評価するか，さ
らに評価の割合が記載してあります。 
〔○○試験で評価する。（25％）〕等 
（全体で 100％となっています。） 

学 生 用 

授業科目の中で関連，連携している科目が記載
してあります。 
〔専攻科授業科目では，本科の授業科目と関連，

連携している科目が記載してあります。〕 

 

（出典 学生第一課資料）
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資料５－６－③－３ Web上でのシラバス検索（例） 

 
（出典 本校Webサイト）

http://www.toyama-nct.ac.jp/gakusei/syllabus/18/s/1me.htm
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資料５－６－③－４ アンケート調査結果 

 

 専攻科１年生               専攻科２年生 

授業科目のシラバス（授業計画）の説明

を受けていますか。

21%

68%

11% 0%

　十分受けている

　ほぼ受けている

　あまり受けていない

　全く受けていない

授業科目のシラバス（授業計画）の説明を受

けていますか。

20%

60%

20%
0%

　十分受けている

　ほぼ受けている

　あまり受けていない

　全く受けていない

 

（出典 教育点検・改善委員会）

 

資料５－６－③－５ アンケート調査結果 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 教育点検・改善委員会）

 

 

（分析結果とその根拠理由） 

学修単位であることを明示し，教員は十分に考慮したシラバスを作成し，学生はそれを活用してい

る。 

 

 

 

 

 

 
シラバスをどのように利用していますか。
（アンケート回答者数：１８、複数回答可）

7

17

7

5

14

0

授業の目標

授業の予定（計画）

履修上の注意、関連科目

授業の達成目標

評価方法・基準

全く利用していない
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観点５－７－①： 専攻科で修学するにふさわしい研究指導（例えば，技術職員などの教育的機

能の活用，複数教員指導体制や研究テーマ決定に対する指導などが考えられ

る。）が行われているか。 

（観点に係る状況）  

特別研究について，学生の希望を考慮して主指導教員と２名の副指導教員を決めて指導に当たって

いる（資料５－７－①－１）。研究テーマについては指導教員内で研究テーマや内容等について議論

がなされ，学生が望んだ専攻科に相応しいテーマを決めている。多くの学生は，準学士課程時の卒業

研究と同じ指導教員を主指導教員に選び，卒業研究テーマの延長線上のテーマを特別研究テーマとし

ており，実質３年間の充実した研究を行っている。 

特別研究においては特別研究調査表（観点９－１－①で詳述）の記載を義務付け，学生に実験，デ

ータ整理及び論文読解に十分時間をかけることを指導している。またその成果を学会発表することも

義務付けている。これにより専攻科における研究活動が学外で評価を受けることになり，専攻科に相

応しい特別研究となっている。なお専攻科修了要件には学位取得が必須であり，修了生全員が学位を

取得している。また学外発表実績を校内（資料５－７－①－２）やホームページに掲示して学生の勉

学意欲を高めている。 
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資料５－７－①－１（１） 平成１８年度専攻科特別研究指導教員一覧表 

 

 

（出典 学生第一課資料） 
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資料５－７－①－１（２） 平成１８年度専攻科特別研究指導教員一覧表 

 

  

（出典 学生第一課資料）
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資料５－７－①－２ 学外発表の構内掲示           

 

 

（出典 学生第一課資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

学生の希望に沿って研究テーマと主副指導教員を決め，学位取得数や学外発表の件数から見て，

専攻科に相応しい研究がなされており，相応であると考えている。 

 

 

観点５－８－①： 成績評価・単位認定規定や修了認定規定が組織として策定され，学生に周知さ

れているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，修了認定が適

切に実施されているか。 

（観点に係る状況）  

本校では成績評価（単位認定）や修了認定について規則（資料５－８－①－１）を定め，学生便覧

に掲載している。また，全科目が学修単位であること及び各授業科目の成績評価の方法及び基準に

ついては，観点５－６－③で述べたとおりシラバス中に記載し周知している。 

成績評価等の学生への周知は，専攻科長が学年の 初に充分に説明（資料５－８－①－２）する他，

特別研究主指導教員が担当学生に充分に説明している。その結果、成績評価等の周知については観点

５－６－③で述べたシラバスの利用状況のアンケート調査からも周知されていることは明らかであり、

専攻科修了要件の周知についてはアンケート調査をした結果、資料５－８－①－３に示したとおり学

生に理解されていることが明らかである。なお学生からの意見の申し立てについては，観点５－３－

①の準学士課程学生と同様の取り扱いとなっている。 

なお定期試験の追試験については，前出の規則第６条（資料５－８－①－１）に定めている。また

未修得となった科目については，前出の規則第13条（資料５－８－①－１）において再履修の規定を

設けている。 

単位認定・修了認定については，専攻科委員会の議を経て，学年末の教員会議において決定してい

る（資料５－８－①－４）。 

また本校専攻科は，日本技術者教育認定機構より認定を受けており，大学学部４年間に相当する準

学士課程４，５年及び専攻科課程２年間を合わせた４年間の単位等について，専攻科修了規定（資料

５－８－①－１）が定められている。そのため，学生には達成度調査（資料５－８－①－５）を専攻

科入学時及び学期毎に提出させていることを付記する。 
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資料５－８－①－１ 専攻科の授業科目履修等に関する規則 

 

富山工業高等専門学校専攻科の授業科目履修等に関する規則 
 
 
（目的） 

第１条 この規則は，富山工業高等専門学校学則第３７条の規定に基づき，専攻科におけ

る試験，成績の評価，履修方法及び修了等について定めることを目的とする。 
（授業） 

第２条 専攻科の授業は，４５時間の学修をもって１単位とすることを標準とする。 
２ 授業は，講義，演習，実験及び実習のいずれか，またはこれらの併用により行う。 
（単位） 

第３条 授業科目の単位の計算は，次の基準による。 
（１）講義は及び演習は，１５時間から３０時間の授業をもって１単位とする。 
（２）実験及び実習は，３０時間から４５時間の授業をもって１単位とする。 
（履修方法） 

第４条 授業科目の履修に当たっては，年度始めに各科目ごとの履修届を提出しなければ

ならない。 
（定期試験） 

第５条 定期試験は，各学期末に実施する。 
２ 平素の成績で評価し得る科目（実験，実習等）については，定期試験を実施しないこ

とがある。 
（追試験） 

第６条 定期試験に病気（医師の診断書がある場合に限る。），忌引，その他やむを得ない

 理由で欠席したと認められる者は，追試験を受けることができる。 
（学業成績） 

第７条 学業成績は，各学期末に科目ごとに評価する。 
（学業成績の評価） 

第８条 学業成績は，定期試験の成績及びレポート等を総合して，１００点を満点として

 評価する。ただし，「応用実験」にあっては，欠課時間数が授業単位時間数の３分の１を

 超える場合は未履修とし，評価しない。 
２ 特別研究の成績は，第１０条に規定する評語で評価する。 
３ 試験中不正行為を行った者は，当該試験期間における全科目の試験成績を０点とする。

（単位の認定） 
第９条 学業成績が６０点以上の科目は修得，６０点未満の科目は未修得とする。 
（学業成績の評語及び記録） 

第 10 条 学業成績の評価は優・良・可・不可の評語で表わし，次の区分による。 
             優    ８０点以上 
             良    ７０点以上８０点未満 
             可    ６０点以上７０点未満 
             不可   ６０点未満 
第 11 条 学業成績を指導要録に記載する場合は，単位数及び評語で記入する。 
２ 学業成績を学外に通知する場合は，修得科目のみ単位数及び評語で通知する。  
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（修了） 
第 12 条 修了の認定には、次の各号のいずれにも該当することを要件とする。 
（１）必修科目を全て修得していること。 
（２）６２単位以上（一般科目は８単位以上，専門科目は５４単位以上）を修得している

  こと。 
（３）「エコデザイン工学」教育プログラムにおいて１２４単位以上を修得していること。

（４）「エコデザイン工学」教育プログラムの学習・教育目標，科目構成及び履修等に関す

る規則の学習・教育目標の達成度評価対象，その評価方法及び評価基準を示した別表

３の要件を充足していること。 
（５）「エコデザイン工学」教育プログラムにおいて，１，８００時間（１時間は６０分）

  以上の総学習保証時間を経験する。ただし，この中には２５０時間以上の人文・社会

科学科目等（語学を含む。）,２５０時間以上の数学・自然科学・情報技術,及び９００

時間以上の専門分野の学習保証時間を含んでいること。 
２ 前項の規定にかかわらず，外国人留学生及び社会人特別選抜入学生に係る修了の認定

に必要な要件は，前項第１号及び第２号とする。 
（再履修） 

第 13 条 履修科目のうち、単位認定の審査の結果，未修得となった授業科目は，次年度に

再履修することができる。 
２ 前項の規定により再履修する場合において，授業科目担当教員が認めた場合に限り受

講を免除し，試験等により単位を認定することがある。ただし，応用実験は除外する。

３ 再履修しようとする場合も第４条に規定する履修届を提出しなければならない。 
（学科の授業科目の履修） 

第 14 条 教務主事は，教育上有益と認めるときは，教務委員会の議を経て，学科の授業科

 目を履修することを許可することができる。 
２ 前項の規定により学科の授業科目を履修しようとする者は，指導教員及び授業科目担

 当教員の承諾を得た後，教務主事に学科の授業科目履修願を提出しなければならない。

３ 第１項の規定により修得した単位は，修了に必要な単位に含めない。 
   附 則 
１ この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 
２ 富山工業高等専門学校専攻科の授業科目履修等に関する内規（平成５年４月１日制定）

は，廃止する。 
   附 則 
 この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規則は、平成１８年４月１日から施行する。  

（出典 学生便覧）
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資料５－８－①－２ 専攻科オリエンテーション 

 

平成 18 年度専攻科新入生ガイダンスについて 

 

目 的  専攻科の教育方針及び学生生活の在り方等について説明し， 

     学生生活を円滑に図ることを目的とする。 

     特に，学位授与機構および JABEE エコデザイン工学教育プログラム 

     について理解してもらう。 

 

期日等  平成１８年４月 ６日（木）〔専攻科棟１階講義室Ⅲ〕 

平成１８年４月２５日（火）〔図書館２階情報処理センター〕 

 

----------------------------------------------------------------------- 

日 程  ４月６日（木）入学式終了後 

場 所  専攻科棟１階 第Ⅲ講義室 

説明者  専攻科長，副専攻科長 

対 象  専攻科１年生 

内 容  「専攻科新入生ガイダンス」 

    1．専攻科の概要説明 

       学生便覧 6 章，教育課程表，専攻科教育目標 

    2．専攻科の授業科目履修等に関する規則 

    3．エコデザイン工学教育プログラム，履修の手引き 

    4．主副指導教員希望調査のための H17 年度特別研究要旨集配布 

       （本校以外からの入学者に対してその後個別に追加説明） 

※ 配付資料 

  学生便覧 

  エコデザイン工学教育プログラム履修の手引き 

  情報セキュリティ個人マニュアル 

         情報処理センター利用の手引き 

学生相談案内 

         図書館利用のしおり 

 

日 程  ４月２５日（火）１限目 

場 所   図書館２階 情報処理センター 

説明者  専攻科長，副専攻科長，前専攻科長，専攻科委員会委員 

対 象  専攻科１年生および指導教員 

内 容  「学生別修了要件確認に関する説明会」 

      1．エコデザイン学生別修了要件の確認について  

      2．エクセル入力作業の説明ほか  
（出典 学生第一課資料）
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資料５－８－①－３ 専攻科修了用件の周知アンケート 

 

専攻科修了要件を理解していますか。

6%

72%

22%

0%

十分理解している

ほぼ理解している

あまり理解していない

全く理解していない

 

（出典 教育点検改善委員会）

 

資料５－８－①－４（１） 修了認定会議（抜粋） 

 

（出典 学生第一課資料）
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資料５－８－①－４（２） 修了認定会議（抜粋） 

 

（出典 学生第一課資料）
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資料５－８－①－５ 達成度調査票 

 

（出典 専攻科委員会）
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（分析結果とその根拠理由）  

 規則を学生便覧に掲載し，専攻科長や特別研究主指導教員等の周知活動や個別指導により，学生全

員が周知している．また，単位認定及び修了認定は教員会議において諮り決定しており，相応である

と考えられる。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

 教育プログラムコースを導入している。 

 Web学習システムやマルチメデイア演習室を利用した語学教育を行っている。 

 学生のキャリア教育のために富山県内若手技術者に自社の概要や自身の仕事内容などを学生対象に

講義をしてもらっている。 

専攻科において「技術と環境」を課し，外部の技術者を含む講師によってオムニバス方式で授業を

展開している。 

 専攻科「特別演習」において地域のNPOなどと協働で行うPBLを積極的に取り入れている。 

インターンシップでは，インターンシップ前後にマナー講習会や報告会などを行うなど適切に指導

している。 

専攻科修了生は全員が学外研究発表を行っている。 

（改善を要する点）  

 該当なし 

 

（３）基準５の自己評価の概要 

<準学士課程> 

準学士課程の教育目的を実現するために，目的ごとに対応した授業科目群を定め，科目毎に教育目

標を定めている。授業内容は，低学年で基礎を高学年で応用を教えるように体系化されて配置してい

る。これらの教育目標や教育課程，授業計画，評価方法などを記載した統一形式のシラバスを作成し

ている。シラバスは，担任や授業担当教員による周知活動により，多くの学生が周知・活用している。 

 創造性を養うために，低学年で創造性に必要な能力を養うための授業を配置し，その後の学年に，

それらの能力を活かして創造性を養う授業が配置されている。授業内容や実施方法などを工夫・改善

して，学生がより創造性を発揮できる授業になるように努力している。 

 インターンシップには約半数の学生が参加しており，インターンシップ報告書を提出させ， 終的

に単位認定をしている。 

留学や他高等機関での学修などを含む単位認定や卒業・進級要件の規則は，学生便覧やホームペー

ジで公開され，多くの学生が周知している。また，卒業・進級認定は，教務委員会の議を経て全教員

が出席する教員会議で決めている。 

 人間形成で必要な素養を涵養するために，全員が参加する特別活動や学校行事，学生会活動，クラ

ブ活動等を行っている。また，外部のカウンセラーなども含む支援体制下で学生は自主的に活動して

いる。 

<専攻科課程> 

準学士課程と連携している専攻科課程の教育目標を実現するために，目標ごとに対応する授業科目
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群が準学士課程の授業からの流れで定められており，体系化されている。また，基礎的な内容の科目

は共通科目で必修とし，より専門で応用的な内容の科目は選択科目として配置している。 

技術の進歩や社会での問題点などを講義する科目を外部の技術者を含む複数の講師で開講するなど，

社会や学生のニーズに応えている。また，他の授業でも，学外者との協働授業，企業見学，製作実験

などを導入するなど工夫が見られる。 

 特別演習の PBL では，地域の NPO などと協働して，地域に貢献できるものづくりを目指して，技術

者に必要な能力を養っている。インターンシップでは，マナー講習会や報告会などを実施し，報告書

の提出を義務づけている。特別演習，インターンシップ，特別研究などの実技系科目は必修であり，

全学生が幅広い視野や社会マナーを修得することができる教育課程になっている。 

 特別研究は，主指導教員と 2 名の副指導教員からなる複数教員指導体制で指導を行っている。研究

テーマは，学生が望んだテーマで，専攻科に相応しい内容になるように指導教員内で議論され決定さ

れている。専攻科修了生全員が学外発表を行っている。 

 シラバスおよび修了規則等については，準学士課程と同様に行っておリ，適切に実施されている。 
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基準６ 教育の成果 

（１）観点ごとの分析 

観点６－１－①： 高等専門学校として，その目的に沿った形で，課程に応じて，学生が卒業（修

了）時に身に付ける学力や資質・能力，養成する人材像等について，その達成状

況を把握・評価するための適切な取組が行われているか。 

（観点に係る状況）  

＜準学士課程＞ 

目的に沿って，準学士課程の卒業時に身に付けるべき学力や資質・能力を３つの教育目標に対して

10のサブ目標を定め，それに対応させて授業科目を配置している（資料６－１－①－１）。達成状況

の把握については，資料６－１－①－２に示したように個々の学生について整理し目的の達成度を把

握している。また，一般科目と専門科目の単位修得要件を定め，特別活動に合格していることが卒業

要件である（資料６－１－①－３，４）。これらの結果を教務委員会において審議（資料６－１－①

－５）し，卒業認定は教員会議によって決定している（資料６－１－①－６）。 

＜専攻科課程＞ 

目的に沿って，専攻科課程の修了時に身に付けるべき学力や資質・能力を３つの教育目標に対して

18のサブ目標を定め，それに対応させて授業科目（インターンシップ，工場見学などを含む）を配置

している（資料６－１－①－７）。しかし専攻科は，日本技術者教育認定機構から認定を受けた

JABEEプログラム（エコデザイン工学プログラム）を実施しており（資料６－１－①－８），従って

専攻科修了要件は，一般科目と専門科目に関する単位修得要件の他に，準学士課程４，５年の課程を

含むエコデザイン工学プログラムを修了することを必要な要件としている（資料６－１－①－９）。

そこで本校専攻科を修了する際に達成すべき学習・教育目標とその評価方法・基準を定め（資料６－

１－①－１０），個々の学生ごとに資料６－１－①－１１に示す表により達成状況を把握している。

その際に必要となる単位修得状況について，準学士課程４，５年の課程分は上で述べたとおりであり

（資料６－１－①－４），専攻科課程の単位認定等（資料６－１－①－１２）については，専攻科委

員会において行われており，修了認定は教員会議において決定されている（資料６－１－①－６）。 

なお，専攻科には社会人のリフレッシュ教育を一つの目的としており，「専攻科の授業科目履修等

に関する規則」第12条第２項（資料６－１－①－９）に規定した社会人コース（非JABEEコース）が

ある。その修了要件については，資料６－１－①－７で示す授業科目の単位の修得をもって評価する

が，平成17年度に社会人コースで入学した学生が１名いたが，中途退学している。 
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資料６－１－①－１ サブ目標と授業科目の配置 

（黒枠：一般科目，赤枠：専門科目，緑枠：特別活動） 

（出典 教務委員会作成資料）
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資料６－１－①－２ 学生の達成状況の把握（例） 

 

（出典 学生第一課作成資料）
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資料６－１－①－３ 学業成績の評価，進級及び卒業の認定に関する規則 
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 （出典 学生便覧） 
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資料６－１－①－４ 卒業認定成績一覧表（例） 

 

（出典 学生第一課作成資料）
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資料６－１－①－５ 教務委員会議事要旨 

平成１８年度第１７回教務委員会議事要旨  
 
日 時  平成１９年３月７日（水）１６：５０～１７：４０  
場 所  小会議室  
出席者  米谷、高熊、椎名、森田、高橋、学生課長事務代理の各委員、河原教員（白川

教務主事補代理）、  
欠席者  岩井委員  
 
  ◎前回委員会（平成１９年２月２１日）（資料１）及び前々回委員会（平成１９年２

月１６日）議事要旨（資料２）が確認された。  
 
議 事  
１．学生の退学について（資料３）  
  委員長から、資料に基づき説明があった後、当該学級担任から補足説明があり、審議

の結果、原案どおり了承され、３月２０日の教員会議に諮ることとなった。  
  なお、授業料未納者に対する手続きについて、種々協議の結果、来年度に再度見直す

ことが了承された。  
 
２．平成１８年度卒業判定について（資料４）  

委員長から、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、３月８日

 の教員会議に諮ることとなった。  
なお、今回、システムの不具合により平均点、及び番数が入っていないため、修正後

改めて報告することとなった。  
   
３．学則の一部改正（案）について（資料５）  
  委員長から、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。  
   
４．４月の授業日程について（資料６）  
  委員長から、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。  
 
５・その他  
（１）平成１９年度授業時間の校時について（資料７）  

 委員長から、資料に基づき説明があり、金曜日の清掃時間については、学科等長に

再度確認することとなった。  
（２）平成１９年度授業日程（一部修正）について（資料８）  

委員長から、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。  
（３）平成１９年度第１学年合宿研修について（資料）  
   高熊委員から、資料に基づき説明があり、詳細については次回委員会で検討するこ

ととなった。   

 （出典 学生第一課作成資料）



富山工業高等専門学校 基準６ 

 - 342 -

 

資料６－１－①－６ 教員会議案内（例） 

              平成１９年 ３月 ５日  

 教 員 各 位  

 

            副校長 米 谷   正  

 

       教員会議の開催について  

 

 標記のことについて，下記のとおり開催しますので  

御出席ください。  

 

           記  

 

○日 時 平成１９年３月８日（木）  

     １５時００分から  

 場 所 オープンラボ２Ｆ  

 議 題   

  （１）平成１８年度卒業及び修了の判定について  

  （２）その他  

 

○日 時 平成１９年３月２０日（火）  

     １５時００分から  

 場 所 オープンラボ２Ｆ  

 議 題   

  （１）平成１８年度進級の判定について  

  （２）平成１９年度教員の変形労働時間制（１年  

    単位）について  

  （３）その他  

 
 
 
             平成１９年 ３月１９日  

 教 員 各 位  

 

            副校長 米 谷   正  

 

       教員会議の開催について  

 

 標記のことについて，下記のとおり開催しますので  

御出席ください。  

 

           記  

 

 日 時 平成１９年３月２０日（火）  

     １５時００分から  

 場 所 オープンラボ２Ｆ  

 議 題   

  （１）学生の退学について  

  （２）学生の復学について  

  （３）平成１８年度進級の判定について  

  （４）平成１９年度教員の変形労働時間制（１年  

    単位）について  

  （５）その他  

（出典 総務課資料）
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資料６－１－①－７ 専攻科授業科目の配置 

 

（出典 専攻科委員会作成資料）
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資料６－１－①－８ 学則（抄） 

 

富山工業高等専門学校学則（抄） 

 

                                制定 昭３９．４．１ 

 

第６章の２ 「エコデザイン工学」教育プログラム 

 

 （教育プログラム） 

第３７条の２ 本校に，「エコデザイン工学」教育プログラム（以下「教育プログラム」とい

う。）を置く。 

２ 教育プログラムについては，別に定める。 

 

                                  （出典 本校規則集）

 

資料６－１－①－９ 専攻科の授業科目履修等に関する規則（抄） 

 

 富山工業高等専門学校専攻科の授業科目履修等に関する規則 

 

（修了） 

第 12 条 修了の認定には、次の各号のいずれにも該当することを要件とする。 

（１）必修科目を全て修得していること。 

（２）６２単位以上（一般科目は８単位以上，専門科目は５４単位以上）を修得していること。 

（３）「エコデザイン工学」教育プログラムにおいて１２４単位以上を修得していること。 

（４）「エコデザイン工学」教育プログラムの学習・教育目標，科目構成及び履修等に関する規則

の学習・教育目標の達成度評価対象，その評価方法及び評価基準を示した別表３の要件を充足

していること。 

（５）「エコデザイン工学」教育プログラムにおいて，１，８００時間（１時間は６０分）以上の

総学習保証時間を経験する。ただし，この中には２５０時間以上の人文・社会科学科目等（語

学を含む。）,２５０時間以上の数学・自然科学・情報技術,及び９００時間以上の専門分野の

学習保証時間を含んでいること。 

２ 前項の規定にかかわらず，外国人留学生及び社会人特別選抜入学生に係る修了の認定に必要な

要件は，前項第１号及び第２号とする。 

                                  （出典 学生便覧） 
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資料６－１－①－１０（１） サブ目標と授業科目   

 

（出典 エコデザイン工学プログラム履修の手引き）
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資料６－１－①－１０（２） サブ目標と授業科目 

（出典 エコデザイン工学プログラム履修の手引き）



富山工業高等専門学校 基準６ 

 - 347 -

 

資料６－１－①－１０（３） サブ目標と授業科目 

（出典 エコデザイン工学プログラム履修の手引き） 
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資料６－１－①－１１ 平成１８年度エコデザイン工学達成状況確認表 

 

（出典 専攻科委員会作成資料）
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資料６－１－①－１２ 修了認定成績一覧表 

 

（出典 学生第一課作成資料）
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（分析結果とその根拠理由） 

準学士課程では，目的に沿って10のサブ目標を設定し，学生は個々に目的の達成度を授業科目と対

応させて，学年ごとに把握・評価している。専攻科課程では，目的に沿って18のサブ目標を設定し，

学生は個々に目的の達成度を授業科目と対応させて把握・評価している。教員は教務委員会，専攻科

委員会及び教員会議により学生の学年ごとの達成状況の把握・評価を行っている。 

以上のことから，卒業時や修了時に到達すべき目標は定められており，その達成状況を把握・評価

するための適切な取り組みが行われている。 

 

 

観点６－１－②： 各学年や卒業（修了）時などにおいて学生が身に付ける学力や資質・能力につ

いて，単位取得状況，進級の状況，卒業（修了）時の状況，資格取得の状況等か

ら，あるいは卒業研究，卒業制作などの内容・水準から判断して，教育の成果や

効果が上がっているか。 

（観点に係る状況）  

＜準学士課程＞ 

単位取得，進級，卒業認定の際の成績評価は，成績一覧表（資料６－１―②―１）及び卒業時の

学習目標達成度一覧表（資料６－１―②―２）を基に，教務委員会の審議を経て教員会議において

終的に判定している。また，資格取得による単位認定は，語学において行われている（資料６－

１－②－３）。一方，卒業研究については，卒業研究論文の提出を義務付けており（訪問調査時閲

覧資料），また卒業研究発表会要旨集（資料６－１－②－４）を作成して各学科において卒業研究

発表会（資料６－１－②－５）を開催している。その内容について，多くの学生が学外で学会発表

している状況（資料６－１－②－６）から水準は高いものと判断できる。このように準学士課程卒

業生は本校の目的に沿って教育の成果や効果が上がっていると判断される。なお単位取得状況（訪

問調査時閲覧資料）は科目により異なるが，進級・卒業割合は95％以上である。 

＜専攻科課程＞ 

単位取得，修了認定の際の評価は，成績一覧表（資料６－１―②―７）及びエコデザイン工学プ

ログラム達成度一覧表（資料６－１―②―８）を基に，専攻科委員会の審議を経て教員会議におい

て 終的に評価されている。特別研究については，特別研究論文の提出を義務付け，論文集（訪問

調査時閲覧資料）を作成しており，また特別研究発表会要旨集を作成（資料６－１－②－９）して

各専攻において特別研究発表会（資料６－１－②－１０）を開催している。なお学会発表を一つの

修了要件としていることから研究内容（資料６－１－②－６）の水準は高いものと考えられ，専攻

科修了生は本校の目的に沿って教育の成果や効果が上がっていると判断される。なお単位取得状況

（訪問調査時閲覧資料）は科目により異なるが，修了割合は95％程度である。 
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資料６－１－②－１ 平成１８年度成績一覧表 

 

（出典 学生第一課作成資料）
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資料６－１－②－２ 学習目標達成度一覧（例） 

 

（出典 学生第一課作成資料）
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資料６－１－②－３ 平成１８年度 外国語技能審査単位修得申請者一覧（例） 

 

16152 環境材料工学科 3年 準2級 2 4級 1

16153 環境材料工学科 3年 準2級 2 4級 1

16156 環境材料工学科 3年 準2級 2

17003 機械工学科 2年 準2級 2

17008 機械工学科 2年 準2級 2

17010 機械工学科 2年 準2級 2

17011 機械工学科 2年 準2級 2

17015 機械工学科 2年 準2級 2

17022 機械工学科 2年 準2級 2

17024 機械工学科 2年 準2級 2

17025 機械工学科 2年 準2級 2

17033 機械工学科 2年 準2級 2

17040 機械工学科 2年 準2級 2

17059 電気工学科 2年 準2級 2

17062 電気工学科 2年 準2級 2

17067 電気工学科 2年 準2級 2

17068 電気工学科 2年 準2級 2

17071 電気工学科 2年 準2級 2

17094 物質工学科 2年 準2級 2

17098 物質工学科 2年 準2級 2

17099 物質工学科 2年 準2級 2

17102 物質工学科 2年 準2級 2

17103 物質工学科 2年 準2級 2

17106 物質工学科 2年 準2級 2

17108 物質工学科 2年 準2級 2

17112 物質工学科 2年 4級 1

17114 物質工学科 2年 準2級 2

17123 環境材料工学科 2年 準2級 2

17126 環境材料工学科 2年 準2級 2

17148 環境材料工学科 2年 準2級 2
 

  （出典 学生第一課作成資料）
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資料６－１－②－４ 卒業研究発表会要旨集（抜粋） 

 

（出展 物質工学科卒研発表要旨集）
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資料６－１－②－５ 卒業研究発表会プログラム 

 

 

（出典 物質工学科）
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資料６－１－②－６ 平成１７年度学外発表（掲示物） 

 

（出典 学生第一課作成資料）
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資料６－１－②－７ 平成１８年度専攻科成績一覧表 

 

（出典 学生第一課作成資料）
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資料６－１－②－８ エコデザイン工学プログラム達成度一覧表 

 

（出典 学生第一課作成資料）
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資料６－１－②－９ 特別研究発表会要旨集（抜粋） 

  

（出典 特別研究発表会要旨集）
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資料６－１－②－１０ 特別研究発表会プログラム 

 

（出典 専攻科委員会作成資料）
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（分析結果とその根拠理由） 

準学士課程では，学生が身に付ける学力や資質・能力における各学年の単位取得状況が良好であり，

進級・卒業割合も高くなっている。また，卒業研究の成果を学会発表している状況から目的に沿った

教育効果は得られている。 

専攻科課程において，単位取得は良好であり，概ね全員が就職・進学している。また，特別研究の

成果を全員が学会発表しており，内容の水準は高いと考えられる。 

 

 

観点６－１－③： 教育の目的において意図している養成しようとする人材像等について，就職や

進学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績や成果から判断して，教育の

成果や効果が上がっているか。 

（観点に係る状況）  

＜準学士課程＞ 

 準学士課程卒業生について，過去３年間の求人倍率，進路状況を資料６－１－③－１，２に示す。

このうち，就職希望者に対する求人倍率は例年高倍率であり，多くが自分の専門とする製造業に就職

しており，就職率は例年ほぼ100％である。また進学については， も多いのは本校の専攻科であり，

次いで国立大学を中心とする工学部である（資料６－１－③－３）。 

＜専攻科課程＞ 

 専攻科修了生について，過去３年間の求人倍率及び進路状況を資料６－１－③－４，５に示す。こ

のうち，就職希望者に対する求人倍率が次第に高くなる傾向にあるが，多くが自由応募により就職を

決定している。殆どの学生が，自分の専門とする製造業に就職し，就職率はほぼ100％である。また

進学については，殆どが国立大学大学院（工学研究科等）である（資料６－１－③－６）。 

 

資料６－１－③－１ 過去３年間の求人倍率 

学科

求人数 求人倍率 求人数 求人倍率 求人数 求人倍率 求人数 求人倍率 求人数 求人倍率

平18(2006) 772 40.6       369 17.6       277 17.3       367 40.8       1785 27.5       

平17(2005) 413 29.5       421 42.1       233 13.7       257 16.1       1324 23.2       

平16(2004) 257 14.3       212 11.8       133 7.4         110 5.8         712 9.8         

年度
学科全体機械工学科 電気工学科 物質工学科 環境材料工学科

（出典 学校要覧）
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資料６－１－③－２ 過去３年間の卒業生進路のまとめ 

平成１８年度

学科

富山県内 富山県外 大学進学者 専攻科進学者

機械工学科 　３８(　０) 　１９(　０) 　１８(　０) 　　１(　０) 　１２(　０) 　　７(　０) 　１２(　０) 　　６(　０) 　７７２「１０８」 ４０．６

電気工学科 　４０(　０) 　２１(　０) 　１９(　０) 　　　(　　) 　１０(　０) 　１１(　０) 　１７(　０) 　　２(　０) 　３６９「　４１」 １７．６

物質工学科 　３７(１５) 　１６(１１) 　２０(　４) 　　１(　０) 　１４(１０) 　　２(　１) 　１７(　１) 　　３(　３) 　２７７「　２５」 １７．３

環境材料工学科 　３０(　３) 　　９(　１) 　１８(　１) 　　３(　１) 　　７(　０) 　　２(　１) 　１０(　０) 　　８(　１) 　３６７「　４６」 ４０．８

合計 １４５(１８) 　６５(１２) 　７５(　５) 　　５(　１) 　４３(１０) 　２２(　２) 　５６(　１) 　１９(　４) １７８５「２２０」 ２７．５

平成１７年度

学科

富山県内 富山県外 大学進学者 専攻科進学者

機械工学科 　３４(　１) 　１３(　１) 　２０(　０) 　　１(　０) 　　５(　１) 　　８(　０) 　１５(　０) 　　５(　０) 　４１３「　７３」 ２９．５

電気工学科 　３２(　３) 　１０(　１) 　２１(　２) 　　１(　０) 　　４(　１) 　　６(　０) 　１６(　１) 　　５(　１) 　４２１「　６８」 ４２．１

物質工学科 　４０(２０) 　１７(１２) 　２３(　８) 　　　(　　) 　１１(　８) 　　６(　４) 　２０(　８) 　　３(　０) 　２３３「　４３」 １３．７

環境材料工学科 　３４(１２) 　１６(　９) 　１５(　２) 　　３(　１) 　１５(　９) 　　１(　０) 　　９(　２) 　　６(　０) 　２５７「　４９」 １６．１

合計 １４０(３６) 　５６(２３) 　７９(１２) 　　５(　１) 　３５(１９) 　２１(　４) 　６０(１１) 　１９(　１) １３２４「２３３」 ２３．２

平成１６年度

学科

富山県内 富山県外 大学進学者 専攻科進学者

機械工学科 　３５(　１) 　１８(　１) 　１６(　０) 　　１(　０) 　１４(　１) 　　４(　０) 　１２(　０) 　　４(　０) 　２５７「　４９」 １４．３

電気工学科 　３７(　２) 　１８(　１) 　１７(　１) 　　２(　０) 　　９(　１) 　　９(　０) 　１１(　０) 　　６(　１) 　２１２「　２５」 １１．８

物質工学科 　３５(２３) 　１８(１５) 　１６(　７) 　　１(　１) 　１３(１２) 　　５(　３) 　１４(　６) 　　２(　１) 　１３３「　１９」 　７．４

環境材料工学科 　３５(　９) 　１９(　７) 　１４(　２) 　　２(　０) 　１６(　６) 　　３(　１) 　　５(　１) 　　９(　１) 　１１０「　１８」 　５．８

合計 １４２(３５) 　７３(２４) 　６３(１０) 　　６(　１) 　５２(２０) 　２１(　４) 　４２(　７) 　２１(　３) 　７１２「１１１」 　９．８

倍率その他
就職者 進学者

求人数区分 卒業者 就職者 進学者

求人数 倍率区分 卒業者 就職者 進学者 その他
就職者 進学者

求人数 倍率区分 卒業者 就職者 進学者 その他
就職者 進学者

 

（出典 進路指導委員会資料）
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資料６－１－③－３（１） 平成１８年度卒業生進路一覧（機械工学科） 

学科 進路 進　路　先 所　在　地

機械工学科 就職 （株）柿本商会 石川県金沢市藤江南2丁目28

機械工学科 就職 （株）キャラクターエンジニアリング 富山市月岡町6-1261

機械工学科 就職 （株）富山村田製作所 富山市上野345

機械工学科 就職 （株）日立国際電気 東京都千代田区外神田4丁目14-1

機械工学科 就職 （株）日立ハウステック富山工場 富山市一本木1010番

機械工学科 就職 （株）日立ハウステック富山工場 富山市一本木1010番

機械工学科 就職 （株）不二越 富山市不二越本町1-1-1

機械工学科 就職 （株）マルハン 京都府京都市上京区出町今出川上る青龍町231

機械工学科 就職 ＹＫＫ（株）黒部事業所 黒部市吉田200

機械工学科 就職 関西電力（株） 大阪府大阪市北区中之島3丁目6-16

機械工学科 就職 田中精密工業（株） 富山市新庄本町2丁目7-10

機械工学科 就職 中越合金鋳工（株） 中新川郡立山町西芦原新1-1

機械工学科 就職 西日本旅客鉄道（株） 大阪府大阪市北区芝田2丁目4-24

機械工学科 就職 日研プラント（株） 富山市小黒197

機械工学科 就職 日本原子力発電（株） 東京都千代田区神田美戸代町1-1

機械工学科 就職 日本ゼオン（株）高岡工場 高岡市荻野630

機械工学科 就職 日立水戸エンジニアリング（株） 茨城県ひたちなか市市毛1070

機械工学科 就職 北陸コカ・コーラプロダクツ（株） 高岡市内島3549

機械工学科 就職 津根精機（株） 富山市婦中町高日附852

機械工学科 進学 金沢大学工学部 石川県金沢市角間町

機械工学科 進学 東京都立産業技術高等専門学校専攻科 東京都荒川区南千住 8-52-1

機械工学科 進学 富山工業高等専門学校専攻科 富山市本郷町13番地

機械工学科 進学 富山工業高等専門学校専攻科 富山市本郷町13番地

機械工学科 進学 富山工業高等専門学校専攻科 富山市本郷町13番地

機械工学科 進学 富山工業高等専門学校専攻科 富山市本郷町13番地

機械工学科 進学 富山工業高等専門学校専攻科 富山市本郷町13番地

機械工学科 進学 富山大学工学部 富山市五福3190番地

機械工学科 進学 富山大学工学部 富山市五福3190番地

機械工学科 進学 豊橋技術科学大学工学部 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1

機械工学科 進学 豊橋技術科学大学工学部 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1

機械工学科 進学 山口大学工学部 山口県山口市吉田1677-1

機械工学科 進学 長岡技術科学大学工学部 新潟県長岡市上富岡町1603-1

機械工学科 進学 長岡技術科学大学工学部 新潟県長岡市上富岡町1603-1

機械工学科 進学 長岡技術科学大学工学部 新潟県長岡市上富岡町1603-1

機械工学科 進学 長岡技術科学大学工学部 新潟県長岡市上富岡町1603-1

機械工学科 進学 長岡技術科学大学工学部 新潟県長岡市上富岡町1603-1

機械工学科 進学 長岡技術科学大学工学部 新潟県長岡市上富岡町1603-1

機械工学科 未定  

（出典 学生第一課作成資料）
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資料６－１－③－３（２） 平成１８年度卒業生進路一覧（電気工学科） 

学科 進路 進　路　先 所　在　地

電気工学科 就職 （株）オプテス高岡工場 高岡市二上新422-1

電気工学科 就職 （株）ソフト 富山市桜橋通り2番25号

電気工学科 就職 ＹＫＫ（株）黒部事業所 黒部市吉田200

電気工学科 就職 関西電力（株） 大阪府大阪市北区中之島3丁目6番16号

電気工学科 就職 コーセル（株） 富山市上赤江町一丁目6番43号

電気工学科 就職 小島プレス工業（株） 愛知県豊田市下市場町3丁目30番地

電気工学科 就職 サカヰ産業（株） 富山市桜橋通り5番6号

電気工学科 就職 セイコーエプソン（株） 長野県諏訪市大和三丁目3番5号

電気工学科 就職 セイコーエプソン（株） 長野県諏訪市大和三丁目3番5号

電気工学科 就職 セイコーエプソン（株） 長野県諏訪市大和三丁目3番5号

電気工学科 就職 中部電力（株） 愛知県名古屋市東区東新町1番地

電気工学科 就職 中部電力（株） 愛知県名古屋市東区東新町1番地

電気工学科 就職 中部電力（株） 愛知県名古屋市東区東新町1番地

電気工学科 就職 東芝エレベータ（株） 東京都品川区北品川6-5-27

電気工学科 就職 日産エンジニアリング（株）富山工場 富山市婦中町笹倉635

電気工学科 就職 ファインネクス（株） 中新川郡舟橋村舟橋415

電気工学科 就職 富士電機デバイステクノロジー（株）松本事業所 長野県松本市筑摩四丁目18番1号

電気工学科 就職 北陸電気工業（株） 富山市下大久保3158

電気工学科 就職 北陸電力（株） 富山市牛島町15番1号

電気工学科 就職 北陸電力（株） 富山市牛島町15番1号

電気工学科 就職 松下電器産業（株）半導体社 京都府長岡京市神足焼町1番地

電気工学科 進学 大阪大学基礎工学部 大阪府豊中市待兼山町1-3

電気工学科 進学 大阪大学基礎工学部 大阪府豊中市待兼山町1-3

電気工学科 進学 金沢大学工学部 石川県金沢市角間町

電気工学科 進学 金沢大学工学部 石川県金沢市角間町

電気工学科 進学 金沢大学工学部 石川県金沢市角間町

電気工学科 進学 金沢大学工学部 石川県金沢市角間町

電気工学科 進学 岐阜大学工学部 岐阜県岐阜市柳戸1-1

電気工学科 進学 岐阜大学工学部 岐阜県岐阜市柳戸1-1

電気工学科 進学 東京工業大学工学部 東京都目黒区大岡山2-12-1

電気工学科 進学 東京工業大学工学部 東京都目黒区大岡山2-12-1

電気工学科 進学 富山工業高等専門学校専攻科 富山市本郷町13番地

電気工学科 進学 富山工業高等専門学校専攻科 富山市本郷町13番地

電気工学科 進学 豊橋技術科学大学工学部 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1

電気工学科 進学 豊橋技術科学大学工学部 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1

電気工学科 進学 長岡技術科学大学工学部 新潟県長岡市上富岡町1603-1

電気工学科 進学 長岡技術科学大学工学部 新潟県長岡市上富岡町1603-1

電気工学科 進学 長岡技術科学大学工学部 新潟県長岡市上富岡町1603-1

電気工学科 進学 北海道大学工学部 北海道札幌市北区北13条西8丁目

電気工学科 進学 横浜国立大学工学部 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台79番5号

（出典 学生第一課作成資料）
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資料６－１－③－３（３） 平成１８年度卒業生進路一覧（物質工学科） 

学科 進路 進　路　先 所　在　地

物質工学科 就職 （株）日本成工 射水市布目沢710番5

物質工学科 就職 （株）電元社製作所富山工場 射水市有磯2-27-2

物質工学科 就職 ＹＫＫ（株）黒部事業所 黒部市吉田200

物質工学科 就職 大阪有機化学工業（株）金沢工場 石川県白山市松本町1600-1

物質工学科 就職 （株）日立ハウステック 富山市一本木1010番

物質工学科 就職 金剛化学（株） 富山市日俣3番地

物質工学科 就職 金剛化学（株） 富山市日俣3番地

物質工学科 就職 日東メディック（株） 富山市八尾町保内1-14-1

物質工学科 就職 日東メディック（株） 富山市八尾町保内1-14-1

物質工学科 就職 日東メディック（株） 富山市八尾町保内1-14-1

物質工学科 就職 ファインネクス（株） 中新川郡舟橋村舟橋415

物質工学科 就職 ファインネクス（株） 中新川郡舟橋村舟橋415

物質工学科 就職 ファインネクス（株） 中新川郡舟橋村舟橋415

物質工学科 就職 福寿製薬（株） 富山市萩原48番地

物質工学科 就職 富士化学工業（株）郷柿沢工場 中新川郡上市町郷柿沢1

物質工学科 就職 森永北陸乳業（株） 福井県福井市高木2-601

物質工学科 進学 大阪大学基礎工学部 大阪府豊中市待兼山町1-1

物質工学科 進学 岡山大学工学部生物機能工学科 岡山県岡山市津島中1-1-1

物質工学科 進学 岡山大学工学部物質応用化学科 岡山県岡山市津島中1-1-1

物質工学科 進学 金沢大学工学部物質化学工学科 石川県金沢市角間町

物質工学科 進学 岐阜大学工学部応用化学科 岐阜県岐阜市柳戸1-1

物質工学科 進学 岐阜大学工学部生命工学科 岐阜県岐阜市柳戸1-1

物質工学科 進学 筑波大学第三学群工学基礎学類 茨城県つくば市天王台1-1-1

物質工学科 進学 東京工業大学生命理工学部生命工学科 神奈川県横浜市緑区長津田町4259

物質工学科 進学 長岡技術科学大学工学部 新潟県長岡市上富岡町1603-1

物質工学科 進学 長岡技術科学大学工学部 新潟県長岡市上富岡町1603-1

物質工学科 進学 名古屋大学工学部化学・生物機能工学コース 愛知県名古屋市千種区不老町

物質工学科 進学 新潟大学工学部 新潟県新潟市五十嵐2の町8050番地

物質工学科 進学 広島大学工学部第三類 広島県東広島市鏡山1

物質工学科 進学 信州大学工学部物質工学科 長野県長野市若里4丁目17の1

物質工学科 進学 信州大学工学部物質工学科 長野県長野市若里4丁目17の1

物質工学科 進学 東京農工大学工学部生命工学科 東京都小金井市中町2丁目24の16

物質工学科 進学 東京農工大学工学部有機材料化学科 東京都小金井市中町2丁目24の16

物質工学科 進学 富山工業高等専門学校専攻科 富山市本郷町13番地

物質工学科 進学 富山工業高等専門学校専攻科 富山市本郷町13番地

物質工学科 進学 富山工業高等専門学校専攻科 富山市本郷町13番地

物質工学科 進学希望  

（出典 学生第一課作成資料）
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資料６－１－③－３（４） 平成１８年度卒業生進路一覧（環境材料工学科） 

学科 進路 進　路　先 所　在　地

環境材料工学科 就職 （株）桑山富山工場 魚津市宮津1288－1

環境材料工学科 就職 （株）シーテック 東京都新宿区西新宿2-4-1新宿NSビル6F

環境材料工学科 就職 （株）リケン柏崎事業所 新潟県柏崎市北斗町1-37

環境材料工学科 就職 （株）リッチェル 富山市水橋桜木136

環境材料工学科 就職 （株）高松メッキ 富山市八尾町保内2-10

環境材料工学科 就職 ＹＫＫＡＰ（株）黒部製造所 黒部市吉田200

環境材料工学科 就職 ファインネクス（株） 中新川郡舟橋村舟橋415

環境材料工学科 就職 中越合金鋳工（株） 中新川郡立山町西芦原新1番地1

環境材料工学科 就職 田中精密工業（株） 富山市新庄本町二丁目7番10号

環境材料工学科 進学 金沢大学工学部 石川県金沢市角間町

環境材料工学科 進学 富山県立大学工学部 射水市黒河5180

環境材料工学科 進学 富山工業高等専門学校専攻科 富山市本郷町13番地

環境材料工学科 進学 富山工業高等専門学校専攻科 富山市本郷町13番地

環境材料工学科 進学 富山工業高等専門学校専攻科 富山市本郷町13番地

環境材料工学科 進学 富山工業高等専門学校専攻科 富山市本郷町13番地

環境材料工学科 進学 富山工業高等専門学校専攻科 富山市本郷町13番地

環境材料工学科 進学 富山工業高等専門学校専攻科 富山市本郷町13番地

環境材料工学科 進学 富山工業高等専門学校専攻科 富山市本郷町13番地

環境材料工学科 進学 富山工業高等専門学校専攻科 富山市本郷町13番地

環境材料工学科 進学 富山大学工学部 富山市五福3190番地

環境材料工学科 進学 富山大学工学部 富山市五福3190番地

環境材料工学科 進学 豊橋技術科学大学工学部 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1

環境材料工学科 進学 長岡技術科学大学工学部 新潟県長岡市上富岡町1603-1 

環境材料工学科 進学 長岡技術科学大学工学部 新潟県長岡市上富岡町1603-1 

環境材料工学科 進学 長岡技術科学大学工学部 新潟県長岡市上富岡町1603-1 

環境材料工学科 進学 新潟大学工学部 新潟県新潟市五十嵐2の町8050番地

環境材料工学科 進学 新潟大学工学部 新潟県新潟市五十嵐2の町8050番地

環境材料工学科 その他 上田安子服飾専門学校 大阪府大阪市北区芝田2丁目5番8号

環境材料工学科 その他 富山県技術専門学院メカトロニクス科 富山市向新庄町一丁目14番48号

環境材料工学科 未定
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資料６－１－③－４ 過去３年間の求人倍率（専攻科） 

専攻科

求人数 求人倍率

平18(2006) 157 15.7       

平17(2005) 85 12.1       

平16(2004) 40 5.7         

年度
求人数

17.0                    51 10.2                    34

専攻科全体機械・電気システム工学専攻 機能材料工学専攻

6.0                     

求人倍率求人倍率 求人数

77 15.4                    

22 5.5                     18

80 16.0                    

（出典 進路指導委員会資料）

 

資料６－１－③－５ 過去３年間の修了生進路のまとめ（専攻科） 

平成１８年度

専攻科

富山県内 富山県外

機械・電気システム工学専攻 　　８(　１) 　　５(　１) 　　３(　０) 　　　(　　) 　　３(　０) 　　２(　１) 　　８０「　２」 １６．０

機能材料工学専攻 　１０(　２) 　　５(　１) 　　５(　１) 　　　(　　) 　　３(　１) 　　２(　０) 　　７７「　２」 １５．４

合計 　１８(　３) 　１０(　２) 　　８(　１) 　　　(　　) 　　６(　１) 　　４(　１) 　１５７「　４」 １５．７

平成１７年度

専攻科

富山県内 富山県外

機械・電気システム工学専攻 　　７(　０) 　　５(　０) 　　２(　０) 　　　(　　) 　　３(　０) 　　２(　０) 　　５１「　５」 １０．２

機能材料工学専攻 　　８(　２) 　　１(　０) 　　６(　１) 　　１(　１) 　　１(　０) 　　　(　　) 　　３４「　５」 １７．０

合計 　１５(　２) 　　６(　０) 　　８(　１) 　　１(　１) 　　４(　０) 　　２(　０) 　　８５「１０」 １２．１

平成１６年度

専攻科

富山県内 富山県外

機械・電気システム工学専攻 　　７(　０) 　　３(　０) 　　４(　０) 　　　(　　) 　　２(　０) 　　１(　０) 　　２２「　３」 　７．３

機能材料工学専攻 　　８(　１) 　　４(　０) 　　４(　１) 　　　(　　) 　　４(　０) 　　　(　　) 　　１８「　２」 　４．５

合計 　１５(　１) 　　７(　０) 　　８(　１) 　　　(　　) 　　６(　０) 　　１(　０) 　　４０「　５」 　５．７　　８(　１)

倍率
大学院進学者

　　４(　０)

  　４(　１)

区分 修了者 就職者 進学者 その他
就職者 進学者

求人数

　　８(　１)

倍率
大学院進学者

　　２(　０)

  　６(　１)

区分 修了者 就職者 進学者 その他
就職者 進学者

求人数

　　８(　１)

倍率
大学院進学者

　　３(　０)

  　５(　１)

その他
就職者 進学者

求人数区分 修了者 就職者 進学者

 

（出典 進路指導委員会資料）
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資料６－１－③－６ 平成１８年度修了生進路一覧（専攻科） 

専攻 進路 進　路　先 所　在　地

機械・電気システム工学専攻 就職 （株）ニチダイ 京都府京田辺市薪北町田13

機械・電気システム工学専攻 就職 （株）ファブリカトヤマ 南砺市野尻662

機械・電気システム工学専攻 就職 （株）不二越 富山市不二越本町1-1-1

機械・電気システム工学専攻 就職 ＹＫＫ（株） 東京都千代田区神田和泉町1

機械・電気システム工学専攻 就職 日研プラント（株） 富山市小黒197

機械・電気システム工学専攻 進学 長岡技術科学大学大学院　電気電子情報工学専攻 新潟県長岡市上富岡町1603-1

機械・電気システム工学専攻 進学 名古屋大学大学院工学研究科　量子工学専攻 愛知県名古屋市千種区不老町

機械・電気システム工学専攻 進学 北陸先端科学技術大学大学院 石川県能美市旭台1-1

機能材料工学専攻 就職 （株）アライドマテリアル 東京都港区芝1-11-1住友不動産芝ビル

機能材料工学専攻 就職 （株）桑山富山工場 魚津市宮津1288-1

機能材料工学専攻 就職 アイシン軽金属（株） 射水市奈呉の江12番地の3

機能材料工学専攻 就職 日立化成工業（株）下館事業所 茨城県築西市小川1500

機能材料工学専攻 就職 北陸電気工業（株） 富山市下大久保3158番地

機能材料工学専攻 進学 東京工業大学大学院総合理工学研究科　化学環境学専攻 神奈川県横浜市緑区長津田町4259

機能材料工学専攻 進学 富山大学大学院　物質生命システム工学専攻 富山市五福3190番地

機能材料工学専攻 進学 富山大学大学院　物質生命システム工学専攻 富山市五福3190番地

機能材料工学専攻 進学 長岡技術科学大学大学院　環境システム工学専攻 新潟県長岡市上富岡町1603-1

機能材料工学専攻 進学 長岡技術科学大学大学院　機械創造工学専攻 新潟県長岡市上富岡町1603-1

（出典 学生第一課作成資料）

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

準学士課程及び専攻科課程とも製造業を中心として求人倍率が高く，また工学系の大学編入学及び

大学院進学は良好でほぼ全員が就職・進学できており本校の教育の成果や効果が上がっている。  

 

 

観点６－１－④： 学生が行う学習達成度評価等，学生からの意見聴取の結果から判断して，教育

の成果や効果が上がっているか。 

（観点に係る状況） 

本校の学習・教育目標に対する達成度調査を，教育点検・改善委員会が平成18年度第３学年修了時，

準学士課程卒業時及び専攻科修了時に実施している（資料６－１－④－１，２，３）。その結果，準

学士課程（資料６－１－④－４）では，第３学年修了時に教育目標のＡとＢについては半分以下の学

生しか達成できたと答えていないが，Ｃについては半分以上の学生が達成できたと答えている。それ

に対して卒業時には大半の学生が全ての目標に対して達成できた（平均78.2％）と答えており，本校

の意図する教育の成果が上がっていると判断している。また専攻科修了生の結果（資料６－１－④－

５）から，殆どの目標を達成できた（Aの平均84.2％，Bの平均79.3％，Cの平均90％）と答えている

が，Ａ－１（英語力に関するもの）についてのみは半分程度であり，学生の意識の上での「英語力の

強化」が本校専攻科の今後の大きな目標であると考えている。 
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資料６－１－④－１（１） 教育目標達成度調査 

（３年生対象）

準学士課程の学習・教育目標 達成度調査 

 
 

平成１９年度に実施される機関別認証評価に関して，準学士課程の学習・教育目標のサブ項目につ

いて，どの程度まで達成しているかをアンケートにより調査することになりました。 
ついては，学習・教育目標に関するアンケートにご協力願います。 

 
※ 以下の９項目について，別紙（回答用紙）に，全て４段階で評価をしてください。 

 
Ａ 「工学全般の基礎知識を有し，技術力に優れたグローバルエンジニアの育成」に関して，次のサ

ブ項目について，どの程度達成していると思いますか。 

 
Ａ－１．数学，自然科学及び情報処理に関する基礎知識を学習し，それを用いて工学の基礎を理解

できること。 
Ａ－２．核となる専門分野の既存技術について説明し，実験の結果を正確に解析できること。 
Ａ－３．日本語によって論理的に記述し，プレゼンテーションする能力を身につけること。 
Ａ－４．外部試験を活用して英語力の向上を図ること。 

 
 
Ｂ 「広い視野を有し，将来，研究・開発をリードする能力を備えた人材の育成」に関して，次のサ

ブ項目について，どの程度達成していると思いますか。 

 
Ｂ－１．日本語による技術論文を読解できること。 
Ｂ－２．（アンケート対象外） 
Ｂ－３．工場見学・インターンシップを通して地域産業について考えること。 

 
 
Ｃ 「人・地球との共生の精神を有した人材の育成」に関して，次のサブ項目について，どの程度達

成していると思いますか。 
 

Ｃ－１．生命や心身の健康について理解を深め，周囲の人々や社会を思いやる大切さを自覚できる

こと。 
Ｃ－２．人の生き方や社会について関心を深め，主体性を持った判断力を養うこと。 
Ｃ－３．工業技術に携わる者として，社会や環境に果たすべき責任をわきまえること。  

（出典 教育点検・改善委員会）
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資料６－１－④－１（２） 教育目標達成度調査 

 

（３年生）

準学士課程の学習・教育目標 達成度調査の回答用紙 

 
 
※ それぞれの調査項目の欄に，該当する番号を○で囲んでください。 

 
（４段階評価） 
１：十分達成していると思う 
２：ほぼ達成していると思う 
３：あまり達成していないと思う 
４：全く達成していないと思う 

 

Ａ「工学全般の基礎知識を有し，技術力に優れたグローバルエンジニアの育成」 
に関しての調査 

Ａ－１   １     ２     ３     ４ 

Ａ－２   １     ２     ３     ４ 

Ａ－３   １     ２     ３     ４ 

Ａ－４   １     ２     ３     ４ 

Ｂ「広い視野を有し，将来，研究・開発をリードする能力を備えた人材の育成」 
に関しての調査 

Ｂ－１   １     ２     ３     ４ 

Ｂ－２  

Ｂ－３   １     ２     ３     ４ 

Ｃ「人・地球との共生の精神を有した人材の育成」 
に関しての調査 

Ｃ－１   １     ２     ３     ４ 

Ｃ－２   １     ２     ３     ４ 

Ｃ－３   １     ２     ３     ４ 

ご協力ありがとうございました。 

（出典 教育点検・改善委員会）
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資料６－１－④－２（１） 教育目標達成度調査 

（５年生対象）

準学士課程の学習・教育目標 達成度調査 

 
 

平成１９年度に実施される機関別認証評価に関して，準学士課程の学習・教育目標のサブ項目につ

いて，どの程度まで達成できたかをアンケートにより調査することになりました。 
ついては，学習・教育目標に関するアンケートにご協力願います。 

 
※ 以下の１０項目について，別紙（回答用紙）に，全て４段階で評価をしてください。 

 
Ａ 「工学全般の基礎知識を有し，技術力に優れたグローバルエンジニアの育成」に関して，次のサ

ブ項目について，どの程度達成できたと思いますか。 

 
Ａ－１．数学，自然科学及び情報処理に関する基礎知識を学習し，それを用いて工学の基礎を理解

できること。 
Ａ－２．核となる専門分野の既存技術について説明し，実験の結果を正確に解析できること。 
Ａ－３．日本語によって論理的に記述し，プレゼンテーションする能力を身につけること。 
Ａ－４．外部試験を活用して英語力の向上を図ること。 

 
 
Ｂ 「広い視野を有し，将来，研究・開発をリードする能力を備えた人材の育成」に関して，次のサ

ブ項目について，どの程度達成できたと思いますか。 

 
Ｂ－１．日本語による技術論文を読解できること。 
Ｂ－２．卒業研究を通して自主的に学習する姿勢を身につけること。 
Ｂ－３．工場見学・インターンシップを通して地域産業について考えること。 

 
 
Ｃ 「人・地球との共生の精神を有した人材の育成」に関して，次のサブ項目について，どの程度達

成できたと思いますか。 
 

Ｃ－１．生命や心身の健康について理解を深め，周囲の人々や社会を思いやる大切さを自覚できる

こと。 
Ｃ－２．人の生き方や社会について関心を深め，主体性を持った判断力を養うこと。 
Ｃ－３．工業技術に携わる者として，社会や環境に果たすべき責任をわきまえること。 

  

（出典 教育点検・改善委員会）
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資料６－１－④－２（２） 教育目標達成度調査 

 

（５年生）

準学士課程の学習・教育目標 達成度調査の回答用紙 

 
 
※ それぞれの調査項目の欄に，該当する番号を○で囲んでください。 

 
（４段階評価） 
１：十分達成できた 
２：ほぼ達成できた 
３：あまり達成できなかった 
４：全く達成できなかった 

 

Ａ「工学全般の基礎知識を有し，技術力に優れたグローバルエンジニアの育成」 
に関しての調査 

Ａ－１   １     ２     ３     ４ 

Ａ－２   １     ２     ３     ４ 

Ａ－３   １     ２     ３     ４ 

Ａ－４   １     ２     ３     ４ 

Ｂ「広い視野を有し，将来，研究・開発をリードする能力を備えた人材の育成」 
に関しての調査 

Ｂ－１   １     ２     ３     ４ 

Ｂ－２   １     ２     ３     ４ 

Ｂ－３   １     ２     ３     ４ 

Ｃ「人・地球との共生の精神を有した人材の育成」 
に関しての調査 

Ｃ－１   １     ２     ３     ４ 

Ｃ－２   １     ２     ３     ４ 

Ｃ－３   １     ２     ３     ４ 

ご協力ありがとうございました。 
 

（出典 教育点検・改善委員会）
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資料６－１－④－３（１） 教育目標達成度調査 

（専攻科2年生対象）

専攻科課程の学習・教育目標 達成度調査 
 
 
平成１９年度に実施される機関別認証評価に関して，準学士課程の学習・教育目標のサブ項目について，ど

の程度まで達成できたかをアンケートにより調査することになりました。 
ついては，学習・教育目標に関するアンケートにご協力願います。 

 
※ 以下の項目について，別紙（回答用紙）に，全て４段階で評価をしてください。 

 
Ａ.「工学全般の基礎知識を有し，技術力に優れたグローバルエンジニアの育成」に関して，次のサブ項目につ

いて，どの程度達成できたと思いますか。 

Ａ－１. 英語による200語程度の短い技術文が書け，英語で技術に関する簡単なコミュニケーションが 

ができること。 

Ａ－２．設計・システム，情報・論理，材料・バイオ，力学，社会技術に関する基礎知識を理解できる

こと。 

Ａ－３. 実験を計画・実施し，データの正確な解析に基づいて工学的に考察し，かつ論理的に説明でき

ること。また，研究においては与えられた制約の下で必要な援助を得て計画的に研究を進め，期

限内にまとめることができること。 

Ａ－４. 自分自身が伝えたい情報・意見を日本語で論理的に記述することができ，またプレゼンテーシ

ョンにおいて発表・討議できること。 

Ａ－５. 工学的諸問題に対処する際に必要な数学，自然科学及び情報の基礎的知識を理解できること。 

Ａ－６. 核となる専門分野の既存技術を説明でき，社会から要求されている問題や実務上の問題を見出

し設定できること。 

 
Ｂ.「広い視野を有し，将来，研究・開発をリードする能力を備えた人材の育成」に関して，次のサブ項目

について，どの程度達成できたと思いますか。 

Ｂ－１. 専攻科特別研究を通して，研究・学習状況の把握や記録を習慣づけ，自主的・継続的に学習で

きること。  

Ｂ－２. 自分とは異なった文化圏から来ている人々と交流し，他者・他国の立場から物事を考えること

ができること。 

Ｂ－３. 日本語及び英語による技術論文を著者の意図に沿って読解し，その内容を説明できること。 

Ｂ－４. 必ずしも正解のない問題に対してグループで検討・考察し，問題点を抽出，実現可能な解を積

極的に提案・評価できること。 

Ｂ－５. 工場見学を通じて地域産業を説明できること。 

Ｂ－６. 自分自身の生きている現代社会について，歴史を踏まえて経済・法律・習慣などの面から説明

できること。 

 
Ｃ.「人・地球との共生の精神を有した人材の育成」に関して，次のサブ項目について，どの程度達成でき

たと思いますか。 

Ｃ－１. 幸福・福祉や豊かさなどの多元的な概念を認識し，自己の確立ができること。 

Ｃ－２. 技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を認識し，技術者が社会に対して負っている責任につい

て説明できること。 

Ｃ－３. 知識と技術とが結びついた生産活動を体験し，それを学生生活に反映できること。 

Ｃ－４. 技術者として自立していくために，環境対策や新技術のコンセプトを説明できること。 

Ｃ－５. 既存の環境保全技術を説明できること。 

Ｃ－６. 自然や社会との共生を志向したエコテクノロジーを理解できること。  
（出典 教育点検・改善委員会）
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資料６－１－④－３（２） 教育目標達成度調査 

（専攻科２年生） 

専攻科課程の学習・教育目標 達成度調査の回答用紙 

 
 
※ それぞれの調査項目の欄に，該当する番号を○で囲んでください。 

 
（４段階評価） 
１：十分達成できた 
２：ほぼ達成できた 
３：あまり達成できなかった 
４：全く達成できなかった 

 
Ａ「工学全般の基礎知識を有し，技術力に優れたグローバルエンジニアの育成」 
に関しての調査 
Ａ－１   １     ２     ３     ４ 

Ａ－２   １     ２     ３     ４ 

Ａ－３   １     ２     ３     ４ 

Ａ－４   １     ２     ３     ４ 

Ａ－５   １     ２     ３     ４ 

Ａ－６   １     ２     ３     ４ 
Ｂ「広い視野を有し，将来，研究・開発をリードする能力を備えた人材の育成」 
に関しての調査 
Ｂ－１   １     ２     ３     ４ 

Ｂ－２   １     ２     ３     ４ 

Ｂ－３   １     ２     ３     ４ 

Ｂ－４   １     ２     ３     ４ 

Ｂ－５   １     ２     ３     ４ 

Ｂ－６   １     ２     ３     ４ 
Ｃ「人・地球との共生の精神を有した人材の育成」 
に関しての調査 
Ｃ－１   １     ２     ３     ４ 

Ｃ－２   １     ２     ３     ４ 

Ｃ－３   １     ２     ３     ４ 

Ｃ－４   １     ２     ３     ４ 

Ｃ－５   １     ２     ３     ４ 

Ｃ－６   １     ２     ３     ４ 
ご協力ありがとうございました。     

（出典 教育点検・改善委員会）
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資料６－１－④－４ 第３学年修了時及び準学士課程卒業時の調査結果 

 

 

Ａ 工学全般の基礎知識を有し、技術力に優れたグローバルエンジニアの育成 

 

1. 数学、自然科学及び情報処理に関する基礎知識を学習し、それを用いて工学の基礎を理解でき

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 核となる専門分野の既存技術について説明し、実験の結果を正確に解析できること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 日本語によって論理的に記述し、プレゼンテーションする能力を身につけること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３学年

7%

48%

39%

6% 1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できなかっ
た

4：全く達成できなかった

５学年

15%

69%

15%
1%

1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できなかった

4：全く達成できなかった

３学年

6%

35%

55%

4%
1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できな
かった

4：全く達成できなかっ
た

５学年

10%

66%

23%
1%

1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できなかった

4：全く達成できなかった

５学年

12%

63%

23%

2%
1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できなかっ
た

4：全く達成できなかった

３学年

8%

21%

52%

19% 1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できな
かった

4：全く達成できなかっ
た
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4. 外部試験等を活用して英語力の向上を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 広い視野を有し、将来、研究・開発をリードする能力を備えた人材の育成 

 

1. 日本語による技術論文を読解できること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 卒業研究を通して自主的に学習する姿勢を身につけること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３学年

6%

31%

42%

21% 1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できな
かった

4：全く達成できなかっ
た

５学年

14%

41%

35%

10%
1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できな
かった

4：全く達成できなかっ
た

３学年

4%

46%
43%

7%
1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できな
かった

4：全く達成できなかっ
た

５学年

15%

66%

18%
1%

1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できなかった

4：全く達成できなかった

５学年

21%

63%

15%
1%

1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できなかっ
た

4：全く達成できなかった
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3. 工場見学・インターンシップを通して地域産業を考えること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 人・地球との共生の精神を有した人材の育成 

 

1． 生命や心身の健康について理解を深め、周囲の人々や社会を思いやる大切さを自覚できる 

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．人の生き方や社会について関心を深め、主体性を持った判断力を養うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３学年

13%

42%

36%

9%
1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できな
かった

4：全く達成できなかっ
た

５学年

20%

52%

24%

4%

1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できなかった

4：全く達成できなかった

３学年

17%

45%

33%

5%
1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できなかっ
た

4：全く達成できなかった

５学年

28%

57%

14% 1%

1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できなかった

4：全く達成できなかった

３学年

18%

44%

33%

5%

1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できなかっ
た

4：全く達成できなかった

５学年

21%

63%

16%
0%

1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できなかった

4：全く達成できなかった
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3．工業技術に携わる者として、社会や環境に果たすべき責任をわきまえること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 教育点検・改善委員会）

３学年

12%

46%

33%

9%
1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できな
かった

4：全く達成できなかっ
た

５学年

21%

65%

13% 1%

1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できなかった

4：全く達成できなかった
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資料６－１－④－５ 専攻科修了生の調査結果 

Ａ. 工学全般の基礎知識を有し、技術力に優れたグローバルエンジニアの

育成

1. 英語による 200 語程度の短い技術文が

書け、英語で技術に関する簡単なコミュニ

ケーションができること。 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設計・システム、情報・論理、材料・

バイオ、力学、社会技術に関する基礎知識

を理解できること。 

 

 

 

 

 

 

 

3. 実験を計画・実施し、データの正確な

解析に基づいて工学的に考察し、かつ論理

的に説明できること。研究においては与え

られた制約の下で必要な援助を得て計画

的に研究を進め、期限内にまとめることが

できること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 自分自身が伝えたい情報・意見を日本

語で論理的に記述することができ、またプ

レゼンテーションにおいて発表・討議でき

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 工学的諸問題に対処する際に必要な数

学、自然科学及び情報の基礎的知識を理解

できること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 核となる専門分野の既存技術を説明で

き、社会から要求されている問題や実務上

の問題を見出し設定できること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6%

41%53%

0%

1：十分達成できた

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成でき
なかった

4：全く達成できな
かった

12%

88%

0%0% 1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できなかっ
た

4：全く達成できなかった

29%

59%

12% 0% 1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できな
かった

4：全く達成できなかっ
た

18%

76%

6%

0%

1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できなかっ
た

4：全く達成できなかった

6%

82%

12%

0%

1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できな
かった

4：全く達成できなかっ
た

18%

70%

12% 0% 1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できな
かった

4：全く達成できなかった
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Ｂ. 広い視野を有し、将来、研究・開発をリードする能力を備えた人材の

育成 

 

1. 特別研究を通して、研究・学習状況の把

握や記録を習慣づけ、自主的・継続的に学習

できること。  

 

 

 

 

 

 

 

2. 自分とは異なった文化圏から来ている

人々と交流し、他者・他国の立場から物事を

考えることができること。 

 

 

 

 

 

 

 

3. 日本語及び英語による技術論文を著者

の意図に沿って読解し、その内容を説明で

きること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 必ずしも正解のない問題に対してグル

ープで検討・考察し、問題点を抽出、実現

可能な解を積極的に提案・評価できること。

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 工場見学を通じて地域産業を説明でき

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 自分自身の生きている現代社会につい

て、歴史を踏まえて経済・法律・習慣など

の面から説明できること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19%

75%

6%

0%

1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できなかった

4：全く達成できなかった

12%

47%

41%

0%
1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できな
かった

4：全く達成できなかっ
た

6%

65%

29%

0%

1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できなかった

4：全く達成できなかった

6%

70%

24%

0%

1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できなかった

4：全く達成できなかった

18%

76%

6%

0%

1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できなかっ
た

4：全く達成できなかった

12%

70%

18%
0%

1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できなかった

4：全く達成できなかった
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Ｃ. 人・地球との共生の精神を有した人材の育成 

 

1. 幸福・福祉や豊かさなどの多元的な概

念を認識し、自己の確立ができること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 技術が社会や自然に及ぼす影響や効果

を認識し、技術者が社会に対して負ってい

る責任について説明できること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 知識と技術とが結びついた生産活動を

体験し、それを学生生活に反映できるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 技術者として自立していくために、環

境対策や新技術のコンセプトを説明でき

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 既存の環境保全技術を説明できるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 自然や社会との共生を志向したエコテ

クノロジーを理解できること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24%

70%

6%

0%

1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できなかった

4：全く達成できなかった

18%

70%

12% 0%
1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できなかった

4：全く達成できなかった

18%

64%

18%
0% 1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できなかった

4：全く達成できなかった

6%

82%

12%

0%

1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できなかった

4：全く達成できなかった

24%

64%

12% 0%

1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できなかった

4：全く達成できなかった

12%

88%

0%0%

1：十分達成できた　

2：ほぼ達成できた

3：あまり達成できなかった

4：全く達成できなかった

 

（出典 教育点検・改善委員会）
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（分析結果とその根拠理由） 

本校の教育目標に対する達成度調査が第３学年修了時，準学士課程卒業時及び専攻科課程修了時に

実施されている。学生の回答結果から，準学士課程では第３学年修了時に約半分の学生が達成できた

と答えているが，卒業時には78％近くの学生が全ての目標に対してほぼ達成できたと答えており，本

校の意図する教育の成果や効果が上がっていると判断している。一方，専攻科課程修了者の教育目標

に対する到達度の調査では，84.5％の学生が殆どの目標を達成できたと答えており，本校の意図する

教育の成果や効果が十分に上がっている。 

 

 

 

観点６－１－⑤： 卒業（修了）生や進路先などの関係者から，卒業（修了）生が在学時に身に

付けた学力や資質・能力等に関する意見を聴取するなどの取組を実施している

か。また，その結果から判断して，教育の成果や効果が上がっているか。 

（観点に係る状況）  

準学士課程卒業生及び専攻科修了生の在学時に身に付けた学力・資質に対する進路先の評価は，ア

ンケート調査と面談等による意見聴取によって行っている。 

平成17年度に行った準学士課程卒業生に対する本校の教育に関するアンケート結果の一部を資料６

－１－⑤－１に示すが、大半の学生が満足していることが分かった。また意見としては資料６－１－

⑤－２に示すとおりいくつかの建設的な意見も得られたものを教育の参考にしている。なお，平成18

年度については高専機構が全国立高専をまとめて実施しており、その結果の報告はまだされていない。 

平成17年度に行った専攻科修了生に対する本校の教育に対するアンケート結果の一部を資料６－１

－⑤－３に示すが、在学時に身に着けた能力は概ね役立っていることが分かった。また意見としては

資料６－１－⑤－４に示すとおりであり，準学士課程卒業生の意見と同様に教育の参考にしている。

専攻科修了生の進路先の上司等に対しても同様のアンケート調査を行っている。その結果の一部を資

料６－１－⑤－５に示すが、概ね大学卒業生と同等かそれ以上の評価をいただいている。また意見と

しては資料６－１－⑤－６に示すとおりであり，様々の意見と同様に教育の参考にしている。 

その他進路先等社会一般からの意見聴取の代表的な機会としては，企業及び教育機関の有識者の

方々に委嘱しているの富山高専評議員会（観点１１－２－①で詳述）及び富山高専技術振興会（選択

的評価事項Ａの観点Ａ－１－①で詳述）がある。また地域連携主事の下，地域連携委員会（資料６－

１－⑤－７）の種々の活動（資料６－１－⑤－８）の中で企業からの意見を伺う機会が極めて多い。

さらに企業の求人（資料６－１－③－１）及び大学の学生募集のための本校訪問・説明には，学科長

及び４，５学年担任等が対応しており，その際に種々のご意見を伺っている。これら企業，大学等と

の接触は，本校の教育の成果を認めた上で行われていると判断している。 

このように卒業（修了）生や企業等の意見から本校教育の成果は上がっていると考えている。 
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資料６－１－⑤－１ 準学士課程卒業生に対するアンケート結果（平成17年度） 

 

 
高専で学んだ「工学全般の基礎知識」は十分だ

と思いますか。

8%

33%

17%

42%

0%

十分満足

ある程度満足

どちらとも言えない

少し不足

全く不足

高専で受けた「研究・開発をリードする能力」に

対する教育は十分だと思いますか。

0%

31%

31%

23%

15%
十分満足

ある程度満足

どちらとも言えない

少し不足

全く不足

「数学・自然科学・情報系に関する教育」は役

立ちましたか。

6%

64%

18%

12%
0%

十分に役立った

ある程度役立った

普通

あまり役立たない

全く役立たない

「専門技術に関する教育」は役立ちましたか。

12%

46%
18%

18%

6%

十分に役立った

ある程度役立った

普通

あまり役立たない

全く役立たない

高専で学んだ教育内容に満足しています

か。6%

88%

6%
0%0%

十分満足

ある程度満足

どちらとも言えない

少し不満足

全く不満足

 

（出典 教育点検・改善委員会作成資料）
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資料６－１－⑤－２ 準学士課程卒業生の意見 

 

問 富山高専教育全般についての、御意見、御感想を回答用紙の該当欄に御記入ください。 

・現在も工学の分野で働いているが，工学の先にある事業，製品といった具体的な将来を学生

に示して，そこと教科の関係を教えることが大事だと思います．また当時に比べてコンピュ

ータ情報処理分野で求められるスキルは大きくなっていると思うのでその辺の教育をすすめ

るべきかと思います． 

・ 語学については，大学生レベルに追いつくのにかなりの独学を要した．「広い視野」には

もう少し高学年での人文系の科目，例えば経済学や経営などが必要だと思う． 

・ 語学力の向上につとめとほしい 

・ 卒業研究の開始を早めた方がいいと思います．また，進級するための試験を厳しくした方

がより勉強すると思います． 

・ 専門科目（機械力学・材料・設計など）は教科書を会社に持っていって役立っています．

ただ，入社してから「高専卒ならこのくらい知っているよね」と言われたことがたびたび

あり，そのたびにおろおろしていました． 

・ 英語が中学レベルで止まっているので，内容を見直すべき．後々とても苦労した． 

・ グローバルな人材が重要視されていることは分かるが，高専卒としてまず目指すべき人材

とは少し違うような気がする．企業や社会はそこを求めているだろうか． 

・ ５年間，一つの専門分野について学べたことはとても良かった．繰り返しで知識が身に付

いた． 

・ 卒業研究が役に立っている．開発の進行方法，プレゼンテーションなどに役立っている． 

・ 専門に特化しすぎるのはいいと思うが，語学（とりわけ英語）にもう少し時間が欲しかっ

た． 

・ 勉学についての取り組み方という点では転機とはなった．何をやるにも必要なものだと思

う．勉強の方法論が私の場合，たまたま電気だったと思う． 

・ 私の実務の中には強度計算や材料に対する基礎知識が必要とされる場面があり，高専での

教育が役に立っている．しかし化学工業であり，化学分野での知識不足が否めない（機械

工学科卒） 

・ EXCEL の授業時間及び内容が薄かった為，社会に出たときに殆ど役立たなかった． 

・ コンピュータを取り入れた教育をもっと充実させたほうがよいと思う． 

・ 実習・演習の時間を増やした方が良いと思う．また，他学科に専門知識を説明する機会を

設けるなどして知識と経験を広げる必要があると思う．職場経験の機会を増やし，どのよ

うな仕事があるのか，どのようなことが求められるのかを把握し，目標を持ちやすくさせ

る必要があると思う．  

 

（出典 教育点検・改善委員会作成資料）
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資料６－１－⑤－３ 専攻科修了生に対するアンケート結果（平成17年度） 

 

 
専攻科で学んだ「工学全般の基礎知識」は

十分だと思いますか。

11%

56%

11%

22%
0%

十分満足

ある程度満足

どちらとも言えない

少し不足

全く不足

専攻科で受けた「研究・開発をリードする能
力」に対する教育は十分だと思いますか。

0%

45%

44%

0%

11%

十分満足

ある程度満足

どちらとも言えない

少し不足

全く不足

特別研究の経験は、職務遂行に役立ってい
ますか。

33%

45%

0%

0%

22%
十分に役立った

ある程度役立った

普通

あまり役立たない

全く役立たない

専攻科での教育内容に満足していますか。

22%

45%

0%

33%

0%
十分満足

ある程度満足

どちらとも言えない

少し不満足

全く不満足

 

 

（出典 教育点検・改善委員会作成資料）
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資料６－１－⑤－４ 専攻科修了生の意見 

 

問 高専教育改革の一環として本校が掲げた教育理念と教育目標についてのご意見、ご感

想を回答用紙の該当欄にご記入ください． 

・教育理念の「科学倫理の尊重」とは，具体的にどのようなことを示しますか？具体性に

欠けています． 

・理念に外れてはいないと思う．要は本人がそれに気付き，賛同できるかどうか 

・ついていけなかった 

・よいと思います 

・理念・目標との大変すばらしいと思います．但し，高専の体質として，学生に甘えが出

やすいのも事実です．またカリキュラムでがんじがらめにする事も高専生らしさが失わ

れる様にも思います． 

・漠然としている．専攻科に入った時点で進路を決め，それに必要な専門的な事を勉強し

た方がいい．資格の習得など． 

・英語力は必要です． 

・目標のBで挙げた点を経験として身につけることが重要と思います．経験上高専の学生は

単独での作業によりやすい傾向があるかと 

・すばらしい理念・目標だと思います．達成できるよう努力願います． 

 

問 専攻科における教育で、 も役に立ったこと、あるいは特に印象に残っていることを、

回答用紙の該当欄にご記入下さい．  

・特別研究で指導教官と討論できたことが印象に残っている．大学では教授と何度も討論

できる機会がない 

・机上よりも研究室・実験室メインの学習 

・パソコンが使えたこと 

・研究，やはり知識を頭に詰め込むばかりでなく，自分で考え，動いて学んだことは後々

生きてくる． 

・特別研究（特に厳しかった）により，物事の考え方を学んだ． 

・実習（体で学んだこと） 

・X線解析や電子顕微鏡などの機器を実際に使用したこと 

・２年目以降，人を使う機会が出た際に，複数人での設計・製作を統括する能力が不足し

ていると感じました． 

・専攻科での特別研究  

（出典 教育点検・改善委員会作成資料）
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資料６－１－⑤－５ 専攻科修了生が就職した企業の上司に対するアンケート（平成17年度） 

 

問）本校の専攻科修了生の能力は、大卒（平均的な大学）と比べてどうですか。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問）専攻科修了生に期待する資質として、特に要望されるものを順に３つ、番

号でお答え下さい。 
 
 
 
 
 

①性格 6

②やや高度な専門知識 0

③基礎的専門知識 7

④一般教養 2

⑤指導力 1

⑥創造力・独創性 6

⑦問題解決能力 11

⑧企画力 2

⑨実践力・行動力 7

⑩語学力 2

⑪ﾊﾟｿｺﾝ他情報技術 1

⑫ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ能力 3

専攻科修了生と大学卒業生の比較

0%
27%

73%

0%0%
かなり高い

やや高い

同じ

やや低い

かなり低い

 

 

（出典 教育点検・改善委員会作成資料）



富山工業高等専門学校 基準６ 

 - 388 -

 

資料６－１－⑤－６ 専攻科修了生が就職した企業の上司に対するアンケート 

 

問）.富山高専専攻科の教育に関してご意見，ご要望がありましたら下記の欄にご記入下さい． 

・ 当社出身校の中でも上位にあり，各々の職域で活躍されています．特に現場重視の姿勢の中で

積極的に取り組まれる姿は将来に対しおおいに期待する所と思っております． 

・ 添付の教育理論はすばらしいと思います．貴卒業生ではありませんが，自主性の欠ける学生が

増加傾向にあると感じています．学校教育におかれまして，教官の指導に従い学習・研究をす

るだけでなく，自主性を育てる教育に力を入れて頂きたいと存じます． 

・ 教育方針なり，教育目標は各校がそれぞれであろうかと思いますが，多数ある学校の中でどの

ようにその特色を出し，個性ある学生を育てるかではないかと思います．また学生個人におい

ても，目標をしっかり見据えた学習態度が求められると思います． 

・ 工学の知識は基礎レベルを有していれば社会に出てからはその応用で対応可能です． 近実感

しているのは，英語の会話能力が不足している事です．卒業後年数が経過しているのでやむを

得ない所もありますが，外部教育機関で判定の結果，相当レベルが低いとの結果で約半年間の

教育を計画しています． 

・ 自主自立の精神について，アルバイトをして学費を稼ぎ，仕送りは当然なし．生かされている

自分を常に意識し，明日への自分を投げかける（対自）．この意味で教育は出来ているのだろ

うか？社会人となれば，自己完結とチームワークの両刀を使いこなすことが必要．一言で言え

ば，頭がやわらかく，応用力のある人を育成して欲しい．片寄った考え方が一般的．公式にあ

てはまらなければ問題が解けないではまずい．一生勉強を常とする． 

・ 今後とも社会のニーズに適切に対応出来る実践的技術者の養成をお願いいたします． 

・ すばらしい理念と目標であると思います． 

・ ジェネラルな人間を育てるのか，スペシャルな人間を育てるのか，それともスペシャルな人間

を育てるにはジェネラルな基礎が必要と考えているか明確にした方が，それを目指す人が集ま

るのではないでしょうか． 

・ 「真理の探究」と企業活動には相反する面もあるが，専攻科，高専教育において，一貫してこ

の「真理の探究」をする姿勢を植え付けて貰いたい． 

・ 他の大学（修士卒）と比べ遜色なく業務に取り組んでいます． 

・ 学術研究のみならず，企業においては品質，コスト，納期の責務が果せられます．個人の資質

によるところが多いと思いますが，いかに企業人としての意識を高めていくのか，基礎的な力

量が求められていると思います． 

・ 他の学部卒の者と比べ同等の実務能力を有している（基礎的工学専門知識，ＰＣ等の情報技

術） 

・ 当社の仕事内容が特殊で，貴校で習得した技術・能力を遺憾なく発揮できるかは定かではあり

ませんが，こと個人的に彼を見た時，人間性，企画力，協調性，独創性が求められる現場で，

努力を結果として生み出しております．どの職場においても一番の問題は個人々々の人間性が

重要になってくるのではないでしょうか． 

・ 大卒者と対等の業務を遂行出来ている． 
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・ 貴校を卒業された後，大阪大に進まれておりますので割愛させていただきます．ただ非常に優

秀であり，有望株 No.1 です． 

・ 大卒の能力低下は明確であり，取り分け“自己完結”をせず，ただ流れに乗り，日々を過ご

す．俗にいう“サラリーマン的”になって来ている．あまりにも情報が多すぎ，進歩も急速．

結果悪い意味で，“自分の関心があること“だけに眼が向いている．その意味において能力

が”同じ“ということで，期待より低いのが現実．良い意味で個性を磨く為，内に眼を向ける

べき． 

・ だいたいの人は入社してから仕事を勉強するので少し知識があってもそれほど大差がないか

ら． 

・ 能力評価として仕事の内容によりますが，前向きに謙虚に興味を持って学習される個人能力を

評価するウェイトが大きく，専攻科修了生，大卒等学歴とは関係ないように考えます． 

・ 専攻科修了後，大学の博士課程まで進学し，現在は国際学会で活躍している． 

・ ４の設問は幅があり過ぎて回答のしようがありません．本人については機械製図，金属熱処理

の技能士も取得しており，通常業務についても平均以上の評価をしております． 

・ 専門的な知識保有の面では他と比し高いレベルにあると思う． 

・ 資格取得での学習意欲が旺盛である． 

・ 一般教養，専門学識を単に習得するのではなく，特色ある学部づくり，全国や世界に通用する

突出した研究期間のようなものがあれば，意欲する学生が集まるのではないでしょうか． 

・ 項目３と項目５を参照願います． 

・ 高度な専門知識よりも何事においても前向きでやる気のある姿勢を見せる人を育てて欲しい．

・ 富山高専専攻科のカリキュラムを公開されておりシラバスを PDF ファイルで公開され計画性の

ある伸々とした教育をされていると考えます． 

・ 私も高専の卒業生ですが，５年間の教育の中で５年時の卒業研究は忘れられない思い出です．

専攻科での教育内容が良く解りませんが，１年間の卒研があり，その後２年間の専攻

科．．．．重複している部分がないのでしょうか？学士資格を満たす為には無理な面もあるか

も知れませんが７年間として考えた場合無駄な重複が無い様なプログラムが望まれると思いま

す． 

 

（出典 教育点検・改善委員会作成資料）
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資料６－１－⑤－７ 地域連携委員会規則 

  

 

富山工業高等専門学校地域連携委員会規則 

 

制定 平１８． ４． １

 

 （設置） 

第１条 富山工業高等専門学校における地域連携及び研究に関する重要事項を審議するため，富山

工業高等専門学校地域連携委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

 （審議事項） 

第２条 委員会は，次に掲げる事項について審議する。 

 （１）地域連携・産学官連携に関すること。 

 （２）知的財産に関すること。 

 （３）応募型外部資金に関すること。 

 （４）教職員の研究支援に関すること。 

 （５）共同研究及び受託研究に関すること。 

 （６）総合技術センターの管理・運営に関すること。 

 （７）富山工業高等専門学校技術振興会との連携に関すること。 

 （８）その他地域連携及び研究に関すること。 

 

 （組織） 

第３条 委員会は，次に掲げる者をもって組織する。 

 （１）校長補佐（地域連携・研究担当） 

 （２）地域連携主事補 

 （３）各課長 

 （４）校長が指名する技術部職員 １名 

 （５）その他校長が必要と認めた者 

２ 前項第４号及び第５号に定める委員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じ

た場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

 

 （会議） 

第４条 委員会に委員長を置き，校長補佐（地域連携・研究担当）をもって充てる。 

２ 委員長は，必要に応じて委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは，委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。 

４ 委員長は，委員会における審議事項を総括調整し，校長に報告するものとする。 
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 （意見の聴取） 

第５条 委員長は，必要に応じて委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができる。 

 

（専門部会） 

第６条 委員会に専門的事項を調査検討するため，専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は，必要に応じて委員以外の者を専門部会委員として組織できるものとする。 

３ 専門部会に関し必要な事項は，委員会が別に定める。 

 

 （庶務） 

第７条 委員会に関する事務は，庶務課において処理する。 

 

   附 則 

１ この規則は，平成１８年４月１日から施行する。 

２ 富山工業高等専門学校総合技術センター委員会規則（平成１６年４月１日制定）は，廃止す

る。 

 

（出典 本校規則集）
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資料６－１－⑤－８ 企業との交流状況 

 

 

 平成１８年度企業との交流状況 

 

・ 富山高専技術振興会Ｔ２フォーラム 

平成１８年１１月３日（金）・４日（土）・８日（水）富山高専オープンラボ 

１７社出展 会員企業に展示・企業紹介を行ってもらい、富山高専の学生との 

交流の場を設ける。 

 

・ Ｔ２マガジンの発行 

平成１８年７月、１２月、平成１９年３月の３回発行 

産学連携（特に会員企業との）の状況の紹介と案内 

 

・ 富山高専技術振興会講演会及び交流会 

平成１８年１１月２１日（火）名鉄トヤマホテル 

約１１０人出席 会員企業との交流を促進するため、本校校長の講演会と交 

流会を開催。 

 

・ 経済産業省委託事業「高専等を活用した中小企業人材育成事業」 

研修①講義+講習 平成１８年 8 月３１日 

「富山の産業と技術者に求められる科学技術コミュニケーションの能力」 

「科学技術コミュニケーションのためのプレゼンテーション力の育成」 

フレッシュエンジニア、上席など１１７人参加。 

 

研修②教授体験 平成１８年１０月～１２月 

フレッシュエンジニア自らが教授となり、小学生若しくは高専生に対して自 

分たちの日常業務を分かりやすく説明する。 

小学生向け フレッシュエンジニアの勤務企業 ５人 

高専生向け 富山高専 １４人 

 

研修③ＰＢＬ平成１８年１２月１５日～１６日 

ＰＢＬ合宿研修会を行う。 １８人参加 

 

・共同研究 ２３件、受託研究３件 

 

（出典 総務課資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

準学士課程卒業生及び専攻科課程修了生の在学時に身に付けた学力・資質に対する進路先の評価は，

アンケート調査と面談等による意見聴取によって行われている。アンケートの結果，卒業生および修

了生については在学時に身に付けた学力や資質に満足しており，役立っていると考えている。企業の

上司からは，大学卒と同等かそれ以上の評価を得ており，良好といえる。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

学生による本校の学習・教育目標に対する達成度調査を，教育点検・改善委員会により，第３学年

修了時，準学士課程卒業時および専攻科課程修了時に実施し，学校の意図する教育の成果や効果の段

階的な確認を組織的・体系的に行っている。 

（改善を要する点） 

 該当なし 

 

（３）基準６の自己評価の概要 

準学士課程では，目的に沿って卒業時に身に付けるべき学力や資質・能力を３つの教育目標と10の

サブ目標として定め，それぞれに授業科目を配置している。個々の学生について，目的の達成度を授

業科目と対応させて評価している。専攻科課程では，目的に沿った学習・教育目標について修了時の

具体的到達目標が明確に定められている。さらに，準学士課程４，５年の課程を含むJABEEプログラ

ムと連携しており，学生が達成状況を把握・評価することができる。このように教育目的に沿った形

で卒業時や修了時に到達すべき目標が定められており，その達成状況を把握・評価するための適切な

取り組みが行われている。 

学生が身に付ける学力や資質・能力に対する各学年の単位修得状況は良好であり，進級割合が高く，

準学士及び専攻科課程の卒業（修了）生の概ね全員が就職・進学している。さらに，卒業研究，特別

研究の成果を学会発表している状況から，卒業（修了）時において学生が身に付ける学力や資質につ

いて教育の効果が得られている。 

準学士及び専攻科課程の卒業（修了）後の状況は，就職については求人倍率は高く，就職先として

それぞれの専門技術を生かした関連分野に進み，進学先も専攻科や工学系の大学（院）の専門分野で

ある。本校の意図している工学系技術者として，各々の道を進んでおり，教育の成果や効果が上がっ

ている。 

本校の教育目標に対する達成度調査が第３学年修了時，準学士課程卒業時及び専攻科課程修了時に

実施されている。学生の回答から，準学士課程では第３学年修了時に約半分の学生が達成できたと答

えているが，卒業時には全ての目標に対して殆どの学生が達成できたと答えている。さらに，専攻科

課程修了者の教育目標に対する到達度の調査では，85％の学生が殆どの目標を達成できたと答えてお

り，本校の意図する教育の成果や効果が十分に得られている。 

準学士課程卒業生及び専攻科修了生の在学時に身に付けた学力・資質に対する進路先の評価は，ア

ンケート調査と面談等によって行っている。その結果，卒業生及び修了生は在学時に身に付けた学力

や資質に満足しており，役立っていると考えている。専攻科修了生については，企業の上司から「大

学卒と同等かそれ以上」との評価を得ている。在学時に身につけた資質・能力に対する意見の聴取の

取組を実施しており，その結果から教育の成果や効果が上がっていると判断している。 
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基準７ 学生支援等 

（１）観点ごとの分析 

観点７－１－①： 学習を進める上でのガイダンスが整備され，適切に実施されているか。また，

学生の自主的学習を進める上での相談・助言を行う体制が整備され，機能してい

るか。 

（観点に係る状況） 

新入生（専攻科を含む）についてはオリエンテーションにおいて教務主事，学科長及び専攻科長

から，また全学生に対してクラス担任から当該学科学年の目標や学習を進める上でのガイダンスを

実施している（資料７－１－①－１，２，３）。また個々の授業では， 初にシラバスを用いて授

業計画，評価方法等のガイダンスをしている。 

学生が学習を進める上での相談・助言は，第一にクラス担任が全体に対して，あるいは個人面談

等を実施して対応している（資料７－１－①－４）。また個々の授業では，教員がほぼ同じ時間帯

でオフィスアワーを設定している（資料７－１－①－５）。なお，学生はそれ以外の時間でも教員

室を訪問し，助言・指導を受けている。担任教員は，教科担当の教員から報告される指導連絡表

（資料７－１－①－６）及び定期試験直後に渡される評価を基に積極的に学生を指導している。 

第４，５学年及び専攻科では選択科目が導入されており，学科長・担任等によるシラバスの説明

や，学生による授業担当教員に対する授業内容の確認などを十分に行い， 終的に学生が選択して

いる（資料７－１－①－７）。  

学生が担任以外の教員に個人的相談をしたい場合，学生相談室がその対応に当たっている（資料

７－１－①－８）。 

準学士課程学生の演習や実験科目に対しては，専攻科学生のティーチング・アシスタント（以下

「ＴＡ」という。）により，学生がより質問しやすい体制を取り，学習をサポートしている（資料７

－１－①－９）。 
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資料７－１－①－１ オリエンテーションプログラム 

 

平成 19 年度新入生ガイダンスの実施について 

 

 

目 的  学校の教育方針及び学生生活の在り方等について説明し，高専生活を円滑

    に図ることを目的とする。 

 

期 間  平成１９年４月９日（月）・４月１１日（水） 

 

場 所  階段教室及び各クラスルーム 

 

日 程  ４月９日（月） 

            午  前  基礎学力テスト（詳細な日程は，別途通知） 

            午  後    学生生活について（階段教室） 

              13:15～13:35    教 務 主 事 

              13:35～13:55    学 生 主 事 

              13:55～14:15    学生相談室長 

              14:15～14:35    情報処理センター長 

              14:35～14:55    図 書 館 長 

※ 配付資料 

         学生便覧 

         情報セキュリティ 

                情報処理センター利用の手引き 

学生相談案内 

                図書館利用のしおり 

 

          ４月１１日（水） 

            午  後    特別活動（各クラスルーム） 

              15:45～           学 科 長 

                                  学級担任 

 

（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－１－①－２ 学年初めのＨＲ 

平成１９年３月７日

教員各位

教務主事

　このことについて，下記のとおり実施しますので，よろしくお願いします。

４月 日数 学科 専攻科 その他

１ 日

２ 月 春季休業（４/５まで） 春季休業（４/５まで）

３ 火 　 　

４ 水 13時30分～ 入学式リハーサル 入学式リハーサル 入学式リハーサル〔編入学生〕

10時00分～ 入学式 入学式 入学式〔編入学生〕

11時20分～ 学級担任から説明 10時40分～専攻科長から説明 10時40分～学級担任から説明

 8時50分～ 出欠調査

 9時05分～ 体育館集合 体育館集合

 9時10分～ 始業式（校長訓話，新任教員紹介，主事所管事項） 始業式

対面式

10時10分～ 特別教育活動（２～５年は，学級委員選出） （新入生は，前期のみ学校で選出）

４，５年は教科書購入〔オープンラボ１階〕 教科書購入〔オープンラボ１階〕 10：30～13：00 教科書販売

13時00分～ 定期健康診断（１年，５年）　〔第１体育館〕 定期健康診断〔第１体育館〕

胸部レントゲン（１年，４年，５年） 15時00分～胸部レントゲン

心電図（１年）

７ 土 　

８ 日 　

前学期授業開始，あいさつ運動 前学期授業開始 1年：授業休講

 8時50分～ 新入生基礎学力テスト（１年） ２～４年：午後休講

13時15分～ 新入生ガイダンス（１年）　〔階段教室〕 5年，専攻科：平常授業

13時00分～ 定期健康診断（２年，３年，４年）　〔第１体育館〕

１０ 火 あいさつ運動 　

あいさつ運動 短縮Ａ　（学生総会14：35～15：35）

14時35分～ 学生総会

１２ 木 クラブ活動ツアー（放課後）

１３ 金 クラブ活動ツアー（放課後）

１４ 土

１５ 日

１６ 月

１７ 火

13時00分～ 女子学生内科検診（１年）　〔保健室〕 開校記念日（平常授業）

13時15分～ 女子学生内科検診（５年）　〔保健室〕 13時15分～女子学生内科検診〔保健室〕

１９ 木 　 　 　 　

２０ 金

２１ 土

２２ 日

２３ 月

２４ 火

13時00分～ 女子学生内科検診（２年）　〔保健室〕 (平常授業）

13時15分～ 女子学生内科検診（３年）　〔保健室〕

13時30分～ 女子学生内科検診（４年）　〔保健室〕

２６ 木

２７ 金 　

２８ 土 　

２９ 日 昭和の日 昭和の日

３０ 月

１１ 水

６ 金

９ 月

４ 月 の 授 業 日 程 に つ い て

記

５ 木

１８ 水

２５ 水

 

（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－１－①－３ 専攻科オリエンテーション 

 

平成 18 年度専攻科新入生ガイダンスについて 

 

目 的  専攻科の教育方針及び学生生活の在り方等について説明し， 

     学生生活を円滑に図ることを目的とする。 

     特に，学位授与機構および JABEE エコデザイン工学教育プログラム 

     について理解してもらう。 

 

期日等  平成１８年４月 ６日（木）〔専攻科棟１階講義室Ⅲ〕 

平成１８年４月２５日（火）〔図書館２階情報処理センター〕 

 

----------------------------------------------------------------------- 

日 程  ４月６日（木）入学式終了後 

場 所  専攻科棟１階 第Ⅲ講義室 

説明者  専攻科長，副専攻科長 

対 象  専攻科１年生 

内 容  「専攻科新入生ガイダンス」 

    1．専攻科の概要説明 

       学生便覧 6 章，教育課程表，専攻科教育目標 

    2．専攻科の授業科目履修等に関する規則 

    3．エコデザイン工学教育プログラム，履修の手引き 

    4．主副指導教員希望調査のための H17 年度特別研究要旨集配布 

       （本校以外からの入学者に対してその後個別に追加説明） 

※ 配付資料 

  学生便覧 

  エコデザイン工学教育プログラム履修の手引き 

  情報セキュリティ個人マニュアル 

         情報処理センター利用の手引き 

学生相談案内 

         図書館利用のしおり 

 

日 程  ４月２５日（火）１限目 

場 所   図書館２階 情報処理センター 

説明者  専攻科長，副専攻科長，前専攻科長，専攻科委員会委員 

対 象  専攻科１年生および指導教員 

内 容  「学生別修了要件確認に関する説明会」 

      1．エコデザイン学生別修了要件の確認について  

      2．エクセル入力作業の説明ほか  

（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－１－①－４ クラス担任の学生指導（例） 

   

（出典 担当教員）
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資料７－１－①－５ オフィスアワーの案内（掲示） 

（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－１－①－６ 指導連絡表(例)  

 

  

（出典 担当教員）
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資料７－１－①－７ 選択科目一覧表（例） 

（担任提出用）

科目名 英語演習Ⅰ 経済学 ドイツ語ⅠA前 文化史Ⅰ前 ドイツ語ⅠB後 文化史Ⅱ後 統計学Ⅱ前 数学演習後 電気工学Ⅰ前 電気工学Ⅱ後 機械設計後

担当教員 冨田 未定 酒井 瀬戸 酒井 瀬戸 石田 石田 森 森 池田

単位数 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2

希望者は○印

　

※

（学生控え）

科目名 英語演習Ⅰ 経済学 ドイツ語ⅠA前 文化史Ⅰ前 ドイツ語ⅠB後 文化史Ⅱ後 統計学Ⅱ前 数学演習後 電気工学Ⅰ前 電気工学Ⅱ後 機械設計後

担当教員 冨田 未定 酒井 瀬戸 酒井 瀬戸 石田 石田 森 森 池田

単位数 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2

希望者は○印

　

※  内は、同時開講

希望する科目に○印を付けてください。

希望する科目に○印を付けてください。

選　 択   科 　目　 履　 修 　届　 

切　り　取　り　線

４学年　機械工学科

学籍番号（　　　　　　）　氏名（　　　　　　　　　　　　　　）

一　般　科　目 専　門　科　目

選　 択   科 　目　 履　 修 　届　 

 内は、同時開講

４学年　機械工学科

一　般　科　目 専　門　科　目

学籍番号（　　　　　　）　氏名（　　　　　　　　　　　　　　）

 

（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－１－①－８ 学生相談室案内 

平成１９年４月６日

学生のみなさんへ 
 

『学 生 相 談 室』って何？ 

 
学生相談室は、みなさんが学校生活の中で出会う色々な問題について、私たち相談員がみなさんの

お話をじっくり聴きながら、みなさんが自分にとって良いと思える答えを見つけられるよう、考える

お手伝いをする場所です。 
ちょっと気にかかること、不安や心配、一人で抱え込むには重すぎると感じることなど、なんでも

結構です。みなさんから受けた相談内容については固く秘密を守ります。私たち相談員を信じてくだ

さい。できるかぎりみなさんの力になりたいと思っています。 
学生相談室長 物質工学科  川淵 浩之

相談の方法 

（１） 下表の時間帯に相談員が相談室にいます。 

（２） 相談員の部屋を訪ねてください。 

（３） 相談員の部屋に電話してください。 

（４） 相談員の部屋に E-mail を送ってください（主に相談の予約に使ってください）。 

      学生相談室のホームページ http://www.toyama-nct.ac.jp/gakusei/soudan/ 
スケジュール（H19 前期） 

 学生相談室 開室：授業期間中の放課後毎日 

        閉室：定期試験中、夏冬春の長期休み中 

                   （長期休み中は、密田先生もお休みです） 

 

月 火 水 金

13:00 カウンセラー
＊

教員室で ミツダ  ヒロコ

　開室します↓ 密田 博子 先生

15:30 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員

カワハラ  オサム ニシ   トシユキ カワフチ  ヒロユキ マツイ  シンイチロウ イワイ  マサオ

河原　治 先生 西　敏行 先生 川淵 浩之 先生 松井 紳一郎 先生 岩井 正雄 先生

機械工学科 電気工学科 物質工学科 一般科目 毎週木曜日 環境材料工学科

076-493-5481 076-493-5445 076-493-5455 076-493-5431 に来校され 076-493-5477

kawahara@toya nishi@toyama- kawafuti@toya matsui@toyama- ます iwai@toyama-
17:30 ma-nct.ac.jp nct.ac.jp ma-nct.ac.jp nct.ac.jp 17：00まで nct.ac.jp

↓

木

            密田先生への相談は、保健室の家城看護師に予約してください。 

学生相談室の場所はここです 

WC

WC

学生玄関
 学 生
相談室

 教 務
管理室

学生課

電気工学科へ　 　

保健室

環

境

材

料

工

学

科

棟
 

（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－１－①－９ ＴＡ（ティーチング・アシスタント）任用状況 

 

（出典 学生第一課作成資料）

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

準学士課程及び専攻科課程の入学時にオリエンテーションを実施している。また全学生に対して，

学習を進める上でのガイダンスをクラス担任や教科担当教員が，オフィスアワーの時間等に指導連絡

票や評価を基に助言・指導を行っている。 さらに学生相談室を設け，相談・助言のネットワークを

構築している。専攻科学生のTAにより，学生が学習しやすい体制を取り入れている。 

以上のことから，学生の自主的学習を進める上での相談・助言を行う体制が整備され，機能して

いる。 

  

 

観点７－１－②： 自主的学習環境（例えば，自主学習スペース，図書館等が考えられる。）及び

厚生施設，コミュニケーションスペース等のキャンパス生活環境等が整備され，

効果的に利用されているか。 

（観点に係る状況） 

自主的学習や補習の場として，HR教室，図書館等が整備され，利用されている（資料７－１－②－

１）。 

図書館，情報処理演習室及びマルチメディア（ＭＭ）演習室は，時間外にも開館し，自主的学習の

場として十分に機能している（資料７－１－②－２，３，４，５）。機械工学科及び電気工学科には，

５年生及び専攻科学生が使用できる卒研室が整備されており，学生は実験データの整理，調査など，

実験以外の時間はそこで活動している。  
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語学については ＭＭ演習室を中心にしたコンピュータ支援学習が情報センターと一般科目英語科

の連携によりCALIS，ALC NetAcademy，Cocet 3300を用いて実施されている（資料７－１－②－６，

７）。 

学生生活を送る上で必要な厚生施設として竹明館（資料７－１－②－８），合宿研修所（資料７

－１－②－９），図書館談話ホール，リフレッシュスペース及び学生玄関前コミュニケーションスペ

ース等が整備され，日常のキャンパス生活及び部活動の合宿で利用されている。 

このような施設・設備を効果的に利用することをさらに継続・促進するため，「施設・環境点検

評価委員会」において毎年，利用状況の評価・改善を行ってきている（資料７－１－②－１０，１

１）。 
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資料７－１－②－１（１） 建物平面図 

（出典 学生便覧）
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資料７－１－②－１（２） 建物平面図 

 

（出典 学生便覧）
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資料７－１－②－１（３） 建物平面図 

（出典 学生便覧）
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資料７－１－②－１（４） 建物平面図 

（出典 学生便覧）
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資料７－１－②－１（５） 建物平面図 

（出典 学生便覧）



富山工業高等専門学校 基準７ 

 - 410 -

 

資料７－１－②－１（６） 建物平面図 

（出典 学生便覧）
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資料７－１－②－２（１） 図書館利用のしおり 

 
（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－１－②－２（２） 図書館利用のしおり 

 

（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－１－②－３ 図書館利用実績 

 

（出典 学生第一課作成資料）



富山工業高等専門学校 基準７ 

 - 414 -

 

資料７－１－②－４ 情報処理センター利用の手引き 

情報処理センター利用の手引き (学生用 ) 
 

 《はじめに》  

 本校では、3 つの演習室におよそ 160 台の学生用コンピュータがネットワー

クで接続されています。その他、各研究室にも多くのコンピュータが用意され

ています。情報処理センターでは、皆さんがどのコンピュータを使っても各自

の固有の利用環境が変わらないように設定しており、皆さんのコンピュータ利

用環境としては申し分のないものとなっています。この恵まれた施設を利用し

て皆さんがこれからの情報社会を生き抜くために大いに勉強してもらいたいと

思うからです。  
 しかし、これらのコンピュータが皆さん一人だけのものでないことは言うま

でもありません。国が膨大な予算を使って本校で学ぶすべての学生に与えてく

れた大切な贈り物です。皆さんが気持ちよくこの贈り物を使うためには、公共

物を使うためのマナーを守ることが必要になります。以下にあげることは、情

報処理センターが皆さんにこの学校の学生として 低限守って欲しいことです

情報処理センターは、皆さんがこれらのマナーを守ってくれることを前提にコ

ンピュータを開放しています。もし守れないようであれば、人間関係のトラブ

ルやコンピュータの破損等により、その利用環境が著しく悪化し、その結果セ

ンターは利用制限等の対策を講じなければならなくなります。この学校の優れ

た教育環境を守るために、なによりも自分がこの学校に入学できた特典を守る

ために協力してください。なお他の人のルール破りを見て見ぬふりをすること

は、自分がルールを破ることと同じです。お互いに注意し切瑳琢磨してコンピ

ュータの使い方をマスターしてください。  
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《守ってほしいマナー》 

Ⅰ．パスワード  
自分の秘密は自分で守るようにすること。  

1．パスワードは鍵と同じです。こまめにパスワードを変更してください。

2．使い終わったらログオフすることは勿論、中途で立つ場合も必ずログオ

フしてコンピュータから離れてください。 
3．許可なく他人のパスワードでコンピュータを使ってはいけません。これ

は、鍵を盗んで部屋に入ることに相当します。  
 
Ⅱ．メール  

1．言葉使い等に気をつけ、相手の身になってメールを書くこと。面と向か

っての対語でないことからくる誤解、実際に会う可能性が少ないという

安心感から思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。本校の学

生あるいは外部から、メールに関して苦情が寄せられた場合、情報処理

センター長は、管理者に命じてメールの差し出し人を特定しその内容を

チェックすることがあります。  
2．メールを手紙ではなく葉書であると考えること。管理者は通常上記のよ

うな特別の場合を除いてメールの内容をチェックすることはありませ

んが、人に見られて困るものはメールでは出さないようにしてください

また偶然見てしまった他人のメールは忘れましょう。 
3．メールに大きな添付ファイルをつけないこと。送る前に添付ファイルの

容量を確認してください。1 メガバイトを超えるものは、FTP 等の他の

手段でやりとりしてください。  
4．デマを流すなどメールでのいたずらは絶対にしてはいけません。また、

いたずらに荷担することも罪は同じです。例えば「幸福のメール」のよ

うなものが来ても友達に出してはなりません。これはネットワークのト

ラフィックを激増させ全てのユーザーに迷惑をかけるもととなります。

現在、メールは大事な日常業務の一部になっていることを忘れないでく

ださい。遊びでメールを使ってはいけません。  
5．残しておかなければならない大切なメールは、責任を持ってフロッピー

ディスク等に自分で保管すること。学生宛のメールは、サーバー上に置

かれている一人一人の個人用フォルダに保存されます。しかし、センタ

ーでは新学年が始まる前にこれらのフォルダの内容を抹消し新規にし

ますので注意してください。 
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Ⅲ．ホームページのブラウズ  
1．ブラウザは教育上の目的をもって使用すること。ただ単に興味本位のブ

ラウズは、際限なく時間を浪費し、学習に悪影響を与えます。また、本

当にコンピュータを使う必要がある人からその機会を奪うものです。  
2．ブラウザは 19 時まで使用できます。閉室時間が近づいたら終了の準備

をしてください。  
3．先生 (授業に関係する先生 )の許可がない限り、ブラウザからの印刷は禁

止です。またブラウザからソフトウェア (マクロを含む )をダウンロードす

ることを禁止します。ダウンロードが必要な場合、先生に依頼してくだ

さい。フロッピー、USB メモリを含めて、出所が信用できないところで

はウィルス等の危険は常に存在します。問題が生じた場合、情報処理セ

ンター長は管理者を通じて、誰が何を見ているかをチェックすることが

あります。  
 

Ⅳ．演習室の使用  
1．演習室は、授業のある日は、8 時 40 分から 19 時まで使用できます。  
2．授業時間を除き、コンピュータを使用する目的以外で演習室を使用する

ことはできません。  
3．下足を履いたままや素足での入室はできません。情報処理センターの 3

つの演習室では備え付けのスリッパを着用し、下足は所定の場所にしっ

かり入れてください。また退室するときはスリッパを所定のところに必

ず整理して返してください。  
4．入退室時にはドアを必ず閉めること。また、退室時に誰もいない場合、

消灯すること。  
5．共有財産をいつまでも使いやすいものにしておく努カをすること。  

a. 飲食物の持ち込みおよびガムを噛むことは厳禁です。飲食物のく

ず、こぼれはキーボードやマウスの大敵です。またガムは床に落ち

た場合、カーペットをだめにしてしまいます。  
b. 同じ理由により、演習室では消しゴムを使わないこと。  
c. ゴミを机上に置き去りにせず、引き出しに入れないこと。落書きは

絶対にしないこと。  
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Ⅴ．コンピュータ機器の使用  
1．コンピュータおよびその周辺機器を演習室から持ち出さないこと。 
2．勝手にコンピュータおよびその周辺機器をいじらないこと。これらは、

センター員が常に 善の状態に設定しています。機器は丁寧に扱ってく

ださい。ディスプレイに触れることは控えてください。マウスは下に落

とさないよう注意してください。 
3．故障、異常等が出てきたら速やかに先生またはセンター員に申し出るこ

と。自分がしたものでなくとも必ず申し出てください。誰が、いつ、そ

のコンピュータを使用していたかは、記録されています。  
4．許可なく、ソフトウェアをインストールあるいはアンインストールして

はいけません。情報処理センターは、教育上有益であると思われるソフ

トウェアを一括して管理しています。教育上必要であると考えるソフト

があれば、先生に申し出てください。  
5．端末のハードディスクには書き込まないこと。自分の作成したファイル

等は必ずサーバー上の自分のフォルダに保存するようにしてください。

なお、新学年が始まる前にこれらのフォルダの内容はメールと同様に抹

消されます。大切なものは、フロッピーや USB メモリ等の自分のものに

保存してください。  
 

以上のマナーを守れないものに対して、情報処理センター長はセンター施設

の保全責任者として弁償を要求することがあります。またユーザアカウントの

停止を命じることがあります。ユーザアカウントが停止されるとその期問中、

本校の全ての学生用コンピュータを使用することができなくなります。情報処

理教育の授業の他、全てのコンピュータを使う授業に影響を与えますので、注

意してください。  
現在コンピュータは自分だけが単独で使うものではなくなりました。この学

校のコンピュータは学内はもとより全世界のコンピュータとつまり全世界の

人々と結ばれています。  
インターネットの文化は、公共の福祉のため、お互いが他人への思いやりを

持ち、無償の労働をさえ提供しようとする歴史上もっとも高邁な理想を追求す

る文化のひとつです。皆さんが本校のすばらしい環境の中でこの文化の発展に

寄与されることを期待しています。  
                             

 
 

 

（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－１－②－５ 情報処理センター利用実績（例） 

 

（出典 本校Webサイト）

http://www.toyama-nct.ac.jp/joho/riyo/riyo0610.htm
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資料７－１－②－６ マルチメディア演習室における教育環境 

 

 
コンピュータを利用した英語教育 
――システム構築と授業実践―― 

 
 
 
 
 

 
Computer Assisted English Education 

―― System Construction and English Class ―― 
 

 
 
 
 

The purpose of this paper is to show how to use computers and their network in regular English classes. In
1998, we had a CALL (Computer Assisted Language Learning) lab, designed by the joint team from the English
Division and Educational Center for Information Processing. The lab has 46 Windows NT workstations as main
multimedia terminals, connected to a group of Windows NT servers through 100Mbps LAN. We explain the
CALL system on which some of our English classes are conducted, with description of efficient ways of computer
replacement for conventional teaching procedure in an ordinary classroom.  

The keynote all through this paper is a practical one. Our present concern lies in daily practical use of our
CALL system in our English classes, not in theoretical foundation for the teaching methods. The educational
system we aimed at there was not just for the presentation of a variety of media to the learners, but a system where
we have as many as 46 a little dull, but infinitely faithful assistants, i.e. computers. We hope that our system
construction and English classes there could be one of the attempts to exploit the capacity of CALL and education
of technical colleges in Japan.  
key words: CALL, Authoring System, Multimedia Education, CALIS, Windows NT 
 
 

１  はじめに 

 
本校では平成１０年度より、 先端教育設備とし

て導入されたマルチメディア語学・情報処理教育

演習装置が稼働している。本稿の目的は、このマ

ルチメディア演習室を中心とした、コンピュータ支

援英語教育の概要を述べることである。 
私たちが、マルチメディア演習室を導入するに当

たり目標としたのは以下のことであった。 
 

(1) 視聴覚を中心とした機能の充実を図ることは

当然のことであるが、更に本校での９０分授業

が定常的に行えるよう、普通教室での板書、

発表、机上での問題演習等の基本的な学習

活動をサポートする環境を提供し、その上で

各教授者の個性に合わせた指導ができるよう

な柔軟性を持ったシステムを構築すること。 
(2) コンピュータの操作に不慣れな低学年の学生

が使えるように、操作環境をできるだけ単純な

ものにすること。 
(3) 授業時以外に学生が授業の復習や関連する

学習活動をコンピュータを使ってできるような

環境を構築すること。 
(4) ファイルシステムを通して、教材の作成、配布

や録音音声等を含めた提出物の回収が各教

官室のコンピュータからできること。 
(5) 学生の発表意欲を高めるため、音声や画像、

あるいは電子辞書等の小道具が手軽に使用

できること。またその作品が他の学生や教官

にも簡単に閲覧できる環境を提供すること。 
 
以上の目標を達成するため、英語科ではマルチメ

ディア演習室を単独の閉じたシステムとして切り  
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離すことなく、他の情報処理演習室と共に１つの

教育用ネットワークを構築できるよう、情報処理教

育センターとの緊密な調整を図った。 
オペレーティングシステムは、操作性とアプリケ

ーションの豊富さ、及び管理面での本校の運用実

績を考慮し他の演習室でも使われている Windows 
NT を採用し、Windows NT ワークステーションを

マルチメディア端末とするシステムを構築した。 
現在（平成１１年度前期）この演習室では、英作

文を中心とする『英語表現』とビデオを利用した『総

合英語』の授業が全部で１２コマ行われている。

（表１） 情報関連の授業を入れるとメインテナンス

等に必要な空き時間帯がほとんどないのが悩みの

種のひとつとなっている。 
 

科目 学年・学科 
英語表現 I １年全（２単位） 
英語表現 II ２年全（２単位） 
総合英語 II ３年全（２単位） 

表１ 平成 11 年度前期マルチメディア演習室での 
英語の授業 

 

２  システム構成 

2.1 教育用コンピュータ環境 
 

本校では、おおよそ１学年分、寮を含めて１７０台

余りの教育用コンピュータを一括して情報処理教

育センターが管理している。演習室は、情報処理

教育センターに２（大演習室４５台、小演習室２０

台）、図書館２階に１（４３台）とマルチメディア演習

室（４６台）の三カ所に分散している。コンピュータ

の機種は、図書館２階が、NEC9800 シリーズであ

るのを除き、すべて DOS/V 機である。オペレーティ

ン グシ ステムは センタ ー大演 習室の もの が 、

Windows NT と UNIX のデュアルブートシステムで

ある他は、Windows NT のみを使っている。各演習

室の間は、100Mbps の FDDI バックボーンで結ば

れ、演 習室 内は 、マ ル チメ デ ィア演 習室 が 、

100Mbps、その他は 10Mbps である。Mail 及び

WWW サーバーは、センターにある UNIX のもの

を使っている。 
 

2.2 Windows NT ネットワーク 
 
紙面の制約から、NT ネットワーク設定の説明は

概略にとどめる。詳細については、参考文献 １）を

参照していただきたい。現在の設定はこれに一部

手直しを加えたものである。 
本校では、Windows NT 教育用ネットワーク上に

２つの NT ドメインを設置してユーザーを管理して

いる。１つは、学生及び教職員のためのものであり、

もう１つは寮生が学寮でコンピュータを使うためのも

のである。二つのドメインは信頼関係で結ばれ、寮

を含めた学内のどの教育用コンピュータを使おうと、

大略同じ使用環境をユーザーに提供できるように

構成されている。 
本 校 NT の ド メ イ ン で は 、 ユ ー ザ ー は

Administrators、Teachers、Students の３つのグルー

プに分けられる。学生は Students グループに属し、

入学時に割り当てられた一意のユーザ名と自分が

決めたパスワードによってのみログオンできる。ログ

オン時、学生には以下のネットワークドライブが設

定により割り当てられる。（写真１） 

a) ネットワーク (H: ) ドライブ 
NT 教育用ドメインユーザーのホームドライブ、実

際には NT のファイルサーバー上のひとつのディレ

クトリである。このドライブはユーザー１人１人に固

有であり、特に Students グループである学生に関し

ては、他の学生のものを見たり、また他の学生から

見られることはない。ユーザーは自分のホームドラ

イブにはフルコントロールのアクセス権を持つ。NT
ネットワークを使用する教官、技官は全て Teachers 
グループに属し全ての学生のホームドライブにフ

ルコントロールのアクセス権を持つ。なお技官を含

む情報処理教育センター員の一部（そのほとんど

がまた教授者として NT ネットワークを利用する）が

Administrators のグループを構成する。 

写真１   Students グループでログオンしたときに

見えるマイコンピュータの内部 
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a) ネットワーク (P：) ドライブ 
各授業者の教材が置いてあるドライブであり、す

べての学生から参照可能である。学生のアクセス

権は読み取り専用となる。 
b) ネットワーク (W:) ドライブ 

校内ホームページ用ドライブ、実際には本校で

稼働している UNIX の WWW サーバー上のひとつ

のディレクトリである。UNIX 上のサーバープログラ

ム Samba により、Windows ファイルシステムとの互

換性を確保している。学習者が授業で Web ページ

を作成する場合に割り当てられる。 
c) ネットワーク (T:) ドライブ 

Teachers グループに属する教授者には、更に 
(T：) ドライブが割り当てられる。(T：) ドライブには

NT のドメインユーザーマネージャー等の、教授者

にのみ必要なものが置かれる。 
 

ユーザーのホームディレクトリが置かれているサ

ーバーは Teachers グループからは、フルアクセス

できるので、教授者は校内ネットワークを通して教

材の配布、提出物の回収等を自分の教官室から

簡単に行える。（写真２） 

 
Students グループに属する学習者から見えるも

のは、３つのネットワークドライブと１つのローカルド

ライブ (3.5 インチフロッピードライブ) のみである。

NT サーバーとクライアントの設定により、学習者が

操作する必要のないローカルの (C: ) ドライブや

ネットワークコンピュータ等は、隠蔽することができ

る。 

３  マルチメディア演習室 

マルチメディア演習室は、46 台の Windows NT 
ワークステーションをマルチメディア端末とし、制御

用ボードからクライアントへの画面転送、キーボー

ド・マウス共有等の機能を組み合わせた CALL  
Lab. のひとつである。 

 
3.1 教授者側制御卓（写真３） 
 
a) 画面、音声転送 

教授者用コンピュータのディスプレイ画面を学習

者側コンピュータのディスプレイに表示できる。他

の AV 機器（VTR、OHC 等）からの画像出力も同様

である。学習者に画像を見せる装置としては、他に

4 台の天井吊り下げ式の大型テレビのスクリーンが

ある。画像は、学習者全員、特定のグループ、特

定の１人、と目的に応じて出力できる。音声は、教

授者用コンピュータのものを含めてすべての AV 機

器からスピーカ出力できる。また学習者のヘッドセ

ットを使えば、画像と同じく学習者への振り分けが

可能である。 

 
b) モニタと添削 

個々の学習者のディスプレイ、音声をモニタでき、

その学習者とヘッドセットを通して会話できる。また

学習者のマウス、キーボードに割り込み直接指導

することが可能である。 
c) モデルと発表 
任意の学習者のディスプレイ画面と音声をモデル

として全ての学習者のディスプレイに表示できる。 

写真２ 教官室のコンピュータから見える学生の 
ホームフォルダ 

写真３ マルチメディア演習室制御卓 
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音声に関してはスピーカもしくはヘッドセットに出

力が可能である。この場合、前述のマウス、キーボ

ードの割り込み機能により、教授者がそのコンピュ

ータを操作することもできる。 
 

3.1 クライアントコンピュータ 

 
a) ソフトウェア（写真４） 
英語の授業で主として使っているアプリケーション

ソフトは以下のものであって、英検用のものを除い

てすべてローカルのハードディスクにインストール

してある。 
ｲ) CALIS 

（英語自主作成教材実行用ソフト） 
ﾛ) Keyboard Master 及び MikaType 

（キータッチ練習ソフト） 
ﾊ) Microsoft Word、PowerPoint 
ﾆ) 研究社『英和・和英中辞典』及び検索ソフト 
ﾎ) Quick English Junior 及び英検練習用ソフト 

（市販マルチメディア教材） 
ﾍ) Microsoft Sound Recorder 
ﾄ) Netｓcape Communicator 
b) リスニングと録音 

学習者は、ヘッドセットを通して自分の音声をコ

ンピュータのハードディスク上にデジタルファイルと

して保存することも、カセットテープに録音すること

もできる。聞くこともまた同様である。 
 
3.2 黒板を使った通常教室での授業との対比 
 
a) 板書 

板書は、3.1 の a) 教授者用コンピュータの画面

の一斉転送で置きかえることができる。音声や動画

付き液晶ディスプレイの小黒板が学生の前に１つ

ずつ設置されていることになる。英語科では板書

用 に Word や プ レ ゼ ン テ ー シ ョン 用 ソ フト の 
PowerPoint を使用している。あらかじめ教授者が

授業に必要なものを作成し、説明を加えながら黒

板に書くのと同じ要領でタイピングする。その他

OHC や VTR 或いは CD などから直接学習者のデ

ィスプレイ上に画像を転送できるので、視覚効果は

黒板に比べて遥かに優る。また教授者用コンピュ

ータのハードディスクには、『エンカルタ百科辞書』

やアトラス、教科書によく出てくる風景、場面等の

写真や動画を保存するようにしている。また板書の

内容を(P: ) ドライブに保存しておけば、その日休

んだ学習者も放課後等に参照することが可能にな

る。 
b) 練習問題の配布 

あらかじめ解答を書きこめるようにしたファイルを

Word で作成し、個々の学習者のホームディレクトリ

の特定の個所に保存しておく。学習者からは、マイ

コンピュータの中の (H:) ドライブの特定のディレク

トリの中に練習問題が入っていることになる。コピー

にはバッチファイルを用いる。Word の文書なら１ク

ラス分、１分以内に教官室から配布可能である。 
c) 机間巡視 

巡視は、3.1. の b) モニター機能を使う。時間を

決めて例えば５秒毎に学習者のディスプレイをモ

ニターすることができる。 
d) 発表 

黒板に出て答えを書かせる代わりに、3.1 の c) 
モデル機能を使う。作業が一通り終わったところで、

Word の画面を表示させた状態で終わらせ、特定

の１人の画面を教室で指名するのと同じ要領で全

学習者のディスプレイに表示する。もし訂正があれ

ば本人に直させてもよいし、教授者が直接キーボ

ードとマウスを使って添削することも可能である。 
e) リスニングと録音 
リスニングと録音には Windows 付属のサウンドレコ

ーダを使う。カセットレコーダは家庭学習用に教材

をダビングするのに用い、授業では使わない。(P: ) 
ドライブの特定のディレクトリに教材の音声ファイル

を置き、学習者が自分の必要性に合わせて聞ける

ようにする。録音は上の b) の手順で予め空の音声

ファイルを学習者のホームドライブ上の特定のディ

レクトリに入れて置き、これに録音させ、余分の部

分を切り取って上書き保存させる。誰のもの 

写真４ クライアントコンピュータのスタートメニュー 
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か聞いてすぐわかるように 初の部分に This is
～reading. と名前を入れさせる。学習者は、教材

音声ファイルと録音用ファイルを読み込んだ２つの

サウンドレコーダを交互に操作することにより、模範

となる音声を真似て録音できる。録音したファイル

の回収も文書ファイルと同様容易である。 
f) 辞書検索 

辞書検索ソフトは現在のところフリーソフトウェア

の DDWin と市販ソフトの Internet Viewing を使い

分けている。DDWin は大変使い勝手がよいアプリ

ケーションであるが、残念なことに音が出せない。

検索ソフトの設定により、例えば Word で特定の単

語を選択し、特定のキーを押すことで辞書の項目

に跳ぶようにすることができる。また英単語の語尾

変化をある程度吸収して、getting→gett→get のよう

に適切な辞書項目を引くようにすることもできる。引

いた項目の一部をコピーすることは容易にできまた

文書に貼り付けられる。Word の並べ替えの機能を

利用すればアルファベット順に並んだ単語帳を作

ることができる。また辞書が全て同じなので辞書の

使い方の一斉指導にも都合がよい。 
 

４  オーサリングシステム 

コンピュータを英語教育で利用する上でのキー

ポイントの１つが、オーサリングである。通常の LL
と同様に、マルチメディア演習室でも学習者が手

元のコールボタンを押すことで教授者と会話できる

ようになっている。しかし１人の教授者が４０人の学

習者に細かいところまで応対するのは不可能に近

い。 
コンピュータを利用することの 大の利点は適切

なコンピュータ教材を作成することによって、学習

者への応対と成績評価をある程度まで自動化でき

る点にある。 
本校でも英検用練習ソフトは市販のものを使い、

放課後学生に自由に使わせているが、市販の

CD-ROM 教材を授業で使うことには、かなりの抵

抗がある。価格の面で教科書を買わせるような訳

にはいかないこともあるが、何よりも目的が独習用

のものであり、授業で使うようには出来ていないこと

が多いからである。 
私たちは、オーサリングツールを使ってこの問題

に取り組んでいる。著作権の問題や時間的な制約

から、独自の自主教材を開発することは現時点で

は難しいので、教科書に付属してくる音声テープ

やビデオテープをファイルに落としこれを使って、

「マルチメディアプリント（ヒント・採点機能付きで、

文字・音声・画像・動画から構成）」と私たちが呼ん

でいるものを、通常のプリントを刷るのと同じ感覚で

授業に合わせて作るのである。 
本校英語科では５年ほど前より、米国 Duke 大学

の H.C.F.で開発された CALIS というオーサリング

システムの DOS 版を使用してきた。この語学学習

専用オーサリングシステムは、１９８０年代に開発さ

れて以来、現場の語学教師の要望を取り入れて機

能拡張を続けてきたため、英語教師には極めて使

い勝手のよいものとなっている。また 近実用化さ

れた Windows 版では音声・動画等のマルチメディ

アを扱うことができる。CALIS での教材作成は、ホ

ームページ記述言語の HTML を書くことによく似

ていてプログラミング経験のない語学教師にも作

成できる。その機能の主なものを以下に挙げる。 
 

a) 選択問題や穴埋め問題の他、実際に学習者

に文を入力させてそのチェックをすることがで

きる。またその場合正解をいくつでも書ける。 
b) 予期される間違いのパターンを記述してそれ

に応じたヒントを返すことができる。 
c) いくつかの教材の中から問題を集めてデータ

ベース化し、その中から問題の題数を決めて

任意に出題するようなことができる。 
d) かなり詳細な学習者のレコードキーピングが

で き る 。 も っ と も こ の 機 能 は 今 の と こ ろ

Windows 版では扱いにくく、本校では、テスト

はもっぱら DOS 版の CALIS を使って行って

いる。下の表２で QN は正解した問題数、1st 
は１回で正答した数、2nd は２回目で正答し

た数、3rd は３回目で正答した数、TN は試

行回数、Give-up はあきらめて正解を見た数

である。年間を通しての履歴を取ることも可能

である。 
 

Date Lesson QN 1st 2nd 3rd TN Give-

up

        

表２ DOS 版 CALIS での成績評価の一部。 
 

Windows 版を使ったレコードキーピングは今後

改善しなければならない課題のひとつとなってい
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５  マルチメディア演習室での授業例概略 

後にこれまでに説明してきた道具立てを使っ

た授業の概略を１つ挙げる。英文ホームページ作

成等の実践の詳細は参考文献 2) を参照された

い。 
 

a) 教材 『New Access to English Writing 』 

Lesson 7  開拓社 
b) 時間９０分 
c) 対象 第一学年 電気工学科４０名 
d) 学習活動及び教授者留意事項 

 
① 指定のブースに着席。NT Workstation にログ

オン。10 分程度指慣らしのためキータッチの

練習。この間に出席とコンピュータに異常がな

いかを確認。 
② 第４文型の説明。(P: ) ドライブに置かれた文

書を教授者用コンピュータの PowerPoint で読

みこみ、補足説明をしながら学習者用コンピュ

ータのディスプレイに提示。学習者は必要な

個所のノーﾄを取る。 
③ 学習者は (H：) ドライブを開き、予めコピーし

てある Word で作った練習問題（表３）をする。

学習者は該当個所を選択し、ドラッグアンドド

ロップで簡単に表の中にコピーできる。教授

者は学習者のディスプレイを巡視。 
 

                                                         

Lesson7 範例文 Exercise 
 
Class  No.  Name                 
     
I. Point out S, V, IO, DO. 
(1) Mr. Yamada teaches us English. 

S V IO DO 
    
以下省略 
                                                         

表３ 配布 Word 文書の一部 
 
④ 学習者にワードを 大化した状態で作業をや

めさせ、適当な順番で学習者を選び、モデル

として全員に見せて解答をチェック。学習者

は後で訂正できるようにメモする。範例文録音

の指示。 
⑤ 学習者は自分の練習問題を訂正し(P: ) ドラ

イブから模範リーディングのサウンドファイルを

開き、これを聞きながら、予め配布されている

(H: ) ドライブの録音用ファイルに録音して上

書き保存。 
⑥ 学習者は、CALIS を実行し教科書の練習問

題を行なう。CALIS は (P: ) ドライブの特定の

ディレクトリから Script（HTML 文書に似た教

材文書）を読みこむよう設定してある。質問が

あるものはコールボタンを押して教授者に聞く。

学習者によって進度の違いが著しいため、

低限やらなければならないことを明確にして

おくと共に、進度の速い者に対しての作業（自

己紹介ホームページ）を用意しておく。 
⑦ まとめ。学習者は CALIS でやった解答を

Wordに貼り付ける。その際辞書で新出単語を

調べ該当個所をコピーする。 
⑧ 次回までやっておくことの指示。 
 

６  おわりに 

現在私たちが苦闘しているのは、動画の使用で

ある。１クラス分の一斉アクセスにサーバーの能力

が追いつかないのである。またコンピュータの設定、

施設の運用維持に要する労力の削減等、解決しな

ければならない問題点も多い。ただ、マルチメディ

ア演習室の機能を特化することなく、通常教室の

機能拡張として捉えた設計方針の正しさは、何より

も授業での利用率の高さが示していると思う。 
まだ端緒についたばかりであるが、私たちのささ

やかな試みが、高専英語教育における CALL 
(Computer Assisted Language Learning) 向上の一

助となることを願っている。 
 
 
 

参考文献 

1) 河合 孝恵・立野 彰・土田 敏雄: 「Windows 
NT 4.0J を用いた教育用ネットワークの構築と 
運用」, 情報処理教育研究発表会論文集,  
第１７号, pp. 167-174 , 1998 

2) 青山 晶子・高越 義一・立野 彰: 「The Use of 
Multimedia in a CALL Lab」, 全国高等専門 
学校英語教育研究協議会研究論集,   

（出典 論文集「高専教育」第23号，p201-206）
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資料７－１－②－７ 英語学習用ソフトウェアー 

 

１． ALC NetAcademy（平成１８年度機械工学科５年生での専門学科と一般科目の

連携授業での利用例）。 

 
 

授業演習は、ネットアカデミー

を利用し、評価は、CALIS を

利用。 

 
 
 
 
 

教科目名 実用機械英語 担当教員名 立野 彰 

対象学科・学年 機械工学科・5 学年  寺西恒宣 

学期・必選・単位 後期・必修・1 単位   

授業の形態 講義および演習   

学習目標（授業のねらい） 

機械系の技術者・研究者として必要な科学技術英語に関する知識を習得することを目標とする． 

ALC Net Academy を利用して日常的な英文を聞くこと，書くことの演習を行うほか，科学技術文献を読み書きする上で必要と

なる科学的工業的な英語表現に触れる． 

授業計画 

第１週 導入教育 

第２週 ALC Net Academy 

〃  

第９週 中間テスト（CALIS） 

第 10 週 ALC Net Academy 

〃 

第 16 週 期末テスト（CALIS） 

第 17 週 アンケート 

 

内容 

ALC Net Academy による英語教育 

MM 演習室のコンピュータと ALC Net Academy を利用して英

語教育を行う。 

 

 

 

 

学習・教育目標 A-1(1), (2)（JABEE 基準 (d) (f)） 

関連科目 英語講読，工業英語 

教科書・教材 

および参考書 

ALC Net Academy、CALIS 練習問題 

履修上の注意 履修場所： 

 ALC Net Academy 演習は，MM 室で行います． 

 ALC Net Academy は，個人のレベルとペースに合わせて学習できます． 

 積極的に情報センターのコンピュータを活用してください． 

 科学技術英語の表現方法や用語は，一般的な英語と異なり，普通の辞書には出ていないこと

が多くあるので，図書館にある専門用語辞典や英雑誌を有効に利用することを勧めます．  

その他 

 学修単位である．当該授業および授業時間以外の学修を含め，１単位の授業科目を４５時間

の学修とする．授業で学ぶ以外に，自立的自発的学習が大切である． 

【科目の達成目標】 【評価方法と基準】 

ALC Net Academy を用いた技術英語教材を通じて技術英語の表

現に触れ、必要な単語に習熟するとともに、英語技術論文の作成

に必要な英作文力を身につける。 

CALIS によるテストと（９０%)と ALC のスコアー履(10%)を

総合し評価する． 
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CALIS (Computer Assisted Language Learning System) を使ったテスト問題事例 

 

 
 
 

単語選択問題 
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単語書き取り問題 

 
 
 
 

単文英作問題（ヒントの添削画面） 
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長文英作問題 

 
 
 
 

累積成績表 
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２．Cocet 3300 （平成１７、１８年度、英語表現での利用例） 

演習及び練習履歴は、Cocet 3300 を利用し、評価は、CALIS を利用。 

１年終了時で、英単語１０００語、２年終了時で２０００語の履修を目標とした。 

 

 
 
 
２年次コセット修了テスト 
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２年時修了問題の内容  

Unit 1-100 までの２０００語を Unit 1-25、Unit 26-50、Unit 51-75、Unit 76-100 の４つの

範囲に分け、各範囲から単語を任意に２５題抽出して出題、計１００題で評価。 

日本語の意味の英単語（上に提示してある候補語２０語から１つ）を選ぶ。受験者毎に

違った問題が出題される。 

 
 
 
 

２年終了時での学科別達成度（平成１９年２月１４日、MM 演習室で実施） 

トライチャンスが２回あり、 初で正解のものに、５点、２回目で正解のもの（スペル

ミス等のケアレスミスを考慮）に４点を与えて、１００点満点に換算して評価したもの。
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Cocet 3300 
  

英単語２０００語テスト成績分布

２年電気工学科 

 
平均点 77.49 点 

総合点 3022 点 

学生数 39 人 
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Cocet 3300 
  

英単語２０００語テスト成績分布

２年物質工学科 

 
平均点 77.38 点 

総合点 3095 点 

学生数 40 人 
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Cocet 3300 
  

英単語２０００語テスト成績分布

２年環境材料工学科 

 
平均点 76.23 点 

総合点 2973 点 

学生数 39 人 

 
 

度数分布
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３． 英文 HP 作成（専攻科１年生、英語Ⅱでの活用事例） 
 
MS-Word、Sound Recorder、電子辞書を利用して、自分の研究に関する音声付きの英文ホ

ームページを作る。平成１８年度のものの表紙。 
 
校内閲覧のみ URL 
 
http://www2.edu.toyama-nct.ac.jp/stWeb/H18/6S/index.htm 
 
から。 

平成１7 年度専攻科入学生ホームページ 

  

  

 
 
 
 
 
 

学籍番号 

s18801 

s18802 

s18803 

s18805 

s18806 

s18807 

s18808 

s18809 

s18810 

s18811 

s18851 

s18852 

s18853 

s18854 

s18855 

s18856 

s18857 

s18858 

s18859 

s17856 
 

（出典 担当教員）
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資料７－１－②－８（１） 竹明館，合宿研修所の案内 

 

   富山工業高等専門学校福利施設竹明館管理運営規程 

制定 昭 58．6．21 

  （趣旨） 

第１条 富山工業高等専門学校福利施設竹明館（以下「竹明館」という。）の管理運営について

は、独立行政法人国立高等専門学校機構不動産管理規則に基づく他、この規程の定めるところに

よる。 

 （目的） 

第２条 竹明館は、学生の課外活動の発展を助成するとともに、学生及び教職員の福利厚生に寄

与することを目的とする。 

 （定義） 

第３条 この規程で竹明館とは、食堂・ラウンジ・売店・保健室・集会室及び和室等の施設をい

う。 

（管理運営） 

第４条 竹明館の管理運営については、校長の命を受けて学生主事がこれに当たる。 

第５条 竹明館に関する事務は、学生課において処理する。 

 （使用上の心得） 

第６条 竹明館の使用に関する心得は、別に定める。 
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（出典 学生便覧）
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資料７－１－②－８（２） 竹明館，合宿研修所の案内 

 

（出典 学生便覧）
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資料７－１－②－８（３） 竹明館，合宿研修所の案内 

 

（出典 学生便覧）
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資料７－１－②－９ 合宿研修所の利用実績 

  

（出典 学生第一課作成資料）



富山工業高等専門学校 基準７ 

 - 438 -

資料７－１－②－１０ 施設・環境点検評価委員会規則 

 

富山工業高等専門学校施設・環境点検評価委員会規則 

制定 平１６． ４． １ 

（趣旨） 

第１条 この規則は，富山工業高等専門学校校内組織規則第２６条第２項の規定に基づき，施設・ 

環境点検評価委員会（以下｢委員会｣という。）の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。 

（審議事項） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項について審議する。 

（１）校地利用及び建物の総合計画に関すること。 

（２）施設・設備の有効活用に関すること。 

（３）構内の環境整備・保全に関すること。 

（４）廃棄物等処理に関すること。 

（５）省エネルギー対策に関すること。 

（６）構内の交通規制に関すること。 

（７）施設・環境等の点検・評価に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

（１）副校長及び校長補佐 

（２）各学科及び一般科目の教員から各１名 

（３）事務部長 

（４）各課長 

（５）その他，校長が必要と認めた者 

２ 前項第２号及び第５号に定める委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生

じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第４条 委員会に委員長を置き，副校長をもって充てる。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは，委員長があらかじめ指名する委員が，その職務を代行する。 

（委員以外の出席） 

第５条 委員会は，必要に応じて委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができる。 

（専門委員会） 

第６条 委員会に専門的事項を調査検討するため，専門委員会を置くことができる。 

２ 専門委員会に関し必要な事項は，委員会が別に定める。 

（庶務） 

第７条 委員会に関する庶務は，会計課において処理する。 

（その他）第８条 この規則に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会に

おいて定める。 

（出典 本校規則集）
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資料７－１－②－１１ 調査票 

 【 作 成 様 式 】 校内の全ての建物を対象とする

【施設の老朽状況表】
構造・階 建築年 経過年 耐力度調査 耐震診断

【施設の現状】

屋根 照明 給水

外壁 実験電力 排水

建具（窓） 動力 衛生

建具（扉） 幹線 消火

建具 自火報 給湯

天井 情報通信 ガス

壁 変電 暖房

床 換気

空気調和

【部屋別点検評価調査表（平成１８年度）】

階 使用区分 部屋名 部屋区分 部屋面積
共通面積
（網掛けは
全校共通）

使用率 物品占有面積 物品占有率

㎡ ㎡ ％ ㎡ ％

共通研究アトリエ 実験室 161 161

共通ラボ１ 実験室 81 81

卒研究室 実験室 17

教員室 教員室 21

教員室 教員室 21

材料加工薬品室 実験室 32

ロッカー室 更衣室 32 32

職員談話室 　 62 62

廊下 通路 94 　

教員室 教員室 21

卒研究室 実験室 44 44

ゼミ室 講義室 20 20

教員室 教員室 21

教員室 教員室 21

教員室 教員室 21

倉庫 倉庫 15

共通ラボ２ 実験室 96 96

ＣＲ（３Ｋ） 教室 96

非常勤講師室 講師室 29

廊下 通路 137 　

教員室 教員室 21

卒研究室 実験室 44 44

リフレッシュスペース 実験室 21 21

教員室 教員室 21

教員室 教員室 21

教員室 教員室 21

教員室 教員室 21

教員室 教員室 21

ゼミ室 講義室 21 21

卒研究室 実験室 34 34

共通ラボ３ 実験室 125 125

通路 通路 149 　

　【部屋別使用状況（平成１８年度）】

物品占有面積（㎡）

物品占有率（％）

特　　　記　　　事　　　項

部屋使用率（％）
部屋面積（㎡） 1,562 741 821

　 棟　　全　　体 共　通　部　分 共通部分以外

平成１９年　　月調査

Ｒ　○
Ｓ○○

Ｓ○○改修

○○

○○

0,000

0,000

0.00

0.00

2

3

1

○○工学科

Ｈ１５年度全面改修で集約化

　　　　　〃

　　　　　〃

Ｈ１５年度全面改修

Ｈ１５年度全面改修

　　　　　〃

　　　　　〃

　　　　　〃

　

　　　　　〃

　　　　　〃

　　　　　〃

　　　　　〃

建　物　別　施　設　点　検　評　価　調　査　表

外
部

内
部

電　　気　　関　　係 設　　備　　関　　係

Ｈ１５年度全面改修

　　　　　〃

点　　　検　　・　　評　　　価

　　　　　〃

建　　築　　関　　係

○○○○○○

建　　　物　　　用　　　途

Ｈ１５年度全面改修

　　　　　〃

棟名称

○○工学科棟

　　　　　〃

　　　　　〃

　　　　　〃

　　　　　〃

　　　　　〃

 

（出典 管理課資料）
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（分析結果とその根拠理由） 

自主的学習や補習の場として，HR教室，図書館等が整備され，効果的に利用されている。図書館及

び情報処理演習室は，時間外にも開館して自主的学習の場として十分に機能している。語学について

は，ＭＭ演習室を中心にしたコンピュータ支援学習が実施され，整備されている。学生生活を送る上

で必要な厚生施設，合宿研修所及び談話ホール等が整備され，日常のキャンパス生活及び部活動の合

宿で利用されている。施設・環境点検評価委員会において毎年度，利用状況の評価・改善のチェック

を行っている。 

以上のことから，自主的学習環境及び厚生施設等のキャンパス生活環境が整備され，効果的に利用

されている。 

 

 

観点７－１－③： 学習支援に関する学生のニーズ（例えば，資格試験や検定試験受講，外国留学

等に関する学習支援等が考えられる。）が適切に把握されているか。 

（観点に係る状況） 

学習支援に関する学生のニーズは，殆どが担任教員へ申し出ることにより把握されている。そこで

は外部試験による語学力充実に関するものが多く，これまで一般科目英語科において実用英語検定，

工業英検，ACE及びTOEICの受験を適切に指導している（資料７－１－③－１）。 

また，その他の方法として学生懇談会の開催（資料７－１－③－２），学生意見箱への投書（資料

７－１－③－３）等がある。 

なお個々の授業に関する要望については，授業点検アンケートにコメント欄があり，そこに書くこ

とにより担当教員が把握している。 
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資料７－１－③－１ 実用英語検定試験の受験者数 

平成１８年度第２回英検成績（本校を準会場として受験した者のみの成績）

３級
学年 受験者数 １次合格者数 備考 １次合格率 ２次合格者数 備考 ２次合格率 合格率

1 18 15 83 14 欠席1 93 78
2 2 2 １次免除1 100 1 50 50
3 1 1 100 1 100 100
4
5
6
7

計 21 18 86 16 89 76

*H17 88 81 92

準２級
学年 受験者数 １次合格者数 備考 １次合格率 ２次合格者数 備考 ２次合格率 合格率

1 15 11 73 10 91 67
2 54 42 一次免除3 78 29 欠席4 69 54
3 66 42 一次免除8 64 29 欠席2 69 44
4
5
6 1 1 1
7

計 136 96  71 69 72 51

*H17 133 68 51

２級
学年 受験者数 １次合格者数 備考 １次合格率 ２次合格者数 備考 ２次合格率 合格率

1 1 1 100 0 0 0
2 10 1 10 1 100 10
3 23 3 13 2 67 9
4 2 1 50 1 100 50
5 1 1 100 1 100 100
6
7

計 37 7  19 5 71 14

*H17 37 4 11  

（出典：担当教員）
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資料７－１－③－２ 学生懇談会（準学士課程） 

 

平成１８年度第４，５学年学生との懇談会実施要領 

 

 

 

目  的  ＪＡＢＥＥ認定基準に基づき実施するもので，第４，５学年の学級委員

（正・副）と校長はじめ教務主事，学生主事，寮務主事及び教育点検・改

善委員会委員長等との懇談の場を設け，学生との対話を通じて忌憚のない

意見・要望等を聞き，教育改善等に役立てるものである。 

 

 

実施日時  平成１８年１２月２０日（水）１４時３０分から 

      （１時間程度予定） 

 

実施場所  小会議室 

 

 

出 席 者  校長 

教務主事 

学生主事 

寮務主事 

教育点検・改善委員会委員長 

学生課長事務代理 

教務係長 

学生１６名（第４，５学年学級委員各クラス２人） 

 

 

実施概要  開会の挨拶《教育点検・改善委員会委員長》 

      校長の挨拶 

      教職員の紹介 

      学生の自己紹介 

      第４，５学年学生と教員との意見交換  

（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－１－③－２ 学生懇談会（専攻科課程） 

 

平成１８年度専攻科学生との懇談会実施要項 

 

 

目  的  ＪＡＢＥＥ認定基準に基づき実施するもので、専攻科生１２名（各学

年・専攻から３名）と校長はじめ教務主事、学生主事、寮務主事，専攻

科長及び教育点検・改善委員会委員長等との懇談の場を設け、学生との

対話を通じて忌憚のない意見・要望等を聞き、教育改善等に役立てるも

のである。 

 

 

実施日時  平成１８年７月１８日（火）１６時１０分から 

      （１時間程度） 

 

実施場所  小会議室 

 

 

出 席 者  校長 

教務主事 

学生主事 

寮務主事 

専攻科長 

教育点検・改善委員会委員長 

学生課長補佐 

教務係長 

学生１２名（ＭＥ１，２年各３人，ＣＫ１，２年３人） 

 

 

実施概要  開会の挨拶《教育点検・改善委員会委員長》 

      校長の挨拶 

      専攻科生と教員との意見交換  

（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－１－③－３ 学生意見箱 

 

 

 （出典 現状写真）

 

（分析結果とその根拠理由） 

学生のニーズが高い実用英語検定，工業英検，ACE及びTOEICの受験指導を適切に行っている。学

生のニーズは，担任教員との面談，学生懇談会の開催，学生意見箱の設置によって行っている。 

以上のことから，学習支援に関する学生のニーズを適切に把握している。 

 

 

観点７－１－④： 資格試験や検定試験受講，外国留学のための支援体制が整備され，機能して

いるか。 

（観点に係る状況）  

実用英語検定，工業英検，ACE 及び TOEIC については，受験手続から試験会場（本校階段教室）の

提供まで，一般科目英語科が中心になり適切に受験指導している（資料７－１－③－１，資料７－１

－④－１）。なお TOEIC のための教材 ALC（資料７－１－②－７）を，学内 LAN を介して情報演習室

や各学科の卒研室で利用できるようになっている。観点６－１－②で述べたとおり，その結果を用い

て単位を認めている。 

また電気工学科では電気主任技術者及び電気工事士となるためのカリキュラムの設定や講習会を

行っている（資料７－１－④－２）。 

一方，図書館に資格取得関係の資料や試験問題を一括して集めたコーナーを設けている（資料７
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－１－④－３）。 

本校には外国留学に関する規則については観点５－１－②で述べたとおりであるが， も近いと

ころで７年前にドイツへ留学した学生が１名いる。 

 

 

資料７－１－④－１ 工業英語検定受験会場（本校階段教室） 

 

    

（出典 現状写真）
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資料７－１－④－２ 

 

● 第２種電気主任技術者免状交付を受けられる資格 

教育科目・教育設備を所定の基準を満たすように組織し、第２種電気主任技術者免状交付申請の

できる学校として認定されているので、所定の科目の単位を取得して卒業した者は、法令に定めら

れた実務経験の後、申請により第２種電気主任技術者免状交付を 

受けることができる。 

  （平成 18 年度卒業生 40 名中の、有資格者は 40 名全員） 

 

● 第二種電気工事士試験のための講習会の実施 

  担当教員：亀田教授 

  受講者数：9 名（3E:1 名、4E:3 名、専攻科 ME2：4 名,卒業生:1 名） 

  実施回数：12 回(1 回２時間半) 

  使用教材：電気工具（学科として学生実験用に 40 組程度備えてある） 

  配付プリント：受験案内・申込書(この中の候補問題の実習) 

（出典 学生第一課作成資料）

 

資料７－１－④－３ 資格試験問題集コーナー 

    

（出典 現状写真）
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（分析結果とその根拠理由） 

実用英語検定，工業英検等の検定試験は，受験手続から試験会場の提供まで行い，英語科の教員

が受験指導を行っている。また，学内 LAN を介して，受験準備のための教材を情報演習室や卒研室で

利用できるようになっている。 

電気主任技術者等の資格試験のためのカリキュラムの設定や講習会を行っている。 

以上より，資格試験や検定試験受験のための支援体制が整備され，機能している。 

 

 

観点７－１－⑤： 特別な支援を行うことが必要と考えられる者（例えば，留学生，編入学生，社

会人学生，障害のある学生等が考えられる。）への学習支援体制が整備されてい

るか。また，必要に応じて学習支援が行われているか。 

（観点に係る状況）  

国費外国人留学生及びマレーシア政府派遣留学生をそれぞれ毎年２～４名程度，３年次編入学生と

して受入れ，留学生在校生数は７～１０名程度で推移している。前者は，日本の日本語予備教育機関

で１年間日本語等の予備教育を修了した後，また後者は本国の教育機関で日本語等の教育を修了した

後，入学している。 

しかし，それでは十分とは言えなく，３，４年次に「日本語」をカリキュラム（資料７－１－⑤－

１）に入れ，また数学や専門科目の課外補講を年50時間程度実施している（資料７－１－⑤－２）。 

現在留学生は国費及び政府派遣留学生のみであり，また全員が本校学生寮に入寮している状況から，

経済的支援は不要である。一方，一般的な学習支援のために留学生指導教員（当該学級担任；資料７

－１－⑤－３），学生のチューター（資料７－１－⑤－４）及び留学生担当寮務主事補（資料７－１

－⑤－５）を配置している。 

高校から４年次へ編入する学生については，本校の教育目標等のギャップを埋めるため，入学前に

補習授業を実施している（資料７－１－⑤－６）。また，編入学生が入学後，学習にスムーズに適応

できるよう，各専門学科において放課後を利用した補講を実施している（資料７－１－⑤－７）。 

これまで受け入れてきた社会人学生は，全て本校を卒業後，一旦就職した後，企業から専攻科生と

して入学した者であり，特に支援は行っていない。 

これまで本校に勉学を続ける上で大きな身体的障害を持つ学生は受け入れた経験はない。 
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資料７－１－⑤－１ カリキュラム（例） 

 

（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－１－⑤－２ 課外補講 

  

（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－１－⑤－３ 留学生指導教員 

 

  

（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－１－⑤－４ チューターの配置 

 

 

（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－１－⑤－５ 留学生担当寮務主事補の配置 

 

（寮務委員会作成資料）
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資料７－１－⑤－６ 編入学生に対する指導 

平成１９年４月編入学生の課外補講日程等について 
 
 

 平成１９年４月編入学生の課外補講を、下記のとおり実施しますのでご出席

ください。 
記 

 
Ⅰ．実施日程等 
   【機械工学科】、【電気工学科】、【環境材料工学科】の編入学生を対象 
      ３月２６日（月） 13：15～16：30  数 学（大野教員） 
      ３月２７日（火） 13：15～16：30  数 学（藤堂教員） 
   
Ⅱ．教 科 書 
   次の教科書を使用します。お持ちでない場合、当日販売しますので、別 
  紙申込書に記入のうえ、平成 19 年 3 月 16 日(金)までに送付（又はＦＡＸ） 
  願います。 
                     
   【機械工学科】、【環境材料工学科】 
     ・近代科学社「よくわかる微分積分概論」（笹野 他 著） 
     ・大日本図書 新訂「線形代数」 
 
   【電気工学科】 
     ・大日本図書 新訂「微分積分Ⅰ」 
     ・大日本図書 新訂「微分積分Ⅱ」 
     ・大日本図書 新訂「線形代数」 
 
※実施場所（教室）等ご案内しますので、学生課にお立ち寄りください。 
 

〒939-8630 
富山市本郷町 13 番地 
独立行政法人国立高等専門学校機構 
富山工業高等専門学校学生課教務係 
      （担当：山崎，小林） 
  TEL 076-493-5406  
  FAX 076-493-5488 

 
  

（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－１－⑤－７ 電気工学科の例 

 

編入生に対する専門科目の補講（例） 

 

平成 18 年度電気工学科 4 学年への編入生（１名）の補講等の取組 

  編入学生本人と相談した結果、補講時間を組むのではなく，「授業を受ける中で分からないとこ

ろを放課後各先生に頻繁に質問に行く」というやり方を行うことにした。 

  本人の希望により、「電気回路Ａ」，「電子回路Ａ」，「応物 IIＡ」，「応用数学」について

は重点を置き，補講の位置づけとして基礎的な事項を補って編入生の質問に答えていく事を、科目

担当の教員に承知してもらった。 

  ４月～６月末の期間に質問に来た回数は記録の取ってあるものは以下のとおりであった。 

        電気回路Ａ：９回 

電子回路Ａ：７回 

 

応物 IIＡ、応用数学についても頻繁に質問を受けて対応を行った。それ以外の科目についても

よく質問に来るようになった。 

 

（出典 電気工学科作成資料）

 

（分析結果とその根拠理由） 

留学生には日本語の授業，数学や専門科目の課外補講を実施している。また，学生のチューターや

担任，寮務主事補による学業面及び生活面の両方において支援体制が整備され，適切に実施されてい

る。高校からの編入学生については，入学時の事前指導や入学後の補習を行っている。 

以上のことから，特別な学習支援が必要な者に対する学習支援体制が整備され，十分機能している。 

 

 

観点７－１－⑥： 学生のクラブ活動や学生会等の課外活動に対する支援体制が整備され，機能し

ているか。 

（観点に係る状況） 

本校では，学生が学生会規則（資料７－１－⑥－１），学生会規約（資料７－１－⑥－２）及び学

生会規約細則（資料７－１－⑥－３）を定めて種々の活動を行っている。 

クラブ活動については，全クラブに顧問教員を配置（資料７－１－⑥－４），技術指導，活動上の

連絡・注意等（資料７－１－⑥－５），大会引率（資料７－１－⑥－６）等を義務づけている。教員

は，変形労働時間制をとり（資料７－１－⑥－７），平日，長期休暇中あるいは土日についても指導

に当たるように努めている。また，外部コーチの委嘱（資料７－１－⑥－８）を行い，技術の向上に

当たっている。 

一方，学生会の指導については学生主事が総括，学生委員会委員（学生主事補）が分担して指導

（資料７－１－⑥－９）に当たり，高専祭（志峰祭），球技大会，環境美化活動，献血ボランティア，
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リーダー研修会などの学校行事（資料７－１－⑥－１０）を積極的に進めている。  

このような学生の活動に対して，特に優秀な学生については卒業式の際に特別表彰（資料７－１－

⑥－１１）を行い，学生への励みとしている。 

なお上記の活動場所については学生会室（資料７－１－⑥－１２）を始め学校内の種々の施設の利

用を認めており，また財政支援については観点２－２－③で述べたとおり主に教育後援会によって行

われている。 
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資料７－１－⑥－１ 学生会規則 
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（出典 学生便覧）

 

資料７－１－⑥－２ 学生会規約 
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（出典 学生便覧）

 

資料７－１－⑥－３ 学生会規約細則 
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（出典 学生便覧）
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資料７－１－⑥－４ クラブ顧問等名簿 

（体育系）

クラブ名

陸上競技部 ○ 本江　哲行， 増山　圭一，　 鳥山　成一

サッカー部 ○ 峰本　康正， 川淵　浩之， 高越　義一， 岡根　正樹， （角　俊雄）， 《小川　淑方》

野球部 ○ 井上　誠， 白川　英観， 池田　英俊，

森田　康文， 高橋　勝彦， 池田　愼治， 金子　慎一郎

柔道部 ○ 河原　治， 畔田　博文， 間中　淳， 〔高熊　哲也〕， 松井　紳一郎

弓道部 ○ 冨田　尚， 後藤　道理， 河合　孝恵

剣道部 ○ 青山　晶子， (立野　彰)， 長　弘基

バレーボール部 ○ 《亀田　悦正》， 太田　孝雄

バスケットボール部 ○ 宮崎　真矢， 中島　栄次， 喜多　正雄

ラグビーフットボール部 ○ 〔大野　崇〕， 石黒　農， 日比　端洋

バドミントン部 ○ （安田　賢生）， 高田　英治， （米谷　正）

テニス部 ○ 佐瀬　直樹， （磯邉　邦夫）， 桑原　道夫

ハンドボール部 ○ 冨永　雅 （秋元　誠）， 椎名　徹，

水泳部 ○ 小田　文仁， （高廣　政彦）

卓球部 ○ 瀬戸　薫， 津森　展子

ソフトテニス同好会 ○ 大野　崇　

（文化系）

クラブ名

ブラスバンド部 ○ 坂本　佳紀， 〔藤堂　最音〕

軽音楽部 ○ 藤堂　最音， 〔坂本　佳紀〕

美術部 ○ 八木　俊樹

メカテック部 ○ 佐藤　圭祐， 〔池田　英俊〕， 〔井澤　正樹〕， 〔長　弘基〕

茶道部 ○ （櫻井　豊）

グローバルアクト部 ○ （丁子　哲治）

囲碁・将棋部 ○ 高熊　哲也， 《岩井　正雄》

コンピュータ部 ○ 藤崎　明広

写真部 ○ 西田　均

鉄道部 ○ 〔佐藤　圭祐〕

ピアノ部 ○ 〔山腰　等〕

（巡回学生指導班）

○ 秋元　誠 水野　正孝， （松田　重生）， 山腰　等， （寺西　恒宣）

井澤　正樹， 西　敏行， 田畑　勝弘， 袋布　昌幹

１．クラブ顧問及び巡回学生指導班は，３年毎に希望を調査して見直す。

２．定年退職１年前の教員はクラブ顧問から除くことができる。《　》内は、了解顧問

３．○印の教員は連絡責任者とする。（そのクラブ内で決めてもらう。）

４．（　　）内は，五主事、学科長及び専攻科長の教員

平成１９年度クラブ顧問等名簿

平成１９年４月１日

顧　問　教　員

顧　問　教　員

 

（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－１－⑥－５ クラブ活動経費 

平成18年7月12日

クラブ顧問　各位

学　生　主　事

　　平成１７年度リーダー研修会（平成１８年３月８日実施）の際に要望のありました部活動に対する

補助について、本年度以下のとおり実施しますので、お知らせします。

　　ついては、補助の必要なクラブは下記調査票に必要事項を記入の上、７月２０日(木）までに、

学生課へ提出願います。

記

１．対象部及び同好会　　別紙のとおり

２．要求限度額　　１クラブにつき１５，０００円（消耗品に限る）

３．その他　　下記調査票にカタログを添付すること。

以上

顧問氏名 印

部名称： 代表者(学生）学年・学科・氏名

年 学科 氏名

個　　数 備　　　考

1

2

3

4

部活動必要物品（消耗品）の補助について（通知）

切り取り線

部活動必要物品調査票

合計金額

品　　名 金　　　額

 

（出典 学生第一課作成資料） 
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資料７－１－⑥－６ 大会引率（平成１８年４月分抜粋） 

職名 氏名 クラブ名 活動内容 場所（県内）
平成18年4月2日 日 休日 助教授 峰本康正 サッカー 試合監督 岩瀬スポーツ公園
平成18年4月2日 日 休日 助教授 日比端洋 ラグビー 練習指導 富山西高校
平成18年4月5日 水 勤務日 助教授 畔田博文 柔道 練習引率 富山第一高校
平成18年4月5日 水 勤務日 助教授 後藤道理 弓道 記録会引率 県営富山弓道場
平成18年4月8日 土 休日 講師 増山圭一 陸上 記録会引率 高岡市営城光寺運動公園陸上競技場

平成18年4月9日 日 休日 助教授 日比端洋 ラグビー 練習指導 富山西高校
平成18年4月13日 木 勤務日 教授 秋元誠 ハンドボール 会議出席 高岡商業高校
平成18年4月15日 土 休日 教授 瀬戸薫 卓球 大会引率 富山県総合体育センター

平成18年4月15日 土 休日 講師 森田康文 野球 練習試合引率 雄山高校
平成18年4月15日 土 休日 助教授 池田愼治 野球 練習試合指導 雄山高校
平成18年4月15日 土 休日 助教授 井上誠 野球 練習試合指導 雄山高校
平成18年4月15日 土 休日 助教授 畔田博文 柔道 練習引率 富山第一高校
平成18年4月15日 土 休日 助教授 日比端洋 ラグビー 練習指導 富山西高校
平成18年4月16日 日 休日 教授 川淵浩之 サッカー 試合監督 五福グランド
平成18年4月17日 月 勤務日 助教授 井上誠 野球 総会出席 富山県市町村会館
平成18年4月18日 火 勤務日 助教授 冨田尚 弓道 総会出席 高志会館
平成18年4月18日 火 勤務日 助教授 畔田博文 柔道 会議出席 富山第一高校
平成18年4月19日 水 勤務日 助手 長弘基 剣道 代表者会議出席 富山東高校
平成18年4月22日 土 休日 助教授 宮崎真矢 バスケットボール 大会引率 南砺市福野体育館
平成18年4月22日 土 休日 助手 喜多正雄 バスケットボール 大会引率 南砺市福野体育館
平成18年4月22日 土 休日 助教授 後藤道理 弓道 大会引率 県営富山弓道場
平成18年4月22日 土 休日 助教授 河合孝恵 弓道 大会引率 県営富山弓道場
平成18年4月22日 土 休日 講師 河原治 柔道 大会引率 県営富山武道館
平成18年4月23日 日 休日 講師 河原治 柔道 大会引率 県営富山武道館
平成18年4月22日 土 休日 助手 間中淳 柔道 大会引率 県営富山武道館
平成18年4月22日 土 休日 助教授 畔田博文 柔道 大会引率 県営富山武道館
平成18年4月23日 日 休日 助教授 畔田博文 柔道 大会引率 県営富山武道館
平成18年4月23日 日 休日 助教授 日比端洋 ラグビー 練習指導 富山西高校
平成18年4月22日 土 休日 助教授 青山晶子 剣道 大会引率 小杉総合体育センター

平成18年4月23日 日 休日 助教授 青山晶子 剣道 大会引率 小杉総合体育センター

平成18年4月22日 土 休日 教授 秋元誠 ハンドボール 大会引率 氷見市ふれあいスポーツセンター

平成18年4月23日 日 休日 助教授 椎名誠 ハンドボール 大会引率 氷見市ふれあいスポーツセンター

平成18年4月23日 日 休日 助教授 井上誠 野球 大会引率 魚津運動公園桃山野球場

平成18年4月23日 日 休日 教授 高橋勝彦 野球 大会引率 魚津運動公園桃山野球場

平成18年4月23日 日 休日 講師 森田康文 野球 大会引率 魚津運動公園桃山野球場

平成18年4月25日 火 勤務日 助教授 小田文仁 水泳 会議出席 高岡商業高校
平成18年4月29日 土 休日 助教授 後藤道理 弓道 大会引率 県営富山弓道場
平成18年4月29日 土 休日 助教授 河合孝恵 弓道 大会引率 県営富山弓道場
平成18年4月29日 土 休日 助教授 日比端洋 ラグビー 練習指導 富山西高校
平成18年4月30日 日 休日 助教授 日比端洋 ラグビー 練習指導 富山西高校
平成18年4月30日 日 休日 教授 安田賢生 バドミントン 大会引率 高岡市竹平記念体育館

平成18年4月30日 日 休日 助教授 高田英治 バドミントン 大会引率 高岡市民体育館

実施年月日

 

（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－１－⑥－７ 変形労働時間制 

（勤務時間 8：30～18：30，
 休憩時間 12：30～13：15，15：00～15：10及び16：00～16：05）
（勤務時間 8：30～17：15，休憩時間 12：30～13：15）

　　赤日は休日

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27
29 30 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 1 2 3

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 1

3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15 16 9 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
29 30 31 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 1 2

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 1

2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29
30 30 31

４月

５月

６月

※ 黒日は９時間勤務日

　　青日は８時間勤務日

平成１９年度　変形労働時間制（教員）

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

 

（出典 総務課資料）
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資料７－１－⑥－８ 外部コーチの委嘱（例） 

  

（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－１－⑥－９ 学生主事補の仕事の分担一覧 

 

（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－１－⑥－１０ 年間学校行事表 

 

（出典 本校広報誌T.N.C.T. フォーラム）
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資料７－１－⑥－１１ 卒業式特別表彰 

平成１８年度表彰受賞者一覧 
 

○優良賞（４人個別に授与） 

機 械 工 学 科  谷
たに

 川
かわ

 周
しゅう

 平
へい

 

電 気 工 学 科  ブ
 

 ッ デ ィ カ 

物 質 工 学 科  松
まつ

  井
い

  あきえ 

環境材料工学科  高
たか

 橋
はし

 泰
やす

 穂
ほ

 

 

○特別賞（代表者 馬
ま

瀬口
せ ぐ ち

奈
な

都
つ

絵
え

 に授与） 

  クラブ活動功労賞 

    個人表彰  馬
ま

瀬口
せ ぐ ち

 奈
な

都
つ

絵
え

（物質工学科・バドミントン部） 

    個人表彰  山
やま

 下
した

 茂
しげ

 喜
き

（環境材料工学科・バドミントン部）

    個人表彰  三
みつ

 井
い

 悠
ゆう

 生
き

（機械工学科・柔道部） 

    個人表彰  升
ます

 方
がた

 康
やす

 智
とも

（電気工学科・柔道部） 

    個人表彰  草
くさ

 島
じま

 大
だい

 輔
すけ

（環境材料工学科・柔道部） 

    個人表彰  西
にし

 出
で

 知
さと

 史
し

（環境材料工学科・柔道部） 

学生会活動功労賞 

    個人表彰  和
わ

 田
だ

 篤
あつ

 史
し

（機械工学科） 

    個人表彰  小
お

 田
だ

 浩
ひろ

 之
ゆき

（環境材料工学科） 

寮生会活動功労賞 

    個人表彰  石
いし

 田
だ

   剛
つよし

（機械工学科） 

    個人表彰  山
やま

 元
もと

 由
ゆ

貴
き

奈
な

（物質工学科） 
 

（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－１－⑥－１２ 学生会室 

 

 

（出典 現状写真） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校では，学生会規則等を設けて学生がクラブ活動や学生会活動を行い，教職員による支援体制が

整備され，機能している。 

 

 

観点７－２－①： 学生の生活や経済面に係わる指導・相談・助言を行う体制が整備され，機能し

ているか。 

（観点に係る状況） 

学生の生活や経済面に関わる指導・相談・助言については，学級担任が主として対応し（資料７

－２－①－１），当該学科長，学生委員会，学生課学生生活係が支援している。 

また担任等には相談できない事項が学生に生じた場合は学生相談室が（資料７－１－①－８，資

料７－２－①－２，３），学生の心身に係る事項は保健室が機能している（資料７－２－①－４）。 

経済的問題について，入学料・授業料・寄宿料の免除及び徴収猶予制度があり（資料７－２－①

－５），全学生及び保護者に周知しており，実際に機能している（資料７－２－①－６）。また各種

奨学金についても同様に周知し，実際に機能している（資料７－２－①－７）。 

なおセクシュアルハラスメント等の相談・対応について当該委員会（資料７－２－①－８）が設

置されているが，これまで訴え等の事例は全くない。
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資料７－２－①－１ 学級担任オフィスアワー（平成18年度２C担任） 

  

（出典 担当教員）
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資料７－２－①－２ 学生相談室規則 

 

（出典 本校規則集）
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資料７－２－①－３ 学生相談室利用実績   
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（出典 学生相談室）
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資料７－２－①－４ 保健室利用実績 

   

平成18年度，保健室利用状況

年度別利用件数(表1）

Ｈ14年度 Ｈ15年度 Ｈ16年度 Ｈ17年度 Ｈ18年度

疾病 1327 1089 1461 1335 1450

外傷 466 396 596 583 678

相談 693 547 637 563 601

カウンセリング 91 62 83 70 93

（ベット利用） (884) (596) (747) (736) (715)

合計 2577 2094 2777 2551 2822

  平成18年度保健室の利用総数は2822件,疾病や外傷などの利用件数は,2128件でした。

　疾病は風邪・胃腸障害・頭痛が主で5月6月10月11月の利用が多く,外傷は擦過傷・捻挫・打撲な

どで原因はさまざまですが，課外活動中が一番多く，次いで体育の時間に多く発生しました。ま

た,ベットの利用件数も多く，風邪で発熱したり頭痛・腹痛,生理痛などで授業が受けられない，

でも家に帰れない(授業の出席日数の関係上）などの理由でベットの利用が多いようでした。
　相談総数は694件，心理対人関係の悩みが337件，修学進路の悩みが31件，健康面の悩みが106

件，その他(自身のことでなく友人や家族，クラスメイトや担任や指導教員について）が124件で

した。相談件数が多い時期は，新学期の5月94件，6月88件，10月106件でした。ほとんどの学生

は，何度か話を聞くことによって自己理解を深め自己解決を図ることができましたが，問題が大

きく精神的に不安定な学生は，カウンセラー（精神科医、臨床心理士）によるカウンセリングを

受けました。18年度は，学生23人・教員8人・学生4人の家族がカウンセリング及び相談指導を受

け，14人が緊急措置を要し心療内科および精神科を受診しました。
　保健室は，カウンセラーの指導助言を受け，学生の立場を配慮し，保護者や教員と協力しなが
ら学生の対応・支援を行っています。今後ますます心身の健康に問題を有する学生の増加が考え
られ，保護者や担任・指導教員及び学生相談室との協力関係がますます重要になると考えられま
す。
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（出典 学生第一課資料）
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資料７－２－①－５ 授業料免除に関する規則 
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 （出典 学生便覧）
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資料７－２－①－６（１） 学生委員会議事要旨 
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・半額免除許可者 ２３名 
（整理番号：２． ８．１１．１４．１９．２０．２１．２２．２３．２５．２６．

３８．４１．４５．４８．５０．５１．５２．５６．５８．５９．６０．

６３） 
 

・免除不許可者 ９名 
（整理番号：４．５．６．７．９．１２．２８．２９．４２） 

 
３．球技大会の実施について 

池田主事補から、資料４に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 
なお、学生主事から、球技大会実施の詳細については、今後、池田主事補が学生会と検討す

るよう指示があった。 
 
４．第１４回高専祭組織について 

学生主事から、資料５に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 
 
５．平成１８年度２学年合宿研修実施要項について 

学生主事から、資料６に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 
なお、主事補の参加者として、次のとおりクラス担当者として参加することが承認された。

      ・機械工学科   池田 
・電気工学科   佐藤 
・物質工学科   後藤 
・環境材料工学科 小田 

 
６．平成１８年度特別講演会の開催について 

学生主事から、資料７に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 
なお、学生主事から、講演会当日の司会は後藤主事補が行うように指示があった。 

 
７．クラブ員名簿について 

学生主事から、資料８に基づき説明があり、審議の結果、次回以降継続審議とすることとな

った。 
なお、学生主事から、学生会に対して、クラブ員名簿の各項目についての必要性について、

再度確認するよう、井上主事補に指示があった。 
 
８．第１回献血ボランティアについて 

井上主事補から、資料９に基づき説明があり、原案どおり承認された。 
 
９．その他 
（１）体育大会当日のかき氷の販売について 

井上主事補から、資料１０に基づき説明があり、審議の結果、かき氷の販売について許可

することが承認された。 
  

（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－２－①－６（２） 学生委員会議事要旨 

 

平成１８年度第１１回学生委員会議事要旨 
 

日 時   平成１８年１１月１０日（金）１６：１０～１７：００ 
場 所      小会議室 
出席者   松井主事、大野、小田、池田（英）、池田（愼）、後藤、井上の各委員 
欠席者   岡田学生課長事務代理 
 
◎ 第１０回(18.10.4)議事要旨は，資料１のとおり確認された。 

 
【審議事項】 
 
１． 平成１８年度後期分授業料免除について 

学生生活係長から、資料２に基づき説明があり、審議の結果、次のとおり許可することが

承認された。 
授業料免除申請者 ６０名 
・全額免除許可者 ３１名 
（整理番号：１． ６． ８．１１．１３．１４．１５．１６．２５．２６．２８．

２９．３０．３１．３２．３３．３４．３５．３６．３８．３９．４１．

４３．４４．４６．４９．５０．５１．５３．５８．６０） 
 

・半額免除許可者 ２２名 
（整理番号：４． ９．１０．１２．１７．１８．２０．２１．２２．２４．２７．

３７．４０．４２．４５．４７．４８．５２．５４．５５．５６．５９）

 
・免除不許可者 ７名 
（整理番号：２．３．５．７．１９．２３．５７） 

 
２．平成１８年度第２回交通安全講習会について 

後藤主事補から、資料３に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 
 
３．平成１９年度授業日程（案）について 

学生主事から、資料４に基づき説明があり、審議の結果、次回以降改めて審議することと

なった。 
 
【報告事項】 
 
（１）平成１８年度前学期学生相談室運営報告について 

学生主事から、席上配付資料について説明があり、１１月１５日（水）に開催の平成１８

年度第７回運営委員会において資料に基づき報告する旨の報告があった。  

（出典 学生第一課作成資料）



富山工業高等専門学校 基準７ 

 - 485 -

 

資料７－２－①－７（１） 学生委員会議事要旨 

 

（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－２－①－７（２） 学生委員会議事要旨 

 

（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－２－①－８ セクシャルハラスメント防止等に関する規則 
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（出典 本校規則集）

 

（分析結果とその根拠理由） 

学生の生活や経済面に関わる指導・相談・助言については，学級担任が主として対応し，学科長，

学生委員会，学生第一課が支援している。またそこで対応が困難な場合には，学生相談室，保健室が

対応している。経済的問題については，入学料等の免除及び徴収猶予制度を整備し，各種奨学金等に

ついても周知している。セクシュアルハラスメント等の相談・対応について，当該委員会にはこれま

で訴え等の事例は全くない。 

 

 

観点７－２－②： 特別な支援を行うことが必要と考えられる者（例えば，留学生，障害のある学

生等が考えられる。）への生活支援等を適切に行うことのできる状況にあるか。

また，必要に応じて生活支援等が行われているか。 

（観点に係る状況） 

留学生に対する支援は，観点７―１－⑤で述べたとおり留学生担当教員，学生のチューター，寮務

主事（補）及び学生生活係が中心となり行っている。全員が寮生であり，エアコンや食事習慣の違い

に対応するための自炊設備（資料７－２－②－１），留学生専用シャワー室等の整備を行っている。 

障害のある学生に対する支援としてバリアフリー（スロープ，エレベーター，身障者トイレ等）に

整備している（資料７－２－②－２）。 
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資料７－２－②－１ 留学生用食堂 

   

（出典 現状写真）
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資料７－２－②－２ 学生玄関前スロープ 

 

   

（出典 現状写真）

 

（分析結果とその根拠理由） 

留学生に対する生活面での支援は，留学生担当教員，学生のチューター及び寮務主事補が中心と

なり，自炊設備等を整備している。障害のある学生に対する支援として，バリアフリーに整備してい

る。 

 

 

観点７－２－③： 学生寮が整備されている場合には，学生の生活及び勉学の場として有効に機

能しているか。 

（観点に係る状況）  

４棟からなる学生寮（仰岳寮と命名）は（資料７－２－③－１，２）、そのうち１棟が事務室を含

む女子寮である。 

学生寮については、寮規則（資料７－２－③－３）が定められ、寮務委員会が円滑な管理運営に関

する事項を審議・決定，寮務主事（補）及び学生第一課学生生活係で運営している。宿直教員，日直

教員、寮母（事務補佐員）を配置し、寮生の支援をしている。 

寮生の日課は、寮生心得（資料７－２－③－４）に定められ、それに従って寮生は寮生活をし，寮

務主事（補）等教員が規律の遵守に努めている。 

寮生は、寮生会を組織し、寮生会規約（資料７－２－③－５）に基づき種々の活動を行っている。
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寮生会行事は、資料７－２－③－６に示すとおり多岐にわたっているが、これを通じて社会人となる

ための基礎教育を行っている。 

学習面では、自習時間を設定し，特に定期試験期間を中心に上級生が下級生を、また同級生同士で

教えあう自習室（資料７－２－③－１）を利用させている。寮務委員会では、寮生の成績や授業の受

講態度等の情報などを整理し、指導している（資料７－２－③－７）。 
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資料７－２－③－１ 学寮平面図 
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１号館（女子寮生棟び事務室） 
１階は女子留学生、２階と３階に日本人女子学生を収容する。 
 

 
２号館（低学年男子寮生棟） 
１，２年男子全員と、４名の指導寮生（４年）及び若干の３年生を置く。 
１年生は全員２人部屋、２年生は半数が２人部屋、三年生以上は１人部屋である。 
１階南側に男子留学生を収容している。１階居室のエアコンは留学生のみ使用許可。 
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話室（東）・補食

談話室（西）・パ

ソコン室・集会

室・ 
１０１号室 
１０２号室 
１０４号室 
１０６号室 
１０８号室 
１０９号室 
１１０号室 
１１１号室 
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３号館（高学年男子寮生棟） 
４年生と３年生の男子学生を収容する。部屋は全て１人部屋である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４号館（高学年男子寮生棟） 
５年生と４年生の男子学生を収容する。部屋は全て１人部屋である。 
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（出典 学生第一課作成資料）
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２号館 低学年用集会室兼共同自習室      ２号館居室（一人部屋） 

    

 

１号館補食談話室               １号館パソコン室 

 

 

２号館洗濯室と乾燥室 
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男子浴場 

 

 

 

寮食堂と厨房 
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資料７－２－③－２ 学寮入寮状況 

定員と寮生数の推移（各年４月１日現在） 

定員 寮生数 留学生（内数） 
年度 

男子 女子 計 男子 女子 計 男子 女子 計 

昭和 60 256 0 256 235 0 235 0 0 0 

  61 256 0 256 222 0 222 0 0 0 

  62 256 0 256 216 0 216 0 0 0 

  63 244 12 256 210 13 223 0 0 0 

平成 1 232 24 256 202 19 221 0 0 0 

  2 232 24 256 176 24 200 0 0 0 

  3 216 40 256 179 32 211 1 0 1 

  4 216 40 256 161 38 199 2 0 2 

  5 216 40 256 160 40 200 4 0 4 

  6 216 40 256 135 40 175 5 0 5 

  7 216 40 256 133 39 172 5 0 5 

  8 148 52 200 121 39 160 6 0 6 

  9 148 52 200 107 34 141 6 0 6 

  10 148 52 200 105 30 135 7 0 7 

  11 148 52 200 97 22 119 5 0 5 

  12 111 52 163 97 26 123 7 0 7 

  13 111 52 163 98 29 127 7 0 7 

  14 111 52 163 106 31 137 7 0 7 

  15 111 52 163 103 34 137 4 2 6 

  16 111 52 163 122 43 165 4 3 7 

  17 111 52 163 126 42 168 5 3 8 

  18 111 52 163 128 31 159 5 5 10 

  19 111 52 163 129 24 153 4 7 11 

  

（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－２－③－３ 寮規則 
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（出典 学生便覧）

 

資料７－２－③－４ 寮生心得 
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（出典 学生便覧）

 

資料７－２－③－５ 寮生会規約 
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（出典 学生便覧）
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資料７－２－③－６ 寮生会行事 

 

 

平成１８年度寮生会行事表 
 

  月   日 (曜日) 行    事  

4 月 18 日 （火） 新入寮生歓迎会 

5 月 9 日 （火） 寮生会総会 

17 日 （水） 学生寮避難訓練 

22 日 （月）23 日 （火） 球技大会（１回目） 

6 月 16 日 （金） ボランティア活動  

7 月 12 日 （木） 焼肉会 

     20 日 （木） 寮内大掃除 

21 日、24 日、25 日 寮保護者懇談会 

25 日 （火）   閉寮 

 学寮だより第 45 号発行 

8 月 31 日 （木） 開寮  

9 月 26 日 （火） 相撲大会(雨天のため中止） 

28 日 （木） 部屋替え・寮内大掃除 

10 月 28 日 （土） 仮装行列（志峰祭ＰＲ）  

11 月 2 日 （木）3 日 （金）4 日 （土） 高専祭前夜祭、高専祭 

8 日 （水） すき焼き会  

12 月 7 日 （木） 寮教養講座 

14 日 （木） 餅つき大会 

21 日 （木） 寮内大掃除 

22 日 （金） 閉寮 

1 月  8 日 （月） 開寮 

  10 日 （水） 成人祝賀会  
 

（出典 寮務委員会作成資料）
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寮生会行事写真 

 

新入寮生歓迎会 

 

 

 

火災避難訓練 
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第一回寮生球技大会 

 

 
 

 

寮生ボランティア活動（町内清掃） 

 
 

 

焼き肉会 
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高専祭寮生仮装行列 

 

高専祭寮留学生企画（お國料理自慢） 

 

予餞会 
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資料７－２－③－７ 寮務委員会議事要旨 

 

平成１８年度第１回寮務委員会議事要旨 

 

日 時  平成１８年４月４日（火）１３：００～１４：３０ 

場 所  1 号館補食談話室 

出席者  立野主事、瀬戸、河原、櫻井、中島、喜多各主事補 

            岡田学生課長事務代理 

 

 議事に先立ち、寮務主事から、主事就任に伴うあいさつがあった。 

 

議事要旨の確認 

 前回（３月２２日開催）委員会の議事要旨が確認された。 

 

審議事項 

１．平成１８年度前学期部屋割について 

寮務主事から、寮生から提出された各館の部屋割り（案）について資料１に基づき説明があ

り、審議の結果、原案どおり承認された。 

２． 平成１８年度寮務関係指導分担について 

寮務主事から、寮務関係指導分担（案）について資料２に基づき説明があり、審議の結果、承

認された。また、巡回と検食の割振も決定された。 

３． 新入寮生オリエンテーションについて 

寮務主事から、４月６日（木）の新入寮生オリエンテーションについて資 

料３に基づき説明があり、審議の結果、司会進行を瀬戸主事補が、「寮生活の心得」の説明を喜

多主事補が担当することになった他は、原案どおり承認された。 

４．新入寮生歓迎会について 

    寮務主事から、４月１８日（火）の新入寮生歓迎会について資料４に基づき説明があり、審議

の結果、原案どおり承認された。 

５．寮生の自動車使用等について 

  中島主事補から、資料５に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

報告事項 

１． 平成１８年４月 1 日現在の寮生数について 

寮務主事から、４月１日現在の寮生数及び年度ごとの推移について資料６に基づき報告があっ

た。 
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平成１８年度第２回寮務委員会議事要旨 

 

日 時  平成１８年４月２８日（火）１６：１０～１７：１５ 

場 所  小会議室 

出席者  立野主事、瀬戸、河原、櫻井、中島、喜多各主事補 

            岡田学生課長事務代理 

 

議事要旨の確認 

 第１回（４月４日開催）議事要旨は、資料１のとおり確認された。 

 

審議事項 

１．平成１８年度寮生会役員について 

寮務主事から、資料２に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

２． 寮議会・寮生会総会について 

寮務主事から、資料３に基づき説明があり、審議の結果、寮議会に留学生責任者を出席させる

こととし、その他は原案どおり承認された。 

３． 学生寮避難訓練について 

河原主事補から、資料３に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

４．寮球技大会について 

    寮務主事から、球技大会実施の実施については、今後、中島・河原主事補が、主事及び寮生と

詳細について検討のうえ、実施して欲しい旨提案があり、承認された。 

５．寮生用無線ＬＡＮについて 

  河原主事補から、資料５に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

６．平成１７年度学寮経費等収支決算について 

  笹岡学生生活係長から、資料６に基づき説明があり、審議の結果、次の記載ミスを訂正して、

原案どおり承認された。 

  平成１７年度寮生会収支決算書(案) 

    ３．次年度への繰越 

       ７９６，６４９－５３６，３５３＝２５０，９９７円(訂正前) 

       ７８７，３５０－５３６，３５３＝２５０，９９７円(訂正後) 

 

報告事項 

１． 平成１７年度学年末試験の寮生の成績について 

中島主事補から、資料７に基づき報告があった。 

２． 寮食堂の改修について 

寮務主事から、本年度寮食堂について耐震補強のための改修工事が７月から９月にかけて実施され

る旨報告があり、今後食事方法等について、寮生役員と話し合いをすることとなった。 

（出典 学生第一課作成資料）
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（分析結果とその根拠理由） 

学生寮は居室の他、自習室や食堂等の生活用設備が設置され，管理運営及び寮生の指導・生活支

援は、寮務主事を責任者として寮務委員会及び学生課学生生活係が行っている。 

寮生は規律の遵守に努め，寮務委員会が生活・学習指導を行っている。 

 

 

観点７－２－④： 就職や進学などの進路指導を行う体制が整備され，機能しているか。 

（観点に係る状況）  

進路指導は，進路指導委員会がその取りまとめに当たり（資料７－２－④－１，２），実際には学

科長，クラス担任及び学生生活係が中心となり当たっている。進路指導に関わる専門の方を招いて

の講演会やガイダンス等を頻繁に開催し，就職・進学への準備をしている（資料７－２－④－３）。 

４年次学生に対し、３月下旬に保護者懇談会（資料７－２－④－４）を催し、保護者の意見を

十分に聴き取り、進路指導を行っている。また受験結果については全学生に報告書（資料７－

２－④－５）の提出を義務づけ，後輩の指導に役立たせている。なお求人情報については各学

科において取り纏めて掲示，編入学情報についてはWeb上（資料７－２－④－６）に載せて周知

している。 

専攻科学生の進路指導については専攻科長がその取りまとめに当たり、個別の学生に対して

は特別研究主指導教員が当該学生の意向を聴きながら適切に指導している。 
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資料７－２－④－１ 進路指導委員会規則 

  

富山工業高等専門学校進路指導委員会規則 

 

制定 昭４３． ２． １

 （目的） 

第１条 富山工業高等専門学校に学生及び卒業生の進路指導を円滑に実施するため，進路

指導委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （審議事項） 

第２条 委員会は，次に掲げる事項について審議する。 

（１）進路調査及び進路先の開拓に関すること。 

（２）就職指導及び就職斡旋に関すること。 

（３）進学指導に関すること。 

（４）その他進路に関すること。 

 （組織） 

第３条 委員会は，次に掲げる者をもって組織する。 

（１）学科長 

（２）一般科目長 

（３）専攻科長 

（４）第５学年の学級担任 

（５）学生第一課長 

 （会議） 

第４条 委員会に，委員長を置き，学科長のうちから校長が指名する。 

２ 委員長は，必要に応じて委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは，委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

４ 委員長は，委員会における審議事項を総括調整し，校長に報告する。 

第５条 委員会は，必要に応じて委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

 （事務） 

第６条 委員会に関する事務は，学生第一課において処理する。 

 

   附 則 

 この規程は，昭和５４年２月２２日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成１０年５月１３日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は，平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は，平成１９年４月１日から施行する。  

（出典 本校規則集）
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資料７－２－④－２ 進路指導委員会議事要旨（例） 

 

（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－２－④－３（１） ガイダンス実施要項 

 

平成１８年度就職ガイダンス 実施要項 

 

 

１． 目   的   就職活動に関する講演を通じて、昨今の厳しい就職状況を把握すると   

ともに、これから就職及び進学を目指す学生が、今後の進路選択の参考 

とする。 

 

 

２． 対   象 ４年生及び専攻科１年生 

 

 

３． 実 施 日 平成１８年１１月２２日（水） １４：３０～１６：３０ 

 

 

４． 実施場所 視聴覚室 

 

 

５． 講師氏名 株式会社毎日コミュニケーションズ京都支社 

          キャリアサポート課 課長 高橋 誠人氏 

       ※ 昨年度までは、名古屋支社が担当していたが、本年度から、 

北陸３県（富山、石川、福井）を京都支社が担当することとなった。 

 

６． 所要経費 講師の旅費等については、毎日コミュニケーションズが負担するため 

       本校の経費負担なし 

 

（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－２－④－３（２） ガイダンス案内 

 

（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－２－④－４ 保護者懇談会の案内 

  

 
                                             平成１９年 ２月１３日

                           
（平成１９年度） 
機械工学科新５年生保護者 各位 

 
        
                                            富山工業高等専門学校長 
                                                 米  田  政  明 

 
 

新５年生保護者懇談会の開催について（お知らせ） 
     
拝啓 向春の候、益々御清祥のこととお慶び申し上げます。 
  さて、卒業後の進路等について学級担任と懇談いただくため、下記のとおり懇

談会を開催いたしますので、御多忙中誠に恐縮に存じますが、来校いただきた

く御案内いたします。 
  なお、別紙「保護者懇談会希望調査票」に、希望日時の番号を御記入の上２

月２７日（火）までに回答くださるようお願いします。 
                                                             敬 具 

記 
 
    期   日   平成１９年３月２７日（火）から３月３０日（金）まで 
 
    場   所   学級担任教員室  （別紙案内図参照）  
 
    時   間   午前 ９：００～１２：００    午後 １３：００～１７：００

                 
 
 
   ○ 懇談時間が決まりましたら、後日担任から御連絡いたします。 
  ○ 保護者懇談会当日は、別紙案内図を参照の上、直接学級担任教員室へ

お越しください。  

（出典 学生第一課作成資料）
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資料７－２－④－５ 受験結果報告 

 

          

２００７年度（平成１９年度）就職・進学受験報告書 

 学籍番号 氏名 

会社名／学校名  

日    時  

試 験 場 所  

①受験の動機 ②面接・試験内容 ③感想 ④後輩へのアドバイス など 
 

  

（出典 学生第一課作成資料） 
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資料７－２－④－６ 編入学情報（例） 

 

 

（出典 本校Webサイト）
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（分析結果とその根拠理由） 

進路指導では，学科長・専攻科長，クラス担任・特別研究主指導教員及び学生生活係が中心とな

り，進路指導委員会が取り纏めている。講演会やガイダンス等，保護者懇談会を開催し進路指導

を行っている。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

オフィスアワーと指導連絡票の活用，学生相談室や進路指導委員会の活動により，組織化，連携化

された，学生をサポートする優れた支援体制が整っている。 

語学力充実のために学生が自主的に活用できるコンピューターシステムが整備されている。 

アンケート調査や学生懇談会により学生のニーズや評価を積極的に汲み取ろうとしている。 

特別な学習支援を必要とする学生への細やかな支援体制を整備している。 

単位修得の認定や経済的な支援，学生表彰により，学生に多くのインセンティブを与えている。 

学寮が学生の生活及び勉学の場として有効に機能している。また寮母を配置している。 

（改善を要する点）  

  該当なし 

 

（３）基準７の自己評価の概要 

自主的学習を進める上でのガイダンスを整備し，準学士課程及び専攻科課程の全学生に対して，教

員が連携を取りながら複数回実施している。全教員は指導連絡票を用いて担任と連絡を取りながら，

オフィスアワーを利用した学生の助言・指導を行っている。専攻科学生のTAにより学生が学習しやす

い体制を取り入れ，自主的学習を進める上での相談・助言を行う教員及びTA学生の体制が整備され，

機能している。 

自主的学習の場として各種共有スペースが整備され，学生が効果的に利用している。厚生施設等の

キャンパス生活環境が整備され，効果的に利用されている。 

学習支援に関する学生のニーズを学生懇談会やアンケート調査等によって適切に把握している。 

検定試験受験のための教材提供や受験指導を実施し，合格者には単位の認定を行っている。また，

資格試験のためのカリキュラムの設定や講習会により，資格試験受験のための支援体制が整備され，

機能している。 

留学生には，特別カリキュラムや課外補講を実施し，学生チューターや教員による学業面及び生活

面の支援体制が整備され，適切に実施されている。高校からの編入学生には，事前指導や補習を行い，

新しい学習環境に適応できるようにしている。また，障害のある学生に対する支援として，施設のバ

リアフリーを整備している。 

クラブ活動については全クラブ活動に顧問教員を配置し，技術指導及び大会引率等を行っている。

学生会活動については，学生委員会が中心となり種々の支援を行い，高専祭，各種ボランティア活動

等の学校行事を学生会主体で積極的に開催している。 

学生の生活や経済面に関わる指導・相談・助言については，学級担任，学科，学生委員会等が逐次

対応している。また，学生の心身に係る指導・相談・助言の場として学生相談室，保健室が機能して

いる。経済的理由により修学が困難な学生に対しては，授業料等の免除制度，各種奨学金を整備し，
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ガイダンス等で学生に周知している。 

学生寮には、居室や食堂等の生活用設備が整備・設置されている。寮務委員会が中心となり，学生

寮の管理運営及び寮生の指導・生活支援を行っている。また，宿直及び日直教員や寮母を配置してい

る。 

進路指導委員会を中心として，進路指導のガイダンス等を頻繁に開催し，就職・進学への準備を

早期に行っている。また，担任が学生及び保護者と懇談し，就職や進学などの進路を適切に指導し

ている。 
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基準８ 施設・設備 

（１）観点ごとの分析 

観点８－１－①： 学校において編成された教育課程の実現にふさわしい施設・設備（例えば，

校地，運動場，体育館，教室，研究室，実験・実習室，演習室，情報処理学習の

ための施設，語学学習のための施設，図書館等，実験・実習工場さらには職業教

育のための練習船等の設備等が考えられる。）が整備され，有効に活用されてい

るか。また，施設・設備のバリアフリー化への配慮がなされているか。 

（観点に係る状況） 

本校は，昭和 39 年に国立学校として設置されたが，平成 16 年４月に独立行政法人国立高等専門学

校機構富山工業高等専門学校となり，本校の教育目標を達成するために国から譲り受けた財産として

次に掲げる施設・設備を承継し，維持保全に努めながら有効に活用すると共に，教育環境の整備に向

けた保守・整備を計画的に行っている（資料８－１－①－１）。 

主な建物及び内訳を資料８－１－①－２に示す。 

教室については，資料８－１－①－３に示すとおりであり，空調設備が整備されている。また４、

５年の講義は 11 講義室と共通ゼミ室(空調整備済)において実施することにより、効率的に運用してい

る。また、専攻科の講義は、専攻科棟にある３室の講義室で実施しており、空調設備が整備されてい

る。なお、ここに挙げた全ての教室およびゼミ室に情報コンセントが取り付けられ、インターネット

・LAN 利用が可能となっている。その他、合併授業，講演会，簡単な実験等を行うことのできる階段教

室とオープンラボ（AV 設備が完備，資料８－１－①－４）、さらに、卒研室，ゼミ室がある。 

実験室については，一般科目物理・化学実験室は、管理棟に配置された実験室で、専門科目の実験

は、各専門学科棟に配置されている実験室において実施している。機械及び金属に関する実習及び製

作は、実習工場において実施している。準学士課程５年卒業研究と専攻科特別研究は、卒研室及び教

員研究室等で実施し、その他に総合技術センターにおいても実施している。 

各共通教室は資料８－１－①－５に示すとおり、空き時間も少なく、有効に活用している。主な実

験・研究設備は資料８－１－①－６の設備一覧に示しており、実験・実習に必要な機器は十分に整備

している。 

演習室としては情報関連演習室４室があり，また各学科共同利用の共通製図室を管理棟に配置して

いる。 
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資料８－１－①－１ 施設の整備（工事・営繕関係）一覧 

  

昭和３９年 ３月 第１期工事竣工(本校舎，寄宿舎) 

昭和４０年 ３月 第 2 期工事竣工(校舎増築，寄宿舎増築, 食堂増築, ボイラー室) 

昭和４１年 ３月 第３期工事竣工(校舎増築，実習工場, 寄宿舎, 体育館) 

昭和４３年 ２月 武道場竣工 

昭和４５年 ３月 金属工学科棟, 寄宿舎棟, 校舎, 食堂その他竣工 

昭和 45 年 12 月 体育トレーニングセンター竣工 

昭和 4７年 11 月 図書館竣工 

昭和 50 年 3 月 電子計算機室竣工 

昭和 53 年 3 月 金属工学科実習工場竣工 

昭和 54 年 3 月 屋外水泳プール竣工 

昭和 55 年 3 月 第 2 体育館竣工 

昭和 56 年 3 月 弓道場竣工 

昭和 57 年 3 月 合宿研修施設竣工 

昭和 58 年 3 月 福利施設竣工 

昭和 62 年 3 月 工業材料教育研究センター竣工 

平成 ２年 ２月 柔道場増築 

平成 ４年 ３月 生物工学実験棟, 職員厚生施設竣工 

平成 7 年 10 月 専攻科棟竣工 

平成 9 年 3 月 専攻科棟増築 

平成１１年 8 月 寄宿舎(2 号館)改修工事竣工 

平成１2 年 3 月 寄宿舎(1 号館)改修工事竣工 

平成 16 年 1 月
校舎(第一期)改修工事竣工(機械工学科棟, 電気工学科棟, 一

般科目棟, オープンラボ増築) 

 

（出典 総務課資料） 
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資料８－１－①－２（１） 建物一覧 

 

 

・管理棟（１～３年生教室，講義室，ゼミ室，ＭＭ演習室，物理実験室，化学実験室, 教員室，

保健室，製図室，学生相談室, 進路指導室, 事務室等） 

・専門科目棟（ゼミ室，実験室，教員室等） 

・図書館棟（閲覧室，書庫，事務室，談話ホール, 視聴覚室, 図書館２階演習室，ビデオ演習室, 

講義室等） 

・専攻科棟（実験室，講義室，学生研究室等） 

・総合技術センター（研究室，実験室等） 

・情報処理センター（演習室, CAD/CAM 室, サーバー室, トレーナー室等） 

・実習工場（機械工場, 工作室，実験室等） 

・オープンラボ（実験室） 

・階段教室 

・体育施設（第一・第二体育館，トレーニングセンター，武道場，プール，庭球場，野球場，陸

上競技場, 弓道場等） 

・学生寄宿舎（男子寮，女子寮，食堂，浴室，談話室，補食室，事務室等） 

・福利厚生センター（食堂，集会室，学生会室，談話室等） 

・合宿研修施設（研修室，食堂，教員室等） 

（出典 管理課資料）
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資料８－１－①－２（２） 施設配置図 

  

（出典 学校要覧）
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資料８－１－①－３ 各学年別教室一覧 

名称 面積/m2 収容数 クラス等 

教室 83 40 機械１年 

教室 83 42 電気１年 

教室 83 40 物質１年 

教室 83 40 環境材料１年 

教室 66 40 機械２年 

教室 74 39 電気２年 

教室 66 41 物質２年 

教室 74 39 環境材料２年 

教室 96 40 機械３年 

教室 94 43 電気３年 

教室 76 40 物質３年 

教室 76 37 環境材料３年 

講義室 74 41 講義室Ａ 

講義室 74 42 講義室Ｂ 

講義室 74 40 講義室Ｃ 

講義室 74 44 講義室Ｄ 

講義室 74 44 講義室Ｅ 

講義室 75 46 講義室Ｆ 

講義室 75 46 講義室Ｇ 

講義室 84 37 講義室Ｈ 

講義室 60 20 共通ゼミ室Ａ 

講義室 69 42 共通ゼミ室Ｂ 

講義室 45 18 共通ゼミ室Ｃ 

講義室 35 15 専攻科Ⅰ 

講義室 27 18 専攻科Ⅱ 

講義室 45 30 専攻科Ⅲ 

           ※収容数＝席数 

（出典 管理課資料）
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資料８－１－①－４ オープンラボ（上：２階，下：１階） 

 

 

       

 

          

 
（出典 現状写真） 
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資料８－１－①－５ 平成 19 年度前期主な共通教室一覧 

 

名称 
面

積 
収容数 月 火 水 木 金 

B2（MM）演習室 120 46 4／4 2／1 2／1 4／3 3／3 

B1 演習室 99 46 2／2 0／2 0／2 4／2 1／2 

C1 演習室 122 47 4／4 *2／0 4／2 0／4 1／3 

講義室 1（専攻科） 35 18 0／2 2／2 2／0 2／0 2／0 

講義室 2（専攻科） 27 18 4／0 2／0 2／0 2／0 2／0 

講義室 3（専攻科） 45 30 4／0 2／2 4／0 4／2 2／2 

オープンラボ  １F 187 40 0／4 4／2 2／4 0／4 4／4 

オープンラボ ２F 187 96 0／0 2／2 2／0 0／0 2／0 

階段教室 218 252 2／0 4／2 2／0 2／0 2／4 

※（稼働状況 月曜日～金曜日の時間数，午前／午後） 

  （* 情報処理教育センター演習室 火曜日 午後：３，４回程度使用） 

 

（注意）オープンラボ１階は，大型テーブル 20 台（2席）分として４０人として算出。 

    オープンラボ２階は，テーブル 32 台（3席）分として９６人として算出。 

（出典 学生第一課作成資料）

 

資料８－１－①－６ 主な実験・研究設備 

 

（機械工学科） 
レーザードップラー流速計，インストロン式万能材料試験機，放電加工機，油圧加工機，油圧サーボ式疲
労試験機，誘電加熱式真空ホットプレス，振動試験装置，深絞りプレス，流れ現象解析実験装置，水晶式
３成分動力測定システム，３次元 CAD/CAM システム，CNC 旋盤，マシニングセンター 
 
（電気工学科） 
スペクトラムアナライザー，高確度伝送特性測定装置，電動機自動制御装置，スパッタ装置，プログラマ
ブルコントローラー，ロボット実習装置，真空蒸着装置 
 
（物質工学科） 
自記赤外分光光度計，高速遠心分離機，ＵＶ－ＶＩＳ自記分光光度計，高速液体クロマトグラフ，クリー
ンベンチ，蛍光分光光度計，400MHz-核磁気共鳴装置 
 
（環境材料工学科） 

ＩＣＰ発光分光分析装置，ＴＧ－ＤＴＡ装置，Ｘ線マイクロアナライザー，透過型電子顕微鏡，Ｘ線回折

装置・データ処理装置，万能試験機，画像処理装置，表面積測定装置，ロボット溶接機，真空アーク溶解

炉，塩水噴霧試験機，薄板成形性試験機，アンダーセン型エアロゾルサンプラー，走査プローブ顕微鏡，

振動試料型磁力計，レーザ光散乱回折型粒度分布測定装置，電気・油圧サーボ疲労試験機，動的粘弾性測

定装置 

（出典 管理課資料）



富山工業高等専門学校 基準８ 

 - 533 -

情報処理センターは本年８月に図書館２階へ移転し，図書及び情報を一体的な機能にする予定であ

り，移転後の状況は訪問調査時に説明する。 

５月現在の状況を述べる。当センター内に C1（資料８－１－①－７）及び C2 演習室、CAD/CAM 室、

サーバー室、トレーナー室，図書館に B1 演習室（資料８－１－①－８）、管理棟に B2 演習室（MM

（Multi Media）演習室，資料８－１－①－９）が配置され，そこには 150 台を超えるパソコン端末

（Windows XP，Linux 上で稼動）がある。学内はギガビットＬＡＮによってインターネット・LAN 利用

のサービスが提供されている。学外とは専用回線で学術情報ネットワーク（SINET）と接続している。 

 学生寮にもパソコン端末を設置し、無線 LAN による学内ネットワーク接続も許可している。 

 B1 演習室及び B2 演習室の授業利用率は極めて高く(資料８－１－①－５)、また C1 及び C2 演習室は

授業で使用しているとき以外は常に開放しているため、選択科目や卒業研究、特別研究がある高学年

で自由に利用できるので、授業により情報端末の使用が制限されることが極めて少ない。 

 なお MM 演習室では、コンピュータ上での音声・動画・CAI 等をフルに活用し、学生の学習意欲を高

めるような語学学習環境を整備している。 

平成 16 年には情報処理センターのサーバーで一元管理ができる英語 CAI システム(資料８－１－①

－１０)を導入し、校内の情報関連施設はもとより、各研究室に配置されたコンピュータ上でも英語学

習ができる環境となっている。 

 

 

資料８－１－①－７ 情報処理教育センター C1 演習室 

       

 （出典 現状写真） 
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資料８－１－①－８ 図書館２Ｆ第１分室（B1 演習室） 

      

（出典 現状写真） 
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資料８－１－①－９ B2 演習室(MM 演習室) 

 

（出典 現状写真） 
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資料８－１－①－１０ 校内専用英語学習 Web 型 CAI ホームページ 

    

 

（出典 校内専用 Web サイト） 

http://www1.edu.toyama-nct.ac.jp/n-acad/bin/le/wletop.asp 
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図書館内には図書閲覧室（80 席）(資料８－１－①－１１)、閉架式資料室，情報処理演習室や談話

ホールなどの設備があり、全館空調設備が完備している。情報検索コーナーでは、図書検索専用パソ

コン(資料８－１－①－１１)及びパソコン端末が設置され、インターネットも利用できる環境にある。 

 

資料８－１－①－１１ 図書館 

 

（出典 学校要覧） 
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総合技術センター（資料８－１－①－１２）は、地域連携を目的とした共同研究の企画・実施、及

びそれに関連する学生実験や卒業・特別研究の支援を行う組織である。本センターの施設構成は、資

料７－１－②－１（６）で示したとおりであり、利用方法等については、総合技術センターホームペ

ージ（資料８－１－①－１３）に詳細に記されている。 

 

資料８－１－①－１２ 総合技術センター外観 

 

 

 

（出典 学校要覧） 
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資料８－１－①－１３ 総合技術センターホームページ 

 

 

 

（出典 本校 Web サイト） 

http://www.toyama-nct.ac.jp/koozai/index.html 
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自習施設としては、ゼミ室、図書館閲覧室がある他、空き講義室が利用されている。また、休憩施

設として、様々な場所にリフレッシュスペースや談話コーナー等を，食堂及び売店は福利施設内に，

寮食堂は別に設けている。その他、学生の健康保持のために保健室、種々の運動施設が整備されてい

る。 

 バリアフリー化については，管理棟及び専攻科棟にエレベーターを，学生玄関，環境材料工学科棟

（資料８－１－①－１４），専攻科棟及び図書館にスロープを，その他身障者用便所やスライドドア

を備えている。 

 

資料８－１－①－１４  環境材料工学科棟前 

  
（出典 現状写真） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校の施設・設備については，高等専門学校設置基準における基準を満たしている。施設の老朽化

もあり，教育・研究環境は極めて十分とは言い難いが，今後とも維持保全，施設整備事業及びゆとり

スペースの確保などを鋭意行っていくことが必要である。 

 

 

観点８－１－②： 教育内容，方法や学生のニーズを満たす情報ネットワークが十分なセキュリテ

ィ管理の下に適切に整備され，有効に活用されているか。 

 

（観点に係る状況）  

本校 LAN のバックボーンは GigaBit イーサーネットで構成されており(資料８－１－②－１)、各端

末と 100Mbps イーサーネットで結ばれている。資料に示すようにファイアーウォールで２重のハード
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的なセキュリティを確保している。各演習室のパソコンの OS は Windows XP Professional であり，ユ

ーザーID を持たない部外者等はログインすることが出来ない。また全学生にユーザーID を割り当て 3

ヶ月毎にパスワードを変更しないとログオンできなくなるように設定しており、より高いセキュリテ

ィを保っている。 

 ウィルス対策として、AntiVirus ソフトを全ての端末に導入し、情報処理センターに設置されたワク

チン配布サーバーにより、常に 新のウィルスに対応できるようにしている。さらに SUS サーバー

(Windows Update 用サーバー)を設置し、自動的に 新の Windows パッチが当てられるように設定して

いる。各研究室の端末については、AntiVirus ソフトを学校単位で購入している。 

 本校では平成 15 年に情報セキュリティ委員会を設置し、平成 15 年 11 月 19 日より情報セキュリテ

ィポリシー(資料８－１－②－２)を制定している。 

 以上述べたような環境の下で，観点７－１－②でも述べたとおり教職員・学生が情報ネットワーク

を利用している。 
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資料８－１－②－１ 学内LAN構成図 

 

（出典 情報処理センター委員会）
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資料８－１－②－２ 本校情報セキュリティポリシー 

 

（出典 総務課資料）
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（分析結果とその根拠理由） 

 インターネット利用を含め，学生のネットワーク利用状況は良く，アンチウイルスを導入するなど，

情報ネットワークが十分なセキュリティ管理の下に適切に整備され，有効に活用されている。 

 

 

観点８―２－①： 図書，学術雑誌，視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に整備さ

れ有効に活用されているか。 

（観点にかかる状況） 

図書館には、工学・理学系の図書３万６千冊を含め約８万冊の図書と学術雑誌約 1,000 種があり、

CD、ビデオ、DVD、CD-ROM 等のマルチメディアソースも備えられている（資料８－１－②－１）。 

図書館の利用方法は、観点７－１－②で述べた「利用のしおり」の他，学生便覧中に掲載してある

図書室利用細則及び図書室利用内規（資料８－１－②－２）で定められており、ホームページにもア

ップされ（資料８－１－②－３）、さらに入学時に図書係から説明を受ける。なお閲覧室は開架方式

（資料８－１－②－４）で自由に閲覧でき，また閉架方式書庫には専門図書が収められている。 

なお、国立情報科学研究所等にオンラインで接続して、研究データなどの情報を収集することがで

きる。また、学外者への貸出にも応じている。 

学生用図書費として約 120 万円（平成 18 年度）の予算を計上し、学生の学習に役立つ図書を教科担

当教員の要望、学生の要望（資料８－１－②－５）により購入している他、専門図書購入費として 80

万円（平成 18 年度）がある。また、図書館報「高志」を年１回以上発行し、新刊図書の入荷等の情報

を学生に流している。 

図書館は電算化された結果，業務が効率化されるとともに情報検索コーナーが新設されている。ま

た図書検索用パソコンとインターネット検索用パソコンが設置されており，インターネットからは

Web-OPAC（図書館蔵書検索）を利用して資料の検索が可能である。 

また英語論文の本文がオンライン上で閲覧できる ScienceDirect システム（資料８－１－②－６）

にも加入しているため、数千種類の工学・理学系の 新英語論文を読むことができる。 

 

資料８－１－②－１ 蔵書冊数    （平成 18 年 3 月 31 日現在） 

 

 

    図書 (冊)   雑誌 (種類)   視聴覚資料等(点) 

 和漢書 69,937 583 776 

 洋 書 10,214 248 163 

 合 計 80,151 831 939 

（出典 学生第一課図書係）
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資料８－１－②－２ 図書室利用細則及び図書室利用内規 
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富山工業高等専門学校 基準８ 

 - 547 -

 

 

 

（出典 学生便覧）
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資料８－１－②－３ 本校図書館ホームページ 

 

（出典 本校 Web サイト） 

 http://www.toyama-nct.ac.jp/lib/index.html 
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資料８－１－②－４ 図書館（開架方式） 

 

（出典 現状写真）
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資料８－１－②－５ 希望図書（左：教員，右：学生） 

  

 

 

（出典 学生第一課作成資料）
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資料８－１－②－６ 電子ジャーナル Science Direct 

 

（出典 ScienceDirect ホームページ） 

                            http://www.sciencedirect.com 

 

（分析結果とその根拠理由） 

図書館には，十分とは言えないが，本校の教育目的を達成するための図書があり，情報検索サービ

スも充実している。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

多目的共同利用施設であるオープンラボが整備されている。 

障害のある学生のために校内が整備され，バリアフリー化している。 
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学内情報ネットワークの高速化，学外接続との高速化がなされている。 

堅牢な情報セキュリティシステムが確立されている。 

図書館システムを通じて，インターネットによるサービスが進んでいる。 

図書館システムによる業務の電算化で，素早い対応やきめ細かいサービスをしている。 

（改善を要する点） 

該当なし 

 

（３）基準８の自己評価の概要 

本校の教育目標および教育課程の実現にふさわしい校地・校舎・教室・図書館・情報処理センター

・体育館・運動場等の施設が整備されている。教室等は空調設備が整備されており、スロープ等によ

るバリアフリーにも対応している。また。コンピュータ演習室や吹き抜けの広い空間を利用した創造

的実験にも対応できるオープンラボ等、特徴ある施設を有し、これらを有効に活用している。スペー

スマネージメントによる効率的なスペース利用を目的として、４、５年の講義を計 11 の講義室と共通

ゼミ室(空調設置)において実施することにより、従来のクラスルームを無くし、効率的に運用してい

る。 

地域連携を目的とした総合技術センターでは、産学連携研究が活発に行われており，スペースマネ

ージメントを意識して弾力的かつ流動的に共同研究スペースを運用し、外部と共同研究を行っている

グループによる効率的な施設利用が行われている。 

 学内情報ネットワークについては GigabitLAN による高速化，学外接続の高速化を図っているだけで

なく、全ての教室・実験室等に情報コンセントが取り付けられ、インターネット・LAN 利用が可能とな

っている。OS には Windows XP Professional および Linux を用い、部外者がログオンできない堅牢な

システムが構築されている。セキュリティについても、パスワード管理・教育がしっかり機能的に行

われ、3 ヶ月毎にパスワードを変更しないとログオンできなくなるように設定する等、より高いセキュ

リティレベルが保たれるような運用がなされている。各クライアント PC のセキュリティ管理に関して

も、共通端末は学内にセキュリティパッチ用のサーバーを立てて管理し、各研究室の端末については、

AntiVirus ソフトを学校単位で購入し対応する等、現在行い得る 高レベルのウィルス・セキュリティ

ホール対策が施されており，教育・研究および学生の多様なニーズを満たすものとしてよく整備され，

有効に活用している。 

 図書館については，学生および教員のニーズにマッチした図書，学術雑誌，視聴覚資料などの教育

研究上必要な資料が備えられている。また，土曜日や放課後・夜間の利用にも対応し、ユーザーの利

便性に配慮した図書館となっている。さらに電子ジャーナルやオンラインでの文献検索システムも導

入し、高度かつ先進的な研究・教育環境の構築にも貢献している。 
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基準９ 基準９ 教育の質の向上及び改善のためのシステム 

（１）観点ごとの分析 

観点９－１－①： 教育の状況について，教育活動の実態を示すデータや資料が適切に収集・蓄積

され，評価を適切に実施できる体制が整備されているか。 

（観点に係る状況）  

学生の成績評価については，各教員が担当科目の評価を学生第一課に電子ファイルを用いて報告

し（資料９－１－①－１），学生第一課はそれを学業成績一覧表（資料９－１－①－２）に整理し

て教員へ報告する。また学年末については，観点６－１－①で述べたとおり，それを教務委員会で

審議した上，教員会議で進級判定・卒業（修了）認定が行われる。シラバスについては，観点５－

２－②及び５－６－③で述べたとおり，各教員が電子ファイルで作成し，それを教務係で整理する

とともに教務委員会・専攻科委員会でチェック，冊子及びWebサイトで学生に周知している（シラバ

スは訪問調査時閲覧資料）。全答案については，各教員が電子ファイル化して保存（非常勤講師に

ついては教務係で行う）するとともに，学生第一課でハードディスクに保存している（訪問調査時

閲覧資料）。また各教員は，担当科目毎に「科目別達成度評価ファイル」（シラバス，成績評価表，

分布表，試験問題，模範解答，その他レポート・小テスト等の成績評価資料を一冊のファイルにし

たもの）を作成し，それを資料室で保管するシステムをとっている（訪問調査時閲覧資料）。 

準学士課程卒業研究及び専攻科課程特別研究については，学生が卒業研究在研究室記録     

（資料９－１－①－３）及び特別研究調査票（資料９－１－①－４）を指導教員に提出し，指導教

員が研究内容を把握するとともに中間発表（資料９－１－①－５），卒業研究・特別研究発表会

（資料９－１－①－６），論文（資料９－１－①－７，訪問調査時閲覧資料）の提出を義務づけて

いる。教員は評価項目（研究内容の理解、研究実施状況、プレゼンテーション，論文内容；資料９

－１－①－８）に従い評価し，それを教務係に報告するとともに教務係はこれらの資料を保存して

いる（訪問調査時閲覧資料）。 
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資料９－１－①－１ 成績資料 

 

（出典 学生第一課作成資料）
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資料９－１－①－２ 成績評価資料 

 

（出典 学生第一課作成資料）
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資料９－１－①－３（１） 卒業研究在研究室記録 

 

（出典 担当教員）
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資料９－１－①－３（２） 卒業研究在研究室記録 

   

（出典 担当教員）
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資料９－１－①－４ 特別研究調査表 

 

（出典 担当教員）
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資料９－１－①－５ 卒業研究中間発表 

  

（出典 物質工学科作成資料）
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資料９－１－①－６ 卒業研究発表会プログラム 

 

（出典 物質工学科作成資料）
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資料９－１－①－７ 卒業研究・特別研究論文（例） 
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（出典 担当教員）
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資料９－１－①－８ 卒業研究・特別研究評価（例） 

  

（出典 担当教員）
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（分析結果とその根拠理由）  

学生第一課が中心となりJABEE資料室及び学内サーバーを用いて成績評価資料等の教育活動の実態を

示すデータや資料が適切に収集・蓄積されている。 

 

 

観点９－１－②： 学生の意見の聴取（例えば，授業評価，満足度評価，学習環境評価等が考えら

れる。）が行なわれており，教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反

映されているか。 

（観点に係る状況） 

学生による授業の評価については，本校では教育点検・改善委員会（資料９－１－②－１）が二つ

のアンケートを実施している。一つは全科目について各学期末に，当該授業科目担当教員が，授業の

難易度，スピード，達成度及び要望等のコメントを学生にアンケート調査をする授業点検アンケート

（資料９－１－②－２）である。教員はこれを整理し，改善計画等のコメントを書いた授業点検書

（資料９－１－②－３）を提出し,教育点検・改善委員会では提出されたものをその都度チェックして

いる。もう一つは，各学期・各教員当たり１科目について行う授業評価アンケート（資料９－１－②

－４）である。これは授業の技術等に関するものであり，その結果は教育点検・改善委員会で整理し，

校長及び学科長（教育点検・改善委員会委員）を通して各教員に知らせるとともに平均点等をホーム

ページ上（学内向け）で公開している（資料９－１－②－５）。また，観点３－２－②で述べたとお

り，校長の指示の下，学科長がこの結果を基に教員と話し合う機会を作ることにより教育の状況に関

する自己点検・評価を行っている。 

また学生懇談会において学生の意見を種々聴取しており，例えば平成17年度学生懇談会で要望のあ

った「全教室のホワイトボード化」については，学校長の指示の下，施設・環境点検評価委員会の議

を経て平成18年度に残りの全ての教室・講義室で改修（資料９－１－②－６）を行った。 

さらに教育点検・改善委員会では自己点検・評価委員会に年に一度，自己評価報告書（資料９－１

－②－７）を提出し，これに基づき自己点検・評価委員会は学校長に提言（資料９－１－②－８）し

ている。 

以上述べたように本校の教育に関するPlan-Do-Check-Action（PDCA）サイクルは機能しているが，

その全体像は資料９－１－②－９に示したものとなる。 
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資料９－１－②－１ 教育点検・改善委員会規則 

 

富山工業高等専門学校教育点検・改善委員会規則 
 
 

（設置） 
第１条 本校に，富山工業高等専門学校教育点検・改善委員会（以下「委員会」という。）を置
く。 

 
（審議事項） 
第２条 委員会は，次に掲げる事項について審議する。 
（１）教育目標及び教育内容に関すること。 
（２）学習・教育目標の達成度の評価，分析等に関すること。 
（３）教育方法の改善及び教育技術の向上に関すること。 
（４）教育点検・改善報告書の作成に関すること。 
（５）その他教育改善の推進に関すること。 
 
（組織） 
第３条 委員会は，次に掲げる者をもって組織する。 
（１）各学科長 
（２）一般科目長 
（３）各学科及び一般科目から選出された教員 各１名 
（４）その他委員長が必要と認めた者 
２ 前項第３号及び４号委員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後
任委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

 
（会議） 
第４条 委員会に委員長を置き，委員の互選により定める。 
２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
３ 委員長は，委員会における審議事項を総括調整し，教務主事及び必要に応じ校長に報告する。 
 
（委員以外の出席） 
第５条 委員長は，必要に応じ委員会に委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができ
る。 

 
（専門部会） 
第６条 委員会に専門的事項を調査・検討するため，必要に応じて専門部会を置くことができる。 
２ 専門部会に関し必要な事項は，委員会が別に定める。 
 
（事務） 
第７条 委員会に関する事務は，学生第一課において処理する。  
 
（雑則） 
第８条 この規則に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会の定めるところ
による。 

 
  附 則 
この規則は，平成１５年７月２４日から施行する。 
 
  附 則 
この規則は，平成１９年４月１日から施行する。 

 

                                  （出典 本校規則集） 
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資料９－１－②－２ 学生による授業点検アンケート    

 

 

（出典 教育点検・改善委員会作成資料）
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資料９－１－②－３ 授業点検書（例） 

平成 18 年度 授業点検書 

この授業点検書は先生ご自身により授業を点検していただくものです。科目別、学期ごと、 
授業終了後にご提出ください。 

教育点検・改善委員会 
       

平成  １８ 年度   後  学期 ； 提出日 平成 19 年 3 月 20 日 
 
学年・学科（専攻）名     2C 科目名   分析化学  担当教員名          
 
【授業点検アンケート結果】 
１）この授業のレベルはどのように思いましたか。 
5 ５ 4 ８ 3 ２６ 2 ０ 1 ０ ｱﾝｹｰﾄ数 ３９ 

 
２）この授業のスピードはいかがでしたか。 
5 ５ 4 ４ 3 ３０ 2 ０ 1  ｱﾝｹｰﾄ数 ３９ 

 
３）この授業の目標をどの程度達成したと思いますか。 
4 ７ 3 ２４ 2 ５ 1 ３ ｱﾝｹｰﾄ数 ３９ 

 
 
【教員欄】 
１）上記の結果を受けての授業報告 
 
   学生はレベル、スピードについては現状でよいと判断しているようである。 

達成度については、ほとんどの学生が「十分に達成した」，「ほぼ達成した」であり、 
これまでよりは満足できる結果であった。しかし，計算問題が主たるものであるため、 
完全に理解できなかった学生が数名いるものと思われる。 

   学生のコメントからも大半が現状でよいとの意見であった。 
 
 
２）今後の授業計画 
 
  上記のとおり、当分は現状のとおり実施する。 
 
  

（出典：教育点検・改善委員会資料）
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資料９－１－②－４（１） 学生による授業評価アンケート 

 

【 設問用紙 】 

学生による授業評価アンケート（全体アンケート） 

 以下の項目について，別紙（回答用紙）に，全て５段階で評価をしてください。 

該当する欄に レ を記入してください。 

１）先生は授業内容を分かり易く説明されましたか。 

２）先生は学生に興味を抱かせるように話しをされましたか。 

３）先生の黒板等の使い方，話し方は適切でしたか。 

４）この授業の進む速さは適切でしたか。 

５）先生は授業中，学生に話しかけたり理解の度合いを確かめたり等して，授業への参加を促しましたか。 

６）先生は質問に対して分かり易く答えてくれましたか。 

７）定期試験，小テスト，レポートなどの内容は，授業内容に沿った適当なものでしたか。 

８）全体としてあなたはこの授業の進め方に満足しましたか。 

 

（出典 教育点検・改善委員会作成資料）
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資料９－１－②－４（２） 学生による授業評価アンケート 

   

（出典 教育点検・改善委員会作成資料）
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資料９－１－②－５ 平成１７年度授業アンケートに関する調査結果（抜粋） 

       

 

       

（出典 本校 Web サイト） 

http://www.edu.toyama-nct.ac.jp/yoikyooiku/katudoohookoku/2005/ga/index.html
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資料９－１－②－６ ホワイトボード化された専攻科棟講義室 

 

 

     

（出典 現状写真） 
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資料９－１－②－７ 自己評価報告書 

 

平成 19 年５月 31 日

教育点検・改善委員会 自己評価報告書 

 

 

１） 全授業科目に対してシラバスを作成し，授業開始時に学生に対して配布すると共に，授業計

画，授業内容を十分説明している。また，全授業科目における定期試験の答案ならびに成績分布

表の収集・蓄積を実施している。また，評価法に関して，科目別達成度評価ファイル中に評価計

算書の提出を義務づけ，適正な評価がなされているかを点検できる体制が構築・実施されてい

る。 

 

２） 各学期，各教員１科目の授業について学生による授業評価アンケートを実施し，教育点検・改

善委員会において結果が報告され，学科等の長が所属学科教員に結果を還元し，評価が低い教員

に対しては学科長より指導を行っている。 

 

３） 全授業科目について，授業点検アンケートを実施し，授業の進行速度，授業レベルについて学

生の意見を聴取し，担当教員はその内容に基づき，結果の分析ならびに次年度の授業計画に関す

る授業点検書を作成し・提出している。また，年１回，本科４，５年生ならびに専攻科１，２年

生を対象とした校長と学生との懇談会を開催し，校長ならびに副校長が直に学生の意見を聴取す

る機会を設けており，学生の建設的かつ率直な意見が毎年出されている。 

 

３） 毎年１回，卒業・修了後５年を経た卒業生・修了生に対してアンケート調査を行っており，そ

の結果を教育点検・改善委員会で公開，討論し，教育改善に役立てている。また，卒業生の就職

先企業の上司を対象としたアンケートも実施している。 

   一方，年１回，教育改善・評価委員会を開催し，本校名誉教授ならびに本校卒業生より構成

される委員に対して，実施されたアンケート結果ならびに学生から寄せられた要望等について，

意見を聴取し，教育改善に反映している。 

 

４） 平成１６年度より優秀教員表彰規定を設け，学生による授業評価アンケート，教員による授業

参観アンケート，教員の相互評価ならびに自己評価の結果等を参考に， 優秀教員１名，優秀教

員２名を選定し，表彰している。 

 

５） 数学科と専門学科の懇談会ならびに物理・応用物理間懇談会の定期的な開催等，学科間，科目

間の連携を強化し，学生の現状に対応したカリキュラム見直しが行われている。 

 

（出典 平成19年6月8日開催 自己点検・評価委員会資料）
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資料９－１－②－８ 学校長への提言 

 

平成 19 年６月 11 日 

 

自己点検・評価委員会報告 

 

 

米 田 政 明 校長 殿 

 

 

自己点検・評価委員会委員長 

副校長 米 谷  正 

 

 

  今般開催された自己点検・評価委員会において下記の点について考慮していただきたい 

ことが決まりましたので報告します。 

 

記 
 

１）中学校に対する体験入学等のイベントの日程等案内を早める。 

 

２）学生による授業評価アンケートの結果，評価が低い教員に対する指導の成果が現在の 

ところ不明である。今後この点の推移をしっかり見る。 

 

以上 
 

（出典 平成19年6月8日開催 自己点検・評価委員会資料） 
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資料９－１－②－９ 教育改善システム 

 

 

（出典 掲示物）
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（分析結果とその根拠理由）  

授業評価や満足度評価，及び教育環境のソフト面については，授業点検アンケート，授業評価アン

ケート及び学生懇談会等からよく学生の意見を聴取し，改善に反映されている。また，これらは教育

の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映され，教育に関するPDCAサイクルが機能している。 

 

 

観点９－１－③： 学外関係者（例えば，卒業（修了）生，就職先等の関係者等が考えられる。）

の意見が，教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映されているか。 

（観点に係る状況） 

本校の教育改善システムは，資料９－１－②－７に示したとおりである。ここで教育点検・改善委

員会が進めている種々の活動に対して，卒業生や本校名誉教授からなる教育改善評価委員会（資料９

－１－③－１，２）において評価（資料９－１－③－３）してもらい，それを本校の教育活動に生か

している。 

また観点６－１－⑤で述べたとおり卒業生等の学外関係者からは種々のご意見等をいただいている。

その結果、いずれからも英語力の向上が課題として挙げられ，これについては観点７－１－②及び③

で述べたとおり一般科目英語科において以前にも増して指導に力を入れているところである。 

 

資料９－１－③－１  富山工業高等専門学校教育改善評価委員会規則 

平成 15 年７月 24 日制定 

（目的） 

１ この要項は、本校の教育目標を達成するために必要な教育方法及び教育技術の点検並びに改善の評価を実施す

るため必要な事項を定める。 

 

（委員会） 

２ 本校に、学内外の有識者による富山工業高等専門学校教育改善評価委員会（以下「委員会」という。）を置

く。 

３ 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 （1）本校卒業生   ２名 

 （2）本校名誉教授 ２名 

 （3）本校教授    ２名 

４ 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

５ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

６ 委員長は、必要に応じ委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

 

（教育改善の評価） 

７ 教育改善の評価は、富山工業高等専門学校教育点検・改善委員会が作成する教育点検・改善報告書の検証のほ

か、本校で実施する実地調査等により行う。 

８ 委員会は、定期的に評価結果を取りまとめ、校長に報告する。 

 

（庶務） 

９ 委員会に関する事務は、学生課において処理する。 

 

   附 則 

この要項は、平成 15 年７月 24 日から施行する。  

 

（出典 本校規則集） 
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資料９－１－③－２  平成 18 年度 教育改善評価委員会 委員名簿 

 

卒業生（S47 年電気工学科卒）  松 井 和 博 

卒業生（S47 年工業化学科卒）  柴   基 雄 

名誉教授       中 島 孝 慈 

名誉教授       布 本 貞 明 

電気工学科 教授      亀 田 悦 正 

物質工学科 教授      鎌 倉 勝 善 

（出典 学生第一課作成資料）  
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資料９－１－③－３ 教育改善評価委員会議事要旨 
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（出典 学生第一課作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

学外関係者の意見をアンケート等により聴取し，教育環境・教育システム等の改善に役立てている。 

 

 

観点９－１－④： 各種の評価（例えば，自己点検・評価，教員の教育活動に関する評価，学生に

よる達成度評価等が考えられる。）の結果を教育の質の向上，改善に結び付けら

れるようなシステムが整備され，教育課程の見直しなど具体的かつ継続的な方策

が講じられているか。 

（観点に係る状況） 

本校の教育改善システムは資料９－１－②－７に示してある。観点３－１－②及び９－１－②で述

べたとおり，教育点検・改善委員会が実施する「学生による授業評価アンケート」及び「教員による

授業参観アンケート」によって高い評価を受けた教員を学科長が校長に推薦し，校長が副校長・校長

補佐の助言を得て優秀教員を表彰している。優秀教員は，FD委員会開催のFD講習会（資料９－１－④

－１）において自身の教育哲学・指針・方法等を発表することにより全教員は教育の質の向上のため

の参考としている。 

学生による達成度評価に基づいて，各教員が当該科目の教育課程に関する意見を教務委員会に集約

し，そこで教育課程の見直しを随時行っている。例えば，物理の教育課程については毎年のように内

容の見直しを行い（資料９－１－④－２），学生の学力の向上を図っている。 

 また学生からより高いレベルの講義の要望があり，準学士課程（資料９－１－④－３）及び専攻科

課程（資料９－１－④－４）で特論を実施することにより対応している。 

 さらに自己点検・評価委員会が実施する各種委員会の自己点検報告書（資料９－１－④－５，訪問

調査時閲覧資料）の中で，本校の教育に関する事項を審議する教務委員会等の各委員会で教育の改善

に関する種々の取り組みが行われていることがわかる。 
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資料９－１－④－１ 平成１８年度第４回ＦＤ研修会     

 

  

 平成１８年度第４回ＦＤ研修会次第 

 

 日 時 平成１８年 ９月１９日（火）１４：３０～ 

 

 場 所 オープンラボ２Ｆ 

 

 議 題 

 

  （１）「私の教育方法」（教員表彰受賞者） 

 

       物質工学科 助教授 畔 田 博 文 

 

       一 般 科 目 助教授 宮 崎 真 矢 

 

       電気工学科 助教授 佐 藤 圭 祐 

 

 

  （２）「外国における授業アンケートの現状」（副校長） 

 

（出典 総務課資料）
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資料９－１－④－２ 教育課程の見直し（例） 

 

  

物理のカリキュラムの変更 

 

平成１６年度まで 

機械、電気、物質、環境材料４学科とも 

２年２単位、３年３単位（４・２）（計５単位） 

内容：教科書 物理I（数研）に従い、２年生：電磁気、波 

３年生：力学、熱 

４学科とも同内容。 

 

１６年度に、 

各学科の教員と物理の内容について協議し、下記にように、 

物理の授業開始学年を１年生にし、各学科の意向に合わせた 

教授内容にした。 

 

平成１７年度 

機械、電気工学科 １年２単位、２年２単位、３年１単位 

物質、環境材料  １年１単位、２年２単位、３年２単位 

に変更。ただし１７、１８年は移行期間。 

 

内容： 

機械：１年 電磁気、波、２年 力学、３年力学、熱 、 

教科書：物理I（数研） 

 

電気：１年 力学、２年 熱 波、３年 電磁気 

教科書：高専の物理（森北） 

 

物質、環境材料：１年 電磁気、２年 波、３年 力学、熱 

教科書：物理I（数研） 

 

平成１８年度 

機械工学科の内容を 

機械：１年 力学、２年 電磁気、波、３年力学、熱 

に変更。 

  
（出典 教務委員会作成資料） 
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資料９－１－④－３ 特論（例） 

 

平成 19 年 2 月 21 日

実践的機械技術者育成のための共同教育実施要領 
 
科目名・単位 機械工学特論・1 単位 
 
対象学科・学年 機械工学科・5 年 
 
実施時期 5 年後期（10 月～1 月） 
 
実施時間 講義 100 分×12 回，見学 1 回 
 
目的  設計・製造現場の技術者と高専の教員が共同で実践的技術者の育成を図る．機械工学

の基礎・基本を重視した高専教育では，教育内容がとかく理論に偏りがちである．ま

た，各分野の知識の統合を図る機会が少ない．実際の機械要素・装置は各分野の基礎・

基本知識の統合と実践的技術によって製品化されている．そこで，本特論では実際の

機械要素・機器を学習することによって，各分野の基礎・基本知識の統合を図ること

を目的とする．すなわち，基礎・基本がどのように使われているか学ぶ．また，現場

の技術者から直接教授を受けることによって，設計や生産における実践的な技術につ

いて学習する． 
 
実施形態 地域産業に関連した 4 テーマを設定．1 テーマ 100 分×3 回で実施．また，現場での

講義・見学を 1 回設ける． 
   
内容とテーマ 各テーマにおいて， 

1 回目は，構成やしくみなど 
2 回目では，設計や生産の理論と技術 
3 回目では，補足と知識や技術の定着のための演習 

   
平成 19 年度の設定テーマは学生の興味・関心も勘案して，以下について検討する．

1. 軸受 
2. ウォータージェット 
3. エンジンシステム 
4. マシニングセンタ 
5. サーボモーター（制御機器） 
6. 直動機器（FA 機器） 
7. 油圧機器 

 
評価  各テーマの 3 回目の講義において，課題のレポート（演習問題や課題作文）を提示．

このレポートの内容によって成果を評価する． 
 
 
担当者  三田商会（企業側まとめ役） 三田商会・久保好正 

富山高専   機械工学科・西田均 
   
 
補足  この共同教育のために共同研究（教育内容，実施方法，教材，調査など）を行う． 
 

以上 

（出典 担当教員）
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資料９－１－④－４ 特論（例） 

平成 18 年度開講 機械・電気システム工学特論 

担当・西田 均

1. 特論の分野とテーマ  
エネルギー機械， 風車工学 

 
2. 開講理由と分野の選定について 

・ 近年，地球環境に及ぼす影響として，地球温暖化が問題となっており，この原因は化石燃料

の使用による大気中の二酸化炭素の増加にある．対策の一つとして，新しいエネルギー源で

ある自然エネルギーの利用促進が進められている．代表的な自然エネルギーである風力エネ

ルギーを取り扱うことが適切であると考えられる． 
・ 自然エネルギーの利用促進のためには，まず，地域の自然環境を理解しなければならない．

風力発電では設置する地域の風況解析が必要である．地域の環境を理解する必要性とその手

法を学習内容に含めることができる． 
・ 自然エネルギーである風力を利用した発電システムは機械技術と電気技術の統合技術である

これからの技術者には要素技術の統合能力が求められており，この対策として適切な内容に

なる．これは機械・電気システム工学特論にふさわしいと考えられる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 特論の内容 

(1)自然エネルギーの利用と風力エネルギー 
(2)機械と電気の統合技術としての風力発電装置 
(3)風力タービンの理論と設計 

 
以上

地球環境問題 

地域の環境 

技術の統合 

機械・電気システム工学特論（エネルギー機械） 

自然エネルギー 

設置地域の風況解析

機械技術と電気技術の統合 

（風力発電システム） 

 
（出典 担当教員）
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資料９－１－④－５ 平成18年度自己点検報告書（例） 

 

平成18年度 富山工業高等専門学校 

委 員 会 等 自 己 点 検 報 告 

委員会等名 教務委員会

【計画】 

・教務主事補連絡会を開き連絡を密にして，教務関係業務の効率的な運営を図る。 
・教務主事・学科等長連絡会を開き，教務関係業務の迅速かつ効率的な運営を図る。 
・JABEE中間審査・機関別認証評価に向けて体制を点検・整備する。 
・準学士課程の学習・教育目標を策定する。 
・各学科の教育目標を学生に周知する。 
・志願者対策を充実する。 
・授業時間の校時を見直す。 
・５０分授業の実施に向け，時間割編成を検討する。 
・平成１９年度学年歴に係る前学期末試験の実施時期等について検討する。 
・１～３年生の成績評価方法を見直す。 
・学生の評価について，担任教員と教務係の連携を密にする。 
・非常勤講師任用に係る手続きの見直しを図る。 
・全ての教室及び講義室のホワイトボード化を図る。 
・本校学生の研究発表等の実施状況を周知する。 
・シラバス内容の見直し及び印刷・製本化を検討する。 
・授業日程の周知方法を見直す。 
 
【実行】 

・月に１，２度，教務主事補連絡会を開催して，教員等の意見を聞きながら業務運営を行うことができた。
・教務委員会の議事等について，迅速に各学科等長に報告・確認することができた。 
・JABEE中間審査は準備した資料により説明することができた。 
・本科の学習・教育目標に加え，準学士課程の学習・教育目標を策定した。 
・各学科の教育目標を各教室及び講義室に掲示し，学生への周知を図った。 
・志願者対策について，体験入学，オープンカレッジ，中学校訪問などを充実することができた。 
・学修単位導入等に伴い，平成１９年度から９０分授業を５０分授業に変更し，授業の効率化を図った。
・５０分授業の時間割編成に係る授業の実施方法等について検討を行った。 
・平成１９年度学年歴に係る前学期末試験の実施時期について検討し，夏季休業明けに２週間の授業を確
保した。 
・１～３年生の成績評価方法について，すなわち定期試験毎に評価の低い学生に再試験を実施して学習さ
せる方法を導入した。 
・成績評価のコピーを迅速に担任教員に渡すシステムを整備した。 
・非常勤講師の任用に係る検討部会を設置し，同部会で非常勤講師任用に係る検討を行った。 
・全ての教室，講義室及び実験室をホワイトボード化し，視認性を高めるとともにクリーン化を図った。
・本校学生の研究発表等の実施状況についてプリントした広報物を校内掲示板に掲示した。 
・シラバスの様式を一部変更し，平成１９年度に全学生へ印刷・製本した冊子を配付することとした。 
・授業日程をサイボウズに掲載し，用紙代の節約を図った。 
 
【次年度に向けて】 

・定期試験について「受験心得」を見直す。 
・教育プログラムコースの見直しを行う。 
・50分授業をスムーズに導入する。 
・認証評価に向けて，学生便覧，学校案内等のパンフレット類を整備する。 
・授業日程（学年歴）に変更に伴う，前学期末試験後の試験解答・アンケートの時間割等を検討する。 
・履修単位・学修単位の別がはっきりと分かるシラバスとする。 
・平成１９年度学習到達度試験（「数学」，「物理」）の実施に向け対応を検討する。 
・学校紹介ビデオの拡充を図る。 
・毎週清掃時間を設け，徹底する。 
・教員が授業時間を守る風習をつける。 
・学生（１～３年）の出欠状況の確認・把握について検討する。  

（出典 自己点検・評価委員会資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

教育点検・改善委員会の主導により評価結果のチェックがなされ，FD委員会，教務委員会，専攻科

委員会などの議論を経て教育の質の向上，改善が図られている。 

 

 

観点９－１－⑤： 個々の教員は，評価結果に基づいて，それぞれの質の向上を図るとともに，授

業内容，教材，教授技術等の継続的改善を行っているか。また，個々の教員の改

善活動状況を，学校として把握しているか。 

（観点に係る状況）  

観点９－１－②で述べた授業点検アンケート（資料９－１－②－２）では，全科目について各学期

末，当該授業科目担当教員が，授業の難易度，スピード及び達成度を調査するとともに要望等を受け

付けている。各教員は，このアンケート結果を整理し，今年度の授業報告及び今後の授業計画を書い

た授業点検書（資料９－１－②－３）を教育点検・改善委員会へ提出する。このシステムにより，教

員が授業について継続的に改善しており，また教育点検・改善委員会を通して学校として把握してい

る。 

また各学期・各教員当たり１科目について行う授業評価アンケート（資料９－１－②－４）の結果

は，教育点検・改善委員会で整理され（資料９－１－②－５），学科長（教育点検・改善委員会委

員）を通して各教員に知らせ，学科長との当該教員と話合いにより授業の改善に努めている。 

（分析結果とその根拠理由）  

個々の教員は学生の授業点検（評価）アンケートによる評価結果に基づいて，教育の質の向上を図

り，教授内容等の継続的改善を行い，その状況は学校として把握されている。 

 

 

観点９－１－⑥： 研究活動が教育の質の改善に寄与しているか。 

（観点に係る状況）  

研究成果の発表の場として，富山高専紀要（年に１巻発行；資料９－１－⑥－１）及び学協会誌等

（年会・シンポジウム等を含む。）がある。なお，本校紀要には前年の学協会誌等（年会・シンポジ

ウム等を含む。）での発表の題名・概要（資料９－１－⑥－２）を掲載しており，学校として研究活

動を把握している。 

研究活動を教育改善に取り入れている例としては，例えば本校英語教員による「「COCET3300」の開

発と授業における実践」という題名の論文（資料９－１－⑥－３）が本校紀要に掲載されている。こ

れは教育研究を実際に授業の場で実践している報告であり，本校英語教育の改善に寄与している。ま

た機械工学科教員による「多方向観察画像システムを用いた立体想像力を育成する製図教育の試行」

という論文（資料９－１－⑥－４）に報告されている学生の立体想像能力の育成について教育研究を

進めている教員もいる。 

専門分野の研究については，学生の卒業研究・特別研究のテーマは殆ど全てが指導教員の研究と同

じである（資料９－１－⑥－５）。専攻科学生が行う特別研究については学会発表を必須としており，

また準学士課程学生が行う卒業研究においても一部の学生が学会発表を行っている（資料９－１－⑥

－６）。このように学生が学外で発表するということは，学生にとって大きな刺激となるものであり，

学生の勉学意欲の向上やプレゼンテーション能力向上に大きく寄与している。 
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選択的基準 A において詳述するが，本校主催の「エコテクノロジーに関するアジア国際シンポジウ

ム」は，平成 18 年 12 月で第 13 回を重ね，このシンポジウムに専攻科学生や準学士課程の学生も多く

参加しており，卒業研究や専攻科特別研究を国際的な視野に立って評価する力を育成している。    

また観点２－１－③でも述べたとおり学外との共同研究・受託研究に学生が参画しており，学生は

実業の考え方を体験している。 
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資料９－１－⑥－１ 富山工業高等専門学校研究紀要（例） 

 

（出典 本校紀要）
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資料９－１－⑥－２ 研究発表（紀要） 

  

（出典 本校紀要）
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資料９－１－⑥－３ 研究発表例 

  

（出典 本校紀要）
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資料９－１－⑥－４  研究発表例 

  

（出典 本校紀要）
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資料９－１－⑥－５ 平成18年度卒業研究・特別研究担当教員の研究大テーマと学生研究テーマ 

一覧                 
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（出典 学生第一課作成資料）
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資料９－１－⑥－６ 平成１７年度学外発表 

 

（出典 掲示物）
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 （分析結果とその根拠理由）  

教員の研究活動が積極的に行われ，その成果は教育の質の改善に寄与している。また教員研究の多

くのテーマが学生の卒業研究や専攻科特別研究に反映されている。 

以上のことから，研究活動が教育の質の改善に十分寄与している。 

 

 

観点９－２－①： ファカルティ・ディベロップメントについて，組織として適切な方法で実施され

ているか。 

（観点に係る状況）  

本校の FD は、資料９－２－①－１に示すとおり FD 委員会（資料９－２－①－２）が中心となり進

められている。FD 委員会は学内の各種委員会及び学外の研修会・講演会の情報を共有し、討論するた

めに FD 研修会を開催している（資料９－２－①－３）。この FD 研修会に全教員の参加を義務付け、

全教員が FD に取り組むよう図っている。なお学外の研修会・講演会（高等専門学校教員研究集会や高

等専門学校新任教員研修会などを含む）への参加報告書についても FD 委員会が取りまとめ、学内サー

バーに蓄積し、教職員はいつでも閲覧できるように情報共有している(資料９－２－①－４)。さらに

FD 委員会が年に一度それらを冊子として報告している（訪問調査時閲覧資料）。 

初めて担任をする教員に対し学級担任の手引き（資料９－２－①－５）を配付し，学級運営の基本

的知識と意欲を高めており、新任教員には副校長（教務主事）と校長補佐（学生主事、寮務主事）が

高専教員としての基礎教育とともに関連する校務に対するガイダンス（資料９－２－①－６）を行っ

ている。 

 教育点検・改善委員会では，年２回、授業の公開（教員による相互参観）を実施し，参観教員は教

育点検・改善委員会にアンケートを提出（資料９－２－①－７）、それを取りまとめた後、アンケー

ト結果は当該授業担当教員に渡して授業改善に役立てている。 

 なお非常勤講師については，FD 研修会への参加等は困難であるが，非常勤講師懇談会（資料９－２

－①－８）を開催し種々の話題の中で授業の改善を行うよう要請している。 

 このように本校ではファカルティ・ディベロップメントについて組織的に取り組んでいる。 
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資料９－２－①－１ ＦＤ関連図 

 

 

                    FD 研修会                    

 

 

 

 

 

                        【総括】                        

           報告        FD 委員会      実施結果       開示 

  校  長                              冊子 

 

提案        実施通知         報告書提出 

 

 

【企画立案及び実施】 

各種委員会  学科及び一般教科  図書館  センター  事務部 

 

 

 

（出典 FD 委員会作成資料）

 



富山工業高等専門学校 基準９ 

 - 601 -

 

資料９－２－①－２ ＦＤ委員会規則 

 

富山工業高等専門学校ＦＤ委員会規則 

 
制定 平１６． ４． １
改正 平１９． ４． １

 （趣旨） 
第１条 この規則は，富山工業高等専門学校校内組織規則第２６条第２項の規定に基づき，

ＦＤ委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。 

 
 （審議事項） 
第２条 委員会は，次に掲げる事項について審議する。 

（１）研修会及び講習会等によるＦＤの企画等に関すること。 
（２）学外における研修会及び講習会への参加・報告に関すること。 
（３）ＦＤ報告書の作成に関すること。 

（４）その他ＦＤの推進に関すること。 
 
 （組織） 
第３条 委員会は，次に掲げる者をもって組織する。 

（１）副校長 
（２）校長補佐 

（３）各学科及び一般科目から選出された教員 各１名 
（４）総務課長 
（５）学生第一課長 
（６）その他校長が必要と認めた者 

２ 前項第３号及び第６号に定める委員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員
が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

 
 （会議） 
第４条 委員会に委員長を置き，副校長をもって充てる。 
２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
３ 委員長に事故ある時は，委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。 
 

 （委員以外の出席） 
第５条 委員長は，必要に応じて委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができる。
 
 （専門委員会） 
第６条 委員会に，専門的事項を調査検討するため，専門部会を置くことができる。 
２ 専門部会に関し必要な事項は，委員会が別に定める。 

 
 （事務） 
第７条 委員会に関する事務は，総務課において処理する。 
 
 （その他） 
第８条 この規則に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会において

定める。 
 
   附 則 
１ この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 
２ 富山工業高等専門学校総務委員会規則（平成１５年４月１日制定）は，廃止する。 
 

   附 則 
この規則は，平成１９年４月１日から施行する。  

（出典 本校規則集） 
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資料９－２－①－３ 平成１８年度の実施内容 

 

平成１８年度開催ＦＤ研修会（概要） 

 

① 第１回 １７年度学外研修等の報告（６月８日，５件報告） 

② 第２回 学生指導担当教員研修会（７月２６日，分科会毎に討議） 

③ 第３回 学生相談室講演会（８月２９日，明橋大二氏講演会「子どもの揺れ・・」） 

 ④ 第４回 教員表彰受賞者による発表会（９月１９日，私の教育方法） 

⑤ 第５回 講演会（１２月１日，村田巳智子氏講演会「Ｑ－Ｕを活用した・・」） 

 

（出典 総務課資料）
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資料９－２－①－４（１） ＦＤ資料のサーバー保管 

 

（出典 本校 Web サイト）

http://cyb.ipc.toyama-nct.ac.jp/cgi-bin/cbag/ag.cgi?page=FileIndex&gid=&fCID=19409
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資料９－２－①－４（２） ＦＤ研修会報告書（例） 

  

（出典 本校 Web サイト）
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資料９－２－①－５ 学級担任の手引(抜粋) 

 

II. 年度当初に行う指導 

以下の３項目は、入学時や年度当初、長期休業明けなどに重点的に指導して下さい。 
(1)  望ましい学習環境の維持 

• 欠席をする場合の保護者による電話連絡 → 無断欠席をさせない。 
• 毎日の教室の清掃 → 学習環境を整える習慣を形成する。 
• 毎日の日直の仕事 → 授業時間を大切にする。 
• 出席簿の管理と座席表の作成（学級委員） 
（始業時に出席簿を教室へ持っていく・終業後、担任の教官室まで持ってくる） 

 
(2)  教務に関する事項 

• 単位の認定・進級の要件・卒業の要件を確認する。 
• シラバスを参考に学習内容の全体像を把握させ、計画的に学習を進めるよう指導する。 

 
(3)  厚生補導に関する事項 

• 心身の健康（飲酒・喫煙の禁止、保健室・学生相談室の利用） 
• 制服の着用・身だしなみ 
• 交通安全（通学の手続きの確認を含む）と免許取得についての注意 
• 貴重品・自転車などの管理 
• 学校内外でのマナーの向上 
 

III. 日常の実務 

(1) 出席簿の管理 
• 学級委員に出席簿を持参させ、毎日点検し、学生の出席、遅刻、早退、欠課状況を把握する。

• 連絡無く欠席した学生には、保護者と連絡をとり欠席の理由を確認する。登校した際、学生に声

をかけ、必要な場合は指導を行う。 
• 遅刻・早退・欠課をした学生には理由を確認し、必要な場合は指導を行う。  

（出典 学生第一課作成資料）
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資料９－２－①－６ 新任教職員研修 

   

（出典 総務課資料） 
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資料９－２－①－７ 教員による授業参観アンケート 

 

（出典 教育点検・改善委員会作成資料）
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資料９－２－①―８ 非常勤講師懇談会 

 

平成１８年度非常勤講師との懇談会概要 

 
日 時：平成 18 年 12 月 22 日(金) 11 時 00 分～12 時 05 分 
            会食（12 時 10 分～13 時 00 分）     
場 所：小会議室 
出席者：（非常勤講師）荒木万紀子，稲場幸雄、犬島 肇、上野将貴，酒井博恵，高松智子， 

篁 秀樹，成瀬久雄、前 健彦，望月健一，山下 淳の各非常勤講師 
（本校出席者）校長，教務主事、専攻科長、各学科等長，高熊教務主事補，事務部長， 

学生課長補佐、教務係長 
（欠席者）角電気工学科長 

 
【概要】 

教務主事の挨拶、出席者の紹介の後、教務主事から 2006 年の学校の動き及び教務関係の近況

報告があり、引き続き，学校紹介ビデオ鑑賞の後，出席者による質疑応答が行われた。主な内容

を以下に列記する。 
 
稲場：成績評価について，例えば，前学期末評価で 55 点，後学期中間評価で 55 点で，学年末試験

成績が 55 点だった場合，学年末試験後の再試験により 60 点を超えると判断できれば，60 点

の評価を与えてよいのか？ 
荒木：再試験は非常にエネルギーがいる。大変だ。 
米谷：再試験は，時期を問わないので，例えば前学期中間試験で不可の評価だった学生に対して，後

学期中でも構わないので，再試験等を実施してほしい。 
   時間的に余裕がないことも理解しているが，基本的には，定期試験毎に不可の評価だった学生

に対して，その都度再試験等を実施願いたい。 
   一つの方法として，評価を定期試験に 60％，レポート等に 40％とする方法もある。 
酒井：寮生と通生では，どちらの成績が良いのか？ 
米谷：昔は寮生に優秀な学生が多かった。今は，成績の良い学生も悪い学生も混在しており，あまり

変わらないのではないか。 
酒井：評価は，定期試験とレポートによって行っているが，クラスによって 20 点もの開きがある。

   学生からは，定期試験で同一日に２科目の文系科目の試験があるとパニクってしまう学生がい

る。 
米谷：専門科目だと，同一クラスなので比較はできないが，一般科目ではどうか？ 
秋元：学科によって差はあるが，必修科目と選択科目ではクラス構成が異なるので何とも言えない。

荒木：クラスによって，問題（難易度）を変えて実施している。よろしいか？ 
米谷：結構です。学生から少し批判がでるかもしれないが，先生の判断にお任せします。 
   ４，５年生は JABEE に対応しており，評価についてはシラバスに明記してほしい。 
犬島：評価を 50 点から 60 点に上げたことで，心理的にまいっている。毎回プリントを配付して授

業を行っているが，レベルを下げないとクリヤーできない。意欲が萎んでくる。60 点に上げ

たことをポジティブに捉えたいが，教育にはロマンと理想があり，ギャップがある。 
米谷：60 点にしたことは，アメリカの思想であり，考え方である。 
   60％の理解を得てほしいのが基準にある。 
前 ：50 点から 60 点にした良い点は，どこまで教授して良いのか考える機会を与えてくれたことで

ある。アメリカの文化・思想は，40 人いれば，20 人クリヤーすれば良いとの考え方である。

日本文化では，全員が一緒にクリヤーすることが良しとされる。多少のごまかしもでてくる。

荒木：授業中に保健室へ行ったきり帰って来ない学生がいるが，看護師も誰もその動向を確認してい

ないのに疑問を感じる。１～３年生については，学校として学生の動向を把握し，指導してほ

しい。３年生で退学した学生の就職先について，どうもミスマッチに思われる。担任等から進

路ガイダンスを徹底してほしい。  
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米谷： 近，授業中でも保健室へ行く学生が増えてきているのは事実である。その状況を把握したい

と思う。検討する。 
   また，入学する学生は，志望どおりに入ってくる学生もいれば，中学校の輪切りにより，勉学

意欲のない学生も入ってくる。さらに理科ばなれが進んでいる状況であり，３年生で退学する

学生は主に理科系が嫌いな学生が多いように思われる。しかしながら，授業は差別しないで同

等に教え，同等に卒業させたいと考える。 
企業人（不二越）である成瀬先生はどう思われているか？ 

成瀬：景気がいい昨今は，人材は文系企業に流れている。前席にすわる学生は成績の良い学生で，後

席にすわる学生は成績の悪い学生である。企業では新人社員に社内研修を行っているが，眠ら

ないし，眠らせないようにしている。 
学年末試験を控え，どうすれば良いのか思案している。不安である。 
点数で落とすために試験をしているのではない。 

米谷：試験はあくまでも学生に理解させるためが第一である。クリヤーしなければいけない目標を持

たせることが肝要である。 
皆様の意見・要望に対して、できる限り改善していきたいと考えている。  

（出典 学生第一課作成資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

FD委員会では，学外の研修会・講演会の情報を共有し、討論するために参加者にFD報告書を提出さ

せるとともにFD研修会で発表させている。また，その他種々のFD研修会を各委員会の協同で実施して

いる。さらに教育点検・改善委員会による授業の公開，新任教員に対するガイダンス，非常勤講師懇

談会等を実施している。 

以上のことから，ファカルティ・ディベロップメントについて，組織として適切な方法で実施され

ている。 

 

 

観点９－２－②： ファカルティ・ディベロップメントが，教育の質の向上や授業の改善に結び付

いているか。 

（観点に係る状況）  

平成18年度に開催した本校FD研修会の内容及び効果について全教員にアンケート調査を行った（資

料９－２－②－１）。その結果，資料９－２－②－２に示すとおり，殆どの教員は「有意義なもので

あった。」と答えている。中でも半数以上の教員が、「自分の行っている指導について考える機会

を取得できた」と答えており、教員の教育活動に大きな効果を与えているものと考えている。今後望

まれる研修内容は、多くの教員が教育方法に関するものを挙げており、今後もFD研修会を継続してい

く予定である。 
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資料９－２－②－１ ＦＤ研修会に関するアンケート 

ＦＤ委員会（平成１９年２月実施）

ＦＤ研修会に関するアンケート 

問１ あなたが，上記の研修会の中で有意義であったと感じたものはどれですか？ 

  上位二つを選び，番号でお答えください。               

問２ それはどのような理由からですか？ 

1. 新しい知識を得ることができた。  
2. 新しい教育方法を考える指針を得ることができた。  
3. 自分の行っている指導について考える機会を得ることができた。  
4. 学生指導・教育に関する専門的知識を得ることができた。 
5. その他（                      ） 

  主なもの二つを選び，番号でお答えください。 

問３ 今後，どのような研修内容を望みますか？（いくつでも可） 

１．自己能力向上に関するもの  
２．教育方法に関するもの  
３．生活指導に関するもの  
４．その他 

問４ ＦＤ研修会等ＦＤ全般に関し望むことを記入ください。 

 
 
 
 

※ 提出先 各学科等のＦＤ委員会委員 

平成１８年度開催ＦＤ研修会（概要） 
 
① 第１回 １７年度学外研修等の報告（６月８日，５件報告） 
② 第２回 学生指導担当教員研修会（７月２６日，分科会毎に討議） 
③ 第３回 学生相談室講演会（８月２９日，明橋大二氏講演会「子どもの揺れ・・」）

 ④ 第４回 教員表彰受賞者による発表会（９月１９日，私の教育方法） 
⑤ 第５回 講演会（１２月１日，村田巳智子氏講演会「Ｑ－Ｕを活用した・・」） 
 

 

（出典 FD 委員会作成資料） 
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資料９－２－②－２ ＦＤ研修会に関するアンケート結果 

平成１９年２月実施 
 

ＦＤ研修会に関するアンケート結果 
 

 
 
○アンケート回収率 
   機械工学科    １２枚／１２人  １００％ 
   電気工学科    １１枚／１２人   ９２％ 
   物質工学科    １２枚／１２人  １００％ 
   環境材料工学科  １２枚／１２人  １００％ 
   一般科目     １５枚／１９人   ７９％ 
   合計       ６２枚／６７人   ９３％ 
 
 
問１ ＦＤ研修会の中で有意義であったと感じたもの 
  １ 第１回学外研修会                ２０票 
  ２ 第２回学生指導研修会              １６票 
  ３ 第３回学生相談講演会              ３２票 
  ４ 第４回教員表彰者発表会             ３０票 
  ５ 第５回「Ｑ－Ｕを活用・・」講演会        ２２票 
 
問２ 有意義であったと感じた理由 
  １ 新しい知識の取得                ３０票 
  ２ 新しい教育方法を考える指針を取得        ３５票 
  ３ 自分の行っている指導について考える機会を取得  ３８票 
  ４ 学生指導・教育に関する専門的知識の取得     １７票 
  ５ その他                      ０票 

平成１８年度開催ＦＤ研修会（概要） 
① 第１回 １７年度学外研修等の報告（６月８日，５件報告） 
② 第２回 学生指導担当教員研修会（７月２６日，分科会毎に討議） 
③ 第３回 学生相談室講演会（８月２９日，明橋大二氏講演会「子どもの揺れ・・」）

 ④ 第４回 教員表彰受賞者による発表会（９月１９日，私の教育方法） 
⑤ 第５回 講演会（１２月１日，村田巳智子氏講演会「Ｑ－Ｕを活用した・・」） 
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問３ 今後，どのような研修内容を望みますか 
  １ 自己能力向上に関するもの            １６票 
  ２ 教育方法に関するもの              ４４票 
  ３ 生活指導に関するもの              ２１票 
  ４ その他                      ５票 

・学生指導に関するもの 
     ・具体的な体験を伴うもの 
     ・新しい情報・研究等に関するもの 
     ・意見を交換する形式のもの 
     ・学生の「心の基地」となっていない家庭への対応に関するもの 
 
問４ ＦＤ研修会等ＦＤ全般に望むこと 
  ・研修会の時間を１時間以内に 
  ・他の作業が多いため短時間に 
  ・優れた教育経験の実績を持った人の話を聴く 
  ・年５回の回数がちょうど良い 
  ・機関認定説明会をＦＤ研修会と兼ねるなど，回数を減らす工夫を 
  ・回数より内容だと思う。他の企画とジョイントすれば 

・教育方法についてのものを望む 
・試験期間の開催はやめてほしい 
・内容を良くして 
・オフィスアワーと重ならないように 
・今年度の第２回目の研修会に関して，その後のフォローはないのか 
・昨年度と比べ，本年度の形のほうが良かった 
・学外研修の報告は，サイボウズ上のみで良いのでは 
・形式的になってないか。テーマを良く考えてディスカッションできるような形に 
・学生相談室主催と兼ねたＦＤ研修会は年１回でよい 
・本校の教育システムのＰＤＣＡのチェックに当たる研修会を開催してはどうか 
・高専の実態になじまないものは，話題性があっても，学級経営上あまり意味が無

いと思う。それに替え，学生の心のよりどころとなっていない家庭への対応方法に

関する研修や保護者も一緒に聴けるようなテーマを設定し，実施してほしい 
  

（出典 FD 委員会作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

FD研修会に対するアンケートの結果，殆どの教員が「有意義であった」と答えており，授業の改善

に結びついた明確な例はないが，教育の質の向上や授業の改善に結び付いているものと考えている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

卒業研究及び特別研究の発表等状況が活発であり，評価体制が整備されている。 

教育の質の向上及び改善のためのＰＤＣＡシステムがしっかりと整備され，機能している。 

教員の研究活動が教育の質の改善に寄与している。 

学外におけるFD研修会の内容が，学内で共有されている。 

全教室をホワイトボード化に整備している。 

エコテクノロジーに関するアジア国際シンポジウムを毎年開催している。 

（改善を要する点） 

FD研修会を継続的に行っているが，これを実質的な授業の改善に結びつける。 

 

（３）基準９の自己評価の概要 

教育活動に関わるデータ・資料は科目毎に「科目別達成度評価ファイル」に綴られ資料室に適切に

収集・保管されているとともに、全答案を各教員が電子ファイル化し、各教員個人および学生第一課

でハードディスクに保存されている。 

卒業研究等については学生が研究室記録を指導教員に提出し，指導教員が研究内容を把握するとと

もにプレゼンテーション，論文内容等の定められた評価項目に基づき厳密に評価を行っている。 

各種委員会は，自己点検・評価委員会からの報告をもとに教育活動についての改善を実施する体制

をとっている。教務委員会，専攻科委員会，ＦＤ委員会は教育活動について恒常的な点検改善を行っ

ているとともに、各種委員会の議事の概要は学内ＬＡＮ上で公開され，点検改善活動のため，積極的

にフィードバックされている。 

教育点検・改善委員会は、各教員が行う授業点検アンケート結果に基づく授業点検書をチェックし、

さらに授業の技術等に関する学生による授業評価アンケートを行い、その結果を校長及び学科長を通

して各教員に知らせるとともに学内向けのホームページ上で公開し、個々の教員はその評価結果に基

づいて教育の質の向上を図り，教授内容等の継続的改善を行っている。 

学外からの意見聴取は、専攻科修了生及びその就職先を対象にしたアンケート調査、卒業生に対す

るアンケート調査、企業・大学・地方自治体関係者等から構成する富山高専評議員会、技術振興会等、

さまざまな方法により積極的に行い、教育環境・教育システム等の改善に役立てている。 

教員の研究活動が積極的に行われ，その成果は教育の質の改善に寄与している。また教員研究の多

くのテーマが学生の卒業研究や専攻科特別研究に反映されている。 

FD 活動については、FD 委員会が中心となり、学外の研修会・講演会の情報を共有し、討論するため

に、FD 研修会を開催しており、これらに全教員の参加を義務付け、全教員が FD に取り組むよう図って

いる。なお学外の研修会・講演会への参加報告書は学内サーバーに蓄積され、教職員がいつでも閲覧

できるよう情報共有し、年に一度それらを冊子として報告している。また授業参観や教育に関する科

目間連絡会議等のＦＤ活動が教育の質の向上や授業の改善に結びついている。 
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基準１０ 財務 

（１）観点ごとの分析 

観点10－１－①： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資産を有しているか。ま

た，債務が過大ではないか。 

（観点に係る状況） 

本校の資産は，文部科学省から出資された土地・建物及び工具器具備品等からなっており，教育研

究活動を将来にわたって適切かつ安定して遂行するため，高等専門学校設置基準に基づいて整備され

ている。 

平成１８年３月３１日現在における本校の資産現在額は，資料10－１－①－１のとおりである。 

資料10－１－①－１ 資産現在額 

 

平成１7年3月31日現在 平成１8年3月31日現在 
資産 種類 

数量 金額（円） 数量 金額（円） 

建物（延べ面積）

構築物 

車両運搬具 

工具器具備品 

土地 

29,538.31㎡

212点

2点

105点

108,394.45㎡

1,390,544,269

87,375,346

5,072,647

135,048,343

2,230,100,000

29,538.31㎡ 

215点 

2点 

122点 

108,394.45㎡ 

1,337,562,263

70,722,792

3,807,201

119,237,125

2,230,100,000

有形固定資産 

 

 

小 計 3,848,140,605 3,761,429,381

特許権 

電話加入権 

特許権仮勘定 

2件

15件

1件

2

165,000

141,960

2件 

15件 

2件 

2

165,000

287,175

無形固定資産 

小 計 306,962 452,177

長期前払費用 0件 0 1件 7,445投資その他の

資産 小 計 0 7,445

合  計 3,848,447,567 3,761,889,003

 

（出典 管理課資料）

 

なお、上記以外に工具器具備品として，2，470点の少額資産（取得価格10万円以上50万円未満）を

有しており，教育研究活動の遂行に寄与している。 

平成18年3月31日現在（資料10－１－①－２）における債務については，借入金は0円であり，未払

金，未払費用及び預り金の合計額は，236,476,298円となっている。これについては現金及び預金残

高223,035,145円と平成１８年４月に運営費交付金として交付された前受け授業料分19,494,000円の

合計額242,529,145円の範囲内であり，本校は十分にその支払能力を有するものである。 

平成16年度（資料10－１－①－３）は，借入金は0円であり，未払金，未払費用及び預り金の合計

額169,601,608円は，現金及び預金残高166,632,394円と平成１７年４月に運営費交付金として交付さ

れた前受け授業料分19,494,000円の合計額186,126,394円の範囲内であり，債務は過大ではない。よ

って資料10－１－①－２及び資料10－１－①－３が示すように運営費交付金等の範囲内で健全に運営

している。 
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資料 10－１－①－２ 貸借対照表 

（単位：円）

流動資産 流動負債
現金及び預金 223,035,145 預り寄付金 12,800,783
有価証券 0 未払金 220,623,007
受取手形 0 未払費用
未収学生納付金収入 0 給与 3,088,018
棚卸資産 0 法定福利費 67,437
未収入金 6,747,936 賃貸料 1,487,797
前渡金 323,315 水道光熱費 4,422,991
前払費用 27,974 その他の未払費用 4,388,806
未収収益 0 預り金
その他の流動資産 0 科学研究費 0
徴収不能引当金 0 社会保険料 0
貸倒引当金 0 源泉所得税等 2,203,300

230,134,370 職員宿舎貸付料 0
固定資産 その他の預り金 194,942

有形固定資産 前受収益 0
建物（附属設備含む） 1,680,255,521 引当金 0
建物減価償却累計額 △ 342,693,258 249,277,081
構築物 202,096,444 固定負債
構築物減価償却累計額 △ 131,373,652 資産見返負債
車両運搬具 6,338,093 資産見返運営費交付金等 76,609,662
車両運搬具減価償却累計額 △ 2,530,892 資産見返補助金等 0
工具器具備品 201,008,429 資産見返寄付金 29,434,611
工具器具備品減価償却累計額 △ 81,771,304 資産見返物品受贈益 53,633,225
土地 2,230,100,000 特許権仮勘定見返運営費交付金等 287,175

3,761,429,381 長期借入金 0
無形固定資産 長期未払金 0

特許権 2 引当金 0
借地権 0 159,964,673
実用新案権 0 409,241,754
意匠権 0
ソフトウエア 0 資本金（政府出資金） 4,038,768,080
電話加入権 165,000 資本剰余金
著作権 0 資本剰余金 26,785,335
特許権仮勘定 287,175 損益外減価償却累計額 △ 476,688,739

452,177 損益外固定資産除売却差額 △ 7,387,704
投資その他の資産 7,445 利益剰余金

3,761,889,003 前中期目標期間繰越積立金 0
3,992,023,373 目的積立金 0

〔本支店勘定〕 積立金 0
〔本支店〕機構本部 △ 1,087,872 当期未処分利益 216,775

繰越欠損金 0
3,581,693,747

3,990,935,501 3,990,935,501負　債・資　本　合　計資 産 等 本 支 店　合　計

資　　産　　の　　部 負　　債　　の　　部

資　　本　　の　　部
負　債　合　計

流  動  資  産  合  計

有　形　固　定　資　産　合　計

無　形　固　定　資　産　合　計

貸　借　対　照　表　の　要　旨
（平成１８年３月３１日現在）

富山工業高等専門学校

資　本　合　計

流　動　負　債　合　計

固　定　負　債　合　計

固　定　資　産　合　計
資　産　合　計

 

（出典 本校 Web サイト） 

http://www.toyama-nct.ac.jp/gyousei/kessan/17BS.pdf 
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資料10－１－①－３ 貸借対照表 

 

（単位：円）

流動資産 流動負債
現金及び預金 166,632,394 預り寄付金 13,075,013
有価証券 0 未払金 156,891,878
受取手形 0 未払費用
未収学生納付金収入 0 給与 3,130,479
棚卸資産 0 法定福利費 409,201
未収入金 1,952 賃貸料 1,043,857
前渡金 0 水道光熱費 4,331,656
前払費用 0 その他の未払費用 3,794,537
未収収益 0 預り金
その他の流動資産 0 科学研究費 0
徴収不能引当金 0 社会保険料 0
貸倒引当金 0 源泉所得税等 2,175,700

166,634,346 職員宿舎貸付料 0
固定資産 その他の預り金 1,276,025

有形固定資産 前受収益 0
建物（附属設備含む） 1,636,310,579 引当金 0
建物減価償却累計額 △ 245,766,310 186,128,346
構築物 196,997,895 固定負債
構築物減価償却累計額 △ 109,622,549 資産見返負債
車両運搬具 6,338,093 資産見返運営費交付金等 33,860,488
車両運搬具減価償却累計額 △ 1,265,446 資産見返補助金等 0
工具器具備品 179,215,479 資産見返寄付金 24,850,384
工具器具備品減価償却累計額 △ 44,167,136 資産見返物品受贈益 78,940,748
土地 2,230,100,000 長期借入金 0

3,848,140,605 長期未払金 0
無形固定資産 引当金 0

特許権 2 137,651,620
借地権 0 323,779,966
実用新案権 0
意匠権 0 資本金（政府出資金） 4,038,768,080
ソフトウエア 0 資本剰余金
電話加入権 165,000 資本剰余金 12,145,500
著作権 0 損益外減価償却累計額 △ 357,317,849
特許権仮勘定 141,960 損益外固定資産除売却差額 △ 3,381,656

306,962 利益剰余金
投資その他の資産 0 前中期目標期間繰越積立金 0

3,848,447,567 目的積立金 0
4,015,081,913 積立金 0

〔本支店勘定〕 当期未処分利益 141,960
〔本支店〕機構本部 △ 945,912 繰越欠損金 0

3,690,356,035
4,014,136,001 4,014,136,001

貸　借　対　照　表　の　要　旨
（平成１７年３月３１日現在）

富山工業高等専門学校

資　本　合　計

流　動　負　債　合　計

固　定　負　債　合　計

固　定　資　産　合　計
資　産　合　計

負　債・資　本　合　計資 産 等 本 支 店　合　計

資　　産　　の　　部 負　　債　　の　　部

資　　本　　の　　部
負　債　合　計

流  動  資  産  合  計

有　形　固　定　資　産　合　計

無　形　固　定　資　産　合　計

（出典 管理課資料）
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（分析結果とその根拠理由） 

平成１６年４月の独立行政法人化に伴い，国から現物出資を受けた資産について時価評価を行い，

独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則に基づいて資産管理を行い，財務会計の管理については，

貸借対照表，損益計算書等の財務諸表により財務状態及び運営状況を明らかにしている。ここで示す

とおり，債務については，借入金もなく支払能力の範囲内のもので，過大なものではなく，健全な管

理及び運営となっている。 

以上のように本校は，学校の目的に沿った教育研究活動を将来にわたって適切かつ安定して遂行

できるだけの十分な財政基盤を有している。 

 

 

観点10－１－②： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための，経常的収入が継続

的に確保されているか。 

（観点に係る状況） 

 本校の教育研究活動を安定して遂行するための収入として，高専機構から配分される運営費交付金

及び施設費補助金並びに授業料収入等を教育研究活動の基本的財源とし，これらに加えて寄附金，共

同研究，受託研究，科学研究費補助金などの外部資金を加えて，経常的収入を確保している（資料10

－１－②）。 

 なお，運営費交付金については，平成１７年度から毎年，前年度比１％の業務運営の効率化が求め

られており，今後は経費の節減，業務の効率化に努めるとともに，運営費交付金以外の資金を確保す

る必要がある。 

このため，本校では，志願者の確保のため，中学校訪問，中学校長との懇談会，オープンキャンパ

ス，学校説明会等のＰＲ活動や，外部資金の獲得のための取り組みとして日本学術振興会から講師を

招き科学研究費の獲得に向けた説明会を開催し，寄附金，共同研究，受託研究の受け入れ方法等のホ

ームページによる広報活動等を行っている。さらに，平成17年10月に，本校と110社を超える富山県

内企業との産学連携の協働組織としての富山工業高等専門学校技術振興会を設置し，外部資金の安定

的確保を図っている。 
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資料10－１－② 収入の確保状況 

 

運営費交付金，施設費補助金及び自己収入                 （単位：千円）

区  分 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

運営費交付金(13～

15年度は相当額) 
1,329,090 1,290,452 1,250,498 1,050,572 1,113,495

施設費補助金 72,465 34,132 675,616 16,359 14,805

授業料 170,217 171,151 174,082 156,769 183,746

入学金 15,905 15,651 15,485 16,099 15,736

検定料 4,909 5,348 4,670 4,460 3,977

講習料 515 544 534 763 572

その他 3,056 3,111 3,517 4,549 4,263

計 1,596,157 1,520,389 2,124,402 1,249,571 1,336,594
 

外部資金                                （単位：千円）

区  分 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

（ 件 数 ） 

科学研究費補助金 

(12) 

14,650 

(15)

40,710

(13)

41,230

(15) 

30,600 

(14)

20,310

（ 件 数 ） 

寄付金 

(12) 

5,584 

(25)

11,190

(20)

9,260

(26) 

10,868 

(21)

11,630

（ 件 数 ） 

共同研究 

(1) 

100 

(0)

0

(6)

10,172

(9) 

12,943 

(10)

9,957

（ 件 数 ） 

受託研究 

(0) 

0 

(0)

0

(1)

780

(2) 

2,018 

(3)

3,134

（ 件 数 ） 

受託事業 

(0) 

0 

(0)

0

(0)

0

(0) 

0 

(1)

6,741

計 20,334 51,900 61,442 56,429 51,772

 

（出典 管理課資料）

 

（分析結果とその根拠理由） 

 本校は，運営費交付金及び施設費補助金並びに授業料等の自己収入を教育研究活動の基本的財源と

して確保した上で，文部科学省をはじめ日本学術振興会及びその他の機関が行っている各種公募型競

争的資金などへの応募，また，支援企業等の組織化など，外部資金獲得へ積極的に取り組んでいる。 

このため，自己収入及び外部資金の獲得については，学校全体の様々な取り組みによって，その金額

は安定的に推移している。 

以上のことから、学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための経常的収入は継続的

に確保されている。 
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観点10－２－①： 学校の目的を達成するための活動の財務上の基礎として，適切な収支に係る計

画等が策定され，関係者に明示されているか。 

（観点に係る状況） 

 本校では，平成17年度予算から財務委員会（資料10－２－①－１）において，機構の中期計画，年

度計画に基づき収入及び支出に関する計画・立案（資料10－２－①－２）を行い，運営委員会の議を

経て校長が予算配分をしている。この委員会では，各部署から提出のあった要望に対して，本校の教

育研究活動を遂行するための必要性について厳密に査定し，必要な場合は関係者のヒアリングも実施

している（資料10－２－①－３）。このように財務委員会委員自らが予算配分案の策定作業を行い，

全校的見地から適切な予算配分を行うことは，国立高専では画期的なシステムである。  
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資料 10－２－①－１    富山工業高等専門学校財務委員会規則 

 

（設置）  

 第１条 富山工業高等専門学校における財務運営に関する内部監査の一環として，予算の作成・執行状況，決算等

について策定・審査を行うため，富山工業高等専 門学校財務委員会（以下，「委員会」という。）を置く。  

（審議事項）  

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項について審議する。  

（１）予算配分方針及び予算配分原案の策定に関すること。  

（２）決算（財務諸表及び決算報告書等の添付書類）の審査に関すること。  

（３）自己収入確保及び経費の節減に係る方策等の策定に関すること。  

（４）予算・決算における費用対効果（事業報告書との関連も含む。）の審査に関すること。 

（５）概算要求事項（施設整備に関するものを除く。）の策定に関すること。  

（６）その他財務運営に係る諸事項の策定・審査に関すること。  

（組織）  

第３条 委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。  

（１）校長補佐のうち校長が指名したもの １名  

（２）各学科及び一般科目の教員から委員長が指名したもの 若干名  

（３）技術部技術長  

（４）会計課長  

２ 前項第２号に定める委員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者の任期は，

前任者の残任期間とする。  

（会議）  

第４条 委員会に委員長を置き，前条第１項第１号のものをもって充てる。  

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。  

３ 委員長に事故あるときは，委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。  

（諸調査）  

第５条 委員長は，必要に応じて委員会に委員以外の者（学外者を含む。）の出席を求め，その意見を聴くことが

できる。また，校内関係者から報告書等の提出を求める等，関連した諸調査を行うことができる。  

（庶務）  

第６条 委員会に関する庶務は，会計課において処理する。 

（その他）  

第７条 この規則に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会において定める。  

 

附 則  

１ この規則は，平成１６年１２月１日から施行する。  

２ この規則施行後， 初に第３条第１項第２号の委員となる者の任期は，同条第２項の規定にかかわらず平成１

９年３月３１日までとする。 

（出典 本校規則集）
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資料10－２－①－２ 平成１８年度予算配分に関して財務委員会で査定した主な事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成18年6月21日運営委員会資料）

（金額単位：千円）
【教員研究経費】

配分先 一般科目 機　械 電　気 物　質 環　境 専攻科 計 備　考
教員実数 19 12 12 12 12 67
研究費＠ 130 130 130 130 130
配分額 2,470 1,560 1,560 1,560 1,560 8,710

【教員教育経費】

配分先 一般科目 機　械 電　気 物　質 環　境 専攻科 計 備　考
コマ数 95 24.25 27.25 21.25 31.25 199 「コマ数」には専攻科
単 価 20 20 20 20 20 分（未開講のものは

配分額 1,900 485 545 425 625 3,980 除く）も含む

配分先 一般科目 機　械 電　気 物　質 環　境 専攻科 計 備　考
コマ数 40 19 14.5 19.5 11.5 104.5 「コマ数」には専攻科
単 価 50 50 50 50 50 分（未開講のものは

配分額 2,000 950 725 975 575 5,225 除く）も含む

配分先 一般科目 機　械 電　気 物　質 環　境 専攻科 計 備　考
実員数 0 38 40 38 32 148
単 価 80 80 80 80 80

配分額 0 3,040 3,200 3,040 2,560 11,840

配分先 一般科目 機　械 電　気 物　質 環　境 専攻科 計 備　考
実員数 0 9 11 5 15 40 各学科等の「実員数」
単 価 180 180 180 180 180 は所属する教員が指

配分額 0 1,620 1,980 900 2,700 7,200 導する専攻科生の数

配分先 一般科目 機　械 電　気 物　質 環　境 専攻科 計 備　考
教員実数 8 3 3 3 3 20

単 価 10 10 10 10 10
配分額 80 30 30 30 30 200

配分先 一般科目 機　械 電　気 物　質 環　境 専攻科 計 備　考
配分額 550 550

【学科等運営経費など】

配分先 一般科目 機　械 電　気 物　質 環　境 専攻科 計 備　考
教員実数 19 12 12 12 12 67

単 価 20 20 20 20 20
配分額 380 240 240 240 240 1,340

59 2 6 0 0 67
第４学年県外工場見学 0 100 100 100 100 400

【学科等評価経費】

　　非常勤教員依存、公開講座実施数、ふしぎ体験参加者数、入試倍率

配分先 一般科目 機　械 電　気 物　質 環　境 専攻科 計 備　考
研究経費 2,470 1,560 1,560 1,560 1,560 0 8,710 「調整額」は１７年度
教育経費 3,980 6,125 6,480 5,370 6,490 550 28,995 決算額が予算配分
学科等経費 439 342 346 340 340 0 1,807 額を上回った場合に

小 計 6,889 8,027 8,386 7,270 8,390 550 39,512 その相当額を減額
調整額 △ 311 △ 301 0 △ 270 △ 210 △ 1,092 計上

配分総額 6,578 7,726 8,386 7,000 8,180 550 38,420

※　教員数、卒業研究生、専攻科生は５月１日現在数である。ただし、教員数のうち電気工学科については
　　 ７月１日採用予定の１名を含む。

※　平成１８年度単価改訂
教員研究費

　　H１７年度 研究費　     　  ＠８０千円 H１８年度  研究費        　＠１３０千円

旅   費　　   　　＠５０千円

教員教育経費

　　H１７年度 専攻科生分　 ＠２００千円 H１８年度  専攻科生分　　＠１８０千円
　　H１７年度 担任分　　 　　　＠３０千円 H１８年度  担任分　　　　　　＠１０千円
学科等運営経費
　　H１７年度 学科等共通分　＠４０千円 H１８年度  学科等共通分 　＠２０千円

平成１８年度教育経費と研究経費の積算方法

基準配分

教室系科目

実技系科目

学科等配分額

卒業研究生

次年度以降に導入を検討

非常勤教員教科書代

特別演習等

専攻科生

学科等共通

担　　任

1７年度配分額
40,341千円
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資料10－２－①－３  予算説明会記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 財務委員会資料）

平成１８年度予算説明会（第４回財務委員会）議事要旨 

 

 

日  時：平成１８年７月１２日（水）１６：２０～１７：２０  

場  所：大会議室 

出 席 者：丁子委員長 

秋元委員，本江委員，高廣委員，中村委員，池上委員 

  （各学科から） 

   角教員、高田教員、安田教員、河合教員、川淵教員、小川教員、西田教員、磯邉教員 

（事務部職員）会計課関係職員 

 議  題 

１． 平成１８年度予算配分について 

    丁子委員長から平成１８年度予算配分の説明会を開催するにあたってのあいさつがあり、その後各学科からの質

疑応答を行った。内容については，次のとおりである。 

・ 年度末の大型機器の故障の場合の取扱いについて 

設備の故障は基本的には受益者負担であり、翌年度予算で校長裁量経費の枠内で校長が判断されれ

ば、負担する。 

・ 学科で予算執行は学科長で責任を持って執行してよろしいか 

学科で責任もって、執行をお願いしたい。 

・ 学生（専攻科生）の学会旅費を教員教育経費から執行してもよろしいか 

  今年度から運営費交付金で学生の学会参加旅費を認めることとしたが、教員教育経費は、あくまでも教

育に最小限必要な経費であり、学科の判断で学科に配分された教員研究経費の使用枠の範囲で責任もって

執行してもらいたい。 

・ 学校全体の予算執行の使い方や財務委員会のチェック方法はどうなっているか 

管理共通経費は、昨年まで教育等施設基盤経費で配分しなければならない２０００万円分相当が研究

費で執行されていたが、今年度はその分が厳しくなっているので、財務委員会でムダな部分を大幅に見

直しつ、かつ７％減額した。 

・ 教育等施設基盤経費で情報処理関係のサーバー等のメンテナンス費を支出できないか 

建物に付随した設備のメンテナンス経費であるのでできない。 

・ 財務委員会議事録を委員のいない各学科長あてに配付願いたい。 

財務委員会委員は利益代表ではないので特定の学科に有利な情報は流していない。また、財務委員会

議事録は途中経過の過程であるので流しても、校長の判断で変わることがある。間違った情報で混乱す

る可能性もあり、議事録そのものを流せないが、報告会を開催するなど情報を流す努力はする。   

以  上
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  (分析結果とその根拠理由) 

 教育研究活動を遂行するための収支に係る計画等については，財務委員会において高専機構中期計

画，年度計画に基づき適切な収入・支出計画を作成し，これに基づき全校的見地から策定した予算配

分と共に運営委員会や諸会議に報告され，教職員を対象とした説明会においても委員長から説明が行

われている。 

 以上のことから，学校の目的を達成するための活動の財務上の基礎として，適切な収支に係る計画

等が策定され，関係者に明示されている。 

 

 

観点10－２－②： 収支の状況において，過大な支出超過となっていないか。 

（観点に係る状況） 

予算は，事業内容及び規模を表す予算科目とし計画的に執行している。また支出については財務会

計システムにおいて毎月締め作業を行い管理している。（資料10－２－②－１，２）。 

 
資料10－２－②－１  平成１７年度損益計算書の要旨 

経常費用

業務費

教育・研究経費 206,939,177
教育研究支援経費 32,548,622
受託研究費 13,090,099
受託事業費 6,740,841
教員人件費 681,316,643
職員人件費 349,591,408 1,290,226,790

一般管理費 68,095,821
経常費用合計 1,358,322,611

経常収益

運営費交付金収益 1,065,390,906
授業料収益 192,426,650
入学金収益 15,735,600
検定料収益 3,976,500
講習料収益 571,700
受託研究等収益 13,090,100
受託事業等収益 6,740,841
補助金等収益 500,000
寄付金収益 14,673,813
施設費収益 165,165
資産見返負債戻入 37,126,776

資産見返運営費交付金等戻入 5,209,840
資産見返寄付金戻入 6,609,413
資産見返物品受贈額戻入 25,307,523

財務収益

受取利息 161 161
雑益

財産貸付料収入 4,217,789
その他 4,065,345 8,283,134

経常収益合計 1,358,681,346

経常利益 358,735

臨時損失

その他の臨時損失 141,960 -141,960
臨時利益

その他の臨時利益 0 0
当期純利益 216,775

当期総利益 216,775

（単位：円）
富山工業高等専門学校

損  益  計  算  書  の  要  旨
（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日）

 

（出典 本校 Web サイト）

http://www.toyama-nct.ac.jp/gyousei/kessan/17PL.pdf
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 (分析結果とその根拠理由) 

 資料10－２－②－１及び資料10－２－②－２からもわかるように支出超過になっていない。 

 

 

資料 10－２－②－２  平成１６年度損益計算書の要旨 

損  益  計  算  書  の  要  旨 

（平成１６年４月１日～平成１７年３月３１日） 

     富山工業高等専門学校

（単位：円）

  経常費用          

   業務費      

    教育・研究経費 204,608,622    

    教育研究支援経費 44,431,615    

    受託研究費 14,861,919    

    教員人件費 651,288,350    

    職員人件費 324,723,476 1,239,913,982   

   一般管理費   73,012,430   

    経常費用合計       1,312,926,412  

  経常収益      

   運営費交付金収益  1,016,224,647   

   授業料収益   184,243,000   

   入学金収益   16,099,100   

   検定料収益   4,459,900   

   講習料収益   762,800   

   受託研究等収益  14,961,400   

   寄付金収益   12,659,401   

   施設費収益   4,378,500   

   資産見返負債戻入  43,503,592   

    資産見返運営費交付金等戻入 487,062    

    資産見返寄付金戻入 2,113,616    

    資産見返物品受贈額戻入 40,902,914    

   財務収益      

    受取利息  810 810   

   雑益      

    財産貸付料収入 4,501,967    

    その他  11,273,255 15,775,222   

   経常収益合計  1,313,068,372

  経常利益       141,960  

  臨時損失      

   その他の臨時損失  101,774,146 101,774,146  

  臨時利益       

    その他の臨時利益   101,774,146 101,774,146  

  当期純利益       141,960  

  当期総利益       141,960  

（出典 管理課資料）
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観点10－２－③： 学校の目的を達成するため，教育研究活動（必要な施設・設備の整備を含む）に

対し，適切な資源配分がなされているか。 

（観点に係る状況） 

本校では，限られた資源を効果的に配分するため，財務委員会において各部署からの要望に対して

本校の教育研究活動を遂行するための必要性について厳密に査定している。 

平成 18 年度においては，教育等施設基盤経費を重点的に確保し，校長裁量経費で教育，研究のプ

ロジェクトを学内公募して競争的環境による教育研究活動の活性化を図るなど，状況に応じた資源の

適正な配分を行っている（資料 10－２－③－１，２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１８年度 第１回 

 

資料 10－２－③－１  平成１８年度予算配分方針 

「運営費交付金」　1,205,564千円 (H17決算：1,320,401千円) 「施設費補助金」
41,000千円

「人件費」　935,484千円 (H17決算：987,855千円) 「物件費」　270,080千円 (H17決算：332,546千円)

「人件費」 【校長裁量経費＋教育研究経費】 61,420千円 【学校共通運営費、ｾﾝﾀｰ経費、管理経費他】 　208,660千円 「施設費補助金」
Ｈ１７との主な変更点及び留意事項 （Ｈ１７　　２１７，８６０千円）

  935,484千円 「校長裁量経費」 23,000千円 １．教育等施設基盤経費 （新設） ６０，７２９千円 41,000千円
（Ｈ１７　１７，０６６千円）    1)維持管理費   ①保守点検費 ・寄宿舎食堂改修

・職員俸給、諸手当、法定 １．学内公募等により、７月に追加配分の予定 　　 　・施設の機能・品質等を良好に維持するため、劣化状況の    ７月下旬に着工

　福利費 844,222千円 　  点検や保守を計画的に実施する経費 １０月下旬竣工予定

・退職手当 91,262千円 ２．学内公募区分      ②修繕費 （工期約３カ月）

　合計 935,484千円 ①学科単位あるいは教育グループ単位等における、教育方法改善プロジェクト  ・施設の機能・品質等を回復・確保のために必要な部品交

　対する経費 　換・補修等を計画的に実施、また、突発的に発生する故

②学科単位、個人あるいはグループ単位等による研究プロジェクトに対する経費 　障修理を速やかに実施する経費

参考（H17決算） ③特色ある学校づくりを見据えた、全校的あるいは学科単位の行事に対する経費      ③運転監視費

・職員俸給、諸手当 ④学生の実験・実習の基盤をなす設備の整備に要する経費 ・設備機器等を定められた方法で運転し、機能性能が正

837,927千円 ⑤その他学校の運営や環境改善等に関して必要な事項に対する経費 　常であるかを監視・記録し、事故の発生等を未然に防止

・退職手当 149,928千円 　する経費

　合計 987,855千円      ④廃棄物処分費

「教育研究経費」 38,420千円   2)業務委託費    ①清掃費その他
（Ｈ１７　４０，３４１千円）    及び保守費等 ・通常の清掃業務、水槽配管の清掃、その他施設の維持

１．教員研究経費（各教員一律） 　管理に必要とする経費

研究費・旅費区分を廃止し、一律１３０千円で積算

　　　　　　　　　H17 研究費８０千円、旅費５０千円 ２．各経費所要額一律７％減額

２．教員教育経費 ・学校共通運営費、センター経費、管理経費は所要額を財務委員会

 教室系・実技系科目の開設コマ数（カウント方法をルール化）、   で査定後、原則一律７％減額

 卒業研究生、専攻科生の数などにより積算

３．学科等運営経費

 第４学年県外工場見学に係る引率旅費を（１学科あたり

　１００千円）新たに積算

流用制限（理事長の承認） 流用不可

※　１．「物件費」には、「超過勤務手当」「非常勤講師手当」を含む。

（出典 平成 18 年 6 月 21 日運営委員会資料）
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資料10－２－③－２ 議事要旨 

 

平成１８年度 第 1 回財務委員会議事要旨 

日  時：平成１８年４月２７日（木）１７：１０～１８：３０     

場  所：小会議室 

出 席 者：丁子委員長，秋元委員，本江委員，高廣委員，中村委員，池上委員 

  （事務部職員）会計課関係職員 

議  題 

１．平成１８年度予算配分について 

    池上委員から平成１８年度の機構本部当初配分額（物件費）と１７年度当初配分予算の比較で５，９１１

千円の減額があったこと，機構本部の指導による今年度から教育等施設基盤経費の使途にあった執行を行う

と２５，２００千円の不足になることの説明があり，減額分をどの経費で削減するのかを審議した結果，次

回の委員会まで具体的にどこの経費を削減するか（案）を出し，配分額を決めていくこととした。 

２．学会の入会金・年会費・参加費の取扱いについて 

    池上委員から，教員，学生の学会の入会金・年会費・参加費の取扱いについて寄付金と運営費交付金によ

る取扱いの解釈がまちまちであったので改めて確認したい旨の説明があり，財務委員会として教員の個人に

係るものと組織に係るものの学生の入会金・年会費・参加費のいずれも運営費交付金からの支出は認めず，

寄付金であればいずれも支出できることを認めることで確認したことを補佐会議に提案することにした。 

３．今後の日程について 

    次回委員会は５月１２日に開催し，平成１８年度予算配分（案）を６月の運営委員会までに作成すること

とした。                                         

以  上  

平成１８年度 第２回財務委員会議事要旨 

日  時：平成１８年５月１２日（金）１６：１０～１８：４０     

場  所：小会議室 

出 席 者：丁子委員長，秋元委員，本江委員，高廣委員，中村委員，池上委員 

  （事務部職員）会計課関係職員 

議  題 

１．平成１８年度予算配分について 

    池上委員から校長補佐会議で教育等施設基盤経費２５,０００千円の不足分の財源を校長裁量経費から１

５,０００千円，教育研究経費から５，０００千円，管理運営費から５，０００千円とした旨の説明があ

り，削減額を目標に次のとおり意見交換をした。 

・ 教育研究経費のうち教員研究経費の旅費の区分を廃止し、教員１人当り積算単価を１００千円とし，

旅費は最高１００千円の範囲内とし、教員教育経費からの流用はできないこととした。また超えた場

合はペナルティをあたえる意見がだされた。 

・ 教員教育経費の専攻科生１人当り積算単価を２００千円から１８０千円，担任単価を３０千円から１

０千円に引き下げ，特別演習等専攻課経費を１５０円から５５０千円に引き上げる案がだされた。 

・ 学科等運営経費の１人当り積算単価を４０千円から２０千円に引き下げる案がだされた。 

・ 来年度から全教室に空調機を完備し，学生から光熱水料費を一部負担してもらう案がだされた。 
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審議の結果，校長補佐会議で教育研究経費の提示された額は３５,０００千円だが教育の質を最低限確保す

る意味で，教育研究経費をある程度確保し，削減できない分を管理運営費で削減することで再度検討するこ

ととした。 

２．学会の入会金・年会費・参加費の取扱いについて 

    丁子委員長から，前回財務委員会で審議した結果を校長補佐会議に提案し，校長補佐会議で教員，学生の

学会の入会金・年会費・参加費の取扱いについて運営費交付金も認める見解がでた旨の説明があり，審議の

結果，財務委員会として各学科等の教育研究経費積算相当額の範囲内なら認めることとし，運営委員会に提

案することにした。   

 ３．今後の日程について 

   次回委員会は５月２５日に開催することとした。 

    以  上   

平成１８年度 第３回財務委員会議事要旨 

日  時：平成１８年５月２５日（木）１７：００～１９：２０      

場  所：小会議室 

出 席 者：丁子委員長，秋元委員，本江委員，高廣委員，中村委員，池上委員 

（事務部職員）会計課関係職員 

議  題 

１．平成１８年度予算配分について 

    池上委員から前回財務委員会で審議した時の教員研究経費，教員教育経費，及び学科等運営費の積算単価

で実際に数字をあてはめた結果，教員教育経費３８，３７５千円，管理運営費２０８，７０５千円になった

旨の説明があり，予算額について次のとおり意見交換をした。 

・  教育研究経費の教室系科目及び実技系科目のコマ数のカウントが昨年の数より多くなっているので，教

務主事補に６月５日まで各学科のコマ数の確認をしてもらい，再度数字を入れてみることとした。 

・ 旅費の各学科での執行額の上限は各学科に配分する教員研究経費の総額とし，各学科長は学科の旅費執

行額を管理することとする。 

・ 管理運営費についても各経費にムダなところがないか再度見直しをした。 

以上審議した結果，教育研究経費の総額は３８，０００千円程度とし，増減した場合は再度単価を調整する

こととし，次回委員会まで最終予算配分書（案）をまとめることとした。  

 ２．今後の日程について 

   次回委員会は６月８日に開催することとした。 

以  上

（出典 管理課資料）

 

また，施設・設備の整備計画については，施設・環境点検評価委員会（資料10－２－③－３，４）

において，各学科等からの施設・設備の要望を取りまとめ，施設マネジメントの観点から計画を立案

し，運営委員会に報告して予算を執行している。 
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資料 10－２－③－３   富山工業高等専門学校施設・環境点検評価委員会規則  

 

                                          制定：平 16.4.1 

 （趣旨）  

第１条 この規則は，富山工業高等専門学校校内組織規則第２６条第２項の規定に基づき，施設・環境点検評価委

員会（以下｢委員会｣という。）の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。 

 （審議事項）  

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項について審議する。  

 (1) 校地利用及び建物の総合計画に関すること。  

 (2) 施設・設備の有効活用に関すること  

 (3) 構内の環境整備・保全に関すること  

 (4) 廃棄物等処理に関すること  

 (5) 省エネルギー対策に関すること。  

 (6) 構内の交通規制に関すること。  

 (7) 施設・環境等の点検・評価に関すること。  

 （組織）  

第３条 委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。  

 (1) 副校長及び校長補佐  

 (2) 各学科及び一般科目の教員から各１名  

 (3) 事務部長   

 (4) 各課長  

 (5) その他，校長が必要と認めた者  

２ 前項第２号及び第５号に定める委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任

者の任期は，前任者の残任期間とする。 

 （会議）  

第４条 委員会に委員長を置き，副校長をもって充てる。  

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。  

３ 委員長に事故あるときは，委員長があらかじめ指名する委員が，その職務を代行する。  

 （委員以外の出席）  

第５条 委員会は，必要に応じて委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができる。 

 （専門委員会）  

第６条 委員会に専門的事項を調査検討するため，専門委員会を置くことができる。  

２ 専門委員会に関し必要な事項は，委員会が別に定める。  

 （庶務）  

第７条 委員会に関する庶務は，会計課において処理する。  

 （その他）  

第８条 この規則に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会において定める。 

     附 則  

 １ この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

 ２ 富山工業高等専門学校施設点検・評価委員会規則（平成１４年５月８日制定）は，廃止する。 

（出典 本校規則集）
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資料 10－２－③－４ 議事要旨 

 

平成 1８年度 第２回 施設・環境点検評価委員会議事要旨 

 

日  時：平成１８年 ５月２６日（金）１０：００～１２：００ 

場  所：小会議室 

出 席 者：米谷委員長、松井、椎名、川淵、高橋、高熊、土田、池上、の各委員及び事務部関係職員 

（欠席）丁子、磯邉、岡田 

 

    米谷委員長から、本委員会規則第５条に基づき、石川学生課長補佐をオフザーバとして参加させたいとの

提案があり、了承した。 

【 報告事項 】 

 １．環境専門委員会について 

   米谷委員長から５月１８日に第１回環境専門委員会を開催し、鳥山委員を副委員長に指名したこと、環境方

針、環境目的・目標及び環境マネジメント組織について検討したとの報告があった。（詳細について調整中）

また、エコアクション２１については、引き続き環境専門委員会で検討する旨の報告があった。 

【 審議事項 】 

 １．施設整備に係る予算要求・措置状況及び今後の計画について 

米谷委員長から平成１９年度概算要求及び平成１８年度緊急営繕について、提出期限が６月２日であること。平

成１８年度緊急営繕については９月末までに発注できる事業であることの説明があった。引き続き、池上委員から

資料に基づき平成１９年度概算要求事業等の会計課原案の説明があり、審議を行った結果、次のとおり了承され

た。 

・ 平成１９年度概算要求事業は前年度と同様に「校舎改修」を３分割し、昨年度要求第一位の〈2-

1〉物質棟・一般科目棟を重点として要求すること。また、〈2-2〉環材棟・階段教室については、

階段教室の改修を平成１８年度緊急営繕で要求することし、これを分離して要求する。 

・ 平成１９年度営繕要求事業は工事の発注時期等から寄宿舎改修をメインに要求する。 

・ 平成１８年度緊急営繕事業（第１回目の選定）は、９月末までに発注可能な階段教室改修を第１回目の要求

事業とし、第２回目（９月に選定予定）の要求事業として電気室他改修を要求する。 

・ 平成１８年度教育基盤経費（構内配分予算）については、原案の事項を対象とする。 

なお、以上のことについて、５月２９日の企画室会議で審議することとし、本校としての要求順位及び順位等の

確認を行うこととした。 

以 上

（出典 管理課資料）

 

(分析結果とその根拠理由) 

 学校の目的を達成するため，教育研究活動（必要な施設・設備の整備を含む）に対し，適切な資源

配分がなされている。 
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観点10－３－①： 学校を設置する法人の財務諸表等が適切な形で公表されているか。 

（観点に係る状況） 

本校の財務諸表等については，資料10－３－①－１，２に示したとおり，本校のホームページで公

表している。 

また，本校が属する独立行政法人高等専門学校機構の財務諸表については，機構本部のホームペー

ジで公表している。 

 

 

資料 10－３－①－１  決算報告書の要旨 

 

平成１７年度決算報告書の要旨 

（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日） 

富山工業高等専門学校

（単位：円）

差  額 
区       分 予 算 額 決 算 額 

（決算－予算）
備考

収  入         

 運営費交付金 1,113,495,135 1,113,495,135 0   

 施設整備費補助金 14,805,000 14,805,000 0   

 自己収入 206,905,865 208,293,545 1,387,680  

  授業料収入及び入学料収入及び検定料収入 202,180,865 203,458,550 1,277,685   

  雑収入 4,725,000 4,834,995 109,995   

 産学連携等研究収入 23,850,941 23,850,941 0   

 寄付金収入 11,630,016 11,630,016 0   

 その他補助金 500,000 500,000 0   

              計 1,371,186,957 1,372,574,637 1,387,680   

支  出         

 業務費 1,320,401,000 1,321,788,680 1,387,680   

   教育研究経費（教育研究支援経費を含む） 1,219,808,406 1,230,100,688 10,292,282

   一般管理費 100,592,594 91,687,992 △ 8,904,602
  

 施設整備費 14,805,000 14,805,000 0   

 産学連携等研究経費 23,850,941 23,850,941 0   

 寄付金事業費 11,630,016 11,904,246 274,230   

 その他補助金 500,000 500,000 0   

計 1,371,186,957 1,372,848,867 1,661,910   

 （出典 本校Webサイト）

 http://www.toyama-nct.ac.jp/gyousei/kessan/17finalaccounts.pdf
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資料 10－３－①－２  決算報告書の要旨 

 

平成１６年度  決 算 報 告 書 の 要 旨 

（平成１６年４月１日～平成１７年３月３１日） 

  富山工業高等専門学校

    （単位：円）

差  額 
区       分 予 算 額 決 算 額 

（決算－予算） 
備 考

収  入         

  運営費交付金 1,050,572,197 1,050,572,197 0   

  施設整備費補助金 16,359,000 16,359,000 0   

  自己収入 201,995,000 182,639,832 △ 19,355,168   

    授業料収入及び入学料収入及び検定料収入 197,270,000 177,328,000 △ 19,942,000   

    雑収入 4,725,000 5,311,832 586,832   

  産学連携等研究収入 26,188,400 26,188,400 0   

  寄付金収入 10,868,111 10,868,111 0   

              計 1,305,982,708 1,286,627,540 △ 19,355,168   

支  出         

  業務費 1,252,567,197 1,252,706,029 138,832   

    教育研究経費（教育研究支援経費を含む） 863,409,148 1,184,176,068 320,766,920

    一般管理費 389,158,049 68,529,961 △ 320,628,088
  

  施設整備費 16,359,000 16,359,000 0   

  産学連携等研究経費 26,188,400 26,188,400 0   

  寄付金事業費 10,868,111 6,783,622 △ 4,084,489   

計 1,305,982,708 1,302,037,051 △ 3,945,657   

（出典 管理課資料）

 

(分析結果とその根拠理由) 

本校及び独立行政法人高等専門学校機構では，必要な財務諸表等をホームページに掲載し，適切な

情報の公表を行っている。 
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観点10－３－②： 財務に対して，会計監査等が適正に行われているか。 

（観点に係る状況） 

本校における財務の日常監査は，支払契約決議，振替伝票，支出伝票により行っている。また，内

部監査については，「独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則（資料10－３－②－２）第45条の

規定」及び「富山工業高等専門学校会計内部監査規則」（資料10－３－②－３）に基づき，定時（毎

年度末）及び臨時に実施している（資料10－３－②－１）。 

なお，監事監査及び会計監査人監査は，毎年，機構本部及び数高専（本校は１６年度監事監査受

検）で実施されている。また，東海・北陸地区高専相互間会計監査も行っている。 
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資料 10－３－②－１ 会計規則 

独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則 

独立行政法人国立高等専門学校機構規則第３４号

                               平成１６年４月１日

目次   

第１章 総則（第１条－第１６条） 

第２章 予算（第１７条－第１９条） 

第３章 出納取引（第２０条－第３０条） 

第４章 資産管理（第３１条） 

第５章 契約（第３２条－第４２条） 

第６章 決算（第４３条－第４４条） 

第７章 内部監査及び責任（第４５条－第４６条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規則は，独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「機構」という。）の財務及び会計に関する基準を定め，業

務の適正かつ効率的な実施を図るとともに，財政状態及び運営状況を明らかにすることを目的とする。 

（適用）                

第２条 機構の財務及び会計に関しては，独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号。以下「通則法」という。），独立

行政法人国立高等専門学校機構法（平成１５年法律第１１３号。以下「法」という。），独立行政法人国立高等専門学校機構

に関する省令（平成１５年文部科学省令第５８号。以下「省令」という。），その他独立行政法人の財務及び会計に関し適用

又は準用される法令等の規定によるほか，この規則の定めるところによる。 

（年度所属区分） 

第３条 機構の事業年度は，毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

２ 機構の資産，負債及び資本の増減並びに収益及び費用は，その原因となる事実の発生した日の属する年度により所属する年

度を区分することとする。ただし，その日を決定することが困難な場合は，その原因となる事実を確認した日の属する年度に

よるものとする。 

（会計単位） 

第４条 機構においては，独立行政法人国立高等専門学校機構本部（以下「本部」という。）及び各国立高等専門学校（以下

「各学校」という。）を会計単位とする。 

２ 本部は，本部及び各学校の会計並びに機構全体の会計を行い，各学校はそれぞれの会計を行うものとする。 

（会計事務の総括） 

第５条 理事長は，機構の会計事務を総括するものとする。 

（権限の委任） 

第６条 前条に定める理事長の権限の一部を，各学校の校長に委任することができるものとする。 

（勘定科目） 

第７条 機構の会計においては，別に定める勘定科目に従って整理するものとする。 

（会計機関〉  

第８条 本部及び各学校は，次の各号に掲げる会計機関を設置するものとする。 

一 契約担当役 
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二 出納命令役 

三 出納役 

２ 前項に規定する会計機関のほか，事務の範囲を定めて分任会計機関を設けることができる。 

３ 前二項に定める会計機関は，理事長が任免する。 

４ 理事長は，会計機関に事故があるとき又は必要と認めるときは，会計機関の職務を他の役員又は職員に代理させることがで

きる。 

５ この規則のうち，第１項各号に掲げる会計機関について規定した条項は，第２項及び第４項に規定する会計機関について準

用する。 

６ 第１項，第２項及び第４項に規定する会計機関及び代理については，別に定める。 

（会計機関の代理） 

第９条 前条第４項の規定により会計機関の事務を代理する必要がある場合は，次の各号 の一に掲げるとおりとする。 

 一 会計機関の事務を担当する者が事故等により欠けた場合 

 二 会計機関の事務を担当する者が出張，休暇，欠勤その他特別な理由により長期間その職務を行うことができないと認めら

れる場合 

 三 会計機関の事務を担当する者が休職又は停職を命ぜられた場合 

２ 会計機関の事務を代理する者は，当該会計機関の事務を実施したときは，事後にその事務内容を当該事務を担当する者に報

告しなければならない。 

（会計機関の職務） 

第１０条 契約担当役は，契約その他収入及び支出の原因となる行為を担当する。 

２ 出納命令役は，収入又は支出の調査決定，債務者に対する納入の請求，現金，預金，貯金及びその他有価証券の管理，出納

役に対する現金，預金，貯金及び有価証券の出納命令並びに帳簿その他別に定める証拠書類の保存に関する事務を担当する。

３ 出納役は，出納命令役の命令に基づく現金，預金，貯金及び有価証券の出納，資産の保管に関する事務を担当する。 

４ 理事長は，前項に規定する出納役の職務について必要と認めるときは出納員を，その責任を明らかにして命ずることができ

る。 

（会計機関の補助者） 

第１１条 理事長は，第８条に規定する会計機関（出納役を除く）の職務について必要と認めるときは，別に定めるところによ

り，その責任を明らかにして補助者を命ずることができる。 

（会計機関の兼務禁止） 

第１２条 会計機関のうち，出納命令役と出納役は兼務することができない。 

（帳簿） 

第１３条 本部及び各学校は，総勘定元帳及び別に定める補助簿を備え，所要の事項を整然かつ明瞭に記録し，これを保存する

ものとする。 

２ 帳簿の記録及び保存については，電子媒体によることができる。 

（帳簿の管理） 

第１４条 出納命令役は，総勘定元帳及び補助簿における関係勘定科目の現在残高を常に一致させ，帳簿の管理に万全を期さな

ければならない。 

（伝票） 

第１５条 機構の資産，負債及び資本の増減並びに収益及び費用の発生に関する取引については，伝票を作成し，これにより記

録及び整理するものとする。  

２  伝票に関する証拠書類は，原則として，発行された伝票に添付して整理・保存するものとする。 

（記録の保存期間）  
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第１６条 帳簿及び伝票の様式並びに保存期間については，別に定めるものとする。 

第２章 予算 

（予算実施計画の作成） 

第１７条 理事長は，毎事業年度開始前に通則法第３１条第１項に定める年度計画に基づいて，予算実施計画を作成し，これに

基づいて収入及び支出を管理しなければならない。 

２ 理事長は，機構の効率的，効果的な運営に常に配慮するものとする。 

（予算実施計画の通知） 

第１８条 理事長は，前条で作成した予算実施計画に基づく予算額を契約担当役及び出納命令役に通知するものとする。 

（予算の執行） 

第１９条 機構は，年度計画に基づいて，効率的，効果的かつ適正な予算の執行を図るものとする。 

２  契約担当役は，予算差引を把握するものとする。 

３  第８条第２項の規定に基づき，分任会計機関を設けたとき契約担当役は，その事務の遂行に必要と認める予算を分任契約担

当役に分配するものとする。 

４ 予算に関する諸手続は，別に定める。 

第３章 出納取引 

（取引金融機関等） 

第２０条 取引金融機関等（郵便局を含む。以下同じ。）は，理事長が指定するものとする。 

２ 取引金融機関等に預金口座又は貯金口座を設ける場合は，出納命令役名義により行うものとする。 

（収入） 

第２１条 出納命令役は，収入金を収納しようとするときは，収入の内容を調査決定するとともに，債務者に対して納付すべき

金額，期限及び場所を明らかにし，納入の請求をしなければならない。ただし，業務上直ちに収入金の収納を必要とするとき

は，収入金の収納後においてその内容を調査決定することができる。 

２ 出納命令役は，前項の規定に基づき債務者に対して納入の請求をしたときは，出納役に対して収納命令を発しなければなら

ない。 

３ 出納役は，前項の規定による収納命令に基づき収入金を収納するものとする。ただし，業務上直ちに収入金の収納を必要と

するときは，収納命令前に収納することができる。 

（収納） 

第２２条 出納役は，現金，金融機関における口座振替又は口座振込のほか，次の各号に掲げる小切手又は証書をもって収入金

を収納することができる。 

一 小切手（理事長が別に指定するものに限る。） 

二 郵便為替証書 

三 郵便為替の支払証書 

２ 出納役は，収入金を収納したときは，領収証書を納入者に交付するものとする。この場合，出納役は遅延なくその旨を出納

命令役に報告しなければならない。 

（収入金の預入れ） 

第２３条 出納役は，収入金を収納したときは，原則として支払いに充てることなく，取引金融機関等に預け入れなければなら

ない。 

（督促） 

第２４条 出納命令役は，別に定める納入期限までに払込みをしない債務者に対し，その払込みを督促し，収入の確保を図らな

ければならない。 

（不良債権の処理） 
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第２５条 出納命令役は，次の各号の一に該当する債権があるときは，理事長の承認を得てこれを不良債権として，貸倒損失の

整理をすることができる。 

一 債務履行期限を経過し，かつ，債務者の住所又は居所が不明であるとき。 

二 債権の取立てに要する費用が当該債権の金額より多額であると認められるとき。 

 三 強制執行後なお回収不能の残額があるとき。 

四 その他債権の取立てが著しく困難であるとき。 

（支出） 

第２６条 出納命令役は，支出金の支払いをするときは，支出の内容を調査決定するとともに，出納役に対して支払いの命令を

発しなければならない。 

２ 出納役は，前項の規定による支払い命令に基づき，支出金を支払うものとする。 

（支払い） 

第２７条 出納役は，取引金融機関等における口座振替，口座振込又は小切手の振出により支出金を支払うものとする。ただ

し，業務上特に必要があるときは，現金をもつて支 払うことができるものとする。 

２ 出納役は，支出金の支払いを行ったときは，その支払いを証明する領収証書又はその他の証拠書類を徴しなければならな

い。ただし，取引金融機関等における口座振込の場合は，振込依頼金融機関の振込通知書をもってこれに代えることができる

ものとする。 

（前払い） 

第２８条 出納命令役は，次の各号に掲げる経費について，前払いさせることができる。 

一 外国から購入する物品の代価（購入契約に係る物品を当該契約の相手方が，外国から直接購入しなければならない場合に

おけるこれらの物の代価を含む。） 

二 定期刊行物の代価及び日本放送協会に支払う受信料 

三 土地，建物その他の財産の賃借料及び保険料 

四 運賃 

五 官公署，特殊法人，公益法人，独立行政法人及び国立大学法人等に支払う経費 

六 研究又は調査の受託者に支払う経費 

七 研修又は講習を実施する者に支払う経費 

八 諸謝金 

九 電話，電気，ガス及び水道の引込工事費及び料金 

十 負担金 

十一 工事請負代金及び物品製造の代金 

２ 前項に掲げる経費のほか，理事長が経費の性質上又は業務運営上必要があると認めた場合には，前払いをすることができる

ものとする。 

（仮払い） 

第２９条 出納命令役は，次の各号に掲げる経費について，仮払いさせることができる。 

一 旅 費 

二 官公署，特殊法人，公益法人，独立行政法人及び国立大学法人等に支払う経費 

三 委託費 

四 負担金 

２ 前項に掲げる経費のほか，理事長が経費の性質上又は業務運営上必要があると認めた場合には，仮払いをすることができる

ものとする。 

（資金運用） 
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第３０条 理事長は，余裕金の運用をするときは，通則法第４７条に規定するところにより，業務の執行に支障のない範囲内で

余裕金を効率的に運用することができるものとする。 

２ 出納命令役は，有価証券の取得，売却等については，出納役の管理のもと，理事長の承認を得なければならないものとす

る。 

３ 有価証券の保管にあたっては，原則として，取引金融機関等への保護預かりとしなければならないものとする。 

第４章 資産管理 

 （固定資産の管理）  

第３１条 固定資産は，有形固定資産，無形固定資産，その他の資産とする。 

 一 有形固定資産は，建物，構築物，機械装置，船舶，車両運搬具，工具器具備品で取得価格が５０万円以上かつ耐用年数が

１年以上のもの，土地，建設仮勘定及びその他これらに準ずるものとする。 

 二 無形固定資産は，特許権，借地権，その他これらに準ずるものとする。 

 三 その他の資産は，敷金，保証金その他これらに準ずるものとする。 

２ 固定資産の管理，その他必要な事項については，別に定めるものとする。また，有形固定資産として計上しなかった財産の

うち，固定資産に準じて取扱うべきものについても同様とする。 

３ 固定資産は，その増減及び異動を帳簿によつて物件別に管理するものとする。 

第５章 契約 

（一般競争契約） 

第３２条 契約担当役は，売買，賃借，請負，その他の契約を締結する場合は，原則として公告して申込みをさせることにより

競争に付さなければならない。 

２ 前項の競争に加わろうとする者に必要な資格及び同項の公告の方法その他競争についての必要な事項は，別に定めるものと

する。 

（指名競争契約） 

第３３条 契約担当役は，契約が次の各号に該当する場合は，前条の規定にかかわらず，指名競争に付することができるものと

する。 

一 契約の性質又は目的により競争に加わる者が少数で一般競争に付する必要がないとき。 

二 一般競争に付することが不利と認められるとき。 

三 予定価格が別に定める基準額を超えないとき。 

２ 業務運営上必要がある場合その他別に定める場合においては，前条の規定にかかわらず指名競争に付すことができるものと

する。 

３ 指名競争について必要な事項は，別に定めるものとする。 

（随意契約） 

第３４条 契約担当役は，契約が次の各号に該当する場合は，前二条の規定にかかわらず，随意契約によることができるものと

する。 

一 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。 

二 緊急を要する場合で，競争に付することができないとき。 

三 競争に付することが，不利と認められるとき。 

四 予定価格が別に定める基準額を超えないとき。 

２ 業務運営上必要がある場合その他別に定める場合においては，前二条の規定にかかわらず随意契約によることができるもの

とする。 

３ 随意契約について必要な事項は，別に定めるものとする。 

（入札の原則） 
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第３５条 第３２条及び第３３条の規定による競争は，別に定める入札の方法をもつて行わなければならないものとする。 

（予定価格） 

第３６条 契約担当役は，契約を締結しようとするときは，あらかじめ契約に係る予定価格を作成しなければならない。ただ

し，契約の内容が軽易なもの又は契約の性質が予定 価格の作成を要しないと認められるものについては，予定価格の作成を

省略することができる。 

（落札の方式） 

第３７条 契約担当役は，競争に付する場合においては，契約の目的に応じ，予定価格の制限の範囲内で 高又は 低の価格を

もつて申込みをした者を契約の相手方とする。ただし，支払の原因となる契約のうち別に定める場合は，予定価格の制限の範

囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち 低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができるも

のとする。 

２ その性質又は目的から前項の規定により難い契約については，価格及びその他の条件が機構にとって も有利なものをもっ

て申込みをした者を契約の相手方とすることがで きるものとする。 

（契約書の作成） 

第３８条 契約担当役は，競争により落札者を決定したとき，又は随意契約の相手方を決定したときは，契約の目的，契約金

額，履行期限及び契約保証金に関する事項その他履行に関する必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただ

し，別に定める場合においては，これを省略することができるものとする。 

（契約保証金及び入札保証金） 

第３９条 契約保証金及び入札保証金については，別に定めるものとする。 

（監督） 

第４０条 契約担当役は，工事又は製造その他の請負契約を締結したときは，自ら又は補助者に命じて，契約の適正な履行を確

保するため必要な監督をしなければならない。 

２ 理事長は，特に必要があるときは，前項の監督を契約担当役以外の教職員に行わせることができるものとする。 

（検査） 

第４１条 契約担当役は，前条の請負契約又は物件の買入その他の契約について，自ら又は補助者に命じて，その受ける給付の

完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。 

２ 理事長は，特に必要があるときは，前項の検査を契約担当役以外の教職員に行わせることができるものとする。 

３ 前二項の検査を行った者は，別に定める場合を除き，検査調書を作成しなければならない。 

４ 前項の検査調書を作成すべき場合においては，当該検査調書に基づかなければ，支払いをすることができないものとする。

（監督及び検査の委託） 

第４２条 理事長は，特に必要があるときは，第４０条の監督及び第４１条の検査を第三者に委託して行わせることができるも

のとする。 

第６章 決算 

（月次決算） 

第４３条 出納命令役は，毎月末日において総勘定元帳を締め切り，月次の財政状況を明らかにするため，合計残高試算表を作

成し，翌月１５日までに理事長に提出しなければ ならない。 

（年度末決算） 

第４４条 年度末決算に際しては，当該年度末における資産・負債の残高並びに当該期間における損益に関し真正な数値を把握

するための各帳簿の締め切りを行い，資産の評価，債権・債務の整理，その他決算整理を的確に行って，所定の手続きに従っ

て決算数値を確定しなければならない。 

２ 理事長は，前項の整理を行った後，翌事業年度５月末日までに次の各号に掲げる書類を作成しなければならない。 

一 貸借対照表 
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二 損益計算書 

三 キャッシユ・フロー計算書 

四 利益の処分又は損失の処理に関する書類  

五 行政サービス実施コスト計算書 

六 附属明細書 

３ 前項各号の書類の様式は，別に定めるものとする。 

第７章 内部監査及び責任 

（内部監査） 

第４５条 理事長は，予算の執行及び会計処理の適正を期するため，必要と認めるときは，特に命令した教職員に内部監査を行

わせるものとする。 

２ 内部監査について必要な事項は，別に定めるものとする。 

（会計機関の義務及び責任） 

第４６条 会計機関は，機構の財務及び会計に関し，適用又は準用される法令並びにこの規則に準拠し，かつ，予算で定めると

ころに従い善良な管理者の注意をもって，その職務を行わなければならない。 

２ 会計機関は，故意又は重大な過失により前項の規定に違反して，機構に損害を与えた場合は，その損害を弁償する責を負わ

なければならない。 

 

附 則 

（施行期日） 

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

（出典 高専機構規則）

 

資料10－３－②－２  富山工業高等専門学校会計内部監査規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第４５条の規定に基づき，富山工業高等専門学校における会

計内部監査（以下「内部監査」という。）について，必要な事項を定めるものとする。 

（基準） 

第２条 内部監査は，関係諸法令及びこれに基づいて定められた独立行政法人国立高等専門学校機構の諸規定を基準として行う   

ものとする。 

（指名） 

第３条 内部監査に従事する職員（以下「監査員」という。）は，本校の事務部の職員のうちから校長が指名する。 

２ 監査員の指名は，別紙第１号様式の「会計内部監査員指名簿」により行うものとする。 

（区分） 

第４条 内部監査は，次の区分により行うものとする。 

一 定時監査 : 原則として毎会計年度1回，第５条に掲げるすべての事項について行う。 

二  臨時監査 : 校長が必要と認める場合において，第５条に掲げるすべての事項又はその一部の事項について行う。 

（事項） 

第５条 内部監査は，会計経理に関し次に掲げる事項について行うものとする。 

（１） 財務会計に関する法令等の適用に関する事項 

（２） 予算決算に関する事項 

（３） 収入支出に関する事項 
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（４） 債権に関する事項 

（５） 資産に関する事項 

（６） 契約に関する事項 

（７） 旅費に関する事項 

（８） 外部資金に関する事項 

（９）   帳簿及び証拠書類に関する事項 

（10）   その他校長が必要と認める事項 

（実施細目） 

第６条 内部監査は，別に定める内部監査実施要領に基づき，これを行うものとする。 

（実施の通知） 

第７条 校長は，内部監査を実施しようとするときは，あらかじめ実施しようとする学科課等の長(以下「組織の長」という。） 

に対し，その期日及び監査員の氏名，その他必要な事項を通知するものとする。 

２ 前項の通知を受けた組織の長は、書類等を整備し，内部監査に協力しなければならない。 

（実施） 

第８条 監査員は，帳簿，書類又は現場について監査し，必要があるときは関係職員に説明を求め，又は調書を提出させることが

できる。 

（立会） 

第９条 内部監査の実施にあたっては，関係者はこれに立会わなければならない。 

（報告） 

第10条 監査員は，内部監査実施後すみやかに別紙第２号様式による「会計内部監査結果報告書」を校長に提出しなければならな

い。 

（是正措置） 

第11条 校長は，前条の規定による報告により会計経理について是正すべき事項があると認めるときは，事務部長に対して是正を

命ずるものとする。 

 

附 則 

この規則は，平成１６年4月1日から施行する。 

（出典 本校規則集）
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資料10－３－②－３  平成１７年度内部監査報告書・平成１８年度内部監査報告書 

 

 

（出典 管理課資料） 

 

（分析結果と根拠理由） 

 本校においては，内部監査に関して規定が制定されており，当該規定に基づいた内部監査が適正に

実施されている。また，監事監査及び会計監査人監査も機構として実施されており，これらのことか

ら，財務に対して会計監査等が適正に行われている。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 
(優れた点) 

 学校の目的を達成するため，教育研究活動を適切に遂行できるよう予算配分に当たっては，財務委

員会において教員自らが収入予算を基に支出予算の計画立案を行っている。各学科等からの要求につ

いても全校的見地から教員自ら査定を行っている。 

 今後，毎年１％ずつ運営費交付金が削減される財務環境にあっては，本校のようないわゆるガラス

張りの予算配分のシステムは，学校運営において予算削減というマイナスのベクトルをプラスに換え

ることはできないが，緩和させる効果は期待できるものである。 

(改善を要する点) 

 該当なし 

 

 

（３）基準１０の自己評価の概要 

本校の資産状況については，学校の目的に沿った教育研究活動を将来にわたって適切かつ安定し

て遂行できるだけの資産を有しており，また，債務については借入金もなく支払能力の範囲内のも

のであり過大なものではない。 

学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための経常的収入は，運営費交付金，施設費

補助金，自己収入及び外部資金により継続的に確保されている。 

本校の収支に係る計画及び施設・設備の整備に係る計画については，学校の目的を達成するための

活動の財務上の基礎として教員自らが適切に策定し，関係者に周知している。 

 本校及び本校を設置する独立行政法人高等専門学校機構の財務状況については，それぞれのWebサ

イトで公表している。 

 会計監査については規程に基づき内部監査を実施しており，監事監査及び会計監査人監査も実施さ

れ，また，東海・北陸地区高専相互間会計監査も行われている。 
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基準１１ 管理運営 

（１）観点ごとの分析 

観点 11－１－①：学校の目的を達成するために，校長，各主事，委員会等の役割が明確になってお

り，校長のリーダーシップの下で，効果的な意思決定が行える態勢となっているか。 

（観点に係る状況）  

学校教育法第７０条の７（資料 11－１－①－１）により高等専門学校校長の役割が明記されており，

学校の管理運営等についての 終意思決定をすることとなっている。本校においても校長は，教育，

研究，管理運営等の 高責任者としてリーダーシップを発揮し，学内コンセンサスを諮りながら学校

の管理運営を行っている。 

本校においては，教務主事，学生主事，寮務主事に加え，平成 18 年度には学内措置として地域連携

主事を，また平成 19 年度には図書・情報主事を置くこととし，学則第 9 条（資料 11－１－①－２）に

その役割を規定している。教務主事は教育計画の立案や教務に関する業務，学生主事は学生の厚生補

導に関する業務，寮務主事は学寮における学生の厚生補導に関する業務，地域連携主事は地域との協

働に関する業務，図書・情報主事は図書館，情報処理センター，広報等に関する業務を掌理ししてい

る。なお，教務主事は副校長として校長を補佐し，他の 4 名の主事は校長補佐（資料 11－１－①－３，

４）として本校の重要事項を企画立案する戦略企画会議（資料 11－１－①－５）の構成員となり校長

を補佐する体制をとっている。 

校長及び５主事の他に本校を運営していく上で重要なメンバーとして専攻科長，学科長等（専門学

科学科長及び一般科目長），図書館長（図書・情報主事が兼務），情報処理センター長，総合技術セ

ンター長（地域連携主事が兼務），技術部長等が置かれている。校長，５主事，学科長等が分担して

いる種々の委員会等を資料 11－１－①－６に示す。上述のとおり全ての情報は校長に集約され効果的

な意思決定が行える体制となっている。 

本校の委員会組織としては，運営委員会を始めとする 30 の委員会等（資料 11－１－①－４，資料

11－１－①－７）と，必要に応じその都度設置する特別委員会（資料 11－１－①－８）があり，専門

的分野での立案，検討及び調整を図っている。なお，学校運営の重要課題等については，校長が上述

の戦略企画会議及び運営委員会（資料 11－１－①－９）に諮りながら決定し，管理運営を行っている。 

 

資料 11－１－①－１ 学校教育法（抜粋） 
 

第 70 条の７ 高等専門学校には，校長，教授，准教授，助教，助手及び事務職員を置かなければならな

い。ただし，教育上の組織編成として適切と認められる場合には，准教授，助教又は助手を置かない

ことができる。 

２  高等専門学校には，前項のほか，講師，技術職員その他必要な職員を置くことができる。 

３ 校長は，校務を掌り，所属職員を監督する。 

４ 教授は，専攻分野について，教育上又は実務上の特に優れた知識，能力及び実績を有する者であっ

て，学生を教授する。 

５ 准教授は，専攻分野について，教育上又は実務上の知識及び能力を有する者であって，学生を教授す

る。 

６ 助教は，専攻分野について，教育上又は実務上の優れた知識，能力及び実績を有する者であって，学

生を教授する。助手は，その所属する組織における教育の円滑な実施に必要な業務に従事する。 

６ 講師は，教授又は准教授に準ずる職務に従事する。 

 

（出典 学校教育法） 
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資料 11－１－①－２ 富山工業高等専門学校学則（抜粋） 

 

 
 

（出典 本校学則） 

 

資料 11－１－①－３ 組織図 

 

（出典 学校要覧） 
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資料 11－１－①－４ 校内組織規則                   

 

富山工業高等専門学校校内組織規則 

 

制定 平１６． ４． １

改正 平１７． ４． １

改正 平１８．１０．１８

改正 平１９． ４． １

 （趣旨） 

第１条 この規則は，富山工業高等専門学校学則（以下「学則」という。）第１１条の規定に基づ

き，富山工業高等専門学校（以下「本校」という。）における組織及び運営に関し必要な事項を

定める。 

 

 （教員） 

第２条 この規則で教員とは，学則第８条第１項のうち教授，准教授，講師，助教及び助手をいう。

 

 （副校長及び校長補佐） 

第３条 本校に，総務・教務担当の副校長を置き，教務主事をもって充て，校務の運営に当たると

ともに，校長を補佐する。 

２ 本校に，学生生活担当，寮務担当，地域連携・研究担当及び図書・情報・広報担当の校長補佐

を置き，それぞれ学生主事，寮務主事，地域連携主事及び図書・情報主事をもって充て，校務の

運営に当たる。 

 

 （施設等） 

第４条 本校に，図書館，情報処理センター，総合技術センター及び実習工場（以下「施設等」と

いう。）並びに学生相談室及び技術部を置く。 

 

 （図書館長） 

第５条 図書館に，図書館長を置く。 

２ 図書館長は，校長の命を受け，図書館の管理運営及び業務に関することを掌理する。 

３ 図書館長は，図書・情報主事をもって充てる。 

 

 （情報処理センター長） 

第６条 情報処理センターに，情報処理センター長を置く。 

２ 情報処理センター長は，校長の命を受け，情報処理センターの管理運営及び業務に関すること

を掌理する。 

３ 情報処理センター長は，教授又は准教授をもって充てる。 

 

 （総合技術センター長） 

第７条 総合技術センターに，総合技術センター長を置く。 

２ 総合技術センター長は，校長の命を受け，総合技術センターの管理運営及び業務に関すること

を掌理する。  
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３ 総合技術センター長は，地域連携主事をもって充てる。 

 

 （実習工場長） 

第８条 実習工場に，実習工場長を置く。 

２ 実習工場長は，校長の命を受け，実習工場の管理運営及び業務に関することを掌理する。 

３ 実習工場長は，教授又は准教授をもって充てる。 

 

第９条 削除 

 

 （学生相談室長） 

第１０条 学生相談室に，学生相談室長を置く。 

２ 学生相談室長は，校長の命を受け，学生相談室の管理運営及び業務に関することを掌理する。

３ 学生相談室長は，教授又は准教授をもって充てる。 

 

 （技術部長） 

第１１条 技術部に，技術部長を置く。 

２ 技術部長は，校長の命を受け，技術部の管理運営及び業務に関することを掌理する。 

３ 技術部長は，教授又は准教授をもって充てる。 

 

 （組織及び運営） 

第１２条 第４条の組織及び運営に関し必要な事項は，別に定める。 

 

 （任期） 

第１３条 施設等の長，学生相談室長及び技術部長の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，

施設等の長，学生相談室長及び技術部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期

間とする。 

 

 （学科長等及び専攻科長） 

第１４条 本校の機械工学科，電気工学科，物質工学科及び環境材料工学科に学科長，一般科目に

一般科目長（以下「学科長等」という。）を置き，それぞれの所属教授をもって充てる。 

２ 専攻科に専攻科長を置き，専攻科を担当する教授をもって充てる。 

 

 （学科長等の職務） 

第１５条 学科長等及び専攻科長の職務は，次のとおりとする。 

 （１）学科長等及び専攻科長は，学科等及び専攻科の運営を統括し，掌理する。 

（２）学科長等及び専攻科長は，教育計画，学生の教育指導等に関することについて，関係する

主事と連携を図る。 

 

 （学科長等の任期） 

第１６条 学科長等及び専攻科長の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，学科長等及び専 
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攻科長に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

 

 （教育グループ） 

第１７条 本校に，教育指導の充実を図るため，別に定める教育グループ（以下「グループという。）

を置く。 

２ 教育グループに，教育グループ長（以下「グループ長」という｡）を置き，教授をもって充てる。

 

 （主事補） 

第１８条 本校に，主事の職務を補佐するため，教務主事補，学生主事補，寮務主事補，地域連携

主事補及び図書・情報主事補（以下「主事補」という。）を置き，教員をもって充てる。 

２ 各主事補の人数は，次に掲げるとおりとする。 

 （１）教務主事補 ５名 

（２）学生主事補 ６名 

（３）寮務主事補 ５名 

（４）地域連携主事補 ５名 

（５）図書・情報主事補 ２名 

 

 （主事補の任期） 

第１９条 主事補の任期は，原則として２年とし，再任を妨げない。ただし，主事補に欠員が生じ

た場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

 

 （副専攻科長） 

第２０条 本校に，専攻科長の職務を補佐するため，副専攻科長２名を置き，専攻科を担当する教

授又は准教授をもって充てる。 

 

 （副専攻科長の任期） 

第２１条 副専攻科長の任期は，原則として２年とし，再任を妨げない。ただし，副専攻科長に欠

員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

 

 （学級担任） 

第２２条 本校の学級に学級担任を置き，教授，准教授，講師又は助教をもって充てる。 

 

 （学年主任） 

第２３条 本校の学年に学年主任を置き，学級担任のうちから校長が指名する。 

 

 （学年主任及び学級担任の職務） 

第２４条 学年主任は，校長の監督を受け，当該学年の運営に関し，主事，学科長等及び学級担任

との連絡調整に当たる。 

２ 学級担任は，校長の監督を受け，学年主任及び当該学科長との密接な連係の下に当該学級の運

営及び学生の指導に当たる。  
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 （学級担任の任期） 

第２５条 学級担任の任期は，原則として２年とする。 

 

 （会議及び委員会） 

第２６条 本校に，次に定める会議及び委員会を置く。ただし，必要に応じ特別な委員会を置くこ

とができる。 

 （１）戦略企画会議 

（２）運営委員会 

（３）教員会議 

（４）自己点検・評価委員会 

（５）入学試験委員会 

（６）専攻科委員会 

（７）教務委員会 

（８）学生委員会 

（９）寮務委員会 

（10）地域連携委員会 

（11）国際交流委員会 

（12）図書館委員会 

（13）情報処理センター委員会 

（14）実習工場委員会 

（15）広報委員会 

（16）財務委員会 

（17）施設・環境点検評価委員会 

 （18）エコデザイン工学委員会 

 （19）ＦＤ委員会 

 （20）教育点検・改善委員会 

（21）教育改善評価委員会 

（22）インターンシップ推進委員会 

（23）学生相談室連絡会議 

（24）進路指導委員会 

（25）安全衛生委員会 

（26）防災対策委員会 

（27）防火管理委員会 

（28）情報セキュリティ委員会 

（29）学科会議 

（30）教育グループ会議 

２ 前項の会議及び委員会に関し必要な事項は，この規則に定めるもののほか，別に定める。  
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 （学科会議） 

第２７条 学科会議は，各学科及び一般科目に所属する教員によりそれぞれ組織され，学科及び一

般科目の運営及び連絡調整を行う。 

２ 学科長等は，会議を招集し，その議長となる。 

３ 学科長等に事故あるときは，学科長等があらかじめ指名した者がその職務を代行する。 

４ 会議に関する事務は，学科長等が処理する。 

 

 

 （教育グループ会議） 

第２８条 教育グループ会議は，各グループに所属する教員により組織され，グループの運営及び

連絡調整を行う。 

２ グループ長は，会議を招集し，その議長となる。 

３ グループ長に事故あるときは，グループ長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。 

４ 会議に関する事務は，グループ長が処理する。 

 

 （その他） 

第２９条 この規則に定めるもののほか，校内組織運営に関し必要な事項は，別に定める。 

 

   附 則 

１ この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

２ 富山工業高等専門学校教員組織規則（平成９年５月１４日制定）は，廃止する。 

 

   附 則 

 この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この規則は，平成１８年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

１ この規則は，平成１８年１０月１８日から施行する。 

２ この規則の施行に伴い，富山工業高等専門学校企画室規則（平成１６年４月１日制定）は廃止

する。 

  

  附 則 

この規則は，平成１９年４月１日から施行する。  

                                  （出典 本校規則集）
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資料 11－１－①－５ 戦略企画会議規則 

 

 

   富山工業高等専門学校戦略企画会議規則 
 
 
 （趣旨） 
第１条  この規則は，富山工業高等専門学校校内組織規則第２６条第２項の規定に基づき，

戦略企画会議（以下「会議」という。）の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。 
 （目的） 
第２条 会議は，富山工業高等専門学校の教育研究及び地域連携を推進するための戦略を

企画立案することを目的とする。 
 （組織） 
第３条 会議は，次に掲げる者をもって組織する。 
 (1)校長 
 (2)副校長 
 (3)校長補佐 
 (4)事務部長 
 （会議） 
第４条 会議の議長は，校長をもって充てる。 
２ 議長は，会議を招集する。 
３ 議長は，議題の調整及び会議の運営に当たる。 
４ 議長に事故があるときは，あらかじめ議長が指名した者がその職務を代行する。 
 （構成員以外の出席） 
第５条 議長は，必要に応じて第３条に定めるもの以外の者を出席させ，意見を聴取する

ことができる。 
 （庶務） 
第６条 会議に関する事務は，庶務課企画室において処理する。 
 （その他） 
第７条 この規則に定めるもののほか，会議に関し必要な事項は，会議において定める。

 
   附 則 
 この規則は、平成１８年１０月１８日から施行する。  

                                  （出典 本校規則集）
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資料 11－１－①－６ 役職別所掌事項 

 

（出典 運営委員会資料） 
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資料 11－１－①－７ 富山工業高等専門学校委員会等組織関係図 

 

【教育改善・点検評価関係】 【安全・管理関係】 【広報・地域・国際関係】

【学生関係】 【施設等関係】

環

境

工 材

学 料

科

一

般

教 科

員 目

教育グループ（教員組織）を編成

学

専攻科

（学科４・５年 ＋ 専攻科１・２年）

機 電 物

機能材料

工 工

インターンシップ推進委員会

学生相談室連絡会議

専攻科委員会

学生第一課

管理課

総務課
学

科

教

員

富山工業高等専門学校委員会等組織関係図

戦略企画会議

運営委員会

校長補佐

(寮務担当)

（富山地区事務部）

事務部長

校長補佐 校長補佐

(総務・教務担当)

地域連携委員会

国際交流委員会防火管理委員会

校　長

安全衛生委員会 広報委員会

(学生生活担当) (研究・地域連携担当)

防災対策委員会

学科会議

械

工

学

科

学

科

教

員

〔14グループ〕

寮務委員会

自己点検・評価委員会

学

科

入学試験委員会

教務委員会

学生委員会

進路指導委員会

情報セキュリティ委員会

施設・環境点検評価委員会

ＦＤ委員会

教育点検・改善委員会

教育改善評価委員会

機械・電気

財務委員会

エコデザイン工学委員会

図書館委員会

情報処理センター委員会

実習工場委員会

気 質

「エコデザイン工学」プログラム

学生会

システム工学専攻

技術部連絡会議

学

科

教

員

副 校 長 校長補佐

評議員会

(図書・情報・広報担当)

科

教

員

教員会議

工学専攻

学

科

 
（出典 本校 Web サイト） 

http://www.toyama-nct.ac.jp/tnct/gaiyo/sosiki.html 
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資料 11－１－①－８ 特別委員会（平成１９年度） 

・現代ＧＰ実施特別委員会 

・ＭＯＴ教育実施特別委員会 

（出典 総務課資料） 

 

資料 11－１－①－９ 運営委員会規則 

 

富山工業高等専門学校運営委員会規則 
 

制定 平１６． ４． １
                                改正 平１９． ４． １
 （趣旨） 
第１条 この規則は，富山工業高等専門学校校内組織規則第２６条第２項の規定に基づき，運営委

員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。 
 
 （審議事項） 
第２条 委員会は，校長の諮問に応じ，次に掲げる事項について審議する。 

（１）学則，重要な規則等の制定及び改廃に関すること。 
（２）将来構想（中期目標・計画）に関すること。 
（３）外部評価に関すること。 
（４）組織の設置及び廃止に関すること。 
（５）学生の定員に関すること。 
（６）教育課程の編成に関すること。 
（７）人事及び予算の基本方針に関すること。 
（８）名誉教授の称号に関すること。 
（９）情報公開に関すること。 
（10）その他校長が必要と認める事項に関すること。 

 
 （組織） 
第３条 委員会は，次に掲げる者をもって組織する。 

（１）校長 
（２）副校長 
（３）校長補佐 
（４）学科長 
（５）一般科目長 
（６）専攻科長 
（７）施設長等のうち，校長が指名する者２名以内（教授に限る。） 
（８）事務部長 
（９）調整役 
（10）その他校長が特に必要と認めた者 

 
 （会議） 
第４条 委員会に，委員長を置き，校長をもって充てる。 
２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
３ 委員長に事故あるときは，副校長がその職務を代行する。 
 
 （委員以外の出席） 
第５条 委員長は，必要に応じて委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができる。 
 
 （専門委員会） 
第６条 委員会に，専門的事項を調査検討するため，専門委員会を置くことができる。 
２ 専門委員会に関し必要な事項は，委員会が別に定める。 
 
 （事務） 
第７条 委員会に関する事務は，総務課において処理する。 
 
 （その他） 
第８条 この規則に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会において定める。
 
   附 則 
 この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 
 
   附 則 
 この規則は，平成１９年４月１日から施行する。 
  

                                  （出典 本校規則集） 
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（分析結果とその根拠理由） 

本校では学校の目的を達成するために，５主事，専攻科長等，各役職の役割が明確になっており，

各種の委員会組織も整備されている。 終的には，定期的に開催される運営委員会において，校長が

リーダーシップをとり，効果的に本校としての意志決定が行える体制が整っている。 

以上のことから，本校では学校の目的を達成するために校長，各主事及び委員会の役割が明確にな

っており効果的な意思決定がなされている。 

 

 

観点 11－１－②：管理運営に関する各種委員会及び事務組織が適切に役割を分担し，効果的に活動

しているか。 

（観点に係る状況） 

観点 11－１－①で述べた各種委員会（資料 11－１－①－４，７）は，殆どが定期的に開催され，委

員会の目的に沿って活動している（資料 11－1－②－１）。委員会の審議・決定事項等は運営委員会に

集約されると同時に，学内専用のグループウェアで議事録が閲覧でき，全教職員に周知されている

（資料 11－１－②－２）。各委員会は毎年，自己点検報告書（資料 11－１－②－３）を自己点検・評

価委員会に提出することとし，そこでは年度の計画，実行，次年度の計画を報告し，全教職員が見る

ことができる。 

本校事務部は，事務効率化を図るため，富山県内の富山商船高等専門学校と事務一元化を行い，事

務部長の下，総務課，管理課，学生第一課（富山高専担当），学生第二課（富山商船担当）の４課か

らなり，その職務内容及び事務分掌は「国立高等専門学校機構富山地区事務部事務組織規則」（資料

11－１－②－４）及び「国立高等専門学校機構富山地区事務部事務分掌細則」（資料 11－１－②－

５）に明記されている。前述の各委員会には事務部から事務部長・担当課長が委員会委員として出席

しており，委員会の決定事項等を所掌事務担当係に周知し，業務を遂行している。また教育支援のた

めの技術部についても「富山工業高等専門学校技術部組織規則」（資料 11－１－②－６）を定め，観

点３－３－①で述べたとおり活動している。 

 

資料 11－1－②－１（１） 運営委員会の開催日時 

 平成１８年度運営委員会開催日一覧 

  第１回  平成１８年 ４月１９日（水）１５：００～ ，小会議室 

  第２回  平成１８年 ５月１７日（水）１５：００～ ，小会議室 

  第３回  平成１８年 ６月２１日（水）１５：０５～ ，小会議室 

  第４回  平成１８年 ７月１９日（水）１５：００～ ，小会議室 

  第５回  平成１８年 ９月２０日（水）１３：３０～ ，小会議室 

  第６回  平成１８年１０月１８日（水）１５：００～ ，小会議室 

  第７回  平成１８年１１月１５日（水）１５：０５～ ，小会議室 

  第８回  平成１８年１２月１３日（水）１５：００～ ，小会議室 

  第９回  平成１９年 １月２５日（水）１５：００～ ，小会議室 

  第１０回 平成１９年 ２月２１日（水）１５：００～ ，小会議室 

  第１１回 平成１９年 ３月１６日（金）１５：００～ ，小会議室 

 

（出典 総務課資料）
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資料 11－1－②－１（２） 運営委員会の議事要旨（例） 

  

平成１８年度第８回運営委員会議事要旨

日 時 平成１８年１２月１３日(水）１５時００分～１７時５０分

場 所 小会議室

出席者 米田校長，米谷副校長，松井，立野の各校長補佐，岩井（代理 ，小川，）

角，安田，高廣，秋元の各学科長等，亀田図書館長，岡田事務部長

欠席者 丁子校長補佐

◎議事要旨の確認について

前回(平成１８年１１月１５日)議事要旨（資料１）が確認された。

◎議題

１ 「富山工業高等専門学校教員選考規則 「富山工業高等専門学校教員選考基準 ，」， 」

「教員選考に関する取扱い」及び「専攻科の授業科目を担当する教員に係る資格審査

の取扱いについて」の一部改正（案）について（資料２）

校長から，教員選考基準等検討特別委員会で検討した標記について審議の依頼があ

り，庶務課長から説明があった後，審議の結果 「富山工業高等専門学校教員選考基，

準」第４条の２に，第４号として『前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると校

長が認めた者』を追加 「教員選考に関する取扱い」一般科目の選考基準 1.1.2 d中，

『もの』を『者』に修正及び「専攻科の授業科目を担当する教員に係る資格審査の取

扱いについて」の改正日を本日付けとした上，承認された。

２ 任用候補者選考委員会の設置について（２件）

校長から，電気工学科の教授及び物質工学科の准教授の選考に係る委員会の設置に

ついて説明があり，審議の結果，標記委員会の設置が承認され，校長から委員が指名

された。

３ 助教選考委員会の設置について

校長から，学校教育法の一部改正による平成１９年度からの職階変更に伴う助教の

選考に係る委員会の設置について説明があり，審議の結果，一括して選考すること，

専攻科担当の資格審査を併せて行うこと並びに校長，副校長，校長補佐，学科等長及

び専攻科長を委員とすることとし，標記委員会の設置が承認された。

また，審査に必要な書類の提出期限を１月１９日（金）とすること及び選考委員会

（面接を含む ）を１月３１日（水）１３時３０分からとすることとした。。

◎校長連絡事項

１ 富山地区高専統合再編検討委員会について

校長から，この議事の間，オブザーバーとして本江教授に同席いただく旨報告が

あった。

校長から，標記について，１１月１７日（金）の委員会において新高専の学科数を

６学科を基本とし，その構成について４人の委員によるタスク－フォースで検討する

こと，次回は１２月１９日（火）に本校で開催すること及び委員会の議事要旨を閲覧

できるようにすることの報告があった。

また，校長から，１０月の運営委員会で連絡した統合再編に係る学科等別及び世代

別の意見について報告依頼があり，各学科長等及び各世代世話役から報告があった。

なお，その報告書を後日配付する旨併せて報告があった。

２ 平成１９年度校務分担（主事等）について（資料３）

校長から，標記について，資料のとおりとする旨報告があった。  
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また，新設する図書情報主事を補佐する主事補については２名とし，情報処理セン

ター長及び広報委員会委員から主事が指名するものとする旨報告があった。

また，平成１９年度の学科長について１２月２０日（水）までに選出し校長に連絡

。するよう，また，主事補，クラス担任等を１月初旬までに選出するよう指示があった

３ 平成１９年度教員の変形労働時間制（１年単位）について

校長から，標記について，本年度と同様の形態としたいので，特段の意見や休日に

実施する学校行事等を１月末までに庶務課へ報告するよう依頼があった。

４ ボイラー室煙突アスベスト対策等について（資料４）

校長から，標記について，資料のとおり現状及び対策の報告があり，併せて保護者

あてに文書を送付する旨報告があった。

５ 平成１８年度教育研究設備費等について（資料５）

校長から，標記について，資料のとおり予算の配分があり，教育研究設備費等及び

再編関連特別営繕事業の「階段教室連結イス取設他 「図書館視聴覚室改修」を執行」，

する旨報告があった。

なお，残りの事業については，アスベスト対策経費の執行状況を見ながら検討する

予定である旨併せて報告があった。

また，機構本部から，新たに学内ＬＡＮの整備に係る予算（１５００万円）が示達

された旨報告があった。

６ 行事の終了について

校長から，とやま産学官交流会２００６，技術振興会総会，ＡＳＥＴ１３等の行事

が無事終了した旨報告があり，併せて協力に対する謝辞が述べられた。

７ 運営委員会の日程について

校長から，標記について，１月の委員会を１月２５日（木 ，２月の委員会を２月）

２２日（木）に開催日を変更する旨報告があった。

８ 海外渡航について

校長から，１月１４日から２１日までの間，海外視察のため不在になる旨報告が

あった。

◎報告事項等

１ 委員会等報告

（１） 教務委員会（報告：教務主事）

① 平成１８年度国立高等専門学校学習到達度試験について（資料６）

標記について，１月１１日（木）１０時３０分から資料のとおり実施する旨報

告があり，併せて学科での周知依頼があった。

② 非常勤講師との懇談会について

標記について，１２月２２日（金）１１時から行う旨報告があった。

③ 単位追認試験について

標記について，１２月２５日（月 ，２６日（火）に行う旨報告があった。）

④ 非常勤講師の交替について

標記について，１２月から５年電気工学科を担当する非常勤講師１名が転勤の

ため交替した旨報告があった。

⑤ 平成１９年度授業時間割編成について

。標記について，１月５日（金）までに学科において作成するよう依頼があった

⑥ 平成１９年度非常勤講師の任用について

。標記について，１月５日（金）までに学科において作成するよう依頼があった  
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⑦ 高専機構実施「卒業生アンケート」について（資料７）

標記について，資料に基づき実施する旨報告があった。

なお，これに伴い，本校が従来から実施している独自のアンケートは実施しな

い旨併せて報告があった。

⑧ 学生の休学について

標記について，電気工学科１年１名及び物質工学科３年１名が休学した旨報告

があった。

⑨ １月の授業日程について

標記について，主な行事として１月１１日（木）に学習到達度試験等がある旨

報告があった。

（２） 学生委員会（報告：学生主事）

① 学生集会について（資料８）

標記について，１２月１４日（木）に資料のとおり学生集会及び学生会による

学生総会が開催される旨報告があった。

② あいさつ運動について（資料９）

標記について，３，４年の学級担任に協力を依頼し，資料のとおり実施する旨

報告があった。

③ 富山県高体連表彰候補者について（資料１０）

標記について，資料のとおり候補者を推薦した旨報告があった。

④ 学生の指導について

標記について，２年生１名に対し，試験中における不正行為のため，保護者召

喚の上，学生主事訓戒・無期家庭謹慎等の指導をした旨報告があった。

（３） 寮務委員会（報告：寮務主事）

① 暖房について（資料１１）

標記について，寮ボイラー暖房の停止に関して資料のとおり保護者あて配付し

た旨報告があった。

② 閉寮・開寮について

標記について，１２月２２日（金）１７時に閉寮，１月８日（月）１０時に開

寮する旨報告があった。

③ 餅つき大会について（資料１２）

標記について，資料のとおり実施する旨報告があった。

④ 寮成人祝賀会について（資料１３）

標記について，資料のとおり開催する旨報告があり，併せて関係者への出席依

頼があった。

（４） 地域連携委員会（報告：庶務課長）

① 教授体験の評価検討会等について

標記について，高専等を活用した中小企業人材育成事業における教授体験，そ

の評価検討会，Ｔ２フォーラム等への協力に対し謝辞があり，今後，教授体験の

職場での活用評価，ＰＢＬ事業等が行われる旨報告があった。

また，Ｔ２フォーラムのアンケート結果について併せて報告があった。

（５） その他の委員会

① 教育点検・改善委員会について

高廣委員長から，１２月２０日（水）１４時３０分から校長と４・５年生との

懇談会が開催される旨報告があった。

② 専攻科委員会について

岩井委員（委員長代理）から，前学期の成績について検討したこと，新世紀産

業機構主催「企業見学会」が盛会の内に終了したこと，富山県インターンシップ

推進協議会主催「就業体験発表会」が１２月１５日（金）に開催されること等の  
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報告があった。
③ エコデザイン工学委員会について（資料１４）

米谷委員長から，ＪＡＢＥＥ中間審査で指摘された事項について，資料のとお

り担当委員会等で検討願いたい旨報告があった。

２ 学科等報告

特になし

３ 事務部報告

① 校長の年頭挨拶について

庶務課長から，標記について，平成１９年１月４日（木）１２：００から開催さ

れる旨報告があった。

② 科学研究費補助金について（資料１５）

庶務課長から，標記について，資料に基づき平成１９年度の応募状況の報告が

あった。

③ 海外渡航について（資料１６）

庶務課長から，標記について，資料に基づき報告があった。

④ 寄附金の受入れについて（資料１７）

会計課長から，標記について，資料に基づき報告があった。

⑤ 共済監査について

会計課長から，北陸財務局による共済監査が終了した旨報告があった。

◎その他

１ 市内企業における死亡事故について

校長から，富山市内の化学工場における事故により本校の学生の保護者が亡くなら

れたことに関して，学生への就学支援の観点から，見舞金を贈る等何らかの対応を学

科で検討願いたい旨依頼があった。

また，当該企業が本校技術振興会の会員企業であることから，会社へ事故見舞いに

行く予定である旨報告があった。

以 上

次回開催予定 １月２５日(木)１５時００分から

 

（出典 総務課資料）
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資料 11－1－②－２ 議事要旨の公開 

 

  

 （出典 本校 Web サイト）

http://cyb.ipc.toyama-nct.ac.jp/cgi-bin/cbag/ag.cgi?page=FileIndex&gid=&fCID=20927
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資料 11－1－②－３ 自己点検報告書（例） 

平成 18 年度 富山工業高等専門学校 

委員会等自己点検報告 

 

                       委員会等名 入学試験委員会 

                  

【計画】 

・専攻科一般選抜及び社会人特別選抜の一般科目「英語」の取扱いについて検討する。 
・専攻科募集要項において、アドミッションポリシー等を整理する。 
・各学科からの私費外国人留学生の受入可能数の報告方法について検討する。 
・編入学生の受入可能数及び編入学生選抜に関する選考基準において、合格 低点及び科目別

低点を設けるか検討する。 
・専攻科推薦及び一般選抜を実施した結果、機械・電気システム工学専攻において、定員に１名

満たなかったため、２次募集を行うか検討した。 
・専攻科入学者選抜（一般選抜）学力検査において、問題作成時の複数によるチェック機能が働

いていなかったことにより、防止策を検討する。 
・各選抜試験の入学試験委員割り振り方法について検討する。 
・入学者選抜検査の推薦選抜において、面接時間厳守の徹底を図る。また、選抜において、傾斜

配点等の導入について検討する。 
・学生募集要項のアドミッションポリシーを整理する。 
・推薦選抜による合格者数について検討する。 
 
【実行】 
・専攻科一般選抜及び社会人特別選抜の一般科目「英語」について、ＴＯＥＩＣ４００点相当獲

得者等の取扱いを明記した。 
・専攻科募集要項において、アドミッションポリシー及び各専攻の教育方針記述内容を整理した。
・私費外国人留学生の受入可能数の報告については、今後、受入れる事象が発生すれば各学科か

ら報告することとし、取り扱いを改めた。 
・編入学生選抜に関する選考基準において、合格 低合計点は現状どおり、また、学力検査評価

点で科目別に 低点は設けないこととした。 
・編入学生の受入可能人数については、基準適合者のうち、得点上位の者から２人を合格者とす

る。ただし、理工系学科出身者に基準適合者がいる場合は、普通科（含総合学科）及び理数科
出身者の合格者は１人以内とすることとした。 

・専攻科機械・電気システム工学専攻において２次募集を実施し、１名志願があり合格したが、
辞退したため、それ以上募集は行わないことにした。 

・専攻科一般選抜の問題作成及び採点業務において、入試ミスを防止するため問題・採点チェッ
クシートを作成し複数で確認できる体制を確立した。また、検査当日に問題点等が生じた場合、
検査実施本部への連絡を徹底することにした。（編入学生選抜学力検査にも適用） 

・入学試験委員会において、各選抜試験の入学試験委員を決める方法に改めた。（委員名は非公開）
・推薦選抜において、面接時間の徹底が図られた。 
・推薦による入学者の選抜基準において、面接実施要領の面接内容及び評価方法を変更した。 
・学力検査による入学者の選抜基準で、入試成績と学習成績には相関はほとんど見られないので、

学力試験成績に傾斜配点は導入しないことにした。また、推薦選抜及び学力選抜の調査書審査
基準については、現状どおりとした。 

・学生募集要項のアドミッションポリシーを整理した。 
・推薦選抜合格者数について、推薦の募集人員を超えてなお成績優秀者がいた場合、各学科の判

断により、１～２名水増しすることができることとし、推薦選抜による合格者選考基準を変更
した。 

 
 
【次年度に向けて】 
・専攻科アドミッションポリシーの見直しを行う。 
・採点チェック体制の見直しを行う。 
・編入学試験日について検討する。 
・中学校訪問時等において、中学校に公表できるものを整理し、全教員に周知する。 

  

（出典 総務課資料）
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資料 11－1－②－４ 事務組織規則 

 

独立行政法人国立高等専門学校機構富山地区事務部事務組織規則

（趣旨）

第１条 この規則は，独立行政法人国立高等専門学校機構の組織に関する規則（平成１６

年４月１日機構規則第１号）第５条第６項及び第５条の２並びに独立行政法人国立高等

（ ）専門学校機構の本部事務局の組織等に関する規則 平成１６年４月１日機構規則第４号

第１１条の２の規定に基づき，独立行政法人国立高等専門学校機構富山地区事務部（以

下「富山地区事務部」という ）の組織等について必要な事項を定めるものとする。。

（富山地区事務部の位置）

第２条 富山地区事務部は，富山工業高等専門学校及び富山商船高等専門学校（以下「両

校」という ）に置く。。

（富山地区事務部の体制）

第３条 富山地区事務部に，総務課，管理課，学生第一課及び学生第二課を置く。

２ 総務課に，総務第一係，人事労務係，企画係，研究連携第一係，総務第二係及び研究

連携第二係を置く。

３ 管理課に，財務第一係，財務第二係，出納係，調達第一係，調達第二係，施設第一係

及び施設第二係を置く。

４ 学生第一課に，教務係，学生生活係，入学試験係及び図書係を置く。

５ 学生第二課に，教務係，学生生活係及び入学試験係を置く。

６ 総務課に企画室を置き，企画係及び研究連携第一係をもって組織する。

７ 総務課に技術教育班及び技術室を置く。

（富山地区事務部の職制）

第４条 富山地区事務部に事務部長，調整役，総務課長，管理課長，学生第一課長及び学

生第二課長を置く。

２ 企画室に室長を置く。

３ 課に課長補佐を，係に係長及び主任を，技術教育班及び技術室に技術長，技術室長，

技術専門員及び技術専門職員を置くことができる。

（職制の職務）

第５条 事務部長は，両校の校長の命を受け，富山地区事務部の事務を総括・掌理し，所

属職員を指揮監督する。

２ 調整役は，両校の校長の特別な命に係る事務を掌理する。

３ 課長は，上司の命を受け，当該課の事務を掌理し，所属職員を指揮監督する。

４ 室長は，上司の命を受け，当該室の事務を掌理する。

５ 課長補佐は，上司の命を受け，課長を補佐し，課の事務を整理する。

６ 係長は，上司の命を受け，当該係の事務を処理する。

， ， ， 。７ 主任は 上司の命を受け 係長を補佐し 当該係の事務のうち特定の事項を処理する

８ 技術長及び技術室長は，上司の命を受け，当該班又は室の業務を処理する。

９ 技術専門員は，上司の命を受け，当該班又は室の業務のうち，極めて高度な専門的技

術を用いた教育支援，研究支援，学生の技術指導等の業務を処理する。

１０ 技術専門職員は，上司の命を受け，当該班又は室の業務のうち，高度な専門的技術
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を用いた教育支援，研究支援，学生の技術指導等の業務を処理する。

（富山地区事務部職員の勤務場所）

第６条 富山地区事務部に所属する職員のうち，次に掲げる者は，富山工業高等専門学校

（以下「富山高専」という ）を主たる勤務場所とする。。

( ) 事務部長1

( ) 調整役2

( ) 総務課長及び学生第一課長3

( ) 企画室長4

( ) 総務課課長補佐（富山高専担当 ，管理課課長補佐（富山高専担当）及び学生第一5 ）

課課長補佐

( ) 総務第一係，人事労務係，企画係，研究連携第一係及び技術教育班に所属する者6

( ) 財務第一係，出納係，調達第一係及び施設第一係に所属する者7

( ) 学生第一課に所属する者（学生第一課長及び学生第一課課長補佐を除く ）8 。

２ 富山地区事務部に所属する職員のうち，次に掲げる者は，富山商船高等専門学校（以

下「富山商船」という ）を主たる勤務場所とする。。

( ) 管理課長及び学生第二課長1

( ) 総務課課長補佐（富山商船担当 ，管理課課長補佐（富山商船担当）及び学生第二2 ）

課課長補佐

( ) 総務第二係，研究連携第二係及び技術室に所属する者3

( ) 財務第二係，調達第二係及び施設第二係に所属する者4

( ) 学生第二課に所属する者（学生第二課長及び学生第二課課長補佐を除く ）5 。

（総務課の事務所掌）

第７条 総務課においては，次の事務をつかさどる。

(1) 総務事務に関して総括し，連絡調整すること。

(2) 学校の将来構想に関すること。

(3) 学校の評価に関すること。

(4) 儀式その他諸行事に関すること。

(5) 学科，専攻科等の設置及び改廃に関すること。

(6) 学則その他学内諸規則等の制定及び改廃に関すること。

(7) 広報に関すること。

(8) 公文書類に関すること。

(9) 情報公開に関すること。

(10) 教職員の任免，懲戒，服務等に関すること。

(11) 教職員の給与及び諸手当に関すること。

(12) 共済組合及び退職手当に関すること。

(13) 教職員の研修及び勤務評定に関すること。

(14) 教職員の安全衛生，福祉及び災害補償に関すること。

(15) 栄典及び表彰に関すること。

(16) 教職員の旅行命令に関すること。

(17) 労使協定に関すること。

(18) 事務情報化に関すること。
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(19) 個人情報保護に関すること。

(20) 地域連携，産学官連携等に関すること。

(21) 研究活動及び研究助成に関すること。

(22) 知的財産に関すること。

(23) 国際交流に関すること。

( ) 実験実習に関すること。24

( ) 教育及び研究の支援に関すること。25

(26) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。

(27) その他他の課の所掌に属さない事務に関すること。

（管理課の事務所掌）

第８条 管理課においては，次の事務をつかさどる。

(1) 会計事務及び施設整備に関して総括し，連絡調整すること。

(2) 会計の監査に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 会計諸規則に関すること。

(5) 財務諸表に関すること。

(6) 債権の管理に関すること。

(7) 資金財源の管理に関すること。

(8) 給与等の経理及び所得税等の徴収に関すること。

( ) 寄附金及び科学研究費補助金の経理に関すること。9

(10) 物品の調達及び役務等に関すること。

(11) 不動産に関すること。

( ) 土地，建物等の借入れに関すること。12

( ) 宿舎に関すること。13

(14) 防火管理に関すること。

(15) 施設設備工事に関すること。

(16) 施設設備の維持，保全に関すること。

(17) 学校環境の整備保全に関すること。

(18) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。

(19) その他会計及び施設に係る事務に関すること。

（学生第一課及び学生第二課の事務所掌）

第９条 学生第一課においては富山高専の，学生第二課においては富山商船のそれぞれ次

の事務をつかさどる。

(1) 学務事務及び図書館業務に関して総括し，連絡調整すること。

(2) 外国人留学生に関すること。

(3) インターンシップに関すること。

(4) 入学者の選抜に関すること。

(5) 教務事務に関すること。

(6) 研究生及び科目等履修生に関すること。

(7) 学生生活に関すること。

(8) 学生の賞罰に関すること。
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(9) 学生の厚生及び保健に関すること。

(10) 厚生施設に関すること。

(11) 奨学金，授業料免除，徴収猶予等の経済援助に関すること。

(12) 学生の就職に関すること。

(13) 学生寮の管理運営に関すること。

(14) 教育・研究施設設備の運用に関すること。

(15) 図書の管理に関すること。

(16) 図書館のサービスに関すること。

(17) 学術情報提供活動に関すること。

(18) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。

(19) その他学生サービスに係る事務に関すること。

（課の事務分掌）

第１０条 富山地区事務部における課の事務分掌については，別に定める。

附 則

１ この規則は，平成１９年４月１日から施行する。

２ この規則の施行に伴い，富山工業高等専門学校事務組織規則（平成１０年４月１日制

定）及び富山商船高等専門学校事務組織規則（平成１８年４月１日制定）は廃止する。

   

（出典 本校規則集）
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資料 11－１－②－５ 事務分掌細則 

  

独立行政法人国立高等専門学校機構富山地区事務部事務分掌細則

（趣旨）

第１条 この細則は，独立行政法人国立高等専門学校機構富山地区事務部事務組織規則第

１０条の規定に基づき，独立行政法人国立高等専門学校富山地区事務部（以下「富山地

区事務部」という ）の課の事務分掌について必要な事項を定めるものとする。。

（総務課の事務分掌）

第２条 総務課課長補佐は，次の事務をつかさどる。

( ) 担当の学校における総務課の事務に関して総務課長を補佐し，連絡調整すること。1

( ) その他上司の命を受けた専門的事項に関すること。2

２ 総務第一係においては，富山工業高等専門学校（以下「富山高専」という ）に係る。

次の事務をつかさどる。

( ) 儀式その他諸行事に関すること。1

( ) 渉外に関すること。2

( ) 学科，専攻科等の設置及び改廃に関すること。3

( ) 学則その他諸規則の制定及び改廃に関すること。4

( ) 争訟に関すること。5

( ) 広報刊行物の編集，発行等の広報活動に関すること。6

( ) 公印（会計機関及び学務に係る公印を除く ）の保管に関すること。7 。

( ) 公文書類の接受，発送及び整理保管に関すること。8

( ) 情報公開に関すること。9

( ) 個人情報保護の総括に関すること。10

( ) 管理当直及び警備業務に関すること。11

( ) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。12

( ) その他課の所掌事務で，他の係に属さない事務に関すること。13

３ 人事労務係においては，次の事務をつかさどる。

( ) 教職員の任免，懲戒及び服務に関すること。1

( ) 教職員の定員及び級別定数の管理に関すること。2

( ) 初任給，昇格及び昇給に関すること。3

( ) 給与及び諸手当に関すること。4

( ) 共済組合に関すること。5

( ) 退職手当に関すること。6

( ) 教職員の安全衛生に関すること。7

( ) 教職員の災害補償に関すること。8

( ) 教職員の団体に関すること。9

( ) 教職員の研修に関すること。10

( ) 教職員の勤務評定に関すること。11

( ) 教職員の福利厚生に関すること。12

( ) 教職員の栄典及び表彰に関すること。13
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( ) 教職員の海外渡航に関すること。14

( ) 人事記録に関すること。15

( ) 教職員の兼業に関すること。16

( ) 富山高専に勤務する教職員の勤務時間及び休暇に関すること。17

( ) 富山高専に勤務する教職員の旅行命令及び旅行依頼に関すること。18

( ) 社会保険及び雇用保険の手続きに関すること。19

( ) 名誉教授の称号授与に関すること。20

( ) 労使協定に関すること。21

( ) 富山高専の情報セキュリティーに関すること。22

( ) 富山高専情報処理センターに関すること。23

( ) 富山高専の個人情報保護に関すること。24

( ) 富山高専の事務情報化の推進に関すること。25

( ) 富山高専の事務用情報処理機器の運用管理に関すること。26

( ) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。27

( ) その他人事労務及び富山高専の情報処理に関すること。28

４ 企画係においては，次の事務をつかさどる。

( ) 両校の将来構想に関する企画・調査に関すること。1

( ) 新高専の中期目標・中期計画及び年度計画の事務に関すること。2

( ) 新高専の設置に関すること。3

( ) 自己点検・評価及び外部評価に関すること。4

( ) 機関別認証評価に関すること。5

( ) 国際交流，国際シンポジウム等に関すること。6

( ) 現代ＧＰ等に関すること。7

( ) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。8

( ) その他新高専の企画立案に関すること。9

５ 研究連携第一係においては，富山高専に係る次の事務をつかさどる。

( ) 地域連携及び産学官連携に関すること。1

( ) 知的財産に関すること。2

( ) 研究協力及び研究助成等に関すること。3

( ) 共同研究及び受託研究に関すること。4

( ) 寄附金に関すること。5

( ) 外部の補助金及び助成に関すること。6

( ) 在外研究員及び内地研究員に関すること。7

( ) 公開講座及び出張講座に関すること。8

( ) 総合技術センターに関すること。9

( ) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。10

( ) その他地域連携及び研究助成に関すること。11

６ 総務第二係においては，富山商船高等専門学校（以下「富山商船」という ）に係る。

次の事務をつかさどる。

( ) 儀式その他諸行事に関すること。1
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( ) 渉外に関すること。2

( ) 争訟に関すること。3

( ) 広報刊行物の編集及び発行等の広報活動に関すること。4

( ) 公印（会計機関及び学務に係る公印を除く ）の保管に関すること。5 。

( ) 公文書類の接受，発送及び整理保管に関すること。6

( ) 広報室に関すること。7

( ) 宿日直（教員の学寮宿日直を除く ）及び警備業務に関すること。8 。

( ) 教職員の勤務時間及び休暇に関すること。9

( ) 教職員の旅行命令に関すること。10

( ) 自動車の運行及び管理に関すること。11

( ) 中期目標・中期計画及び年度計画の事務に関すること。12

( ) 企画室に関すること。13

( ) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。14

( ) その他課の所掌事務で，他の係に属さない事務に関すること。15

７ 研究連携第二係においては，富山商船に係る次の事務をつかさどる。

( ) 地域連携及び産学官連携に関すること。1

( ) 知的財産に関すること。2

( ) 研究協力及び研究助成等に関すること。3

( ) 共同研究及び受託研究に関すること。4

( ) 外部の補助金及び助成に関すること。5

( ) 寄附金の受入に関すること。6

( ) 在外研究員及び内地研究員に関すること。7

( ) 学則その他諸規則に関すること。8

( ) 自己点検・評価及び法人評価に関すること。9

( ) 学科等の設置及び改廃に関すること。10

( ) 情報システムに関すること。11

( ) 事務情報化に関すること。12

( ) 情報公開に関すること。13

( ) 個人情報保護法に関すること。14

( ) 情報処理センターに関すること。15

( ) 技術支援センターに関すること。16

( ) 調査統計及び報告に関すること。17

( ) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。18

( ) その他研究連携及び情報に関すること。19

８ 技術教育班においては，富山高専に係る次の事務をつかさどる。

( ) 学生の実験実習に関すること。1

( ) 研究支援に関すること。2

( ) 教育支援に係る機器等の管理運用に関すること。3

( ) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。4

( ) その他教育･研究支援に関すること。5
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９ 技術室においては，富山商船に係る次の事務をつかさどる。

( ) 学生の実験実習に関すること。1

( ) 研究支援に関すること。2

( ) 教育支援に係る機器等の管理運用に関すること。3

( ) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。4

( ) その他教育･研究支援に関すること。5

（管理課の事務分掌）

第３条 管理課課長補佐（富山高専担当）は，次の事務をつかさどる。

( ) 担当の学校における管理課各係の総括に関すること。1

( ) 会計諸規則に関すること。2

( ) 担当の学校の会計の監査に関すること。3

( ) 担当学校の会計機関の公印の管守に関すること。4

( ) その他管理課の専門的事項に関すること。5

２ 管理課課長補佐（富山商船担当）は，次の事務をつかさどる。

( ) 担当の学校における管理課各係の総括に関すること。1

( ) 担当の学校の会計の監査に関すること。2

( ) 担当の学校の会計機関の公印の管守に関すること。3

( ) その他管理課の専門的事項に関すること。4

３ 財務第一係においては，富山高専に係る次の事務をつかさどる。

( ) 会計事務の連絡調整に関すること。1

( ) 予算及び決算に関すること。2

( ) 外部資金の経理に関すること。3

( ) 財産の貸付に関すること。4

( ) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。5

( ) その他課の所掌事務で，他の係に属さない事務に関すること。6

４ 財務第二係においては，富山商船に係る次の事務をつかさどる。

( ) 会計事務の連絡調整に関すること。1

( ) 予算及び決算に関すること。2

( ) 外部資金の経理に関すること。3

( ) 収入及び支出に関すること。4

( ) 現金、預金通帳等の保管に関すること。5

( ) 債権の管理に関すること。6

( ) 給与の支払決議に関すること。7

( ) 旅費及び諸謝金に関すること。8

( ) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。9

( ) その他課の所掌事務で，他の係に属さない事務に関すること。10

５ 出納係においては，富山高専に係る次の事務をつかさどる。

( ) 収入及び支出に関すること。1

( ) 現金、預金通帳等の保管に関すること。2

( ) 債権の管理に関すること。3
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( ) 給与の支払決議に関すること。4

( ) 旅費及び諸謝金に関すること。5

( ) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。6

( ) その他出納に関すること。7

６ 調達第一係においては，富山高専に係る次の事務をつかさどる。

( ) 物品の管理に関すること。1

( ) 物品（図書を除く ）の調達及び役務に関すること。2 。

( ) 物品の寄付受入に関すること。3

( ) 構内の環境整備に関すること。4

( ) 自動車の管理及び運用に関すること。5

( ) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。6

( ) その他調達に関すること。7

７ 調達第二係においては，富山商船に係る次の事務をつかさどる。

( ) 物品の管理に関すること。1

( ) 物品（図書を含む ）の調達及び役務に関すること。2 。

( ) 物品の寄付受入に関すること。3

( ) 構内の環境整備に関すること。4

( ) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。5

( ) その他調達に関すること。6

８ 施設第一係においては，富山高専に係る次の事務をつかさどる。

( ) 施設整備に関する総括及び連絡調整に関すること。1

( ) 営繕工事の企画，設計，積算及び施工管理に関すること。2

( ) 不動産の管理，取得，供用，保存及び処分に関すること。3

( ) 土地及び建物の借入れに関すること。4

( ) 宿舎に関すること。5

( ) 防火管理に関すること。6

( ) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。7

( ) その他施設関係事務に関すること。8

９ 施設第二係においては，富山商船に係る次の事務をつかさどる。

( ) 施設整備に関する総括及び連絡調整に関すること。1

( ) 営繕工事の企画，設計，積算及び施工管理に関すること。2

( ) 不動産の管理，取得，供用，保存及び処分に関すること。3

( ) 宿舎に関すること。4

( ) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。5

( ) その他施設関係事務に関すること。6

（学生第一課の事務分掌）

第４条 学生第一課においては，富山高専に係る事務を所掌する。

２ 学生第一課課長補佐は，次の事務をつかさどる。

( ) 学生第一課の事務に関して学生第一課長を補佐し，連絡調整すること。1

( ) 学務事務及び図書館業務の総括及び指導助言に関すること。2
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( ) 外国人留学生に関すること。3

( ) 学生のインターンシップに関すること。4

( ) 学務に係る個人情報に関すること。5

( ) 学務に係る公印の管守に関すること。6

( ) その他上司の命を受けた専門的事項に関すること。7

３ 教務係においては，次の事務をつかさどる。

( ) 教育課程の編成及び授業に関すること。1

( ) 学生の修学指導（海外留学を含む ）に関すること。2 。

( ) 学生の学籍に関すること。3

( ) 進級及び卒業の認定に関すること。4

( ) 試験，学業成績等の学生の諸記録の整理に関すること。5

( ) 学生の身分，成績，卒業等に係る諸証明に関すること。6

( ) 学生便覧等の編集に関すること。7

( ) 学生の資格試験等に関すること。8

( ) 研究生及び科目等履修生に関すること。9

( ) 教科書及び補助教材に関すること。10

( ) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。11

( ) その他課の所掌事務で，他の係に属さない事務に関すること。12

４ 学生生活係においては，次の事務をつかさどる。

( ) 学生の課外教育活動に関すること。1

( ) 学生及び学生団体の指導に関すること。2

( ) 奨学金，授業料の免除及び徴収猶予等の経済援助に関すること。3

( ) 学生の保健管理及び保健管理施設の管理運営に関すること。4

( ) 学生の就職に関すること。5

( ) 学生生活に係る相談に関すること。6

( ) 学生の表彰及び懲戒に関すること。7

( ) 学生旅客運賃割引証に関すること。8

( ) 学生の厚生施設の管理運営及び厚生事業に関すること。9

( ) 日本スポーツ振興センターに係る事務に関すること。10

( ) 学生寮の管理運営に関すること。11

( ) 入寮及び退寮に関すること。12

( ) 入寮者の生活指導に関すること。13

( ) 入寮者の福利厚生に関すること。14

( ) 学生寮における当直に関すること。15

( ) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。16

( ) その他厚生補導及び寮務に関すること。17

５ 入学試験係においては，次の事務をつかさどる。

( ) 入学者選抜に係る企画及び調整に関すること。1

( ) 入学者選抜の実施に関すること。2

( ) 入学者選抜に係る各種情報収集，整理及び分析に関すること。3
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( ) 入学者選抜に係る電算処理に関すること。4

( ) 入学者選抜に係る広報に関すること。5

( ) 学生募集要項に関すること。6

( ) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。7

( ) その他入学者選抜に関すること。8

６ 図書係においては，次の事務をつかさどる。

( ) 図書館の運用及び保全に関して総括し，連絡調整すること。1

( ) 図書館資料（以下「図書等」という ）の収集，調達及び整理保存に関すること。2 。

( ) 図書等の閲覧，貸出等の利用に関すること。3

( ) 図書等に係る支払いに関すること。4

( ) 文献複写及び相互貸借に関すること。5

( ) 学術情報提供活動に関すること。6

( ) 蔵書データベースの作成に関すること。7

( ) 図書館のサービスに係る事務に関すること。8

( ) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。9

( ) 紀要に関すること。10

( ) その他図書に関すること。11

（学生第二課の事務分掌）

第５条 学生第二課においては，富山商船に係る事務を所掌する。

２ 学生第二課課長補佐は，次の事務をつかさどる。

( ) 学生第二課の事務に関して学生第二課長を補佐し，連絡調整すること。1

( ) その他上司の命を受けた専門的事項に関すること。2

３ 教務係においては，次の事務をつかさどる。

( ) 教育課程に関すること。1

( ) 教科書及び教材に関すること。2

( ) 授業及び試験に関すること。3

( ) 学生の成績に関すること。4

( ) 指導要領その他学生の諸記録の整理に関すること。5

( ) 学生の入学，休学，転学，退学及び除籍に関すること。6

( ) 進学及び卒業の認定に関すること。7

( ) 留学生に関すること。8

( ) 研究生，聴講生及び科目等履修生に関すること。9

( ) 学生の学外実習（インターンシップ）に関すること。10

( ) 学生の諸証明及び届に関すること（所掌事務に係るものに限る 。11 。）

( ) 学生の賞罰に関すること（所掌事務に係るものに限る 。12 。）

( ) 学生第二課諸規則に関すること。13

( ) 学生第二課管理の公印の管守に関すること。14

( ) 船舶養成施設の登録に関すること。15

( ) 図書等の受入に関すること。16

( ) 図書等の登録分類及び目録に関すること。17
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( ) 図書等の保管に関すること。18

( ) 図書等の閲覧及び貸出に関すること。19

( ) 図書等の取扱い及び図書館利用についての指導に関すること。20

( ) 図書等の調査及び統計に関すること。21

( ) 図書等の収集及び広報に関すること。22

( ) 図書館の管理に関すること。23

( ) 研究集録に関すること。24

( ) その他課の所掌事務で，他の係に属さない事務に関すること。25

４ 学生生活係においては，次の事務をつかさどる。

( ) 学生団体に関すること。1

( ) 学生の奨学並びに授業料減免及び分延納に関すること。2

( ) 学生の集会，掲示及び印刷に関すること。3

( ) 課外活動に関すること。4

( ) 学生の賞罰に関すること（所掌事務に係るものに限る 。5 。）

( ) 学生の生活指導及び生活相談に関すること。6

( ) 学生の健康管理及び保健施設の管理運営に関すること。7

( ) 学生の就学指導及び学生又は卒業生の就職斡旋に関すること。8

( ) 学生の進路指導に関すること。9

( ) 寮生の入退寮に関すること。10

( ) 寮生の生活指導に関すること。11

( ) 寮生指導教員の宿日直に関すること。12

( ) 寮生団体に関すること。13

( ) 寮生給食に関すること。14

( ) 寄宿料に関すること。15

( ) 寮費の徴収及び経理に関すること。16

( ) 寮の施設・設備の管理運営に関すること。17

( ) 学生の諸証明及び届に関すること（所掌事務に係るものに限る 。18 。）

( ) 学生の福利厚生に関すること。19

( ) その他学生生活に関すること。20

５ 入学試験係においては，次の事務をつかさどる。

( ) 学生の募集及び入学者選抜に関すること。1

( ) 公開講座等の企画実施に関すること。2

( ) 志願者対策に関すること。3

附 則

１ この細則は，平成１９年４月１日から施行する。

２ この細則の施行に伴い，富山工業高等専門学校事務分掌細則（平成１０年４月１日施

行）は廃止する。

 

（出典 本校規則集）
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資料 11－１－②－６ 技術部組織規則 

 

富山工業高等専門学校技術部組織規則 

 

制定平１６ ． ４． １ 

改正平１７ ． ３． １ 

 

（趣旨） 

第１条 富山工業高等専門学校（以下「本校」という。）校内組織規則第１２条の規定に基づき，技術部の組織及び

運営等に関し，必要な事項を定める。 

 

（目的） 

第２条 技術部においては，本校の教育研究支援体制の充実に資するため，本校の技術に関する専門的業務を円滑か

つ効率的に処理し，技術職員の能力及び資質向上を図ることを目的とする。 

 

（組織） 

第３条 技術部は，技術部長，技術長，副技術長，主任技術職員及び技術職員（以下「技術部長等」という。）をも

って組織する。 

２ 前項に定める技術部長等のほか，先任技術職員を置くことができる。 

３ 技術部に，次の担当を置く。 

（１）ものづくりシステム系担当 

（２）制御・情報システム系担当 

（３）機能マテリアル系担当 

４ 技術部において，次の業務を行う。 

（１）教育及び研究に対する技術支援の年間業務計画の策定に関すること。 

（２）学生の実験・実習及び卒業研究・特別研究等の技術的指導に関すること。 

（３）教育教材作成の技術支援に関すること。 

（４）教員の教育研究活動への技術支援に関すること。 

（５）学生の課外活動の技術支援に関すること。 

（６）学内共同利用施設及び学外との共同研究への技術支援に関すること。 

（７）地域貢献における技術支援に関すること。 

（８）公開講座，体験入学等の学校行事への技術支援に関すること。 

（９）技術の継承及び保存，技術向上並びに技術教育支援のための技術研修に関すること。 

（10）実験室等の共通機器等の保守・管理並びに災害事故防止に関すること。 

（11）その他技術部の目的達成のため必要な事項に関すること。 

 

（技術長） 

第４条 技術長は，上司の命を受け，技術部長を補佐し，技術部の業務の統括及び業務に関する企画調整を行う。 

２ 技術長は，技術部の職員の職務遂行に必要な知識及び技術等を習得させ，職員の能力及び資質等を向上させる内

容の研修に務めなければならない。 

３ 技術長は，技術専門員及び技術専門職員のうちから校長が命ずる。 

 

（副技術長） 

第５条 副技術長は，上司の命を受け，技術長を補佐し，当該担当の業務に関して必要な連絡調整，調査研究を行

う。 

２ 副技術長は，当該担当に所属する主任技術職員及び技術職員の能力及び資質の向上に務める。 

３ 副技術長は，技術専門職員のうちから校長が命ずる。 

 

（主任技術職員） 

第６条 主任技術職員は，上司の命を受け，当該担当に係る業務を処理し，調査研究を行う。 

２ 主任技術職員は，当該担当に所属する技術職員の能力及び資質の向上に務める。 

３ 主任技術職員は，技術専門職員及び技術職員のうちから校長が命ずる。 

 

（技術職員） 

第７条 技術職員は，上司の命を受け，当該担当に係る業務を処理し，調査研究を行う。 

２ 技術職員は，技術職員をもって充て，校長が命ずる。 
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（先任技術職員） 

第８条 先任技術職員は，いずれかの担当に属しながら，特定の分野について，極めて高度の専門的業務又は経験を

必要とする業務を直接処理し，必要に応じて同一業務に従事する副技術長，主任技術職員及び技術職員に対して，

技術的な指導及び育成等を行う。 

２ 先任技術職員は，極めて高度な技術及び能力を有していると認められた技術専門職員のうちから校長が命ずる。 

 

（会議） 

第９条 技術部の運営及び業務を円滑に行うため，技術部長，技術長及び副技術長で組織する技術部連絡会議（以下

「会議」という。）を置く。 

２ 会議は， 技術部長が招集し，その議長となる。 

３ 会議は， 必要に応じて委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。 

４ 会議に関する事務は，技術部において処理する。 

 

（その他） 

第１０条 この規則に定めるもののほか，技術部に関し必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成１７年３月１日から施行する。 

 

（出典 本校規則集） 
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（分析結果とその根拠理由） 

本校の目的を達成するために校長の管理・運営方針が的確に示され，各委員会等において諸課題の

審議・検討がなされており，各種委員会等と管理運営組織等との連携も円滑に行われている。 

教員組織と事務組織が緊密な協力体制をとり，全教職員が連携協力してその業務を遂行しており，

効果的な活動が行われている。 

以上のことから管理運営に関する各種委員会及び教員組織と事務組織が適切に役割を分担し，効果

的に活動している。 

 

 

観点 11－１－③：管理運営の諸規定が整備されているか。 

（観点に係る状況）  

学校の管理運営に関する諸規則については，「富山工業高等専門学校学則」，「校内組織規則」，

「事務組織規則」及び「運営委員会規則」のほか各種委員会規則等が整備されており，十分にその役

割を果たしている。また，これらは学内の Web サイト（学内限定）（資料 11－１－③－１）で全教職

員が閲覧することができる。 
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資料 11－１－③－１ 本校諸規則一覧 
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（出典 本校 Web サイト（学内版）） 

http://www.ipc.toyama-nct.ac.jp/shomu/shomu/kisoku/kisokusyu/kisokusyu.html 

 

（分析結果とその根拠理由）  

管理運営に関する諸規則は適切に整備され，全教職員に周知するための方策として学内限定の Web

サイトが整備されている。 

 

観点 11－２－①：外部有識者の意見が適切な形で管理運営に反映されているか。 

（観点に係る状況） 

 本校では外部有識者の意見及び提言を聴取するための組織として評議員会を設置している（資料 11

－２－①－１）。評議員会員としては，企業，教育機関，地方自治体等の有識者の方々を委嘱し，年

に２回開催しており，学校運営の全てに関わる事項に関して，種々の指摘および助言を承っている

（資料 11－２－①－２）。評議員会で提言された意見等については，戦略企画会議及び運営委員会を

通して関係委員会で対応・改善について検討し，それらの結果を基に管理運営に反映してきている。 

平成 14 年度に開催された評議員会（その当時は，外部評価委員会と称していた。）での意見等を報

告書として平成 15 年 3 月に公表しており，ホームページ上にも掲載し学内外で閲覧が可能である（資
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料 11－２－①－３，訪問調査時閲覧資料）。指摘された事項は，可能なことから順次改善するよう努

力しており，例えば，「教官室・各部屋をもっとガラス張り・オープンにすべきである。」との意見

を受け，平成 15 年度の校舎の改修に当たって，ガラスの面積を増やすなど，明るい環境の教員室・教

室に改修している。また外部評価を受けて，将来構想・点検評価委員会では改善提案等を報告書とし

て公開している（資料 11－２－①－４，訪問調査時閲覧資料）。 

 

 

資料 11－２－①－１ 富山工業高等専門学校評議員会規則 

   

制定 平１６ ．７．２１ 

（設置） 

第１条 富山工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，広く学外有識者の意見を聴くための組織として，富山

工業高等専門学校評議員会（以下「評議員会」という。）を置く。 

 

（任務） 

第２条 評議員会は，本校の教育研究の目標・計画，自己評価及びその他本校の運営に関する重要事項について，校

長の諮問に応じて審議・評価し，及び校長に対して助言又は勧告を行う。 

 

（組織） 

第３条 評議員会は，１０名以内の評議員会委員（以下「評議員」という。）で組織する。 

２ 評議員は，本校教職員以外の者で高等専門学校に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから校長が委嘱す

る。 

３ 評議員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，評議員に欠員が生じた場合の後任の任期は，前任者の残

任期間とする。 

 

（議長） 

第４条 評議員会に議長を置き，評議員の互選により選出する。 

２ 議長は， 評議員会の会務を総理する。 

 

（評議員会の開催） 

第５条 評議員会は，校長が招集する。 

２ 評議員会は，年１回以上開催するものとする。 

３ 評議員会は，必要に応じて関係者の出席を求め，その意見を聴くことができる。 

 

（守秘義務） 

第６条 評議員は，その役割を遂行する上で知り得た情報を正当な理由なく漏洩してはならない。 

 

（庶務） 

第７条 評議員会に関する庶務は，庶務課において処理する。 

 

（その他） 

第８条 この規則に定めるもののほか，評議員会の運営に関し必要な事項は，評議員会において定める。 

 

附則 

１ この規則は，平成１６年７月２１日から施行する。 

２ 富山工業高等専門学校外部評価実施要項（平成１４年１０月８日校長決裁）は，廃止する。 

３ この規則施行後 初に委嘱される評議員の任期は，第３条第３項の規定にかかわらず，平成１８年３月３１日 

までとする。 

 

（出典 本校規則集） 
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資料 11－２－①－２ 

 

平成１８年度第１回評議員会での委員からの意見等への対応  
 
機械工学科：  
（評議員会委員からの意見等）  
① 学科目標中の「工業界や～」は「産業界や～」とした方が良いのではないか。  
（本校の対応等）  

学科目標の中を「工業界や～」を「産業界や～」に訂正しました。  
 

（評議員会委員からの意見等）  
② 早い時期から専門性の高い科目を取り入れ、富山高専ならではの課程にしてはいかが。

（本校の対応等）  
くさび形の授業で、低学年は専門科目が少なく、一般科目が多い構成となっています。

その少ない専門科目で、 初 1 学年では、機械工学のガイダンス的な「メカワールド」

を、そして、実際に機械部品に触れる「機械工学演習」を取り入れています。  
 
（評議員会委員からの意見等）  
③ 機械工学において、設計のセンスが必要だと思うが、そのセンスをどのように身につ

けさせるのか。個人的にはいろいろな機械を実際に見てセンスを養うことが良いと考え

るが、高専教育の一つのテーマとして取り組んでも良いのではないか。  
（本校の対応等）  

学生の設計センスを育むために、できれば、実際の機械に触れながら設計を行うなど

の授業を行いたいと考えます。  
 

（評議員会委員からの意見等）  
④ 環境問題やレアメタルの問題についても、学校段階で取り入れていただくとありがた

い。  
（本校の対応等）  

「熱工学Ⅰ」の授業で地球の温暖化の原因といわれる二酸化炭素の産業革命以降の増

加と近年の急増に関する項目を教えています。レアメタルに関しては、できれば、「材料

学」で取り上げたいと考えています。  
 
（評議員会委員からの意見等）  
⑤ 材料学の履修学年が２年、３年、５年と、３年から５年で間が開いているのはなぜか。

（本校の対応等）  
２年と３年の「材料学Ⅰ」、「材料学Ⅱ」は金属材料に関する講義であり、５年の「材料学

Ⅲ」は非金属材料（プラスチックスとセラミックス）なので、間が開いていても、   
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それほど問題とはならないと考えます。 
 
（評議員会委員からの意見等） 
⑥ 学科の教育目標、科目ともに従来のものと変わらないような感じを受ける。基礎は当

然重要だが、エコデザインなど、機械分野でも環境に配慮した設計手法等も非常に重要

となってきているので、そういうこともある程度低学年から少しずつ教えるような工夫

があってもいいのかなと感じた。 
（本校の対応等） 

環境に配慮した設計手法はこれからも重要と考えます。３年の「機械設計法」や５年

の授業で取り入れたいと考えます。 
 
国際交流委員会： 

（評議員会委員からの意見等） 
どの高等教育機関でも同じだが，特色を出していかないと生き延びることができない

状況になってきている。本日の議論を参考に御努力願いたい。 
（本校の対応等） 

 「エコテクノロジーに関するアジア国際シンポジウム」は，1994 年以来毎年開催し，

2007 年で第 14 回を迎え，他高専にない本校の目玉行事の一つとして広く認識されて

おり，文部科学省や高専機構本部の評価も極めて高い。 
本シンポジウムは，大量消費・廃棄の時代から地球環境と共生した持続可能な社会

構築のために必要な調和技術の体系である「エコテクノロジー」に関して，東アジア

との国際ネットワーク構築を目的としている。また，このエコテクノロジーは本校が

進めている国際的技術者教育プログラムである「エコデザイン工学教育プログラム」

のキーコンセプトでもあり，専攻科生も参加している。 
   毎回日本を始め，中国，韓国，ロシアなど東アジア諸国の研究者や学生が多数参加

し，2005 年には国際学術交流協定を提携した中国・東北大学で開催し，2007 年 10 月

には韓国・慶熙大学校で開催する予定である。 
地域連携委員会： 

（評議員会委員からの意見等） 
どの高等教育機関でも同じだが，特色を出していかないと生き延びることができない

状況になってきている。本日の議論を参考に御努力願いたい。） 
（本校の対応等） 

 平成 17 年度に地域企業との産学協働組織である富山高専技術振興会を設立し，平成

18 年度には客員教授の任命による授業，会員企業と学生の交流会「Ｔ２フォーラム」，

出前技術講座，技術相談，共同研究などの実施，産学連携パンフ（Ｔ２マガジン）の作

成を行った。  
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また，同会組織を基盤として経済産業省委託事業「電源地域における雇用促進対策調

査事業（平成 17 年度）」，「高専等を活用した中小企業人材育成事業（平成 18 年度）」

を受託した。本事業はフレッシュエンジニア（若手技術者）が「教授体験学習プログ

ラム」及び「問題設定解決型学習プログラム」を受講することにより，自社に戻って

からも積極的に仕事に取り組めるよう，エンジニアとしての社会人基礎力を高めるこ

とが目的であり，受講者及び参加企業から高い評価を得ている。 
平成 19 年度は，上記の事業を充実させるとともに，次の事項を予定している。 

・技術振興会行事として，出前技術相談，会員企業との研究会の実施，シニアエンジ

ニアの任命 
・教育委員会や小中学校等と連携した「サイエンス・パートナーシップ・プロジェク

ト」や「アシスタント・サイエンス・ティーチャー」への取組み（申請予定） 
・コーディネータ（NEDO フェロー）を利用した研究助成への応募 
・教務委員会と連携した現代ＧＰ「知財マインド醸成のための実体験型基礎教育」の

推進 
 
【その他】 
進路指導委員会： 

○ 現在，学生の進路指導（就職及び進学）は，学科長，専攻科長及び５年生担任の緊

密な連携のもとに行われている。特に就職については，エントリー方法や数社から内

定があった場合の対応の仕方をその都度指導しているが，今後は更に技術振興会会員

企業について，本校を応援している企業である旨を改めて学生に周知し，技術振興会

企業にエントリーを行った後に辞退する場合や，やむを得ず技術振興会会員企業の内

定を取り消す場合には，必ずその企業に連絡を行うなど失礼のない対応をとるよう学

生に指導する。 
  

（出典 戦略企画会議（当時校長補佐会議）資料） 
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資料 11－２－①－３ 外部評価報告書公開状況 

 

     

 

 （出典 本校 Web サイト） 

http://www.toyama-nct.ac.jp/syomu/jikotenken/dai1kai%20gaibuhyouka/gaibuhyouka.html 
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資料 11－２－①－４ 外部評価を受けた改善案の公開状況 

 

   

 （出典 本校 Web サイト） 

http://www.toyama-nct.ac.jp/syomu/jikotenken/mondaiten/gaibuhyouka4.html 

 

（分析結果とその根拠理由）  

平成 14 年度に外部有識者による外部評価を実施している。平成 16 年度からは評議員会を定期的

（年２回）に開催し，大学，企業，行政，経済界，同窓会等の委員から広く意見・要望等を求めてい

る。それら提言については，運営委員会等の関係委員会において実施方法及び改善策等を検討し，改

善可能なものから順次具体化を図っているなど，外部の意見が反映されている。以上のことから外部

有識者の意見が適切な形で管理運営に反映されている。 

 

 

観点 11－３－①： 自己点検・評価（や第三者評価）が高等専門学校の活動の総合的な状況に対し

て行われ，かつ，それらの評価結果が公表されているか。 

（観点に係る状況） 

本校では，学校運営の全てに関して，平成６年度から定期的に内部委員による自己点検・評価を行

い（第 1 回：平成 7 年 3 月，第 2 回：平成 13 年 12 月，第 3 回：平成 14 年 11 月；訪問調査時閲覧資
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料），その都度評価報告書を発行するとともにインターネット上で公開してきた（資料 11－３－①－

１）。また現在の活動状況を評価するために，自己点検・評価委員会が各委員会に毎年自己点検報告

書（資料 11－１－②－３）の提出を義務付け，それを審議している。これをまとめて今後公表する予

定である。 

また，平成 16 年度には，日本技術者教育認定機構（JABEE）の審査を受け，本校の『エコデザイン

工学教育プログラム』が，「工学（融合複合・新領域関連分野）」分野で認定を受けるに至っている。 

 

資料 11－３－①－１（１） 自己点検書公開状況 

 

   

 （出典 本校 Web サイト） 

http://www.toyama-nct.ac.jp/syomu/jikotenken/dai2kai/2.html 
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資料 11－３－①－１（２） 自己点検書公開状況 

 

 

（出典 本校 Web サイト）

http://www.toyama-nct.ac.jp/syomu/jikotenken/dai3kai/dai3kai.html
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資料 11－３－①－１（３） 外部評価報告書公開状況 

 

     

 

 （出典 本校 Web サイト） 

http://www.toyama-nct.ac.jp/syomu/jikotenken/dai1kai%20gaibuhyouka/gaibuhyouka.html 
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資料 11－３－①－１（４） 外部評価に対する改善提案の公開状況 

 

   

 

 

 （出典 本校 Web サイト） 

http://www.toyama-nct.ac.jp/syomu/jikotenken/mondaiten/gaibuhyouka4.html 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校の総合的な状況に関する自己点検評価を平成６年度からこれまで随時実施し，その結果を公表

してきている。また日本技術者教育認定機構からエコデザイン工学プログラムが認定されている。 

以上のことから本校の教育研究活動については，総合的な評価が適切に行われ，かつ，その評価結

果は公表されている。 
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観点 11－３－②： 評価結果がフィードバックされ，高等専門学校の目的の達成のための改善に結

び付けられるようなシステムが整備され，有効に運営されているか。 

 

（観点に係る状況） 

管理運営に関するＰＤＣＡサイクルを資料１１－３－②－１に示したとおりであり，自己点検・評

価の結果は，戦略企画会議及び運営委員会が中心となり改善の方向を定めている。 

本校では，学校運営の全てに関して，観点１１－３－①で述べたとおり平成６年度から定期的に内

部委員による自己点検・評価を行い，それに基づき外部評価を実施した。その結果について外部評価

報告書を提出するとともに将来構想・点検評価委員会（当時）が中心となり「外部評価 ―問題点と

改善への志向―」（資料 11－２－①－４）を公表した。その中で，例えばｐ11 にある「広報活動」に

ついて，指摘された問題点について改善を行っている（資料１１－３－②－２）。 

また本校全体の活動評価のために，自己点検・評価委員会が各委員会に毎年自己点検報告書（資料

11－１－②－３）の提出を義務付け，さらに必要な委員会には自己評価報告書（資料１１－３－②－

３）を提出させ，自己点検・評価委員会がそれを審議し，学校長に提言（資料１１－３－②－４）す

るとともにそれが戦略企画会議及び運営委員会に報告されている。これらの結果を全教職員に周知し，

本校の目的の達成のために改善に努めている。 
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資料１１－３－②－１ PDCA サイクル 

 

  

P l a n
各委員会

D o
教職員

C h e c k
自己点検・評価委員会

A c t  i o n
戦略企画会議
運営委員会 P l a n

各委員会

D o
教職員

C h e c k
自己点検・評価委員会

A c t  i o n
戦略企画会議
運営委員会

富山工業高等専門学校
管理運営改善サイクル

富山高専の目標
 

 

（出典 総務課資料） 
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資料１１－３－②－２ 外部評価委員会からの指摘に対する改善例 
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（出典 外部評価 －問題点と改善への志向－） 
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資料１１－３－②－３ 自己評価報告書（例） 

平成 19 年５月 31 日

教育点検・改善委員会 自己評価報告書 

 

 

１） 全授業科目に対してシラバスを作成し，授業開始時に学生に対して配布すると共に，授業計

画，授業内容を十分説明している。また，全授業科目における定期試験の答案ならびに成績分布

表の収集・蓄積を実施している。また，評価法に関して，科目別達成度評価ファイル中に評価計

算書の提出を義務づけ，適正な評価がなされているかを点検できる体制が構築・実施されてい

る。 

 

２） 各学期，各教員１科目の授業について学生による授業評価アンケートを実施し，教育点検・改

善委員会において結果が報告され，学科等の長が所属学科教員に結果を還元し，評価が低い教員

に対しては学科長より指導を行っている。 

 

３） 全授業科目について，授業点検アンケートを実施し，授業の進行速度，授業レベルについて学

生の意見を聴取し，担当教員はその内容に基づき，結果の分析ならびに次年度の授業計画に関す

る授業点検書を作成し・提出している。また，年１回，本科４，５年生ならびに専攻科１，２年

生を対象とした校長と学生との懇談会を開催し，校長ならびに副校長が直に学生の意見を聴取す

る機会を設けており，学生の建設的かつ率直な意見が毎年出されている。 

 

３） 毎年１回，卒業・修了後５年を経た卒業生・修了生に対してアンケート調査を行っており，そ

の結果を教育点検・改善委員会で公開，討論し，教育改善に役立てている。また，卒業生の就職

先企業の上司を対象としたアンケートも実施している。 

   一方，年１回，教育改善・評価委員会を開催し，本校名誉教授ならびに本校卒業生より構成

される委員に対して，実施されたアンケート結果ならびに学生から寄せられた要望等について，

意見を聴取し，教育改善に反映している。 

 

４） 平成１６年度より優秀教員表彰規定を設け，学生による授業評価アンケート，教員による授業

参観アンケート，教員の相互評価ならびに自己評価の結果等を参考に， 優秀教員１名，優秀教

員２名を選定し，表彰している。 

 

５） 数学科と専門学科の懇談会ならびに物理・応用物理間懇談会の定期的な開催等，学科間，科目

間の連携を強化し，学生の現状に対応したカリキュラム見直しが行われている。 

 

（出典 平成19年6月8日開催 自己点検・評価委員会資料）
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資料１１－３－②－４ 自己点検・評価委員会から校長への提言 

 

平成 19 年６月 11 日 

 

自己点検・評価委員会報告 

 

 

米 田 政 明 校長 殿 

 

 

自己点検・評価委員会委員長 

副校長 米 谷  正 

 

 

  今般開催された自己点検・評価委員会において下記の点について考慮していただきたい 

ことが決まりましたので報告します。 

 

記 
 

１）中学校に対する体験入学等のイベントの日程等案内を早める。 

 

２）学生による授業評価アンケートの結果，評価が低い教員に対する指導の成果が現在の 

ところ不明である。今後この点の推移をしっかり見る。 

 

以上 
 

（出典 平成 19 年 6 月 8日開催 自己点検・評価委員会資料） 
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（分析結果と根拠理由）  

自己点検・評価を柱とする本校の管理運営に関する改善システムが整備され，有効に機能している。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 （優れた点）  

校長を 高責任者とした５主事体制，及び戦略企画会議，運営委員会や各種委員会等による管理

運営体制が整備され，その役割も果たされている。 

各種委員会等は毎年自己点検報告書を自己点検・評価委員会へ提出している。 

事務組織は適切に役割を分担して活動している。一方，外部有識者の意見が反映されるシステム

や教育，研究に関する自己点検・評価のシステムが機能している。 

（改善を要する点） 

該当なし 

 

（３）基準１１の自己評価の概要 

本校では学校の目的を達成するために，校長，５主事及び専攻科長等の各役職の役割が明確になっ

ており，各種の委員会組織も整備されている。本校のトップマネジメントは，校長のリーダーシップ

の下，戦略企画会議で審議され， 終的には定期的に開催される運営委員会において決定される。ま

た，目的を達成するための校長の管理・運営方針が的確に示され，各委員会等において諸課題の審議

・検討がなされており，教育活動に係る各種委員会等と管理運営組織等との連携も円滑に行われてい

る。教員組織と事務組織が緊密な協力体制をとり，全教職員が連携協力してその業務を遂行しており，

効果的な活動が行われている。なお，管理運営に関する諸規則は適切に整備され，全教職員に周知す

るための方策として学内限定の web サイトが整備されている。 

平成 14 年度に外部有識者による外部評価を実施し，平成 16 年度からは評議員会を定期的に開催し，

産官学各界から広く意見・要望等を求めている。それら提言については，Web サイト上に公開している。

また，平成 16 年度には，日本技術者教育認定機構（JABEE）の審査を受け，本校の『エコデザイン工

学プログラム』が認定を受けるに至っている。 

本校全体の活動評価のために，自己点検・評価委員会が各委員会に毎年自己点検報告書の提出を義

務付け，さらに必要な委員会等には自己評価報告書を提出させ，それに基づき種々審議している。こ

れらの結果を全教職員に周知し，戦略企画会議及び運営委員会が中心となり本校の目的の達成のため

に改善に努めている。重要な事項については，評議員会での評価を受けた後，改善の方向を定めてい

る。 

 


